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本調査では、諸外国における農林水産分野の気候変動影響への適応に関する

制度や影響評価及び適応策などの諸情報を収集・整理するために、北米及びイ

スラエル・欧州を対象に現地調査を実施した。 
米国での現地調査は、東京農業大学 西尾善太 准教授にご同行頂いた。イス
ラエル・欧州での現地調査は、東北大学 國分牧衛 名誉教授にご同行頂いた。
ここに両氏の現地調査へのご協力に感謝の意を表する。 



 

平成 28年度農林水産分野における地域の気候変動適応計画調査・分
析委託事業（諸外国における地域での気候変動の影響への適応に関

する調査・分析業務） 調査報告書 
 
事業の目的 

近年、気候変動の影響による農林水産分野への様々な影響が予想されていることから、

温室効果ガス排出を抑制する緩和の取組に加え、既に現れている影響や、中長期的に避け

ることが困難な影響への適応の取組を計画的に進めていくことが重要である。このため、

農林水産省では、平成 27年８月に農林水産省気候変動適応計画（以下「適応計画」という。）

を策定したところであり、今後は当該適応計画に基づく施策を地域へ展開することとして

いる。 

他方、我が国は南北に長い国土条件であることから、地域によって主要作物が異なるこ

と、また、地域によって気候変動の影響が顕在化する時期に差があること、さらにこれら

の影響によっては、都道府県等の行政界をまたいで対処する必要があることなどの様々な

点に留意しつつ、地域毎に気候変動の影響への適応の取組を的確に推進していく必要があ

る。 

現在、全国の気候変動の影響評価とその適応策を基本としている適応計画を踏まえ、地

域のニーズを把握するとともに、国内における気候変動の影響への適応に関する情報等に

ついて収集しているところである。しかしながら、地域の関心が高い品目のうち、一部の

品目については、国内において確信度の高い知見が少ないため、地域の適応策に関する将

来展望を検討する上で大きな課題となっている。 

このため、国内において影響評価研究等の情報が少ない品目への対応として、国内にお

いて適応に関する知見の少ない品目と類似する品目を栽培している諸外国のうち、地域で

の適応の取組を先進的に行っている国等が有する情報について調査・分析を行い、国内対

策の検討に反映させることを目的とする。 

 

事業の内容 

（１）情報収集・分析等 

① 諸外国における農林水産分野の気候変動の影響への適応に関する制度や影響評価及び

適応策などの諸情報を収集・整理する（論文になっていない海外の研究情報も含めて

幅広く情報を収集する。）。情報収集の対象とする品目は、果樹（なし、ぶどう等）、野

菜（とまと、ばれいしょ、レタス、アボカド等）、牧草、小麦、大麦、大豆、とうもろ

こし、水管理（コメ）の中から５品目以上とする。また、当該情報収集を行う対象国

は、米国、カナダ、EU加盟国３カ国以上（英国、仏蘭西を含む）、イスラエル及び EU



 

本部とし、具体的な品目等は、大臣官房政策課環境政策室担当職員（以下「担当職員」

という。）と相談の上、決定する。 

 

② ①の情報収集を行う対象国を対象に現地調査を実施する。現地調査は１カ国につき２

機関以上を訪問し、関係する研究者、技術者、行政関係者等から、気候変動の影響評

価に関する必要な情報等を聴取・収集する。なお、気候変動の影響への現地調査につ

いては、国内の農林水産分野に関する専門的知識を有する学識経験者又は研究者を１

名以上同行させることとする。具体的な訪問先及び現地調査への同行者は、担当職員

と相談のうえ決定する。 

 

③ ①及び②により収集した情報については、②の学識経験者等の監修により日本語に翻

訳した資料を作成すること。 

 

④ 以下ア～ウの文献について、②の学識経験者等の監修により日本語に翻訳する。また、

国内で農林水産分野における気候変動の影響への適応に係る地域の取組の推進に資す

るため、ア～ウの文献の要旨を取りまとめた概要資料を作成する。 

ア WG2：食料安全保障及び食料生産システム（referenceを除く） 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf 

イ WG3：AFOLU（referenceを除く） 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf 

ウ WG2：アジア（P1343～1346） 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap24_FINAL.pdf 

 

⑤ ①～④の資料を②の学識経験者等の監修により、資料間の関係を精査した上で、一体

的な分析情報として取りまとめること。
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1．諸外国における農林水産分野の気候変動に関する諸情報の収集・整理 
1.1 はじめに 
農林水産省は、平成 27年８月に適応計画を策定した。今後はこの適応計画に基づく施策

を展開するとともに、適応計画の進捗管理が重要になると考えられる。このような適応計画

の進捗管理を効果的かつ効率的に実施する際に、諸外国における知見が非常に参考になると

考えられる。そこで、本調査においては、農林水産分野に関連する適応計画及びそれに関連

する制度等の情報を収集し、整理を行った。調査対象とした制度を表 1.1-1に記載する。 

 

表 1.1-1 調査対象とする諸外国の制度 
地域 制度を所管する組織 

米国 

米国農務省（USDA） 
米国農務省・気候ハブ 
カリフォルニア州食料農業局（CDFA） 
農業エクステンションセンター 

イスラエル・欧州 

イスラエル政府 
欧州委員会（EU） 
英国政府 
英国気候変動委員会（CCC） 
仏国政府 

 

 

現在、農林水産省では、全国の気候変動の影響評価と適応計画を踏まえ、地域のニーズを

把握するとともに、国内における気候変動の影響への適応に関する情報等について収集して

いるところである。しかしながら、地域の関心が高い品目のうち、一部の品目については、

国内において知見が少ないため、地域の適応策に関する将来展望を検討する上で課題となっ

ている。そこで、本調査においては、国内において知見の少ない品目を栽培している諸外国

の文献等を調査・収集し、整理を行った。表 1.1-1に本調査で対象とする品目を記載する。 

なお、本調査では主として、気候モデルを用いた影響評価を実施している研究事例を対象

とした。果樹のナシ、ブドウ、野菜のトマト、レタス、アボカドについては海外での文献調

査及び現地調査を実施した。バレイショやコムギ等については収量を予測するモデルが既に

存在するため（§1.3.2 を参照）、本調査では知見の少ない品質について現地調査を実施し

た 1。また、農業生産基盤の水管理（コメ等）については、現場での取組みが重要となるこ

とから、主として現地調査で対応することとした。 

                                                        
1 WEB等での一次調査の結果、バレイショやコムギの品質に関する研究事例（気候モデルを用いた将来の
影響評価）が見当たらなかったため、これらの品目についての研究事例の多い米国若しくはイスラエル・

欧州において現地調査することとした。 
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表 1.1-2 調査対象とする品目 

分野 品目 項目 
調査方法 

文献調査 現地調査 

果樹 
ナシ 収量、品質、栽培適地等 ○ ○ 
ブドウ 収量、品質、栽培適地等 ○ ○ 

野菜 

トマト 収量、品質、栽培適地等 ○ ○ 
レタス 収量、品質、栽培適地等 ○ ○ 
アボカド 収量、品質、栽培適地等 ○ ○ 
バレイショ 品質等  ○ 

土地利用型作物 コムギ 品質等  ○ 
農業生産基盤 水管理（コメ等） 水管理手法  ○ 
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1.2 農林水産分野の適応計画制度 
農林水産分野に関連する適応計画及びそれに関連する制度等の情報を収集し、整理を行っ

た。以下にその内容を記載する。 

 

1.2.1 米国 
1.2.1.1. 米国農務省 

（1） 経緯 

米国では 2009 年に発令された大統領令 13514「環境・エネルギー及び経済における連邦

政府のリーダーシップ」により、米国農務省を含む連邦関連機関が適応計画を策定すること

となった。本令を踏まえ、2012年に米国農務省より「USDA Climate Change Adaptation Plan 

2012」が公表された。さらに、2013 年に発令された「気候変動の米国への影響に関する準

備」により、策定された適応計画の更新等が要求され、それに基づき、2014 年に米国農務

省が 2012年度の更新版である「USDA Climate Change Adaptation Plan 2014」を作成した。 

本適応計画（2014年版）は、米国農務省下における 112の研究機関がそれぞれ策定した適

応計画を束ねたものを含んでいる。本適応計画は、米国農務省が行うべき計画を記したもの

となっており、農業従事者向けの適応計画とは異なる。 

以下では「USDA Climate Change Adaptation Plan 2014」をベースに、米国の農業セクター

における適応計画に関する取組みについて解説する。 

 

（2） 適応計画の枠組み 

本項では、米国農務省のビジョンと気候変動適応の関係、気候変動適応計画の策定につな

がる政策枠組み（行政指令）について解説する。 

 

① 米国農務省の役割・ミッションと気候変動適応 

米国農務省は、食料、農業、自然資源、地域開発、栄養及び関連する課題について、リー

ダーシップを持って、取り組む役割を担っている。米国農務省の戦略計画におけるビジョン

は、次の 3点となる： 

l イノベーションを通して経済的機会を拡大し、米国の地方の繁栄を支援する 

l 農業生産の持続性を促進し、米国人の栄養状態をよりよくする一方で、世界中の人々の

食料の提供を行う 

l 森林回復、流域改善及び私有地の健全化を通して国家の自然資源を保全する 

 

                                                        
2 Agricultural Research Service (ARS)、Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)、Foreign 
Agricultural Service (FAS)、Farm Service Agency (FSA)、Forest Service (FS)、Grain Inspection Packers 
and Stockyards Administration (GIPSA)、National Agricultural Statistics Service (NASS)、National 
Institute of Food and Agriculture (NIFA)、Natural Resources Conservation Service (NRCS)、Rural 
Development (RD)、Risk Management Agency (RMA) 
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これらのビジョンに基づく米国農務省のコアな役割や責任を果たすための取組みに関し、

気候変動によって農業生産の持続性等が損なわれる可能性がある。 

また、USDA 戦略計画（2014-2018）は気候変動適応計画の堅固な基礎を築いている。具

体的には、以下の全ての 5つの戦略目標には、気候変動適応と関連する機会と課題に関する

目的が含まれている。 

 

表 1.2-1 USDA戦略計画（2014-2018）の５つの戦略 

戦略目標 1 地方コミュニティを支援し、繁栄を創出することで、彼ら自身が、自
立し、人口流入を起こし、経済的に豊かにする。 

戦略目標 2 
水資源を強化するとともに、国有林及び私有林ともに保全・回復され、

そして気候変動に対しより強靭性を持つことを確実にする。 

戦略目標 3 米国による食糧の安全保障の向上への取組みを踏まえ、米国の農業生
産及びバイオ技術輸出の促進を支援する。 

戦略目標 4 全ての米国の子供たちが安全で栄養のあるバランスの取れた食事を摂
取できることを確実にする。 

戦略目標 5 高成長ができ、効率的で順応性のある 21世紀型米国農務省を創出する。 
 

加えて、地方の米国の経済活力や生活の質は、財務的に健全な農業システム及び農業市場

や新興市場へのアクセスに依存している。また、急速な人口増加に対応するために、米国の

農家、農場の経営者や森林労働者は、米国全土及び世界の多くの地域において、栄養価の高

い安全な食料、適切なエネルギー源及び繊維製品への十分なアクセスの確保に貢献している。 

上述のような状況を踏まえ、上述の米国農務省のビジョンの遂行、戦略目標の達成及び米

国の農業部門の機能維持のために、米国の農業部門における気候変動適応は必要不可欠とな

っている。 

 

② 政策枠組み（行政指令） 

米国農務省が適応計画を策定することにつながった、米国における気候変動適応に係る政

策枠組みは以下の通りである。 

 

(i) 大統領令 13514 「環境、エネルギー及び経済パフォーマンスに係る連邦リーダーシッ

プ」（2009年 10月）： 

本令は、米国農務省も含む各連邦政府関係機関に対し、気候変動適応計画も含む戦略的サ

スティナビリティパフォーマンス計画の策定を命じている。本計画では、気候変動が各機関

のミッションや業務に与える短・長期的な影響を最小化するために、気候変動リスクと脆弱

性の評価を含めることが求められている。 

 

(ii) 米国農務省規制 1070-001 (2011年 6月)： 

本規制は、上記大統領令 13514の実施、及び気候変動適応を米国農務省のプログラム、政
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策及び運営に統合させることを目的としている。 

 

 
図 1.2-1 米国における農業セクターの気候変動適応に係る政策枠組み 

 

(iii) 米国農務省 戦略的サスティナビリティパフォーマンス計画（2013年 6月）： 

本計画は、上記大統領令 13514を踏まえ、2013年に策定された計画である。本計画にて、

米国農務省は、サスティナビリティ・プラクティス目標９「気候変動に対する強靭性の強化」

を掲げている。また、本計画には、気候変動適応を傘下機関と地域の計画に統合させること、

7つの地域の気候ハブの設立、及び気候変動に対する準備や強靭性の強化に係る進捗報告が

含まれている。 

 

(iv) 大統領気候行動計画（2013年 6月）： 

本計画では、気候変動に対応するため、次の 3つの行動の柱が示されている。一つ目は a）

米国における炭素汚染の削減、二つ目は、b) 気候変動の影響に対する準備、三つ目は c)世

界的な気候変動を防止し、またその影響に対して準備する国際的な取組みを主導すること、

となっている。また、本計画では、これらの 3本柱に基づき、約 72の（気候変動対策に係

る）行動が特定された。そのうち、米国農務省は 19の行動について、参加または他機関と

の調整を行っている。 

【大統領令13514（2009.10） 】
環境・エネルギー及び経済における
連邦政府のリーダーシップ

【USDA規制1070-001（2011.6）】
大統領令13514の実施及び気候変動適応の

USDAプログラム等への統合

【大統領気候行動計画（2013.6）】
気候変動対策に係る行動の特定

【大統領令13653（2013.11）】
気候変動の影響への準備
（気候変動計画の更新も含む）

USDA 気候変動適応計画
2012の策定

USDA 戦略的サスティナ
ビリティパフォーマンス計
画の策定（2013.6）

USDA気候変動適応計画2014の策定
（USDA 気候変動適応計画2012の更新）
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表 1.2-2 大統領気候行動計画における気候変動対策 
分類 分野 対策 

１．米国に

お け る 炭

素 汚 染 の

削減 

(1)クリーンエネルギ
ーの促進 

発電所からの炭素汚染を削減する。 
再生可能エネルギーに係る米国のリーダーシップを促進す

る。 
クリーンエネルギーイノベーションへの長期的投資を促進

させる。 
(2)21 世紀型運輸交通
セクターの構築 

燃費基準の強化 
先進的な運輸交通技術の開発と展開 

(3)家庭、ビジネス及
び工場におけるエネ

ルギーの無駄な消費

の削減 

米国の家庭及びビジネスに対するエネルギー請求（費用）を

低減させる。 

(4)その他のGHGの削
減 

ハイドロフルオロカーボンの排出を削減する。 
メタンの排出を削減する。 
気候変動緩和における森林の機能を保全する。 

(5)国家レベルでの主
導 

クリーンエネルギーの促進を主導する。 
エネルギーの効率の改善を主導する。 

２．気候変

動 の 影 響

に 対 す る

米 国 の 準

備 

(1)より強固で安全な
コミュニティとイン

フラの構築 

気候強靭性に資する投資を支援するよう政府関係機関に指

示をする。 
国家、地域、及び部族指導者からなる気候変動への準備に係

るタスクフォースを設立する。 

コミュニティによる気候影響への準備を支援する。 

建築物とインフラの強靭性を強化する。 

ハリケーン・サンディの被災地を再建し、学びを得る。 

(2)経済と自然資源の
保全 

気候変動に関して、重要なセクターの脆弱性を特定する。 

健康セクターにおける強靭性を促進する。 
気候変動に対するセーフティネットのための保険整備に係

るリーダーシップを強化する。 
土地と水資源を保全する。 
農業の持続性を維持する。 
干ばつを管理する。 
山火事リスクを低減させる。 
将来の洪水に備える。 

(3)気候影響の管理の
ための堅固な科学ベ

ースの利用 

実用的な気候変動に係る科学ベースを開発する。 

米国における気候変動の影響を評価する。 
気候データイニシアティブを立ち上げる。 
気候強靭性に係るツールキットを提供する。 

３．地球規

模 の 気 候

変 動 へ の

国 際 的 な

取 組 み の

(1)他国と協働した気
候変動に取り組むた

めのアクションの実

施 

“Major Economies Forum”の多国間取組みを強化する。 

主要な新興経済国との二国間協力を拡大させる。 

短期的な気候汚染に取り組む。 
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分類 分野 対策 
主導 森林伐採と劣化からの排出を削減させる。 

クリーンエネルギーの使用を拡大し、エネルギーの無駄な消

費を削減させる。 
環境財・サービスに係る世界的な自由貿易について交渉を行

う。 
化石燃料の破壊的な消費を促進する補助金を段階的に廃止

する。 
よりクリーンなエネルギーに向けた、世界的な公的資金支援

を主導する。 
気候変動に対する地球規模での強靭性を強化する。 
気候ファイナンスを動員する。 

(2)国際的な交渉を通
した気候変動への取

組みの主導 
国際的な交渉を通した気候変動への取組みの主導 

出典：https://www.c2es.org/docUploads/obama-cap.pdf 

（リンク先に 72の気候変動対策が全て記載されているわけではないことに留意。） 

 

(v) 大統領令 13653 「気候変動の影響への準備」（2013年 11月）： 

本令は、各政府機関に対し、気候変動リスクと脆弱性の検討結果を各機関の運営や全体ミ

ッションと統合させる包括的な計画の策定、その策定の継続化、実施及び更新を命じている。 

 

（3） 適応計画の概要と構成 

 ここでは、上述の米国農務省のミッションや政策枠組みを踏まえて策定された適応計画の

概要を提示する。 

本計画では、脆弱性評価が実施され、気候変動によるリスクに晒されている米国農務省ミ

ッション要素をレビューし、大統領令 136533にある気候変動強靭性の構築のための行動や

ステップが提示されている。さらに、本計画は、大統領気候変動行動計画やその他の大統領

令、米国農務省の各種政策を通して、気候変動適応計画作りを連邦政府の行動に組み込む（統

合する）オバマ大統領の取組み 4を前進させるものでもある。 

具体的には、以下の①「気候変動関連リスクに係る計画立案」では、大統領令 13653のセ

クション 5（a）（i）～（v）に基づき、米国農務省のミッションに気候変動が与えうる影響

も含む脆弱性評価がなされ、それに対する戦略案などが提示されている。②「気候変動準備

及び強靭性のための情報、データ及びツールの提供」では、同大統領令のセクション 45に

基づき、気候変動に係る情報を提供しているウェブサイトや関連するデータベースなどを提

示している。③「気候強靭性投資に係る連邦支援制度の近代化」では、同大統領令のセクシ

ョン 26に基づき、米国農務省が実施している気候変動プログラムやアクションについて述

                                                        
3 大統領令 13653 「気候変動影響に係る準備（2013年 11月）」 
4 大統領気候行動計画（2013年 6月） 
5“気候変動準備及び強靭性のための情報、データ及びツールの提供”に関する指針を提示している。 
6“連邦政府による気候強靭性投資支援プログラムの近代化”に関する指針を提示している。 
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べられている。④では、①から③を踏まえ、主要な適応アクションがリスト化されている。

最後に⑤では、米国農務省参加機関の気候変動適応計画が紹介されている。 

 

① 気候変動関連リスクに係る計画立案 

大統領令 13653のセクション 5（a）（i）～（v）では、各政府機関に対し、気候変動リス

クと脆弱性の検討結果を各機関の運営や全体ミッションと統合させる包括的な計画の策定、

その策定の継続化、実施及び更新を命じている。これに対し、米国農務省の適応計画では、

大統領令 13653（セクション 5（a）（i）～（v））に列挙されている 5つの項目に取り組んで

いる。5つの項目とは以下の通りとなる。 

 

(i) 気候変動が機関のミッション、オペレーション及びプログラムの遂行に係る能力に与え

る影響とリスクの特定及び評価 

米国農務省は、その戦略目標（組織目標）ごとに気候変動リスクと脆弱性を特定し、考え

られる対応戦略を提示している。例えば、以下のように記載されている。 

 

表 1.2-3 戦略目標ごとの脆弱性評価と対応戦略 

戦略目標 地方コミュニティを支援し、自立、人口流入及び経済的な繁栄を創出

する。 

リスクと脆弱

性評価 

ü 干ばつや嵐等の異常気象などの変化へ適応するという更に困難な
課題に直面する地域もある。 

ü 観光業とグリーンジョブ（green jobs）7は、気候変動により正と負

の影響を受け、また沿岸観光は海面上昇によって影響を受ける。 
ü エコシステムサービスは異常気象や自然災害により圧力を受け
る。小規模農家は他社より早く影響を受ける、気候変動により影

響を受ける作物があり、農業システムの持続性や競争力に影響を

与える可能性がある。 

考えられる対

応戦略 

ü 農民の気候変動適応能力の構築 
ü 米国農務省の気候ハブを通した域内ネットワークの強化 
ü 気候変動に耐えられる新しい作物種の開発 等 

 

                                                        
7 環境の保全や改善に大きく貢献する仕事 
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図 1.2-2 適応計画における戦略目標ごとの脆弱性評価と対応戦略の記載例 

出典：USDA 2014 Adaptation Planから抜粋 

 

(ii) 気候リスクの管理や強靭性の構築のための実施中のプログラム、政策及び計画と追加的

なアクション 

強靭性の構築及び気候変動の影響とリスクへ対応するために、多くのアクションは既存の

計画に基づいて実施中となっている。最近開始された活動は以下の通りである。 

 

ü 米国農務省・地域気候ハブ： 

7つの地域気候ハブが全国で設立され、各地域内において、気候変動に係る意思決定を支

援するため、科学に基づいたツール、戦略や実務的な情報を農家、農場の経営者や森林所有

者へ提供している。 

 

ü 能力強化： 

米国農務省傘下の機関は、従業員や関係者の教育計画を策定し、気候変動に関連する期待

組織目標 下位目標 リスク・脆弱性 関連する傘下機関 考えられる対応戦略
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される変化を生み出している。例えば、経済リサーチサービス（ERS）では、気候変動分野

におけるリサーチ能力強化を行っている。 

 

ü 米国農務省省令 

大統領令 13514 と気候変動適応計画立案に取り組むため、2011 年に制定された。本省令

では、米国農務省プログラム、政策及びオペレーションと気候変動適応計画・アクションを

統合させる取組みを行うとしている。また、本省令により、チーフエコノミストのオフィス

内に気候変動プログラム局が設立され、米国農務省傘下の機関やオフィス内での活動の調整

を支援している。 

 

ü グローバルチェンジ・タスクフォース 

気候変動プログラム局長は、米国農務省傘下の気候変動に係る責任を有する全ての機関と

局を召集し、月 1回のミーティングを開催している。各種報告、課題の検討や活動の調整に

係る提言などが行われている。 

 

ü 戦略的サスティナビリティパフォーマンス計画（2013年） 

 本計画の目標９8で提示されている気候強靭性に係る戦略は実施中であり、地域計画に統

合されているところである。 

 

(iii) 上記で特定された、影響が甚大であり機関のミッションやオペレーションを損なう全て

の気候変動関連リスクへの取組み 

主なリスクとその対応策が記載されている。主なリスクの例は、山火事、侵入種・病原菌、

及び干ばつが挙げられている。提示されている対応策は以下の通りとなる。 

 

表 1.2-4 主なリスクとその対応策 
リスク 対応策 

山火事 

議会のアクションが必要であるが、山火事の消火活動に係る資金支援メカ

ニズムを変えることが必要。進展の一つとして、2009年の FLAME Actが
挙げられており、これにより緊急の山火事の消火活動に係る資金が別に確

保されることとなった。追加的な立法は現在検討中となっている。 

新種の侵入

種・病原菌 

米国農務省は本課題に対し以下の対応を行っている。 
(a) 海外からの害虫や病原菌を特定し、米国への侵入を防ぐ 
(b) 港湾において脅威を特定するためのトレーニングや専門知識を提供
する 

(c) 既に米国へ侵入している場合は、被害を抑えるため害虫と病原菌を根
絶または管理する 

干ばつ 米国農務省は国家土壌湿潤ネットワークを構築するために他機関と連携
している。本枠組みは、干ばつのモニタリングや対応計画を強化するとと

                                                        
8 目標９では気候変動に対する強靭性を高めるための戦略・活動とその成果指標を提示している。 
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もに、リスク管理計画を支援することとなっている。 
出典：USDA 2014 Adaptation Plan 

 

(iv) 気候変動適応や強靭性の改善ニーズの検討（関連するサプライヤー、サプライチェーン、

不動産投資、資本設備購入等に係る改善の費用便益分析も含む） 

米国農務省は実施中の気候変動適応と強靭性を改善する取組みに焦点を当てている。現状

では、米国農務省は、エネルギー管理、温室効果ガス、持続的な建築物、持続的な土地、フ

リート管理、持続的な調達及びバイオ製品の分野において、気候変動適応と強靭性に係る取

組みを支援している。 

 

(v) 全政府レベルにおける気候変動準備と強靭性に係る調整された機関間の取組みへの貢

献 

 米国農務省は気候変動準備と強靭性に係る多くの機関間の取組みへ貢献及び参加してい

る。また、米国農務省傘下の機関も多くの機関間の協働取組みに貢献している。例としては、

米国農務省地域気候ハブの設立・運営、研究プログラム、各種委員会への参加などが挙げら

れている。 

 

② 気候変動準備及び強靭性のための情報、データ及びツールの提供 

 前述の大統領令 13653のセクション 4では、米国農務省を含む関係機関は、米国地球変動

研究プログラム（USGCRP）の支援を受けて、連邦、地域、州、部族、民間セクター及び非

営利セクターによる気候変動影響への準備の取組みを支援するため、気候変動準備と強靭性

に係るデータ、情報及び意思決定支援ツールを開発及び提供すべきとしている。 

 これを受けて、米国農務省は、意思決定を支援するツールを提示しているウェブサイト、

気候変動に係る情報を提供しているウェブサイトや関連するデータベースなど実施中の活

動を紹介している。 

 また同大統領令セクション 4において、科学技術政策局（OSTP）と環境諮問委員会（CEQ）

が監督しているポータルサイトである「Data.gov」に係る活動 9について、米国農務省も含

む連邦政府機関は支援すべきとされている。これに対して、米国農務省は、気候データイニ

シアティブの中の「食料に係る強靭性」のテーマに関し、主導することとなっている。 

 

③ 気候強靭性投資に係る連邦支援制度の近代化 

前述の大統領令 13653セクション 2では、米国農務省を含む全ての連邦政府機関は、(i) 気

候変動に係る国家の強靭性強化のための投資やアクションを損なう障壁を特定し、削除また

は改革を行う、(ii) 政策や連邦資金支援プログラムを改革する、(iii) 気候強靭的な投資を支

援及び奨励する機会を特定する、及び(iv) (i)～(iii) で特定されたアクションの達成に向けた

                                                        
9 気候関連課題や意思決定に関するデータやツールを設立、特定、開発そして統合するために係る活動 
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進捗を報告する、こととなっている。 

これを受けて、米国農務省はプログラムやアクション、その障害除去の方法、担当機関及

びマイルストーンをセットしている。プログラムの例として、「エネルギー効率化・保全ロ

ーンプログラム」、「脆弱性と食糧の安全保障」や「リスク適応と緩和のための地域ハブ」な

どが挙げられている。 

 

図 1.2-3 プログラムやアクション、障害除去の方法及びマイルストーン 
出典：USDA 2014 Adaptation Planから抜粋 

USDAのプログラムとアクション 認識又は取り
除かれた障害

USDA傘下の担
当機関

マイルストーン
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④ 米国農務省適応行動表 

米国農務省の主な適応アクションは以下の通りとなる。これらのアクションに関し、その

目標、主導機関、リスクと機会、実施規模、タイムフレーム、実施方法、成果基準、政府内

調整、リソースに係る留意点、課題及び現状の成果が下図のようにマトリクスで整理されて

いる。これにより、提示されたアクションの責任機関や協力機関、タイムフレーム、成果指

標が明確になっており、アクションの実施促進、その進捗のモニタリング・評価ができるよ

うになっている。 

 アクションの進捗状況については、主導機関が米国農務省に報告することになっている。

米国農務省はそれらの進捗状況を毎年 6月にホワイトハウスに提出している。 

 
l 米国農務省・地域気候
ハブ 

l 国家気候評価 l グローバル・リサー
チ・アライアンス 

l 将来の食を守る l 気候スマート農業ア
ライアンス 

l 国家の魚類、野生及び
植物に係る気候適応

戦略の実施 
l 国家干ばつ強靭性パ
ートナーシップ 

l 気候変動と部族プロ
ジェクト 
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図 1.2-4 米国農務省適応行動表の事例 
（出所）USDA 2014 Adaptation Planから抜粋

アクション概要 目標 主導機関 リスクと機会 実施規模

タイムフレーム

実施方法 成果基準 政府内調整

リソースに係る留意点

課題等 現状の成果
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⑤ 米国農務省傘下機関の気候変動適応計画 

米国農務省傘下の以下の 11機関が気候変動適応計画を策定しており、その内容が記載さ

れている。 

 

l Agricultural Research Service (ARS) 

l Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) 

l Foreign Agricultural Service (FAS) 

l Farm Service Agency (FSA) 

l Forest Service (FS) 

l Grain Inspection Packers and Stockyards Administration (GIPSA) 

l National Agricultural Statistics Service (NASS) 

l National Institute of Food and Agriculture (NIFA) 

l Natural Resources Conservation Service (NRCS) 

l Rural Development (RD) 

l Risk Management Agency (RMA) 
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1.2.1.2. 米国農務省・気候ハブ 

（1） 経緯 

米国農務省・気候ハブは、気候変動下において地域の農業従事者等が、最新の科学的知見

にアクセス可能とするために 2014年に設立された。現在、米国内に 10箇所以上のハブ及び

サブ・ハブが設立されている（図 1.2-5）。気候ハブは、農業従事者等向けに、科学や研究

成果を適応や緩和活動が実施可能となるよう翻訳することで、地域ベースでリスク管理戦略

に取り組んでいる。 

 

 

図 1.2-5 気候ハブのロケーション 

（赤枠で示す箇所が気候ハブのロケーションを示す） 
出典：https://www.climatehubs.oce.usda.gov/ 

 

（2） 組織の概要 

 気候ハブの概要は以下の通りである。 

 

l 気候ハブのミッション 

気候ハブのミッションは、科学ベースで、米国農務省、その傘下機関やパートナーと共に、

農業従事者等に対し、地域特有の情報と技術を開発・提供することで気候関連情報を十分に

得た上で意思決定を行うことを可能とし、また、これらの意思決定の実施に係る支援へのア

クセスを提供することである。 

これは、食料、農業、自然資源、地方開発、栄養、などにおいてリーダーシップを持つと

いう米国農務省のミッションに沿ったものである。 
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l 気候ハブのビジョン 

 気候の変動性が増大され、気候が変化している状況の下、堅固で強靭性があり健全な自

然・農業生態系を育成する米国農務省主導のパートナーシップを構築すること。 

 

l 気候ハブの中核の価値 

気候ハブが提供する価値の役割は以下の４つである： 

 

１．Science-driven： 高い質で偏りのない科学的知見に基づく情報や技術の開発 

２．Stakeholder-centered： 農業従事者等からのフィードバックにもとづくギャップの特

定や効果的なプログラムの開発 

３．Cooperative： 米国農務省や連邦政府の協力 

４．Efficient： 事業を推進する際に適切な人材やチーム、機関の確保 

 

（3） 気候ハブの活動 

 気候ハブのミッションを達成するにあたり、7つの活動が挙げられる。 

 

① パートナーシップ／コーディネーション 

 気候ハブは、地域ステアリングコミッティ（運営委員会）や機関横断の文書を作成するこ

とで、米国農務省傘下機関及びパートナー機関のプログラムと調整を行う。 

 また、気候ハブは、各地域の科学者や科学組織による研究成果及び成果物に係る地域のコ

ミュニケーションの調整を行う。 

 

② 研究 

 気候ハブは、以下の 3点に関し主要な情報伝達パイプとなる。 

ü 関係者のニーズを米国農務省やその他の研究機関の中の研究リーダーに伝える 

ü 関係者のニーズを満たす研究分野を特定する 

ü 気候ハブのミッションに資する研究提案の一部となる 

 

③ 情報の統合／ツールの開発 

 入手可能な科学情報やデータに関し、土地管理に係るステイクホルダなどによって使用さ

れる形にすることで、情報を取り纏める。また、ステイクホルダのニーズを満たすツールな

どを開発する。 
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④ 評価 

 国家機構評価の下で提供される USGCRP により実施される情報等に基づき、生産セクタ

ーや地方経済に係るリスクや脆弱性を地域ごとに定期的に評価を行う。 

 

⑤ 教育 

 土地管理者や技術移転を行うものに対して、気候変化や気候の変動性に係る技術、慣行や

自然・農業生態系の強靭性を構築するシステムに関する教育を行う。 

 

⑥ コミュニケーション／情報提供戦略 

 適切な情報やトレーニングを提供するために、気候ハブはステイクホルダを理解し、最も

効果的な手法を使用する。 

 

⑦ 適応・緩和の実証 

 土地所有者による適応･緩和策の実践を促進させるため、適応と緩和策に係るフィールド

実証を行う。 

 

 気候ハブの最も重要なステイクホルダは農業従事者等である。気候ハブはこれらの農業従

事者等と直接的に活動を行う一方で、米国農務省のネットワークの活用や技術移転提供者に

よる農業従事者等への教育や情報の提供に関する支援を受けている。気候ハブの役割は、科

学情報や技術情報の提供者と農業従事者等との間を相互につなぐことにある（図 1.2-6）。 

 

 

図 1.2-6 気候ハブのネットワーク 
出典：https://www.climatehubs.oce.usda.gov/sites/default/files/hub-strategic-plan-draft-2015-03-23.pdf 
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1.2.1.3. カリフォルニア州食料農業局（CDFA） 

（1） 経緯 

カリフォルニア州は、米国で最も農業生産量の高い州であるため、気候変動による影響に

早くから取り組んでいる。2008年には、カリフォルニア州知事命令 S-13-08により、海面上

昇、気温上昇、降水量の変化及び異常気象による影響の管理を強化することとなり、予測さ

れる気候影響を特定・準備するためのカリフォルニア州で初の戦略を策定することとなった。

それを受けて、カリフォルニア州自然資源庁により 2009年にカリフォルニア気候適応戦略

（California Climate Adaptation Strategy）が公表された。その後、2014年に、カリフォルニア

州自然資源庁が他の関連機関とともに、本計画を更新し、Safeguarding California 2014

（SC2014）が策定された。本戦略は、気候変動による潜在的な影響の概要、及びカリフォ

ルニア経済部門における強靭性の構築に係る基礎を提供している。さらに、2015 年には、

カリフォルニア州知事命令 S-30-15により、カリフォルニア気候適応戦略が 3年ごとに更新

されることとなった。 

また、SC2014には農業分野における取組みも CDFAの検討内容を取り込む形で含まれて

いる。SC2014の下、実施中の農業分野の取組みとして State Water Efficiency and Enhancement 

Program （SWEEP：州水利用効率化及び強化プログラム）や Agricultural Water Use Efficiency 

Program（Ag WUE：農業用水利用効率化プログラム）といった水資源に関するプログラム

が紹介されている。 

 

 

図 1.2-7 カリフォルニア州における気候変動適応に係る政策枠組み 

【州知事命令S-13-08（2008）】
気候変動適応戦略策定を

決定

カリフォルニア気候
適応戦略（2009）

カリフォルニア気候適応
戦略更新版（2014）
（SC 2014）

【州知事命令S-30-15（2015）】
SC2014の実施計画をセクターごとに
策定、適応戦略を3年ごとに更新

SC2014の実施計画
（ Safeguarding California: 

Implementation Action Plans 
2016 ）
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（2） Safeguarding California 2014（SC2014） 

 本計画は 2009年に策定されたカリフォルニア気候適応戦略（California Climate Adaptation 

Strategy）の更新版となっており、気候脆弱性や管理手法に係る新しい情報を取り込んでい

る。本計画の位置付けとしては、カリフォルニア気候適応戦略（2009）へ提言の追加及び新

しい情報で内容を更新・改訂している。 

 

① SC2014の概要 

本計画では、セクターごとに一連のリスク分析を行った上で、州が気候リスクに取り組む

ために前進させるべき主要なアクションを提示している。本計画が対象としているセクター

は、以下の 9セクターとなっている。 

 
l 農業 l 海洋、沿岸生態系と資源 
l 生物多様性と生息環境 l 公衆衛生 
l 緊急管理 l 運輸交通 
l エネルギー l 水資源 
l 林業  

 

② SC2014の構成 

 SC2014の構成は以下の通りとなる。 

 

表 1.2-5 SC2014の構成 
章 概要 

章立てはなし 

「はじめに」 
背景・目的などを提示 
「農業」 
「生物多様性と生息環境」 
「緊急管理」 
「エネルギー」 
「林業」 
「海洋、沿岸生態系と資源」 
「公衆衛生」 
「運輸交通」 
「水資源」 
セクターごとに、気候リスクの評価、リスク管理戦略及び

今後のアクション等を提示。 
 

 

③ SC2014の農業セクターに係る記述 

次項「（3）Safeguarding California: Implementation Action Plans 2016」の中に SC2014の概要

が含まれているため、（3）を参照。 
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（3） Safeguarding California: Implementation Action Plans 2016 

 カリフォルニア州は、2014年に SC2014を策定した後、2016年 3月に“Safeguarding 

California: Implementation Action Plans 2016”を策定した。本行動計画では、SC2014 におい

て提言されたアクションを実行に移すため、10のセクター計画を提示している。これらの

10のセクターの計画それぞれにおいて、これまでに実施された脆弱性評価、気候影響の準

備のためのアクション、及び今後のステップが提示されている。  

ここでは、農業セクター計画に焦点を当てて記述する。 

 

① 脆弱性評価 

 本項では、カリフォルニア州の農業セクターの脆弱性評価に関して、猛暑と気温の変化、

異常気象、干ばつ及び海面上昇に焦点を当てて、説明されている。各項目の概要は以下の通

りとなる。 

 

l 猛暑と気温の変化 

 米国農務省南西地域気候ハブが実施した脆弱性評価（2015）に基づき、2070年までにカ

リフォルニアの平均最高気温が 2℃～4℃上昇することが予測されており、作物や家畜に影

響を与えるとしている。家畜への影響は、熱ストレスによるミルクや卵生産の減少と伝染病

の影響があり、作物への影響は、作物の種類や成長段階により異なるとしている。   

また、気温や降水パターンの変化により、病害虫分布の変化や新たな侵入種の発生が生じ

る可能性があるとしている。 

 

l 異常気象 

 気候変動は、カリフォルニアにおいてより多くの異常気象を生じさせる可能性があり、近

年の異常気象がカリフォルニアの農業に与えた影響の事例としては、1997年の洪水による

ものが挙げられている。具体的には、107百万ドルにも及ぶ作物の損失、12百万ドルの家畜

の損失、及び 109百万ドルもの農業インフラに関する損失が生じた。気候科学者は、カリフ

ォルニアにおいて降水回数は少なくなるものの、豪雨が多くなると予測しており、洪水リス

クが増大し、水の管理がより困難になるとしている。また、豪雨により、土壌の水貯留能力

がなくなることから、土壌浸食が度々生じ、それにより下流域の汚染も生じることになる。 

 これに対し、洪水管理インフラの近代化と組み合わせた土壌の水保有能力を改善する戦略

は、土壌浸食を軽減するとともに、洪水の水を活用し、地下水涵養に十分に利用することが

可能となり得るとしている。 
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l 干ばつ 

カリフォルニアは、春の終わりと夏の間に降水がほとんど無い地中海性気候であることか

ら、農業は、作物の育成と家畜の飼育ための貯水・輸送に大きく依存している。よって、本

地域における気温の上昇は間違いなく、積雪の中での水貯蓄に対し負の影響を与え、水の管

理、輸送や使用方法の変更を迫られることになる。これらの変更の必要性は、2014年～2015

年に経験した深刻な干ばつによる農業への影響からも分かる。 

 具体的には、その干ばつにより、2014年には、17,100人もの農業の仕事の喪失も含め州

全体に損失が広がり、最も深刻な影響を受けた Central Valleyでは 800百万ドルの農業収入

が失われ、さらに 2015年には 542,000エーカーの土地が休閑地となった。さらに、農業生

産や家畜の飼育を維持するため、地下水に大きく依存することとなり、結果として帯水層の

崩壊と地盤沈下が生じ、気候変動への深刻な脆弱性が発覚した。 

これに対して、将来的にも様々な目的に対して長期的な地下水の使用を確実にするために、

農地における地下水涵養が必要不可欠としている。 

 

l 海面上昇 

 海面上昇は、表層水や近い水に塩分侵入のような有害な影響などを及ぼす。カリフォルニ

アのセントラルコーストにあるパジャロバレーに係る調査によると、地下水盆に流れる海水

は年間 200フィートとなっており、高価値の野菜やフルーツの栽培者に損害をもたらしてい

る。また、サクラメント=サン・ホアキン・デルタにおいて、干ばつは海への流量を減少さ

せ、海水が内陸に徐々に近づくことを可能としており、デルタの敏感な生態系や農業、さら

にはデルタから灌漑水を得ている地域に影響を及ぼしている。 

 これに対し、降水が増える時期の地下水涵養プロジェクトは海水浸入を軽減することが示

されている。 

 

② 気候影響の準備のためのアクション 

上述の気候変動に係る脆弱性評価も踏まえ、CDFAとそのパートナーの連邦政府機関は気

候変動影響からカリフォルニア農業を守るためのハイレベル・アクションの実施を開始して

いる。現在までの適応に係る活動概要は以下の通りとなる。 

 

表 1.2-6 適応戦略による提言アクションと実施されているアクション 
適応戦略による提言アクション 現在までに実施されているアクション 

A. 気候リスクを低減する最良の
実務慣行を策定する 

CDFA-健全な土壌イニシアティブ 
CDFA-特産物包括的補助金制度 

B. 強靭性に向けた持続的な慣行 CDFA-州水利用効率化及び強化プログラム（SWEEP） 



 23 

適応戦略による提言アクション 現在までに実施されているアクション 
のインセンティブ制度を構築

する 
CDFA-乳牛糞尿の発酵装置に係る研究・開発プログラム 
CEC10-水エネルギー技術 

C. 強靭性を持つ水資源管理を実
施する 

CDFA-州水利用効率化及び強化プログラム（SWEEP） 
DWR11-農業用水利用効率化（Ag WUE） 
2014年持続可能な地下水管理法 

D. 農地と放牧地の転換を削減す
る 

カリフォルニア土地保全法（1965） 
DOC12-カリフォルニア農地保護プログラム 
DOC-高速鉄道による農地への影響緩和プログラム 
DOC・戦略成長委員会-持続的な農地保全プログラム 

E. 新技術を開発する 米国農務省等-害虫と侵入種に係るモニタリングと予測 
F. 農業遺伝物質の収集と保全を
行う 活動実施中（詳細記載無し） 

G. 適応力のある農業設備の改善
に投資する 活動実施中（詳細記載無し） 

 

 以下にて、上記アクションの概要を記述する。 

 

l “A. 気候リスクを低減する最良の実務慣行を策定する” 

- 健全な土壌イニシアティブ： 

CDFAによる本イニシアティブは、土壌の有機物含有量を向上させ、食料安全保障

や気候変動への強靭性の強化など複数の便益の創出を目的としている。本イニシア

ティブと一致したアクションとして、気候変動緩和と食料・経済安全保障確保のた

めの不耕起栽培や被覆作物のような管理慣行による土壌の有機物保全・回復、土壌

有機物の増大を促進させるための持続的で統合的な資金調達機会の特定、健全な土

壌促進のための研究・教育や技術支援の実施等が挙げられている。 

- 特産物包括的補助金制度： 

本補助金制度は、カリフォルニアにおける特産物の競争力の向上に資する研究や奉

仕・教育プロジェクトへ資金支援を行うものである。資金支援分野の一つとして、

特産物の気候変動への適応を促進させる管理戦略の策定を含む「環境への責務と保

全」が挙げられている。 

 

l “B. 強靭性に向けた持続的な慣行のインセンティブ制度を構築する” 

- 州水利用効率化及び強化プログラム(SWEEP)： 

CDFAによる本プログラムは、水管理とエネルギー効率化を通して気候変動緩和と

適応を推進し、気候変動が水とエネルギー資源に与える影響に対して、農業の強靭

性を強化するものである。CDFAは、SWEEP枠組みの中で、水の保全に資する灌

漑の改良（湛水灌漑から小規模灌漑への転換や水管理ツールの利用等）案件で、温

                                                        
10 California Energy Commission 
11 Department of Water Resource 
12 Department of Community Services and Development 
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室効果ガス削減に資するエネルギー効率化コンポーネントとセットのものに対し

て補助金を提供している。 

- 水エネルギー技術プログラム（WET）： 

WETは、SWEEPを発展させる CDFAのリーダーシップが、セクター間や州政府間

の取組みにつながった例である。WETでは、例えば、節水及び GHG排出削減につ

ながる農場における革新的な技術の活用に対し財政支援の提供が予定されている。 

 

l “C. 強靭性を持つ水資源管理を実施する” 

- 農業用水利用効率化プログラム（Ag WUE）： 

本プログラムは、送水システムの改良を行う農業用水の供給者に対して補助金を提

供する制度である。 

- 持続可能な地下水管理法（2014年）： 

本法は、カリフォルニアにおける進行中の干ばつを受けて制定された法律であり、

DWRと州水資源管理委員会が総合地域水管理を展開させる取組みを主導する役割

を負っている。 

 

l “D. 農地と放牧地の転換を削減する” 

- カリフォルニア土地保全法（1965）： 

本法は、土地の所有者が地方自治体と制限のある土地利用契約を締結できるように

している。これらの契約では、土地の利用目的を、農業生産、それと両立する利用

や空き地に限定している。見返りとして、土地の所有者は、投機的価値を含む潜在

的な市場価値ではなく、農業生産物の価値に基づき課税される。 

- カリフォルニア農地保護プログラム： 

本プログラムでは、州の重要な農地の永続的な保全を行うためのツールとなってい

る。本プログラム枠組みでの州とパートナー機関の投資により、永続的な農業保全

地役権のある土地が 70,000エーカー以上となっている。 

- 高速鉄道による農地への影響緩和プログラム： 

本プログラムは、高速鉄道事業による農地損失を軽減するものである。 

- 持続的な農地保全プログラム： 

本プログラムは、DOCの戦略的成長委員会によって管理されており、緩和と適応

双方のコンポーネントが含まれている。適応に関しては、都市やカウンティ向けの

農地保全計画策定及び農地保全のための地役権購入へ資金を確保している。 

 

l  “E. 新技術を開発する” 

- CDFAは米国農務省及びコロラド州立大学と協働し、新規ツールである

“COMET-planner”を開発している。本ツールは、農業従事者が、多様な土地管理
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慣行の実施による GHG排出削減を評価することを可能とするものである。また、

CDFAは、害虫の発生を予測するツールの開発に向けて、気候変動に伴う害虫や侵

入種の動きを評価・理解するための初期的取組みを開始している。 

 

③ 今後のステップ 

 本項では、今後カリフォルニア州が実施すべき研究課題と追加的なアクションについて提

示している。 

(i) 研究課題 

 他国で実施されているアクションに関して、カリフォルニア州でも実証事業を実施する。

例えば、作物への熱ストレスを削減する構造的、機械的及び生物的手法、多年生作物を熱ス

トレスや日焼けから保護するための作物育成システム（Crop Training System）等が挙げられ

ている。 

 また、酪農堆肥とその他の有機廃棄物とで堆肥を生産することや気候変動適応に係る経

済・環境・費用便益とリスクに係る研究が挙げられている。 

 

(ii) 追加的なアクション 

気候変動適応に係る管理慣行の特定を目的として、CDFAは米国農務省南西気候ハブなど

のパートナー機関と協働して管理慣行フォーラムやオンラインの参照ツールを開発すると

している。 

また、CDFAは DWRと協議し、節水利益と両機関で使用可能な資金の効果を最大化する

ために、共同水管理インセンティブ・プログラムを調整するとしている。本共同プログラム

では、灌漑区等における水の供給者による送水インフラの改良・近代化及び当該送水システ

ム沿いの農家による水やエネルギーの節約のための農場改良に対して補助金を提供するこ

とが想定されている。 

その他、病害虫と侵入種に係る予測と生物多様性の向上に関するアクション等が提示され

ている。 

 

④ モニタリングと評価 

 本項では、既に実施された関連するモニタリング・評価結果、適切な強靭性の評価のため

に考慮すべき影響・検討結果、及びこれまでの適応イニシアティブに係る評価の基準の例が

提示されている。 

 既に実施された関連するモニタリング・評価結果として、OEHHA13 Indicator Reportが紹

介されている。具体的には、本報告書では、冬の寒気、凍結高度の上昇、猛暑現象、年間の

大気の温度、及び年間降水量など気候影響の傾向が提示されており、本結果は州政府が実施

しているモニタリング結果と比較することができる。また、CDFAは、カリフォルニア農業

                                                        
13 Office of Environmental Health Hazard Assessment 
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統計報告書や害虫防止環境影響報告書などを活用し、関連するデータを追跡している。 

 適応イニシアティブの評価基準の例としては以下などが挙げられている。 

 

l 作物収量、傾向及び収入 

l SWEEPにより保全された水量 

l 「乳牛糞尿の発酵装置（dairy digesters）に係る研究・開発プログラム」の資金支援を受

けて導入された当該装置により生産されたメタンから生じたエネルギー量 

l 健全な土壌イニシアティブにより達成された土壌の有機物質の増加 等 

 

（4） 参考 

① California Agricultural Vision: Strategies for Sustainability（2010） 

本文書は、カリフォルニアが 21世紀の課題に対しプロアクティブに対応するため、サス

ティナビリティ戦略を特定し実施することを目的とするものである。 

本文書では、農業の気候変動適応を確実にすることをサスティナビリティ戦略の一つとし

て掲げている。その背景として、農業生産を低減させる気候関連の影響として、水供給の減

少、植物の熱ストレスの増大、夜間の気温低下の縮小や授粉媒介者のライフサイクルの変化

が挙げられている。 

また、農業と森林生産では、二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素の 3種の温室効果ガス

を排出しているとし、農業部門はこれらを削減させることで、気候変動の破壊的影響の回避

を支援できるとしている。それと同時に、起こり得る気候変動シナリオの下で最も起こりそ

うな状況に対し、農業生産者が適応することを可能とする戦略の策定を開始しなければなら

ないとしている。 

迅速なアクションを要するものとして、既存の調査、実施中の研究・プロジェクト及びカ

リフォルニア農業に対する気候変動の潜在的な影響を評価するためのその他の実務的ステ

ップに関し調査を行うこと等を挙げている。 

 

② Climate Change Consortium for Specialty Crops: Impacts and Strategies for Resilience 
(2013) 

CDFAは、カリフォルニアの特産物を栽培する人々の集まりである “気候変動コンソーシ

アム” を設立した。設立の目的は、それら個人のために、当該作物に特化した気候変動適応

戦略を特定するためである。 

 上述の“気候変動コンソーシアム”の目的を踏まえ、本文書の目的は次の二つあり、一つ目

は、特産物の栽培者、農業協会、一般市民や州政府機関などに対し、カリフォルニアの農業

に関連する気候変動影響や潜在的な適応戦略の事例を提供すること、二つ目は、適応に係る

提言をリストアップすることとなっている。 

 一つ目の目的である気候変動影響（課題）として、気温の上昇、夏季に頻発するまた長期
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化する熱波、気候変化予測の不確実性、気候変化や気候変動の影響の地理的変動性、干ばつ、

洪水、より変動的な降水・積雪などが挙げられている。 

 また、二つ目の目的である適応に係る提言に関しては、費用・便益と適応戦略のリスクに

係る経済・環境調査の支援、関連する公的機関や民間関係者へ働きかけることで水・土壌・

害虫管理などの気候変動適応に特化した栽培者向けの技術支援やトレーニングへの再投資

を促進すること、統合地域水管理プロセスへの栽培者の関心を取り入れる、推奨することな

どが挙げられている。 
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1.2.1.4. 農業エクステンションセンター 

（1）概要 

 農業エクステンションセンター（以下、センター）は、ランド・グラント大学（ペンシル

ベニア州立大学、カリフォルニア大学やコロラド、ユタ州の大学等）の大学に設立されてい

る機関であり、灌漑、特産品等、様々な分野の科学者や専門家が参画し、州の援助を受けて

いる組織である。センターに勤務する者は州職員の肩書を持っている。 

 

（2）目的と役割 

センターは、プラットフォームとしての役割を担っており、専門知識を活かして農家、酪

農家、林業の業者等の実務者に専門的な情報を提供（ナレッジトランスファー）することに

より業務を支援している。また、実務者から情報を集めて評価することも行っている。 

センターの活動内容は州によって異なる。各州にセンターで勤務するエクステンション・

エージェント（カリフォルニア大学デービス校ではフィールド・エージェントという）とい

うメンバーが所属しており、生産者がプロジェクトを遂行する際に土壌の管理、害虫駆除、

水資源の保管等に関する助言等の支援を行っている。 

 

（3）気候ハブとの関係 

センターと気候ハブとの関係について、両組織は組織全体として関わりがあるというより

も、その中のスタッフが個別な関係を構築している場合が多い。センターの中にも様々な分

野の専門家がおり、専門家同士が個別に関係性を築いて情報交換を行っている。 

 

カリフォルニアの気候ハブは、カリフォルニア大学デービス校のセンターと協力する形で

活動を展開している。当該センターは現地の生産者と強いネットワークを持っているのが強

みである。センターに所属する専門家が農家と直接コンタクトをとり、情報や要望を把握し

ている。米国農務省として対応すべき課題が出現したときは、センターから情報を受けるこ

ととなっている。 
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1.2.2 イスラエル・欧州 
1.2.2.1. イスラエル 

（1） 経緯 

2006年に英国で発表された Stern Reviewを踏まえ、同年にイスラエル環境保護省は、気

候変動に対して準備・適応することを目的とした省庁横断ステアリングコミッティ（運営委

員会）を設立した。 

2008年には、初期的であるが包括的な報告書である「イスラエルにおける地球規模の気

候変動への準備」が発表され、その中で予測される気候変動の影響が提示され、それに対応

するため中間の（暫定的な）提言がなされた。対象セクターは、水資源、農業、海洋、公衆

衛生、生物多様性、エネルギー及び経済である。 

上述の中間の提言を受けて、2009年に、イスラエル政府は、省庁横断ステアリングコミ

ッティ（運営委員会）を指名し、環境保護と気候変動適応に関連する事項に対応することを

命じた（Decision 250）。 

また、同年に、イスラエル政府は、気候変動適応に係る戦略計画の策定を決定した

（Decision 474）。本計画は、イスラエルにおいて予測される気候変動影響とその様々な経済

セクターに対する示唆を含むとされている。また、各省庁の気候変動への準備に係るアクシ

ョン計画も含まれるとされている。 

本決定を受けて、2011年に、テルアビブ大学と協力し、環境保護省により、Haifa 大学に

イスラエル気候変動情報センター（ICCIC）が設立された。本センターは、イスラエル国内

外の既存の知見を取り纏め、ナレッジギャップを特定した上で、イスラエル政府に対し、国

家及び地方適応計画に統合される政策提言を準備する役割を担う。 

 本成果を基に、環境保護省の長官を議長とする気候変動適応に係る省庁横断委員会によっ

て、イスラエルの国家及び地方レベルでの気候変動適応計画に係る提言が最終化されること

となっている。 

 ここでは、イスラエル環境保護省の委託により、ICCICが過去の調査結果を取り纏めた報

告書である「イスラエルにおける気候変動への適応： 提言とナレッジギャップ（Adaptation 

to Climate Change in Israel Recommendations and Knowledge gaps）」をベースに、水資源及び農

業セクターに焦点を当て、イスラエルにおける気候変動適応に係る取組みを提示する。 
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図 1.2-8 イスラエルにおける気候変動適応に係る政策枠組み 
 

（2） 国家レベルでの気候変動適応に係る提言 

 本項では、水資源、公衆衛生、生物多様性、グリーン建物、戦略地政学及び経済分野にお

ける脆弱性の評価と提言がなされている。ここでは、水資源分野と農業に関わる点について

記述する。 

 

① 水資源 

 イスラエルの水資源セクターは気候変動により大きな影響を受けると予測されている。降

水量の減少や異常気象の増加は、洪水や地表の流出を増加させ、涵養水を削減させる可能性

が高い（※）。農業での再利用のための脱塩と先進的な排水処理は、イスラエルにおける水

供給と需要のギャップを縮小させることに役立つ一方で、それらは費用が高く、エネルギー

を大量消費し、結果的に汚染物質と温室効果ガスの排出を増大させる。 

 イスラエルの水資源セクターにおける気候変動の影響に対応する 31の戦略が ICCICの水

セクターチームにより特定された。これらの戦略は、最も望ましい（No regret）のものから

最も望ましくない（high regret）ものまでの幅がある。 

 提言では、研究の促進、国民意識の向上、節水装置の使用、水損失の最小化、排水処理の

増大、汚染物質の防止、汚染井戸の改善、ウォーターセンシティブな計画立案、雨水貯留の

促進、家庭雑排水と処理済排水の再利用を要請している。 

省庁横断ステアリングコミッティの設立（2006）

初期的報告書（気候変動への準備）の発表（2008）

【政府決定250（2009）】
省庁横断ステアリングコミッティが気候変
動適応事項に関し対応する任務を負う

【政府決定474（2009）】
気候変動適応に係る戦略計画の策定

を決定

環境保護省、ICCICを設立（2011）

ICICC、イスラエル政府に対し、気候
変動への適応に係る提言を実施
（2011～2014）

イスラエル政府が適応計画を策定予定
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 イスラエルにおける数件の海水淡水化装置の存在を考慮すると、ICCIC専門家は追加的な

装置の建設を “High Regret”戦略に分類した。 

 

（※）2008年にイスラエル環境保護省により作成された初期的であるが包括的な報告書で

ある「イスラエルにおける地球規模の気候変動への準備」に記載されている潜在的な影響は

以下の通りとなる。 

 

l 帯水層及び表層水に関して、水資源の入手可能性の低減 

l 水質の悪化 

l 洪水の発生確率の増加 

 

② 農業関連 

農業分野に関して、ICCICの枠組みの中で、特出しして調査がなされていないため、General 

Recommendationsの中で、農業分野等に関しても脆弱性評価を行い、提言を作成することが

挙げられている。 

一方で、前述の 2008年にイスラエル環境保護省により作成された初期的であるが包括的

な報告書である「イスラエルにおける地球規模の気候変動への準備」で記載されている農業

セクターへの潜在的な影響は以下の通りとなる。 

 

l 農業への水供給不足 

l 水不足と異常気象による作物生産性に対する損害 

l 作物成長時期の変化 

l 土壌塩化と侵食 

l 家畜の生産性の低下 

l 新鮮な家畜飼料の不足 

l 害虫及び家畜の病害リスクの増加 

また、上記の潜在的な影響を踏まえ、提言されている適応策の選択肢は以下の通りとなる。 

 

l 農業にて処理済排水の使用を増加させる。 

l 効率的な水利用と水の入手可能性に基づく農地の調整 

l モデリングと予測の改善 

l 灌漑と栽培手法に係る技術改良と土壌損失を防ぐ栽培手法の実施 

l 作物と家畜の遺伝子改良 

l 作物種の拡大と調整 

l 作付けと収穫日程の調整 

l 牧畜における気候制御システムの改良 
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l 家畜飼料用の穀物の代替物の開発 

l 熱と害虫に耐性のある家畜種の選定及び飼養管理の適応 

 

（3） 地方レベルでの気候変動適応に係る提言 

 本項でも前述の「（2）国家レベルでの気候変動適応に係る提言」と同様に、水資源、公衆

衛生、生物多様性、グリーン建物、戦略地政学及び経済分野における脆弱性の評価と提言が

なされている。ここでは、水資源分野と農業に関わる点について記述する。 

 

① 水資源 

 イスラエルの地方当局は、水資源セクター管理において主要な役割を果たさなければなら

ない。そのためには、各地域の脆弱性のデータとともに制度及び研究上での制約を収集しな

ければならない。提言された主な戦略は以下の通りとなる。 

 

l 地方当局や住民が入手できる情報を改善し、節水と水の保全に係る教育と情報を促進し、

水資源セクターの持続的な管理の重要性に係る住民の意識を向上させる。 

l 節水と水の効率化を促進し、スマート水装置を使用し、水損失を削減する。 

l 排水を処理し、公立公園の整備、消火や路上掃除も含む家庭雑排水と下水の利用を増加

させる。 

l 水の汚染の防止と井戸の改善を行う。 

l 雨水貯留を推進し、ウォーターセンシティブな計画立案を行う。 

l 住民へのより良い情報提供を含み、緊急事項に対する準備を整える。 

 

② 農業関連 

 特に記載無し。 

 

（4） ナレッジギャップと研究優先事項 

 本項では、水資源、保健、生物多様性、グリーン建物、戦略地政学及び経済分野における

ナレッジギャップと研究優先事項について記載されている。その内、水資源分野に係る記載

概要は以下の通りとなる。 

 

l 物理的/気候に関するナレッジギャップ 

優先度の高い研究分野は以下の通り： 

（モデル） 

- 水経済にとっての重要性とともに縮小する分野 

- 潮流に関連する流出量と合わせて、満潮時の潮位、降水量、それらの分配と影響 

（準備） 
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- モデル分析結果の違いの観点から、どのシナリオの準備をすべきか。 

（蒸発） 

- 地面蒸発 

（降水量） 

- 極値降水量とその土壌、浸透及び涵養への影響 

（流出） 

- 都市流出水のモニタリング 

（収集と貯蔵） 

- 表層水収集と貯蔵と地下浸透水の実現可能性を比較する 

- 今後数十年における帯水層への涵養の予測モデル 

（干ばつ） 

- イスラエルの干ばつ指標の開発 

 

l 人々のナレッジギャップ 

 優先度の高い研究分野は以下の通り： 

（人為起源の影響） 

- 地球気候変動が水経済に与える影響と地域における人為起源の影響を特定する方法

の開発 

（地下水汚染） 

- 飲用水が各天然水資源において飲用とならない閾値の決定 

（都市水消費） 

- 節水運動の成功と失敗に係る指標 

- 水損失と改善に係る指標のレビュー 

（農業水消費、環境とセキュリティ） 

- 食糧の安全保障の定義（緊急時のインベントリーも含む） 
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（5） 参考 

イスラエル気候変動情報センター（ICCIC） 

l ICCIC概要 

ICCICは、2009年の政府決定に従い、専門家を集め、気候変動の科学技術知識を蓄積し、

国家適応計画の策定を支援することを目的とし、テルアビブ大学と協力し、2011 年に環境

保護省によりハイファ（Haifa）大学に設立された。本センターの運営に関し、環境保護省

が必要資金を拠出し、イスラエル工科大学、テルアビブ大学及びサミュエル・ニーマン研究

所と協力して、ハイファ大学が運営している。 

 ICCICは環境保護省により設立されたが、報告書に提示される成果、意見や結論はセンタ

ーの研究員によるものであり、必ずしも環境保護省の立場を代表するものではない。 

 

l ICCICの役割 

 ICCICの役割は、政府、学術会、産業界や NGOからの約 100の代表者を集結させ、情報

の収集・分析、既存のナレッジギャップの特定及びリスクと気候変動影響の把握を行い、優

先研究分野、国家適応政策及び科学技術知識を世界へアピールする手法に関して提言を行う

ことである。なお、センターにより作成された政策文書は最終的には国家適応計画に統合さ

れることになっている。 

 

l ICCICの重点分野 

 活動重点分野は、以下の 7分野となっている。 

- 1990年～2010年、2020年、2030年、2040年及び 2050年の各期間において予測さ

れるイスラエルの気候変化 

- 公衆衛生への気候変動の影響 

- 水資源への気候変動の影響 

- 生物多様性への気候変動の影響 

- 都市計画と建築物への気候変動の影響 

- イスラエル経済への気候変動の影響 

- イスラエルの近隣諸国と連携している戦略地政学的な課題への気候変動の影響 
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1.2.2.2. 欧州委員会（EU） 

（1） 経緯 

欧州において EUは、適応策の策定や実施を促進する重要な役割を担っている。 

2009年の白書である「気候変動への適応：欧州行動枠組みに向けて」14において、多くの

気候変動適応対策が開始され、そのほとんどが実施されている。その重要な成果としては、

ウェブサイトベースの欧州気候適応プラットフォーム（Climate-ADAPT）15が 2012 年 3 月

に立ち上げられたことが挙げられる。本プラットフォームは、政策支援ツールに加え、欧州

における適応アクションに係る最新のデータが保存されている。また、EUは政策や資金支

援プログラムにおいて適応の主流化を開始した。 

 EUメンバー国の中でも、適応戦略を策定している国、準備している国などあるが、まだ

多くの国において初期段階にあり、現場での具体的な対策がない状況にある。 

 EU諸国や都市間での共同適応プロジェクトの事例がいくつかあり、EUの LIFEなどと協

調融資したものもある。中でも地域（結束）政策は多くの適応に係る多国間・地域間の事業

を支援している。 

 また、いくつかの都市では包括的な適応戦略または特定の行動計画が既に採択されていた

り、作成中であったりする状況にある。 

 これらのイニシアティブに基づき、EUメンバー国の経験を深め、体系立った気候変動適

応に係るベストプラクティスの共有は有益であることから、2013 年に欧州委員会は EU 気

候変動適応戦略を採択した。 

 ここでは、本戦略をベースにしつつ、欧州の農業分野における適応について解説する。 

                                                        
14 「1.1.2.2. 欧州委員会（EU）」の最後にある参考を参照。 
15 「1.1.2.2. 欧州委員会（EU）」の最後にある参考を参照。 
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図 1.2-9 EUにおける農業・漁業セクターの気候変動適応に係る政策枠組み 
 

 
図 1.2-10 Climate-ADAPTのトップページ 

 

【EU白書（2009）】
気候変動への適応：欧州行動枠組みに向けて

Climate-ADAPTの設立
（2012年）

政策や資金プログラムにおけ
る適応の主流化を開始

EU中期予算枠組み（2014-2020）
（予算の少なくとも20%を気候変動関連アクションへ割り当て）

EU気候変動適応戦略の採択（2013）
（CAP及びCFPへ気候変動主流化に係る提言）

CAP改革（2013）
（気候変動関連も含む）

CFP改革（2013）
（気候変動関連も含む）

CAP（2014-2020）
（適応アクション支援を含む）

CFP（2014-2020）
（適応アクション支援を含む）
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（2） EU適応戦略の目的 

 上述の経緯により、2013年に欧州委員会にて採択された EU適応戦略の目的は、以下の 3

点となる。 

 

① メンバー国による行動の促進 

l 欧州委員会（European Commission）は、全てのメンバー国に対し包括的な適応戦略の

採択を推奨するとともに 16、適応能力構築や行動を取るために必要なガイダンスや資金

を支援する。 

l 欧州委員会は、「市長誓約」17に基づく自主的なコミットメントを立ち上げることで、

都市の気候変動適応対策を支援する。 

 

② より十分な情報を得た上での意思決定の促進 

l 気候変動適応と Climate-ADAPT18（※）の更なる開発の間にあるナレッジギャップに取

り組むことにより、より十分な情報を得た上での意思決定の促進を行う。 

 

③ 主要な脆弱なセクターにおける適応の促進 

l 欧州のインフラがより強靭性を持つことを確かにするとともに、天災・人災に対して保

険の使用を推奨するとともに、農業、漁業、地域（結束）政策を通して主要な脆弱セク

ターにおける適応を促進する。 

 

（3） EU適応戦略の実施 

 上述目的を踏まえ、EU気候変動適応戦略の実施枠組みは、以下の 8つの行動に基づいて

いる。 

表 1.2-7 EU気候変動適応戦略の実施枠組みにおける 8つの行動 
Action 内容 

Action 1 

全てのメンバー国に対して、包括的な気候変動適応戦略の採択を推奨する。 
- 適応戦略パッケージの一部として、欧州委員会はメンバー国が適応戦略を
作成することを支援するガイドラインを提供している。 
- 欧州委員会は、メンバー国の準備状況度合いを測るための主要な指標を特
定し、適応準備状況に係るスコアボードを開発する。 
- 2017 年に、欧州委員会は、メンバー国において取られている行動が十分
かどうかを評価し、不十分な場合は欧州委員会が法的拘束力のある文書の

提案を検討する。 

Action 2 
能力強化の支援と「欧州気候変動適応行動（2014-2020）」の策定のために LIFE
資金を提供する。 
- “2014-2020 LIFE 資金支援プログラム”の下に、気候行動に係るサブプロ

                                                        
16 2013年半ばにおいて、15カ国が適応戦略を採択している。 
17「1.1.2.2. 欧州委員会（EU）」の最後にある参考を参照。 
18 欧州の適応情報のワンストップショップとなる欧州気候適応プラットフォームのこと。「1.1.2.2. 欧州委
員会（EU）」の最後にある参考を参照。 
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Action 内容 
グラムを作成する。これは、気候変動と戦うために入手可能な LIFEファ
ンドを大幅に増加させる。 
- “2014-2020 LIFE ワークプログラム”に係るメンバー国と議論することに
より、優先度の高い脆弱な地域を特定した。 

Action 3 

「市長誓約」枠組み（2013/2014）において、気候変動適応を導入する。 
- 欧州委員会は、都市における気候変動適応を支援する。特に、「市長誓約」
モデルに基づくイニシアティブを立ち上げてこれを支援する。これによ

り、地方政府が地方適応戦略の採択や啓蒙活動の実施に係る自主的なコミ

ットメントを作ることができるようになる。 

Action 4 

ナレッジギャップを埋める。 
- 欧州委員会は、メンバー国及びステイクホルダと更なる協働を行い、適応
ナレッジギャップ、それに取り組むための関連ツール及び方法論を特定す

る。結論を「ホライズン 2020」、「研究とイノベーションのための EU 
2014-2020フレームワークプログラム」に取り込み、サイエンスと政策立
案・ビジネスのインターフェイスを改善する。 

Action 5 

“Climate ADAPT”を欧州の適応情報に係るワンストップショップとして更な
る開発を行う。 
- 欧州委員会や欧州環境機関は気候変動適応に係る情報へのアクセスを改
善するとともに、 “Climate ADAPT”と “国家及び地方適応ポータル
（2013/2014）”を含むその他の関連するプラットフォームの交流（インタ
ラクション）を開発する。 
- 域内及び地方政府と金融機関との密な交流を通し、様々な政策経験に係る
費用便益評価と革新的な資金支援に対して特別な注意が向けられる。 
- 将来のコペルニクス気候変動サービス 19組み入れに係る業務は 2014年に
開始される。 

Action 6 

共通農業政策（CAP）、地域（結束）政策及び共通漁業政策（CFP）の気候対
策を促進する。 
- 適応戦略パッケージの一部として、欧州委員会は、適応と CAP、地域（結
束）政策及び CFP の更なる統合手法に係るガイダンスを提供している。
本ガイダンスは、2014年から 2020年の予算期間におけるプログラム設計、
開発及び実施に関与する官庁やその他ステイクホルダを支援する。 
- メンバー国や地域は、ナレッジギャップへの取組み、必要な分析、リスク
評価・ツールへの投資及び適応能力構築のために、2014年から 2020年の
地域（結束）政策や CAPの下での資金を使用することができる。 

Action 7 

より強靭性のあるインフラを確保する。 
- 2013 年に、欧州委員会は、欧州標準化機関がエネルギー、運輸交通、建
物の分野における産業関連基準のマッピングを開始するための権限を与

える。 
- 適応戦略パッケージは、インフラや物理的なアセット（開発）に取り組む
プロジェクト実施者が脆弱な投資に関して気候変動対策を行うためのガ

イドラインを提供する。 

Action 8 

気候強靭性のある投資と経営意思決定のために、保険やその他の金融商品を

促進する。 
- 適応戦略パッケージの一部として採択された天災及び人災保険に係る政
策文書は保険業者による気候変動リスク管理方法の改善を推奨するはじ

めの一歩である。当該政策文書に係るパブリックコンサルテーション結果

を提示した報告書は 2013年前期に発表される。 
                                                        
19 旧 GMES 



 39 

Action 内容 
- 欧州委員会の狙いは、天災保険の市場への浸透を促進すること、及び保険
のプライシング、リスク認識その他の金融商品に係る完全なポテンシャル

を引き出すことである。 
 

 

（4） 農業セクターにおける気候変動適応の取組み 

 EU の農林水産セクターにおける気候変動適応の取組みは、上記の「（3）EU 適応戦略の

実施」で記載されているとおり、主に共通農業政策（CAP）と共通漁業政策（CFP）に基づ

き実施されている。したがって、以下では各政策の概要、EU気候変動適応戦略（2013）に

よる各政策への提言、2013 年の政策改革において気候変動適応対策の組み込まれ方を提示

する。 

 

① 共通農業政策（CAP） 

 CAP の主な目的は、安定的・持続的かつ安全な食料を適正価格で消費者へ提供するとと

もに、2,200万人の農民と農業従事者の適切な生活水準を確保することである。本目標の達

成のための政策の柱は 2本あり、一つは、「農民への所得支援の提供」であり、二つ目は「地

方開発」となる。 

EU気候変動適応戦略（2013）では、CAPの一つ目の柱「農民への所得支援の提供」に、

農民に対して必要な適応に係る知見を提供することで、彼らの適応能力の構築を支援するこ

とを、二つ目の柱「地方開発」に、国家、地域及び地方レベルでの適応ニーズを 2014～2020

年の農村開発に係る支出プログラムに統合させるための機会を提供することを含めること

を提言した。 

さらに、同戦略では、上述 CAPの二つ目の柱に対する提言の実施に関して、メンバー国

向けのガイダンスも提供している。具体的には、戦略的課題の評価、優先ニーズの特定、計

画作り、資金支援ルール、実施、モニタリング・評価手法などを示している。 

また、メンバー国が CAP枠組みの下で、欧州農業農村振興基金（EAFRD）などの資金を

得るために、実施計画の要約版であるパートナーシップ合意書を欧州委員会に提出するため、

本合意書の中で、気候変動影響が考慮されているか確認されることとなっている。 

 2013年の CAP改革では、上述の EU気候変動適応戦略（2013）による提言も組み込まれ

ている。具体的には、農業セクターにおける気候変動課題に対応する手段として、一つ目の

柱「農民への所得支援の提供」に関して、「Green Direct Payment」を導入しており、農民へ

の直接給付の総額のうち 30%を占めるとしている。「Green Direct Payment」は農民が環境や

気候に有益な自主的な対応策を実施するにあたり支払われる給付となる。対象分野としては、

作物多様化、永久草地の維持や生態系の保全が含まれる。二つ目の柱「地方開発」に関して

は、農村開発プログラムの予算のうち少なくとも 30%は、環境と気候変動に有益な自主的

な対策に確保しなければならないとしている。具体的には、環境と気候に良い影響を与える
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農業慣行への移行に対して給付を行うことなどが挙げられている。また、「地方開発」分野

において、メンバー国が取り組むべき優先課題が 6つ挙げられており、そのうち 2つが気候

変動に直接的に関連するものとなっている。その 2つの優先課題とは、「エコシステムの復

元、保全及び向上」と「資源の効率化、低炭素・気候強靭性のある経済へのシフト」であり、

各課題の中での焦点を当てる項目として以下が提示されている。 

 

表 1.2-8 2つ課題の中での焦点を当てる項目 
エコシステムの復元、保全及び向上 
【背景】 

EU面積の半分は農地であることから、農業は自然環境保全に重要な役割を果たす。農地
管理は豊かで多様なランドスケープや動植物の生息環境（森林地帯、湿地等）の整備に有益

な影響を与える。また、生態系の健全性とランドスケープの風景価値は地方を魅力的にし、

企業の設立、人々の生活の場、観光やビジネス創出を引き寄せる。 
一方で、不適切な農業慣行や土地利用は、土壌・水や大気汚染、動植物生息地の分断や野

生生物の損失などの有害な影響を自然環境に及ぼす。 
従って、以下をフォーカス分野として掲げている。 
【フォーカス分野】 
生物多様性等、水資源管理（肥料と農薬管理を含む）、土壌浸食防止及び土壌管理 
資源の効率化、低炭素・気候強靭性のある経済へのシフト 
【背景】 
 1990年において、農業は EUの総 GHG 排出量の 24％であったが、現状では（2014年～
2015 年）10%となっている。本削減は、近代的な技術、知識の向上や気候変動に対応する
慣習を活用した土地管理により農業生産量は維持されたまま達成されたものである。 
 気候アクションは EUの地方開発政策にとっても重要であり、農業の近代化を支援してい
る。これにより、エネルギー消費量の削減、再エネ生産の促進、投入効率の改善及び排出量

削減を行うとしている。 
従って、以下をフォーカス分野として掲げている。 
【フォーカス分野】 
水利用の効率化、エネルギー利用の効率化、再生可能エネルギー資源の活用、温室効果ガス

とアンモニアの削減、炭素保全と貯留 
 

なお、CAP（2014-2020）の予算配分の 25%（1,040億ユーロ）に相当する金額が、気候関

連と推計されている。2015年においては、CAP予算のうち 136億ユーロは気候関連となる

ことが推計されている。 

 また、CAP（2014-2020）の予算の内訳は以下の通りとなっている。 

 

表 1.2-9 CAP（2014-2020）の予算 

内訳 2014-2020における予算上限（名目）
単位は億ユーロ 

一つ目の柱：「農民への所得支援の提供」 3,127.4 
二つ目の柱：「地方開発」   955.8 
CAP予算合計 4,083.1 
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② 共通漁業政策（CFP） 

 CFPとは、欧州の漁船を管理し、水産資源を保全するための一連の規則である。CFPは、

漁業と水産養殖を環境的、経済的かつ社会的に持続可能なものにし、EU市民への健全な食

料源の提供を確実にすることを目指している。CFPの目標は、活力のある漁業を育成し、

漁業コミュニティの公平な生活水準を確実にすることである。 

 2013年の CFP改革では、水産資源を持続可能な水準に戻し、持続可能な水産養殖を推進

することで、EU市民に安定的で健全な食品の提供を行い、健全な海洋生態系を促進するこ

とを目的としている。欧州海洋漁業基金（EMFF）は本目標を支援することとなっている。

本改革が達成されれば、同量の水産物の捕獲に対し必要な漁船が削減されることから、燃料

の消費とそれに伴う排出が削減されることで気候変動の緩和と適応に貢献するとしている。 

 EMFFは、EMFFが決めている 6つのテーマのどれかに資するプログラムを支援する。こ

れらのテーマのうち、気候変動に関連するものとしては、「漁業が環境に与える影響を低減

させ、海洋生物多様性と生態系を保全し、資源の効率性を向上させるための対策を通して気

候変動適応に取り組むこと」が挙げられる。 

 EU気候変動適応戦略（2013）では、本 CFPの目標達成のために、メンバー国向けのガイ

ダンスも提供している。具体的には、戦略的課題の評価、優先ニーズの特定、計画作り、資

金支援ルール、実施、モニタリング・評価手法などを示している。また、メンバー国が CFP

枠組みの下で、EMFFなどの資金を得るために、実施計画の要約版であるパートナーシップ

合意書を欧州委員会に提出する際、本合意書の中で、気候変動影響が考慮されているかが確

認される。 
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（5） 参考 

気候変動への適応：欧州行動枠組みに向けて（2009） 

本白書は、気候変動影響に対する EUの脆弱性を低減させる枠組みを設計している。本枠

組みはフェーズ分けアプローチをとっており、本白書では、第 1フェーズ（2009～2012）を

提示している。第 1フェーズでは、EUの包括的な適応戦略を策定するための準備段階と位

置づけられ、そのための基礎を構築することを目的としている。 

第 1フェーズは以下の 4本柱の行動に焦点を当てている。 

 

表 1.2-10 第 1フェーズの 4本柱の行動 
1. EUへの気候変動影響とその重大さに基づく堅固な知識ベースの構築 
（主なアクション） 
- 2011年までに、情報交換の仕組み（Clearing House Mechanism）を構築するための必
要な準備を行う。 

- 2011年までに、手法、モデル、データ群、予測ツールを開発する。 
- 2011年までに、気候変動影響のより良いモニタリングのための指標を開発する。 
2. EUの主要政策分野における適応の主流化 
（主なアクション） 
- 適応と水管理が地方開発に係る国家戦略・プログラム（2007～2013）に組み込まれる
ことを確実にする。 

- 適応が地方開発と統合される方法及び持続可能な生産に係る適切な支援方法を検討
する。 

- 「農家アドバイザリーシステム」の能力を調査し、適応の促進に資するトレーニング、
知識及び新技術の採用を強化する。 

- 林業戦略を更新し、森林保全と森林情報システムに係る EUのアプローチに係る選択
肢のデータベースを立ち上げる。 

3. 適応の効果的な実施を確保するための政策手段の組み合わせを採用（マーケットベー
スの政策手段、ガイドラインや官民連携） 
（主なアクション） 
白書に具体的な記載なし 
4. 適応に係る国際的な協力の強化 
（主なアクション） 
白書に具体的な記載なし 

 

 

欧州気候適応プラットフォーム（Climate-ADAPT） 

Climate-ADAPTは欧州委員会と欧州環境機関とのパートナーシップである。その目的は、

欧州の気候変動適応を支援することであり、具体的には、ユーザーが以下のデータや情報に

アクセスしたり、それらをシェアしたりすることを支援している。 

 

ü 欧州において予測される気候変動 

ü 地域やセクターにおける現状と将来予測における脆弱性 
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ü EU、国内、及び国家横断的な適応戦略と行動 

ü 適応の事例分析と潜在的な適応の選択肢 

ü 適応計画を支援するツール 

 

情報は以下の通り整理されている。 

 

表 1.2-11 Climate-ADAPTが提供する情報 
情報タイトル 内容 

適応情報 観測とシナリオ、脆弱性とリスク、適応策、国家適応

戦略、研究事業 
EUセクター政策 農業と林業、生物多様性、沿岸部、災害リスク低減、

財政、健康、インフラ、海洋と漁業、水資源管理 
国家別、地域別（国家横断）、都

市別 
国家、地域、及び都市単位での適応計画・戦略・活動

の現状に係るマップベースの概要情報 
ツール 適応支援ツール、事例検索ツール、マップビューアー 

 

 Climate-ADAPTにある政策支援ツールの概要は以下の通りとなる。 

 

表 1.2-12 Climate-ADAPTにある政策支援ツールの概要 
ツール名 概要 

適応支援ツール 気候変動適応政策策定を支援する 
事例検索支援ツール 欧州の様々な場所、影響やセクターに係る事例の検索

を支援する 
不確実性ガイダンス 適応に係る意思決定プロセスにおける不確実性への

対処に係るガイダンスを提供する 
Climate-ADAPT マップビューア
ー 

プロジェクトや組織に由来する気候変動影響、脆弱性

やリスクに係る観測と予測を提供する 
都市適応支援ツール 適応計画の策定や適応策の実施において、都市の適応

担当者を支援する 
都市部脆弱性マップ 気候変動の潜在的な影響、脆弱性や欧州都市の適応行

動に係るマップを提供する 
プロジェクトマネージャー向け

ガイドライン 
気候変動・変化に対する強靭な投資プロジェクト形成

に係るガイダンスを提供する 
 

また、Climate-ADAPT では、欧州の適応アクションの最新のデータについても、地図上

にマッピングされるとともに、アクションの対象となる気候影響やセクターごとにそのアク

ション概要が確認できるようになっている。気候影響の分類は、洪水、干ばつ、極端な温度、

水不足、海面上昇、氷雪及び嵐であり、セクター分類は、災害リスク低減、運輸交通、生物

多様性、財政、森林、都市、水資源管理、沿岸、建築物及び健康となる。 
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図 1.2-11 Climate-ADAPTの適応アクション（事例）検索ページ 
 

 

適応主流化が成されている基金と資金支援プログラム 

EU中期予算枠組み（2014-2020）では、当該期間における予算の少なくとも 20%（約 1,800

億ユーロ）を気候変動関連アクションに使用すべきとした。これを達成するために、全ての

主要な欧州構造投資基金（ESIF）と資金支援プログラムを通して気候変動緩和と適応アク

ションを支援するとしている。 

 

表 1.2-13 適応主流化が成されている基金と資金支援プログラム 
主要な ESIFと資金支援プロ

グラム 気候変動への支援内容 

結束基金（CF） 低炭素経済に向けた活動、気候変動適応とリスク防止・管

理を支援する。 

欧州社会基金（ESF） 
教育・トレーニングシステム、技術や資格の適応、労働者

の技術強化などを通して、低炭素及び気候強靭性のある経

済に向けた活動を支援する。 

欧州地域開発基金（ERDF） 
中小企業、世帯及び公的セクターの建築物における省エネ、

再エネ、都市部の低炭素戦略及び気候変動と異常気象に対

する強靭性の促進を支援する。 

欧 州 農 業 農 村 振 興 基 金

（EAFRD） 

森林地帯の開発、森林農業システムの確立、森林生態系の

強靭性や環境価値の向上に資する投資、有機農業や水資源

管理に関連する気候アクションを支援する。 

欧州海洋漁業基金（EMFF） 漁船の省エネ、異常気象に関する水産養殖に対する保険な
どに係る気候アクションを支援する。 

ホライズン 2020 気候変動適応に係る研究開発のために資金支援を行う。 

LIFEプログラム 
LIFEは EUにおける環境・自然保全プロジェクトを支援す
る資金支援ツールである。2014～2020に関して、気候アク
ションのサブプログラム（気候変動緩和・適応アクション
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主要な ESIFと資金支援プロ
グラム 

気候変動への支援内容 

の実施と気候ガバナンスと情報提供など）に予算が確保さ

れるとともに、統合プロジェクトを実施する予定。統合プ

ロジェクトでは、より大きな地域規模での気候政策の実施

改善を行い、EU、各国及び民間資金を動員する。また、LIFE
は国家、地域及び地方の適応戦略の策定・実施を支援する

アクションや適応事業などに対し協調資金支援を行う。 

EU連帯基金 

本基金は主要な自然災害に対応し、欧州内で災害が生じ

た地域に欧州の連帯を示すことを目的としている。今

後、本基金にてさらなる適応の主流化が行われる予定で

ある。 
 

 

適応計画のある EUメンバー国 

 EUメンバー国の中でも、適応戦略を策定している国、準備している国などあるが、まだ

多くの国において初期段階にあり、現場での具体的な対策がない状況にある。適応計画があ

る欧州諸国に関して、Climate-ADAPTで検索した結果は以下の表の通りとなる。 

 

表 1.2-14 適応計画がある欧州諸国 
国 計画名 

ノルウェー ü 5 year work programme 
ü White Paper 

スウェーデン 

ü Swedish Integrated Policy for Energy and Climate including Strategy for 
Adaptation (pdf, se) 

ü Länder/national/subnational regions information is included Sweden´s 
profile 

フィンランド 
ü The National Climate Change Adaptation Plan 2022 of Finland (The 

Government Resolution, 20.11.2015)  
ü Finland's National Strategy for Adaptation to Climate Change (2005) 

イギリス ü National Climate Change Adaptation Framework 
ポーランド ü The National Adaptation Strategy (in English) 
ドイツ ü The National Adaptation Strategy (in English) 
イタリア ü National Adaptation Strategy 
フランス ü National Adaptation Strategy (2006) 
スペイン ü The Spanish National Climate Change Adaptation Plan (pdf, es) 

ポルトガル 
ü Ministerial Resolution (in Portuguese only) 
ü Azores Climate Change Strategy (in Portuguese only) 
ü Madeira Climate Strategy (in Portuguese only) 

スイス ü Swiss National Adaptation Strategy (en) 

チェコ ü Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic 
(available in Czech language only) 

リトアニア ü The Strategy for National Climate Change Management Policy for 2013 – 
2050 

オランダ ü National Adaptation Strategy (2007) 
ベルギー ü National Climate Commission working group Adaptation 
アイルランド ü National Climate Change Adaptation Framework 
スロバキア ü National adaptation strategy (available in Slovak language only) 

http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Klima/Klimatilpasning/Klimatilpasning_redegjorelse150508.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-33-20122013.html?id=725930
http://www.regeringen.se/sb/d/11547/a/122778
http://www.regeringen.se/sb/d/11547/a/122778
http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries/sweden
http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries/sweden
http://mmm.fi/en/nature-and-climate/climate-change-adaptation
http://mmm.fi/en/nature-and-climate/climate-change-adaptation
http://mmm.fi/documents/1410837/1721050/MMMjulkaisu2005_1a.pdf/63f5d78d-8492-4621-b019-fe38d7aeb709
http://www.environ.ie/en/Publications/Environment/ClimateChange/FileDownLoad,32076,en.pdf
https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/ENG_SPA2020_final.pdf
https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/ENG_SPA2020_final.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/strategia_adattamentoCC.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_Nationale_2-17_Mo-2-2.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/folleto_pnacc_ing_tcm7-197095.pdf
https://dre.pt/application/file/69906414
http://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/SRAM/Resolu%C3%A7ao%20-%20estrat%C3%A9gia%20para%20as%20altera%C3%A7%C3%B5es%20clim%C3%A1ticas.pdf
http://clima-madeira.pt/uploads/public/estr_clima_web.pdf
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01673/index.html?lang=en
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
http://www.am.lt/VI/index.php#a/12869
http://www.am.lt/VI/index.php#a/12869
http://www.climatechangesspatialplanning.nl/gfx_content/documents/documentation/National_Adaptation_Strategy_The_Netherlands.pdf
http://www.cnc-nkc.be/EN/NKC/Workgroup/Pages/WG_Adaptation.aspx
http://www.environ.ie/en/Publications/Environment/ClimateChange/FileDownLoad,32076,en.pdf
http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf
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国 計画名 
ü Overview: executive summary of National Adaptation Strategy (available 

in English language) 
オーストリア ü Austrian Adaptation Strategy 
ルーマニア ü National Climate Change Strategy (2013-2020) 
トルコ ü Turkey's National Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan 

 

 

 

図 1.2-12 Climate-ADAPTによる国家適応計画の検索結果 
 

 

EU都市における適応戦略や関連計画の事例 

 本事例に関して、Climate-ADAPTに掲載されていた事例に関し、以下 2事例をここで提
示する。 
 
l シベニク-クニン郡（クロアチア）における沿岸計画における気候変動主流化 
シベニク-クニン郡は 960kmの沿岸を持ち、285の島や岩からなる。沿岸部には、7つの
町村と 3 つの市がある。沿岸計画は、沿岸部における気候変動影響と予測される変化への
適応に焦点を当てており、優先アクションプログラムと地域活動センターによって策定され

た。作成手法としては、ダイナミック統合脆弱性評価手法（参加型）を用いている。2013
年 1月に計画策定の準備が開始され、2015年に最終化された。 
 
l コルクハーバー（アイルランド）における統合管理と適応戦略 
 本事例は、地方当局と分野横断の学識経験者の戦略的パートナーシップの確立を通して、

コルクハーバーのバランスの取れた管理の達成に向けたステップを示している。この革新的

なパートナーシップにより、統合管理戦略が採択されることとなった。ステイクホルダ集団

http://climate-adapt.eea.europa.eu/documents/18/0/Sovakia+NAS+summary/06f4dc4d-a071-4ac2-b02a-83433fd2ee00
http://climate-adapt.eea.europa.eu/documents/18/0/Sovakia+NAS+summary/06f4dc4d-a071-4ac2-b02a-83433fd2ee00
http://www.bmlfuw.gv.at/dms/lmat/umwelt/klimaschutz/klimapolitik_national/anpassungsstrategie/strategie-kontext/AustrianAdaptationStrategy_Context_FINAL_25092013_v02_online.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-01_SNSC.pdf
http://www.csb.gov.tr/db/iklim/editordosya/uyum_stratejisi_eylem_plani_EN(2).pdf
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は、政府関係機関と非政府関係機関からなり、本管理戦略の実施のために設立された。本プ

ロセスにより、結果として、2030年までの洪水管理に焦点を当てたコルクハーバーの適応
戦略の策定につながった。 
 
市長誓約 

 EU では、欧州委員会（European Commission）が、2008 年から CO2排出量のさらなる削

減のための仕組みとして「Covenant of Mayors（for energy）」（（エネルギーに係る）市長誓

約）を展開している。EUが掲げる CO2排出量削減目標（2020年に 1990年比で 20％削減）

以上の削減を目指す地方自治体の首長がその旨を「誓約」し、EU事務局などのコンサルテ

ィングの下に「持続可能なエネルギー行動計画」（Sustainable Energy Action Plan）を策定、

EU 事務局が審査し実施状況をモニタリングするという仕組みとなる。2015年 7月までに、

6,400を超える自治体が自主的に参加している 20。 

上述の市長誓約の成功を基に、「Mayors Adapt」イニシアティブは、欧州各都市を気候変

動への適応アクションに従事させるために、2014年に欧州委員会により立ち上げられた。

本イニシアティブは、気候変動緩和に焦点を当てたイニシアティブである「エネルギーに係

る市長誓約」と並列となるイニシアティブである。 

2015年に欧州委員会は、気候とエネルギーアクションに係る統合アプローチを促進する

ため、これら二つのイニシアティブを合併した。2017年以降、「Mayors Adapt」は「エネル

ギーに係る市長誓約」と完全に統合し、一つのイニシアティブ「Covenants of Mayors for 

Climate and Energy （気候とエネルギーに係る市長誓約（通称、市長誓約））」となった。本

市長誓約において、2030年に向けた目標として、掲げられている目標は以下の通りとなり、

これらの達成により、持続可能で、気候強靭性を持ち活気のあるハイクオリティな生活を市

民に提供するとしている。 

 

l 省エネ対策や再エネの更なる活用により、2030年までに CO2排出量を少なくとも 40%

削減させる。 

l 気候変動影響に対する強靭性を強化する。 

l 安全、持続可能でかつ価格的に入手可能なエネルギーへのアクセス改善の枠を超えて、

メンバーである自治体や地域当局との協力を強化する。 

 

 都市の適応に関して、主な資金源は、結束基金（CF）、欧州社会基金（ESF）及び欧州地

域開発基金（ERDF）であり、約 80億ユーロがリスク防止・管理活動に使用されることと

なっている。 

 また、市長誓約の実施体制は以下の通りとなっている。まずは、ステップ１にて、市長誓

約に署名を行い、ステップ 2にて、持続可能なエネルギーと気候アクション計画を提出・実

                                                        
20 本パラグラフの出所：http://jpmayors.jp/cooperation/ 
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施する。そして、ステップ 3にて、モニタリング報告書を提出し、評価・フィードバックを

得る。 

  

 

図 1.2-13 市長誓約枠組み（出所：市長誓約のウェブサイト） 
 

 本枠組みにおいて実施された適応アクションの事例としては、以下が挙げられている（農

林水産関連のものはない）。 

l コペンハーゲン市（デンマーク）における集中豪雨管理計画策定 

l マルメ市（スウェーデン）都市開発プロジェクトにおける気候変動適応のための官民連

携ファンド 

l ナイメーヘン市（オランダ）ワール川洪水対策 

l ルーアン市（オランダ）水資源管理（豪雨後の排水改善に向けた用水路設置）とグリー

ンインフラ開発 

l バルセロナ市（スペイン）植樹による地中海都市気候の緩和（気温上昇による環境状況

を和らげる） 
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Horizon 202021と気候変動適応 

 「Horizon 2020」とは、2014年～2020年の 7年間にわたる総額 800億ユーロ規模の EU研

究・イノベーション枠組み計画のこと。Horizon 2020は、次の３つの柱――「卓越した科学」、

「産業リーダーシップ」、「社会的課題」を中心に構成されている。予算の内訳は以下の通り

となる。 
  

 

図 1.2-14 Horizon 2020予算内訳（出所：駐日欧州連合代表部ウェブサイト） 
 

 気候変動適応や資源の効率性に特化した資金は、Horizon 2020のその他の目的の枠組みで

確保され、結果として少なくとも Horizon 2020の総予算のうち 60%は持続的な開発に関連

するものとなり、そのうちの大部分は、気候への対応強化と環境関連の目的に資するものと

なると考えられている。また、Horizon 2020の予算のうち約 35%は気候関連の支出になると

想定されている。 

 農林業分野に関して、Horizon 2020では、食糧、農業及び林業における研究イノベーショ

ンに係る取組みに対し、2014年から2020年にかけて、36億ユーロの投資を行うとしている。

具体的な研究対象分野としては、生産の効率性と気候変動に対処能力の向上、持続可能な森

                                                        
21 駐日欧州連合代表部ウェブサイト（http://www.euinjapan.jp/relations/science-research/horizon2020/） 
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林管理、増大する世界の食料需要に対する多様な食糧生産の確保、自然資源の持続可能な管

理と気候アクション、食料安全保障、欧州の農業食品産業の競争力確保、食糧生産・加工・

消費の持続可能性確保等が挙げられている。 

 なお、欧州の適応戦略では、気候変動適応に係る知識ギャップを埋めることに取り組んで

おり、その結果は Horizon 2020の枠組みに取り込まれていくこととなっている。 
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欧州委員会の部局一覧 

表 1.2-15  欧州委員会の部局一覧 

Directorates-General/Departments 総局・局 Maritime Affairs and Fisheries 
(MARE) 海事・漁業総局 

Agriculture and Rural 
Development (AGRI) 

農業・農村開発総

局 
Migration and Home Affairs 
(HOME) 移民・内務総局 

Budget (BUDG) 予算総局 Mobility and Transport 
(MOVE) 

モビリティ・運輸総

局 

Climate Action (CLIMA) 気候行動総局 
Neighbourhood and 
Enlargement Negotiations 
(NEAR) 

近隣・拡大交渉総局 

Communication (COMM) コミュニケーショ

ン総局 
Regional and Urban Policy 
(REGIO) 地域・都市政策総局 

Communications Networks, 
Content and Technology 
(CNECT) 

通信ネットワー

ク・コンテンツ・

技術総局 

Research and Innovation 
(RTD) 

研究・イノベーショ

ン総局 

Competition (COMP) 競争総局 Secretariat-General (SG) 事務総局 
Economic and Financial Affairs 
(ECFIN) 経済・金融総局 Service for Foreign Policy 

Instruments (FPI) 外交政策手段局 

Education and Culture (EAC) 教育・文化総局 Taxation and Customs Union 
(TAXUD) 税制・関税同盟総局 

Employment, Social Affairs and 
Inclusion (EMPL) 

雇用・社会問題・

インクルージョン

総局 
Trade (TRADE) 通商総局 

Energy (ENER) エネルギー総局 Translation (DGT) 翻訳総局 
Environment (ENV) 環境総局 Services その他の部局 

Eurostat (ESTAT) 統計局（ユーロス

タット） 
Central Library 中央図書館 

Financial Stability, Financial 
Services and Capital Markets 
Union (FISMA) 

金融安定・金融サ

ービス・資本市場

同盟総局 

European Anti-Fraud Office 
(OLAF)  欧州不正対策局 

Health and Food Safety (SANTE) 保健衛生・食の安
全総局 

European Commission Data 
Protection Officer 

欧州委員会データ

保護官 
Humanitarian Aid and Civil 
Protection (ECHO) 

人道援助・市民保

護総局 
European Political Strategy 
Centre (EPSC) 

欧州政治戦略セン

ター 
Human Resources and Security 
(HR) 

人的資源・保安総

局 
Historical Archives 歴史的アーカイブ

局 

Informatics (DIGIT) 情報技術総局 Infrastructures and Logistics – 
Brussels (OIB) 

インフラストラク

チャー・ロジスティ

ックス局（ブリュッ

セル） 

Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs 
(GROW) 

域内市場・産業・

起業・中小企業総

局 

Infrastructures and Logistics – 
Luxembourg (OIL) 

インフラストラク

チャー・ロジスティ

ックス局（ルクセン

ブルク） 
International Cooperation and 
Development (DEVCO) 

国際協力・開発総

局 
Internal Audit Service (IAS) 内部監査局 

Interpretation (SCIC) 通訳総局 Legal Service (SJ) 法務局 

Joint Research Centre (JRC) 共同研究センター 
Office For Administration And 
Payment Of Individual 
Entitlements (PMO) 

個人向け給付管

理・支払い局 

Justice and Consumers (JUST) 司法・消費者総局 Publications Office (OP) 出版局 



 52 

 

1.2.2.3. 英国政府 

（1） 経緯 

 2006年に英国政府の委託により作成された‘Stern Review’での「気候変動に対して何も

行わないコストは気候変動に今取り組むコストよりはるかに高くなるだろう」という結論を

踏まえ、同年、英国政府は、気候変動に係る立法を行う意図を表明し、2008年に気候変動

法（Climate Change Act 2008）を制定した。本法では、気候変動緩和と適応に対応するため

の枠組みを構築しており、適応に関しては、気候変動の影響のリスク評価を行い、それに基

づき適応計画を策定しなければならないとしている。 

上述気候変動法の規定に従い、2012年に英国政府は、気候変動関連のリスクと機会を特

定するために、気候変動リスク評価（UK Climate Change Risk Assessment 2012：CCRA 2012）

を行い、報告書を作成した。本評価は、一貫性のある枠組みを使用し入手可能な最も妥当な

エビデンスを取り纏めており、約 700の潜在的なリスクが徐々に現れ始めていることを示し

た。 

また、CCRA 2012の評価結果への対応として、上述気候変動法に基づき、2013年に英国

政府は、英国初の国家適応計画（The National Adaptation Programme – Making the country 

resilient to a changing climate-（NAP 2013））を策定した。 

さらに、2012年以降は少なくとも 5年ごとに気候変動リスク評価を行うという同法の規

定に基づき、2017年には、英国気候変動委員会（CCC）により第 2次気候変動リスク評価

報告書（CCRA 2017）が発表されている。 

ここでは、英国における気候変動対策の基礎となる気候変動法（2008）の概要を提示した

後、英国政府が実施した適応関連のアクションである、気候リスク評価（CCRA 2012）及び

国家適応計画（NAP 2013）について、農業セクターに焦点を当てて概要を提示する。 

なお、直近の CCRA 2017に関しては、「1.1.2.4 英国気候変動委員会（CCC）」にて記述

する。 

 

（2） 気候変動法（2008） 

 本法は、英国が長期的な目標である GHG排出削減を達成するための、かつ、気候変動影

響への適応に向けたステップを確実にするための枠組みを構築している。また、本法は世界

で初めて法的拘束力を持つ長期的な炭素排出量の削減枠組みを提示したものとなっている。

本法の要素は以下の通りとなる。 

 

l 排出削減目標を規定すると共に、所定の期間（5 年間）ごとに炭素排出限度（Carbon 

Budgeting）を決める制度を導入 

l 英国政府が自国の GHG排出量に関し、年間報告を行うシステムを提供 

l 独立諮問委員会である気候変動委員会を設立（本委員会は、政府や大幅な自治権を持つ
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地域に対して、排出削減の方法や、リスクエストに応じて適応も含むその他の気候変動

関連事項について助言を行う） 

l 排出権取引スキームの構築権限の付与（政府や大幅な自治権を持つ地域が、第 2次立法

を通して新しい国内の排出権取引制度を導入する権限を与えている） 

l 適応に係る規定（英国の気候変動影響のリスク評価の手順と適応計画策定に係る政府に

対する要求を規定している） 

l 排出削減を行う政策手段の提示（いくつかの特定の政策手段（再生可能な輸送用燃料の

運営改善に係る他法の改正等）を通した排出削減を支援している） 

 

 

図 1.2-15 英国における気候変動適応に係る政策枠組み 
 

 

 本法の構成と概要は以下の通りとなる。 

 

表 1.2-16 気候変動法の構成 
Part 概要 

Part 1 

「排出量削減目標と炭素排出限度」 
担当大臣に対して、英国の純炭素勘定について、2050 年までに少なくと
も 80%を削減させる責任を負わせている。また、担当大臣に対して、炭
素排出上限を 2008年～2012年の期間をはじめとして 5年毎にセットする
責任を負わせている。 

気候変動法（2008）
（気候変動リスク評価と国家適応計画の

策定を規定）

気候変動リスク評価
（CCRA 2012）

気候変動リスク評価
エビデンス報告第2版
（CCRA 2017）

国家適応計画
（NAP 2013）

次期国家適応計画策定
（計画）

気候変動リスク評価
政府報告第2版（計画）
（CCRA 2017）

CCRA 2017（計画）
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Part 概要 

Part 2 

「気候変動委員会」 
本委員会の責務について記載。主なものは担当大臣に対し、2050 年目標
のレビューや炭素排出上限水準に係る助言を行うことや国会に対して年

間報告を行うことである。 

Part 3 
「排出権取引制度」 
担当大臣や大幅に自治権がある地域が、新しい国内排出権取引制度を構

築する権限がある旨等を記載。 

Part 4 

「気候変動の影響と適応」 
担当大臣に対し、気候変動影響による英国へのリスク評価を行う責務を

与えている。具体的には、担当大臣は、第 1 回報告書は 3 年以内に作成
し、それ以降は少なくとも 5 年毎に作成しなければならない。また、気
候変動委員会に対し、担当大臣が作成する報告書に対し助言を行う責務、

及び国会に対して適応策プログラムの実施における進捗を報告する責務

を与えている。 

Part 5 「その他」 
廃棄物削減制度等の排出削減策を提示。 

Part 6 「附則」 
 

 

（3） 気候変動リスク評価（CCRA） 

CCRAは、気候変動法（2008）の Part 4に基づき、2012年に第一回報告書（CCRA 2012）

が、それ以降は 5年毎に報告書が作成される。その目的は、新しい証拠を検討し、気候変動

適応と強靭性に向けた進捗状況をレビューし、それらの証拠や政策の変化を鑑みて国家適応

計画（NAP）を更新することである。CCRAは、政策立案者が気候変動のリスク・影響等に

係る理解を深めるためのエビデンス報告書とそこで挙げられた主要課題に対し政府の見解

を示す政府報告書の 2つの報告書からなる。 

以下では、気候変動リスク評価 2012（CCRA 2012）について概要を提示する。 

 

① CCRA 2012の概要 

CCRA2012は、主に 2009年に英国環境・食料・農村地域省（Defra）が公表した英国気候

予測に基づき、英国政府（Defra）によって作成された英国全土における潜在リスクの概観

を提示した初の報告書であり、その中で 2100年までの英国における気候変動のリスクと機

会に係る証拠を提示している。CCRA 2012の調査対象セクターは、次の 11セクターである。 

 
l 生物多様性・生態系サービス l 建築環境 
l 農業 l エネルギー 
l 森林 l 運輸交通 
l 水資源 l 健康 
l 海洋・漁業 l ビジネス・産業・サービス 
l 洪水・沿岸浸食  
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これらのセクターにおいて、文献調査、専門家の知見、データがある場合はより詳細な定

量的な分析を行うことにより証拠の導出を行い、リスク評価を実施している。本評価結果を

踏まえ、5つのテーマごとに気候変動リスクと機会の調査・分析結果を提示している。5つ

のテーマとは、農業・森林、ビジネス、健康・福祉、建築物・インフラ及び自然環境である。 

 

② CCRA 2012の構成 

CCRA 2012の構成は以下の通りである。 

 

表 1.2-17 CCRA 2012の構成 
章 概要 

1章 「はじめに」 

2章 
「潜在的な気候変動リスクの評価」 
気候変動に係る証拠の主要な情報ソース、リスク評価手法、気候・

リスク評価モデルにおける不確実性等を提示 

3章 

「生物物理学的影響」 
英国の自然環境において、気候変動が主要な生物・物理学的プロセ

スに与える直接的影響について、以下の２分野に焦点を当てて提示。 
ü 土地・淡水環境に与える影響（降水量の季節バランスの変化や
気温の変化による影響に焦点） 

ü 沿岸・海洋環境に与える影響（海面上昇、沿岸変化や海洋気候
の変化による影響に焦点） 

4章～8章 

「4章 農業と森林に係るリスクと機会」 
「5章 ビジネスに係るリスクと機会」 
「6章 健康と福祉に係るリスクと機会」 
「7章 建築物とインフラに係るリスクと機会」 
「8章 自然環境に係るリスクと機会」 
上述の調査対象 11セクターにおける気候変動のリスクと機会に係る
報告書の結果が、これらの 5テーマで取り纏めて提示。 

9章 
「評価と結論」 
前章にて把握された潜在リスクについて、他の評価基準（意思決定

の緊急度など）も用いて評価し、6分野ごとに優先リスクを提示。 
 

 

③ CCRA 2012のリスク評価に係る方法論 

CCRAの方法論の簡素化された概要は以下の図 1.2-16の通りとなる。 

「Risk Screening」では、上述の 11セクターそれぞれにおいて、文献調査や協議を実施し、

700を超える潜在的な気候変動リスクをリスト化した。農業に関しては、園芸作物、耕作地

及び家畜に係るリスクが列挙されている。詳細は、表 1.2-18において CCRA（2012）から

抜粋したリストを提示している。 

「Risk Selection」では、リスト化されたリスクについて、認識されたリスクの規模、生じ

る可能性及び適応アクションの認識された緊急性を考慮して簡素化されたスコア付けを行
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い、より詳細な調査を行う対象として、リスクを 100へと絞り込んでいる。 

「Assess Vulnerability」では、異なる集団の社会的脆弱性などの、将来のリスクに影響を

及ぼす気候関連外のその他の要素に係る更なる証拠を収集している。 

「Current Risks」は、各セクターのリスク評価に係るスタート地点となっており、政府機

関や規制産業から現状のリスクに係る入手可能な最も有効な情報を収集している。 

「Future Risks」では、気候変数の感度の把握の後、将来の気候変動の影響や現状の人口

の変化の検討、そして将来の総気候リスクを推計するために人口変化の検討を行う、という

段階分けした手法を用いてリスクを評価している。 

なお、「Economics of Climate Resilience」では、NAP作成のために別途行われている調査

となる。 

 

 

図 1.2-16 CCRAの方法論と気候強靭性プロジェクトの経済性との関連に係る概要 
出典：CCRA（2012） 

 

④ CCRA 2012における農業分野に係る記述 

 「4章 農業と林業」において、提示されている主なリスクと機会は表 1.2-18の通りとな

る。 

 

表 1.2-18 「4章 農業と林業」において提示されている主なリスクと機会 
リスク 
l 作物損失と洪水による品質の高い農地への影響 
l 夏季における土壌水分不足による、作物収量や質を維持するための灌漑への需要
の増大 

l 夏季における水資源に係る競争及び水の汲み上げ削減の圧力の増大 
l 豪雨の増加に伴う土壌浸食の可能性の増大 
l 林業における害虫と病害の増加の可能性 
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機会 
l 温暖化や CO2効果による、コムギ、テンサイやジャガイモなどの作物収量の増加 
l 家畜生産に有益な牧草収量の増加 
l 温暖化により新規の作物や樹木種が新たに生産される可能性の発生 
l CO2排出量の増加や気候影響による天水栽培のジャガイモ収量の増加 
l スコットランドや水の入手可能性に制限がない地域におけるベイトウヒ（Sitka 

spruce）収量の増加 
 

（4） 国家適応計画（NAP 2013） 

NAP 2013は、気候変動法（2008）に基づき作成された CCRA 2012を受けて、政府、産業

やその他の非政府組織が協働の上、英国政府（Defra）によって英国で初めて作成された国

家適応計画である。本計画では、気候変動のリスクに対処し機会を最大限に活用することで、

将来の気候への適応を支援する政策とアクションが提示されている。 

 

① NAP 2013の概要 

NAP 2013では「時機よく、将来を見据えた、そして十分に情報を得た上で意思決定を行

い、気候変動のリスクと機会に取り組む社会にしていく」ことをビジョンとして掲げ、建築

環境、インフラ、健康、自然環境、ビジネス及び農業と林業、それぞれのセクターについて、

気候変動のリスクに対し強靭性を持つとともに、それによる機会の最大化に資する政策とア

クションを提示している。 

具体的には、各セクターにおいて、CCRA 2012で提示され、その後の Defraパートナーと

の協議で緊急アクションが必要とされたリスクについて記述されている。焦点を当てる分野

について、CCRAの裏づけとなる分析において、スコア付けされたリスクの規模、確実性と

緊急度合いに基づき決められている。これらのリスクを踏まえ、必要な政策とアクションを

提示している。 

本計画全般の目的としては、気候変動に係る認識の向上、現状の異常気象に対する強靭性

の向上、長期のリードタイムを要する対策のための時機を得たアクションの実施、及び主要

な証拠ギャップに対応することが挙げられる。一方で、各セクターにおいて、特定の優先事

項を反映させた目的が掲げられている。 

 

② NAP 2013の構成 

NAP 2013の構成は表 1.2-19の通りとなる。 

 

表 1.2-19 NAP 2013の構成 
章 概要 

1章 

「はじめに」 
主に、以下のような本計画策定の背景が提示されている。 
ü 適応が経済成長にも必要であること 
- 本計画は、CCRA に基づいて策定されており、政府が考える最
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章 概要 
も緊急なアクションが必要な分野を提示していること 

- 本計画は政府、産業及び NGOと一緒に作成したこと 
- 本計画には気候変動適応を行うための政策とアクションが含ま
れていることや政府の政策・アクションのみならずその他の実

施主体のものも含まれていること 

2章～8章 

「2章 建築環境」 
「3章 インフラ」 
「4章 健康で強靭性のあるコミュニティ」 
「5章 農業と林業」 
「6章 自然環境」 
「7章 ビジネス」 
「8章 地方政府」 
セクターごとに、ビジョン、フォーカス分野と各フォーカス分野に

おけるプライオリティリスクに取り組むための活動を提示してい

る。 
 

 

③ NAP 2013における農業セクターに係る記述 

ここでは、「第 5章 農業と林業」の概要を提示する。 

 

l 農業と林業セクターにおけるビジョン 

気候変動により生じる機会を利用している利益や生産性の高い農業と林業部門は、エコシ

ステムサービスの維持及び生物多様性の保護・向上を支援している。それにより、当該部門

は気候変動の脅威に対する強靭性を強化するとともに、自然環境の強靭性の向上へ貢献する。 

 

l 基本的な考え方 

農業と林業部門に関して、いくつかの国家的な対策を策定する必要がある一方、個別ベー

スで取るべきアクションが決定されるべきものもある。最も適した対策の種類は、育てられ

ている作物の種類、家畜の生産システムの種類、植林の種類等の地域性により大きく異なり

かつそれに依存するものである。 

 

l フォーカス分野 

本章では優先度の高い 4分野として、以下が挙げられている。 

(i) 効果的な水資源管理を通した農業における強靭性の構築 

(ii) 林業分野における強靭性 

(iii) 病害虫に対する強靭性 

(iv) イノベーションとエビデンス 

 

上記 4つのフォーカス分野に関し、以下において概要を記述する。 

 



 59 

(i) 効果的な水資源管理を通した農業における強靭性の構築 

l 目的 

降雨の頻度や程度に係る変動が水の利用性、洪水、流出水による土壌浸食や汚染に与え

る影響を効果的に管理することにより農業の強靭性を増大させること。 

 

l 優先リスクに取り組むための活動 

 

表 1.2-20 優先リスクに取り組むための活動 
活動 担当機関 

気候変動適応の優先事項に係る国家的な認識を高めるとともに、地

方の状況に即したメッセージを広める。 
NFU 22, AHDB23 

取水ライセンス制度改革に取り組む。 Defra 
取水規制制度改革に係る決定事項に従い、既存のガイダンスや農家

の水利用性管理への支援をレビューし、改革に伴う変更点がある

か、また、次期国会へ新法案を提出する前に気候変動適応に係るニ

ーズがあるか検討を行う。 

Defra 

政府は治水局協会等と協働し、既存のグッドプラクティスを把握

し、治水組合の役割を検討する。 
Defra 

土壌保護レビューの見直しを 2013年までに完了させ、可能な限り
強靭性を持つための農業土壌に係るベースライン保全を提供する。 

Defra 

脆弱集水域農業プロジェクトを継続させる。 Defra等 
実証農業活動のネットワークの一部として、適応活動の展開及び促

進を行うため、EAは農産業と協働し、気候準備支援サービスを提
供する。 

EA（環境庁） 

適応のグッドプラクティス、共通メッセージ、ツールやガイダンス

を展開、促進し、産業の中に組み込むよう、EAは農産業及び林産
業と協働し、気候準備支援サービスを提供する。 

EA/各産業 

適応を英国地方開発プログラム（2014-2020）に組み込む Defra 

 

 

(ii) 林業分野における強靭性 

l 目的 

 英国の森林地帯の管理水準を引き上げるとともに森林創出や再生において優れた実践を

促進することで、森林セクターの強靭性を向上させる。 

 

l 優先リスクに取り組むための活動 

 

 

 

                                                        
22 National Farmers Union 
23 Agriculture and Horticulture Development Board 
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表 1.2-21 優先リスクに取り組むための活動 
活動 担当機関 

EWTPが、主要なパートナー組織からの誓約も含め、気候変動アク
ション計画を発表する。 

EWTP24 

FCが、政府へ提出した適応報告書に記載したとおり、適応計画を
実施する。 

FC25 

英国の森林認証された森林と気候変動ガイドラインを支えるため

の、ガイダンスの促進と策定を行う。 
Defra/FC 

 

(iii) 病害虫に対する強靭性 

l 目的 

 生物多様性の保護、農業・林業の生産性の維持、及び英国の製品輸出能力の保護のため、

病害虫への強靭性を向上させる。 

 

l 優先リスクに取り組むための活動 

 

表 1.2-22 優先リスクに取り組むための活動 
活動 担当機関 

木の健康学と植物バイオセキュリティに係るアクション計画に係る研究の

実施 Defra等 

独立した木の健康学と植物バイオセキュリティ専門家タスクフォースが、

新規・新興の病害虫が将来国内に侵入することを防止する方法を調査する。 
Defra 

現状の植物の健康保全プログラムと気候リスクを統合させる度合いについ

てレビューし、更なるエビデンスが必要な箇所を明確にする。 Defra等 

FERAの構造と機能に係る決定事項に従い、FERAが自主的な適応報告書を
作成する必要があるかどうか決定する。 

FERA26 

木の健康学と植物バイオセキュリティ研究イニシアティブを主導し、気候

変動のような環境の変化の中で、英国における木、森林地帯やその生物多

様性とエコシステムサービスに関連する健康及び強靭性を支援する学問分

野横断的な研究を実施する。 

Defra等 

気候変動による動物の疾病への影響に関連するエビデンスベースを改良

し、EUに対し病気に係る調査に対し、調和の取れたアプローチを取ること
を進言する。 

Defra 

侵入外来種枠組み戦略（2008）をレビューする。 Defra 

 

(iv) イノベーションとエビデンス 

l 目的 

 農業、園芸作物及び林業研究プログラムに気候変動適応を組み込み、起こりうる気候影響

の知識を向上させるとともに、気候強靭性を持った作物、樹木や家畜種及び関連する技術の

開発・実践へ貢献する。 

 

                                                        
24 England Woodland and Timber Partnership 
25 Forestry Commission 
26 Food and Environment Research Agency (FERA) 
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l 優先リスクに取り組むための活動 

 優先リスクに取り組むための活動については特定されてはいないが、現状取り組まれてい

る活動は以下の通りとなる。 

- Research Forest 

Research Forestは、森林の適応戦略の策定及び試験のために、イングランド、スコ

ットランド、ウェールズに設立された。欧州規模での協働アクションと共に、適応

戦略へ価値のある洞察を提供することが期待されている。 

- Feeding the Future Report 

本活動は、産業に対して、アクションが求められる特定の分野を知らせるために提

言を行うことを目的としている。意図としては政府と研究・知識移転に対して資金

を提供している産業界間の対話の基礎として提言を活用することである。分野には、

AHDBが含まれる。 

- 英国バイオテクノロジー・生物科学研究会議（BBSRC） 

BBSRCは、16カ国から研究者を集めて作物や家畜関連の強靭性を構築することを

目指している ERANET+プログラムへ 3百万ユーロを寄付している。 
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1.2.2.4. 英国気候変動委員会（CCC） 

（1） 経緯 

英国気候変動委員会（CCC）は、気候変動法（2008）に基づき設立された独立法定機関

であり、その目的は、英国政府と権限委譲行政機関（ウェールズ、北アイルランド及びスコ

ットランド）に対して、英国の気候変動の取組みについて助言を与え、国会に対して GHG

排出量の削減や気候変動への準備に係る進捗について報告を行うことである。CCC の優先

度の高い取組みとして以下の４つを掲げている。 

 

û 炭素予算の設定や気候変動に備えるための政府への助言の提供 

û 排出量削減モニタリングや炭素予算の実現 

û 気候変動科学、経済学、政策に対する独立した分析の実施 

û 証拠や分析の共有のための機関から個人等の幅広い範囲での協力 

 

なお、気候変動適応に関しては、CCC 内において、適応小委員会（Adaptation 

Sub-Committee（ASC））が設立され、CCC が気候変動適応に係る助言の実施や進捗の報告

を行うことを支援している。 

ここでは、「1.2.2.3. 英国政府」において記載した CCCにより作成された気候変動リスク

評価 2017（CCRA 2017）のエビデンス報告書の概要について、農業分野に焦点を当てて提

示する。 

CCRA 2017エビデンス報告書は、2012年に初回の気候変動リスク評価（CCRA 2012）

が作成された後、少なくとも 5 年毎に CCRA を更新するという気候変動法（2008）の規定

に基づき、CCC傘下の ASCにより作成された報告書である。英国政府は、CCRA 2017を構

成する本エビデンス報告書により、CCRA 2017の政府報告を作成することとなっている。 

 

（2） CCRA 2017エビデンス報告の概要 

 本報告は、ASCが学者や公的・民間部門・市民社会からの専門家と協働して、英国にお

ける気候変動のリスクと機会に係る助言を取り纏めたものであり、CCRAの一部を構成して

いるものである。 

 CCRA 2017の目的は、英国及び権限委譲政府に対し、次期適応計画において取り組むべ

き最も緊急な優先事項について助言を行うことである。 

 CCRA 2017は、英国に影響を与える気候変動のリスクと機会に関する入手可能な証拠に

係る文献調査に基づき作成される。更なるアクションの緊急度合いは各章で提示される証拠

に基づき、ASCが評価を行っている。各リスクの緊急度合いに係る結論を出す際、ASCは、

現状と将来のリスク規模、リスクに対応する現状の政策とアクションに係る潜在性、及び次

期国家適応計画において更なるアクションを取る追加的な便益を考慮している。 
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図 1.2-17 英国における気候変動適応に係る政策枠組み 
 

（3） CCRA 2017エビデンス報告の構成 

 CCRA 2017エビデンス報告の構成は表 1.2-23の通りとなる。 

 

表 1.2-23 CCRA 2017エビデンス報告の構成 
章 概要 

1章 
「はじめに」 
本報告書の背景・目的を説明 

2章 
「手法と文脈」 
CCRA 2017のリスク評価手法（更なるアクションの緊急度合いを評価す
ること）を説明 

3章～
6章 

「3章 自然環境と自然資産」 
「4章 インフラ」 
「5章 人々と建築環境」 
「6章 ビジネスと産業」 
セクターごとの主要なリスクと優先アクションを提示 

7章 
「国際的側面」 
地球規模での気候変動の観測されている/予測されている影響による英
国にとってのリスクと機会を提示 

8章 
「分野横断的課題」 
リスク間の相互作用、気候変動の間接的影響やマクロ経済の影響など分

野横断的課題を提示 
 

気候変動法（2008）
（気候変動リスク評価と国家適応計画の

策定を規定）

気候変動リスク評価
（CCRA 2012）

気候変動リスク評価
エビデンス報告第2版
（CCRA 2017）

国家適応計画
（NAP 2013）

次期国家適応計画策定
（計画）

気候変動リスク評価
政府報告第2版（計画）
（CCRA 2017）

CCRA 2017（計画）
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（4） CCRA 2017の方法論 

 CCRA 2017 の方法論は、異なるセクターに跨り一貫した証拠を提示するように設計され

ており、以下の 3ステップに基づくものである。 

 

l Step 1では、現状の脆弱性を把握し、現状の気候関連リスクと機会及び適応水準の評

価を行う。 

l Step 2では、将来の脆弱性と適応を把握し、気候及び社会経済的変化によって、（タ

イムスケールが関連する場合は 2020年代、2050年代及び 2080年代において）気候

関連リスクと機会がどのように変化するか評価を行う。 

l Step 3では、リスクの管理や機会の活用のため、今後 5年間で追加的なアクションが

必要となる優先リスクと機会を提示する。 

 

 

図 1.2-18 CCRA 2017におけるリスク評価手法 
出典：CCRA 2017 

 

（5） CCRA 2017における農業分野に係る記述 

ここでは、CCRA 2017に関して、農業と漁業に関連する「第 3章 自然環境と自然資産」

の内容を提示する。 

 

① 主要なリスク 

 気候変動による自然資本への主な農業・漁業関連リスクとして以下が挙げられている。 

 

l 英国東部の大部分の農地に関して、水資源の入手量の減少、土壌の乾燥、土壌有機物の
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継続的な喪失、海面上昇の合併により、現状のいくつかの農業システムに適さなくなる

ことが予測されている。 

l 海洋環境の変化は不可避であり、海洋酸性化と気温上昇の合併により、英国の水資源に

すでに影響を与えており、海洋食物チェーン等の根本的な変化が生じ得る。 

l 新規・新興の病害虫や侵入種は、木、作物、家畜や土地固有の野生生物へ追加的なリス

クを与え得る。 

 

② 優先事項 

 農業・漁業に係る更なるアクションと研究の優先事項には以下が含まれている。 

 

l 自然、土地の適合性の変化、及びその影響を評価する。より強靭性のある作物種、木種、

家畜集団、農業システムに係る更なる研究を行うことも含む。 

l 気候変動による海洋エコシステムと漁業へのリスクの重大さと規模をよりよく理解す

る。 

 

 また、自然環境の支援のために必要な追加的アクションについて、リスク／機会、緊急度

及びその理由について評価を行っている。農業・漁業関連は表 1.2-24の通りとなる。 

 

表 1.2-24 農業・漁業関連のリスク／機会、緊急度及びその理由 
リスク/機会 緊急度合い 緊急度合いの理由 

農業、林業及び土地の適

合性の変化によるリスク

と機会 

研究の優先事項 土地の適合性変化に基づく統合土地利用
計画の策定のために、更なる研究が必要で

あるため。 
季節的な乾燥と湿気によ

る土壌へのリスク 
更なるアクション

が必要 
土壌への既存のプレッシャー削減、土壌保

全対策に係る理解向上、劣化した土壌の復

元に係る更なるアクションが必要である

ため。 
害虫、病原菌及び侵入種

による農業、林業、景観

及び野生生物へのリスク 

現状のアクション

を維持 
調査及びバイオセキュリティ対策の実施

を継続する。気候変動による長期的リスク

への影響に係る現状の研究を継続する。リ

スク評価と不測の事態に対する計画に関

して、セクター横断イニシアティブを策定

する。 
異常気象や山火事の頻度

や重大さの変化による農

業、林業、野生生物、遺

産へのリスク 

現状のアクション

を維持 
干ばつ、洪水や火事に対するエコシステム

の強靭性の構築を継続する。山火事の管

理・対応に係る現状の取組みを継続する。

熱ストレスが家畜に与える影響をモニタ

リングする。強風が林業に与える影響を管

理する現状の取組みを継続する。 
塩水浸入による帯水層、

農地や居住地へのリスク 
現状のアクション

を維持（北部アイ

ルランドとスコッ

淡水生息地への塩害リスクを管理するア

クションを継続する。帯水層への影響を監

視し、リスクの上昇があるか評価を行う。 
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リスク/機会 緊急度合い 緊急度合いの理由 
トランドの情報収

集を行う） 
海洋酸性化や水温上昇に

よる海洋生物種、漁業、

海洋遺産へのリスクと機

会 

研究の優先事項 海洋エコシステムと遺産へのリスクの度
合いをよりよく理解するため。 
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1.2.2.5. 仏国政府 

（1） 経緯 

2001 年にフランス政府と議会は気候変動への適応課題に取り組むため、国立温暖化影響

観測所（ONERC）を設立した。ONERC の役割の一つは、気候変動の緩和と適応に係る提

言を行いフォローアップしていくことであり、本役割に基づき、2006 年に ONERC は気候

変動適応国家戦略（NAS）を作成し、政府によって承認された。その後、2007 年に発表さ

れた IPCC第 4次報告書も踏まえ、2009年に国家適応計画の策定を規定した法案が制定され

た。それを受けて、2010年に国、地方当局、雇用者、労働者組合や NPOからなる Grenelle 環

境フォーラムと十分な協議を実施の上、2011 年にフランス初の国家適応計画（NAP 

2011-2015）が策定された。 

ここでは、NAP 2011-2015について、概要を提示する。 

 

 

図 1.2-19 フランスにおける気候変動適応に係る政策枠組み 

仏政府、国立温暖化影響観測所
（ONERC）を設立（2001）

気候変動適応国家戦略
（NAS 2006）

【Law 2009-967（2009）】
国家適応計画の策定を決定

国家適応計画の策定
（NAP 2011-2015）

国家適応計画に係
る各種レビューと評
価の実施

国家適応計画の更新
（NAP 2017-2021）
（計画）
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（2） 国家適応計画（NAP 2011-2015） 

① NAP 2011-2015の概要 

 本計画はフランスで初めて策定された国家適応計画であり、その目的は、適応アクション

を計画すること、不適切な適応を防止すること、そして適応に係る政策に一貫性を持たせる

こととなっている。本計画は次の原則に基づいて策定された。 

l 適応に関し、十分な情報を得た上で意思決定ができるよう気候変動の影響に係る理解を

向上させる 

l 既存の政策に適応を統合し、政策の一貫性を確保し、分野横断の性質を持つ適応策を政

策に反映させる 

l 気候変動と適応に係る情報を社会へ提供し、全ての人々が課題を認識し行動を取れるよ

うにすること 

l 適応に係る活動間の相互作用について検討すること 

l 適応策の実施と資金調達に関し責任の所在を示すこと 

 

 本計画では、NAS 2006に基づき、以下の 20分野を選定し、分野ごとにアクションシート

を作成している。また、本計画では国家規模の適応策を提示している。 

 
1. 分野横断 8. 漁業と養殖 15. 研究 
2. 健康 9. エネルギーと産業 16. 資金調達と保険 
3. 水資源 10. 運輸交通インフラ 17. 沿岸部 
4. 生物多様性 11. 都市計画と建築環境 18. 山岳部 
5. 自然災害 12. 観光 19. 欧州と国際的アクション 
6. 農業 13. 情報 20. ガバナンス 
7. 林業 14. 教育とトレーニング  
 

 本計画の実施モニタリングについては、エネルギー・気候総局（DGEC）内の ONERCに

よって、本計画で決められた指標に基づき年間レビューがなされる。 

 本計画の評価については、DGECが適応計画評価委員会を開催する責任を負う。当該委員

会は、計画の実施を担っている担当政府機関、適応課題に特化した Grenelle環境モニタリン

グ委員会と科学技術コミュニティの代表者で構成されている。本委員会は、2013 年後半に

中間評価報告書を作成する責任を負っており、その中で達成された成果の報告、アクション

の実施の改善及び残りの期間における優先実施事項に係る提言を行う。最後に、評価委員会

は 2015年に本計画の総合評価を行う責任を負う。本報告書は、次期適応計画の基礎を提供

するものとなる。 
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② NAP 2011-2015の構成 

 NAP 2011-2015の構成は表 1.2-25の通りとなる。なお、より詳細な内容は上述①の通りと

なっている。 

 

表 1.2-25 NAP 2011-2015の構成 
Part 概要 

1章 「なぜ適応計画が必要なのか」 
気候変動影響の費用、適応の原則、政府の活動や策定時の協議 

2章 「21世紀のフランスにおける気候シナリオ」 
2モデル（楽観的と悲観的）等を提示 

3章 「国家適応計画の概要」 
原則や 20分野における適応アクションの取り纏め等を提示 

4章 「国家適応計画のガバナンス」 
モニタリングと評価を提示 

添付 農業分野を含む 20 分野におけるアクションシート 
 

③ NAP 2011-2015における農業分野に係る記述 

 ここでは、農業分野に係るアクションシートについて提示する。本シートでは、主要な適

応策と適応アクションが提示されている。 

 

l 主要な適応策「水資源を効率的利用する農業」 

水資源管理は、起こり得る降水量の低減を見据えると、重要な対策となる。供給を増加さ

せるアクションと並行して、水不足への適応に係る 2つの選択肢がある。一つ目は、作物に

必要な水量を削減すること、二つ目は、水資源利用の効率性を向上させることである。 

 

l 適応アクション 

表 1.2-26 適応アクション 
アクション１： 研究と教訓を通してイノベーションを追求し、それを専門家や教師

へ伝達することを促進する。 
ü 気候変動影響と適応に係る農業研究プログラム（EU、国内、地域規模のもの）
に関し、各年の更新版をオンラインで入手可能にする。 

ü 農業従事者、全ての農業開発に係るステイクホルダと基礎・応用研究コミュニテ
ィ間の協力を促進することで、イノベーションと知識移転を促進させる。 等 

アクション２： 地方の脆弱性と新たな機会に関連する空間計画を促進する 
ü 気候変動適応を地域農業政策に統合させる。 
ü 都市計画に係る政策において、農地の縮小を削減させるという目標に向けた実施
の改善を行う。 

アクション３： モニタリングと新たな健康上のリスクへの警告システムを開発す

る。 
ü 気候変動、植物生物学と健康の相互作用に係る調査を強化する。 
ü 動物疾病のモニタリングメカニズムの構造を補強する。 
ü 植物病害に係るモニタリングメカニズムの構造を補強する。 
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アクション４： 自然資源を持続可能で統合的な方法で管理し、気候変動により生じ

る圧力を低減させ、生態系の適応に向けて準備を行う。 
ü 公共政策において、気候変動の影響を制限することを目的とした自然資源管理を
促進する。 

ü 将来の適応に向けて、遺伝資源を保存する。 
ü 水資源を効率的に利用する農業を促進する。 
ü 貯水を最適化する。 
アクション５： 農業分野における変動性や気候変動により引き起こされるリスクを

管理する。 
ü 保険メカニズムを開発することで気候リスクから農業従事者の保護を強化する。 
ü 投資信託形式の新しいツールを開発し、農業従事者が、動物の疫病・植物病害や
環境災害が生じた際の補償を得られるようにする。 
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1.3 農林水産分野の気候変動の影響評価 
1.3.1 文献調査 
（1）対象文献 

果樹のナシ、ブドウ、野菜のトマト、レタス、アボカドについては海外での研究事例が存

在したため（表 1.1-2）、当該情報の整理を行った。表 1.3-1にその内容を記載する。なお、

一つの文献で複数の品目の記載があることに留意されたい。 

次ページ以降に研究事例をまとめた。 
 

表 1.3-1 対象とした文献 
番号 文献名 品目 項目 

1 
Climatic Changes Lead to Declining 
Winter Chill for Fruit and Nut Trees in 
California during 1950-2099 

ナシ 栽培可能面積 

2 
Physiological factors limit fruit set of 
tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) 
under chronic, mild heat stress 

トマト 収量 

3 
Vulnerability and Impact of Climate 
Change on Pear Production in South 
Africa 

ナシ 収量、品質 

4 Economic impacts of climate change on 
California agriculture 

アボカド 
ブドウ（食用） 
ブドウ（ワイン用） 
レタス 
トマト 

収量 

5 California perennial crops in a changing 
climate ブドウ（食用） 収量 
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（2）調査結果 

① Climatic Changes Lead to Declining Winter Chill for Fruit and Nut Trees in California 
during 1950-2099 

1. 執筆者（公表年） Eike Luedeling, Minghua Zhang, Evan H. Girvetz（2009） 
2. 掲載誌 PLoS ONE 4(7): e6166. doi:10.1371/journal.pone.0006166 

3. 要旨 

背景： 冬の寒さ（winter chill）は、多くの樹木作物の生産に適した
場所を特徴づけるものの一つである。我々は、二つの異なるモデル

（Chilling Hours モデル、動的モデル）で定量化された、カリフォル
ニア州における冬の寒さにおける観測された変化と、予測される将来

の変化を調査し、地図化した。 
 
手法/主な初見： 時別・日別の気温データに基づいて、過去の 2 つ
の温度シナリオ（1950年と 2000年）と、18の将来のシナリオ（平均
的な気候条件として、2041-2060年と 2080-2099年を対象に、GHG排
出シナリオは SRES B1、A1B、A2を、気候モデルには CSIRO-MK3、
HadCM3、MIROC を用いた）について冬の寒さをモデル化した。シ
ナリオごとに、確率的なウェザージェネレーターを用いて、年気温デ

ータを 100 回分複製した。次に、チル分布から得られた 10%タイル
の新しい気候統計「安全な冬の寒さ（safe winter chill）」を導入し、
地図化した。このメトリックは、シナリオごとに農家が安全に栽培で

きると期待できる冷却量（チル量）と解釈できる。多くの樹種や栽培

品種が安全に栽培できる「安全な冬の寒さ」の地域を伴う冬の寒さは、

全ての排出シナリオで大幅に減少し、21 世紀中ごろには 50～75%、
21世紀末には 90～100%まで減少すると予測された。 

4. 対象品目 
冬季の寒さの変化 
（直接的な評価ではないが、チル要求時間が 1000時間超の例として、
リンゴ、サクランボ、ナシについての栽培可能面積変化が記載） 

5. 対象地域 カリフォルニア州（米国） Central Valley 

6. 予測手法の概要 

予測期間：2041-2060、2080-2099 
空間解像度：－ 
気候モデル：CSIRO-MK3、HadCM3、MIROC 
排出シナリオ：SRES B1、A1B、A2 
適応策の検討： なし 
予測手法： ①Chilling hours model、②動的（Dynamic）モデル 

①冬季（11/1～3/1）の 0～7.2℃の気温における時間数を単純に積算するモデル。チル時間
（Chilling Hours）を計算するためのモデル。 
 
②暖かい亜熱帯地域の冬季にもっともよく適用できるモデル。二段階で構成され、一段階

目は低温により計算される要素である。二段階目はこの要素が特定量蓄積した際にチルポ

ーション（Chill Portion）へと変換される。チルポーションを計算するためのモデルである。 
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7. 影響の概要 
①の結果：対象地域における果樹園の作物は、チル時間が 700～1200必要であるが、2000
年までに同地域において、この要求量を満たす面積が、最大 30%減少している。A2 シナ
リオによると、1950年と比較し、21世紀中ごろには 30～60%が、21世紀末には 80%まで
減少する可能性がある（図 1.3-1）。 
チル要求時間が 200のアーモンドなどの果樹・殻果（ナッツ）は 21世紀末でも、重大な
影響を受けないであろう。しかし、要求時間が 500のものは、A1Bや B1シナリオでは 21
世紀末に要求を満たす面積が 78%まで残るが、A2 シナリオでは 39%となる。要求時間が
700を超えるものは、より早期に状況が悪化する。シナリオにもよるが、21世紀中ごろに
要求を満たす面積は 23～46％に、21世紀末には 2～10%まで減少する。この要求量は、一
般にクルミ、アプリコット、プラム、ほとんどのモモ、ネクタリンの栽培に最低限必要な

ものと考えられている。1000超の要求量（リンゴ、サクランボ、ナシなど）の場合、2000
年において既に 4%しかなく、全てのシナリオで 21世紀中ごろには、事実上適域が無くな
ると予測されている。ただし、この低温要求量は、より暖かい気候では有効ではない可能

性があることに留意が必要である。 
 
 

 
図 1.3-1 チル時間モデルによる冬の寒さの計算結果 
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②の結果：動的モデルは①のモデルよりも、予測結果がやや緩和されるが、殻果（ナッツ）

や果樹に強い影響がないわけではない。21世紀末までに、寒さの要求量を満たす面積が、
1950年よりも 30～60%減少すると予測されている（図 1.3-2）。 
 
 

 
図 1.3-2 動的モデルによる冬の寒さの計算結果 
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② Physiological factors limit fruit set of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) under 
chronic, mild heat stress 

1. 執筆者（公表年） S. SATO, M. M. PEET & J. F.THOMAS（2000） 
2. 掲載誌 Plant, Cell and Environment (2000) 23, 719–726 

3. 要旨 

高温への感受性が異なるトマトについて、慢性的な軽度の熱スト

レスが、収量、果実生産、花粉の放出、光合成、夜間呼吸及び葯開

裂に及ぼす影響を調べた。対象種は、次の 3 つの温度のもとで成長
させた。①28（昼）/22℃（夜）もしくは 26/22℃（最適温度条件）、
②32/26℃（高温条件）、③32/26℃にて成長させ、開花前に 10 日間
28/22℃の環境に置き、また 32/26℃に戻した（緩和条件）。品種の 1
つである FLA7156は、32/26℃で唯一、実を成した品種であった。し
かしながら、5 品種全てが、緩和条件下（RT）では実を成した。温
度の緩和期間が長いほど、果実がなる割合が高くなる。緩和期間が

長くなると、花粉の放出量も増加し、線形回帰分析では、放出され

た花粉数と果実の割合との間に有意な関係が示された。高温下で育

てた場合、花粉の発芽率が低下した。しかしながら、花粉の生成数、

光合成、夜間呼吸速度は、慢性的な軽度の熱ストレス下あっても、

果実に対する制限とはならなかった。このことは、花粉の放出と熱

ストレス下での発芽における品種間の差異が、果実形成の能力を決

定する、最も重要な要因であることを示唆している。 
4. 対象品目 トマト（収量 27） 
5. 対象地域 ノースカロライナ州の植物環境制御装置 

6. 予測手法の概要 

予測期間：－ 
空間解像度：－ 
気候モデル：－ 
排出シナリオ：－ 
適応策の検討： なし 
予測手法： 実験による（収量に関する回帰式なし） 

耐暑性の異なる 5つのトマトの栽培品種（FLA7156、Fresh Market9(FM9)、NC8288、Piedmont、
TH318）について、植物環境制御装置にて、以下の条件のもと栽培を行った。 
①適温条件下における栽培（昼 28℃/夜 22℃もしくは昼 26℃/夜 22℃） 
②高温条件下における栽培（昼 32℃/夜 26℃） 
③高温緩和条件下における栽培（昼 32℃/夜 26℃で栽培するが、開花 10 日前から昼 28℃/
夜 22℃の栽培に切り替える。開花後は昼 32℃/夜 26℃に戻す） 
7. 影響の概要 
【結実率】気温ストレスによる結実率への影響を（図 1.3-3）に示す。FLA7156のみ高温下
（黒色）でも 20%程度の結実率を得られた。FM9 と TH318 は 2%未満の結実率であり、
NC8288と Piedmontは結実率がゼロとなった。 

 

                                                        
27 なお実験の指標として、収量の他に、花粉生成量、光合成率、夜間呼吸が行われている。 
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図 1.3-3 結実率への気温の影響 

灰色：28/22℃、黒色：32/26℃による栽培 

 
 
【緩和条件時の結実率】高温条件下では、FLA7156 のみが結実した。温度の緩和期間にお
いても、FLA7156は最も高い収率をあげた（図 1.3-4）。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.3-4 温度の緩和開始後、5日目、8日目及び 11日目に受粉した果実の収率と 8日目に受
粉させた昼 28℃/夜 22℃の条件と昼 32℃/夜 26℃の条件下における結実率 
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③ Vulnerability and Impact of Climate Change on Pear Production in South Africa 

1. 執筆者（公表年） S.J.E. Wand、W.J. Steyn、K.I. Theron（2008） 
2. 掲載誌 Acta Hort. (ISHS) 800:263-272 

3. 要旨 

南アフリカの西ケープ州は、地中海型の気候であり、主に冬季に降

水がある。この地域は、世界的・地域的な文脈の両方において、予測

される気候変動に対して極めて脆弱であると識別されている。気温上

昇が既に検出されており、今後 30年でさらに 1～2℃の気温上昇と特
に冬季の降水の減少が予測されている。農業生産物は、結果として生

じる社会・経済的影響と共に、主要な影響を受けるであろう。この地

域では、落葉果実全体の 16%、11800haでナシの栽培が行われている。 
ここでは、ナシの生産における気候変動の地域的な予測による影響

可能性についての解析を行った。ナシは、極端な降水、高温、及び既

に暖かくなっている栽培地域への段階的な温暖化というリスクを突

き付けられており、これらに対して敏感である。影響は、収量と品質

の両方にて生じると予測されており、これには、チルユニットの減少、

繁殖過程の妨害、日焼けの発生や着色不良の発生、また、水の利用可

能性が不十分な場合における通年の干ばつストレスの更なるリスク

も含まれる。品種改良、微気候の改善、水資源保全手法及び、気候観

測システムなどの適応策が評価された。更なる研究のための機会も示

された。 

4. 対象品目 
ナシ（Packham’s Triumph、Early Bon Chretien、Williams Bon Chretien、
Forelle） 

5. 対象地域 南アフリカ（西ケープ州の各地域） 

6. 予測手法の概要 

予測期間：2030年代（2035年） 
空間解像度：未記載（結果は地域で集約） 
気候モデル：7GCM（詳細は未記載） 
排出シナリオ：未記載（ベストケースとワーストケースについて影響

予測） 
適応策の検討： ― 
予測手法： 定性的な「専門家の意見」による評価 

具体的な手法の記載なし。 
 
予測に用いられた気候シナリオ（ベストケースとワーストケース）の諸情報を表 1.3-2に
示す 
 

表 1.3-2 2035年における西ケープ州の気候変動シナリオ（ベストケースとワーストケース） 

シナリオ 変化 12～2月 
（夏） 

3～5月 
（秋） 

6～8月 
（冬） 

9～11月 
（春） 通年 

ベスト 
ケース 

降水（%） 変化なし -5 -15 -5 -6 
気温（℃） +1.5 +1.25 +1.0 +1.25 +1.25 

ワ ー ス ト 降水（%） -5 -25 -25 -10 -16 
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ケース 気温（℃） +3.0 +2.5 +2.0 +2.5 +2.5 
 
 
7. 影響の概要 
ナシの品種 Packham’s Triumph、Early Bon Chretien、Williams Bon Chretienのベストケース、
ワーストケースにおける共通の影響（収量・品質）評価結果を表 1.3-3に示す。 

  

表 1.3-3 Packham’s Triumph、Early Bon Chretien、Williams Bon Chretienの 2シナリオにお
ける収量と品質の変化予測 

地域 ベストケースシナリオ ワーストケースシナリオ 
収量（t/ha） 1等品質（%） 収量（t/ha） 1等品質（%） 

Ceres 変化なし -10% -10% -20% 
Wolsely/Tulbagh 変化なし -10% -10% -20% 
Elgin +10% 変化なし 変化なし -10% 
Langkloof 変化なし 変化なし 変化なし -10% 

 
 
ナシの品種 Forelleのベストケース、ワーストケースにおける共通の影響（収量・品質）評
価結果を表 1.3-4に示す。 

  

表 1.3-4 Forelleの 2シナリオにおける収量と品質の変化予測 

地域 ベストケースシナリオ ワーストケースシナリオ 
収量（t/ha） 1等品質（%） 収量（t/ha） 1等品質（%） 

Ceres Koue 
 Bokkeveld 変化なし -10% -10% -20% 

Ceres Warm 
 Bokkeveld 変化なし -20% -10% >-30% 

Wolsely/Tulbagh 変化なし -20% -10% >-30% 
Elgin 変化なし -10% -10% -20% 
Langkloof 変化なし -10% -10% -20% 
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④ Economic impacts of climate change on California agriculture 

1. 執筆者（公表年） Olivier Deschenes、Charles Kolstad（2011） 
2. 掲載誌 Climatic Change, Springer, vol. 109(1), pages 365-386, December. 

3. 要旨 

本研究では、米国農務省の農業統計調査のカウンティレベルのデー

タを使用して、カリフォルニア州の農業利益に対する天候及び気候の

影響を評価する。土地の特性、天候及び気候を関数とした、1エーカ
ーあたりの生産コストの変動が少ない、収益の推定をアプローチとし

た。次世紀にわたるカリフォルニア州の二つの気候シナリオの影響を

評価するために、モデルが使用された。好ましい推定値は、気候変動

が、今世紀末までに農業総収入に、マイナスの影響を与えることを示

している。この結果は、統計的精度の欠如や、給水と農業価格を一定

にするという仮定が含まれているため、細心の注意が必要である。 

4. 対象品目 
アーモンド、アボカド、ブロッコリー、綿花、食用ブドウ、ワイン用

ブドウ、干し草、レモン、レタス、オレンジ、ピスタチオ、コメ、イ

チゴ、トマト、クルミ（収入、生産量、収量） 
5. 対象地域 カリフォルニア 

6. 予測手法の概要 

予測期間：2070-2099 
空間解像度：カウンティレベル 
気候モデル：CCSM3 
排出シナリオ：SRES A228 
適応策の検討： なし 
予測手法： 回帰式モデル 

以下の式を用いて、1エーカーあたりの生産量もしくは価格を推定した。 
 
 
 
 
ここで 29、y：1エーカーあたりの生産量もしくは価格、c：カウンティ、t：年、k：気象の
変数（年平均気温、年総降水量など）αc：カウンティの固定効果（農地の質など）、λt：

年の固定効果、Xct：年々によって変化する土壌品質変数、εct：統計誤差、W：kとは異な
る気象変数（カウンティ cの年 tにおける℃日や降水量）、Ckct：Wkctの 5年平均。 
 
気候変動モデル・シナリオによるカウンティ cへの影響は以下式で表される。 
 
 
 
 
 

                                                        
28 SRES B1もシナリオとして用意されているが、結果が未記載のためここでは割愛した。 
29 β、θ、δについては、記載がない。 
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ここで、ΔWkc：カウンティ cにおける気象変数 kの予測される変化、ACRESc：農地の平

均面積（エーカー）、IMPACTc：カウンティ cにおける予測された影響 
 
7. 影響の概要 
気候変動は、カリフォルニア州における生産量と収量に影響を与えると予測された（表 
1.3-5）。一部の作物（綿花、食用ブドウ、レモンなど）では、生産量が約 40%も増加する。
一方で、アボカドやイチゴなどは、40%以上も減少すると予測された。しかしながら、一
部例外（アボカド、綿花、食用ブドウ、イチゴ）を除き、これら予測値のほとんどは、統

計的に有意ではないため、結果は慎重に解釈する必要がある。  
 

表 1.3-5 CCSMを用いた、SRES A2シナリオ下における 2070-2099年の収量・生産量への
気候変動による影響予測 

作物 
1980-2005年
平均 
（百万ドル） 

予測された影響：CCSM3-A2シナリオ、2070-2099 
州の合計値 
（百万ドル） 

生産量への
影響（％） 

収量のみの
影響（％） 観測 

アーモンド 1113.2 −25.5 (407.6) −2.3 (36.6) −16.5 (49.3) 450 
アボカド 326.9 −224.2 (92.3) −68.6 (28.2) −17.2 (23.2) 259 
ブロッコリ
ー 481.2 62.3 (281.6) 12.9 (58.5) 38.8 (46.3) 291 

綿花 1743.8 863.3 (338.3) 49.5 (19.4) 57.1 (23.4) 199 

食用ブドウ 1665.0 3416.3 
(1080.1) 205.2 (64.9) 61.0 (35.9) 325 

ワイン用ブ
ドウ 1496.8 139.6 (978.6) 9.3 (65.4) −3.7 (22.9) 735 

干し草 1180.9 28.1 (194.6) 2.4 (16.5) −68.2 (29.8) 1277 
レモン 382.2 219.3 (169.7) 57.4 (44.4) 8.1 (49.5) 279 

レタス 1243.8 97.5 (407.7) 7.8 (32.8) −101.0 
(157.1) 361 

オレンジ 1040.0 −221.9 
(569.0) −21.3 (54.0) −45.5 (51.0) 297 

ピスタチオ 225.1 −67.4 (178.1) −29.9 (79.1) −83.8 (86.4) 208 
コメ 541.3 −45.8 (121.8) −8.5 (22.5) 20.4 (19.3) 387 

イチゴ 752.1 −385.3 
(151.9) −51.2 (20.2) 43.4 (47.8) 333 

トマト 943.5 −61.4 (150.2) −6.5 (15.9) −13.1 (12.7) 549 
クルミ 403.1 −94.2 (83.6) −23.4 (20.7) 2.3 (33.2) 810 

（ ）内は標準誤差を表す。 
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⑤ California perennial crops in a changing climate 

1. 執筆者（公表年） David B. Lobell、Christopher B. Field（2011） 
2. 掲載誌 Climate Change 109 (Suppl. 1):P317-P333 

3. 要旨 

 多年性作物は、カリフォルニアの多様な農作物の中でも最も価

値がある。個々の植物は一般に 30年以上栽培するため、これらは、
将来気候によって最も影響を受ける可能性がある。本研究では、

統計的収量モデルとダウンスケールされた気候モデル予測を組み

合わせ、カリフォルニアにおいて最も価値のある 20の多年性作物
への将来の気候変動影響を評価した。1980～2005 年の作物収量と
気象のカウンティの記録を、収量への気象影響評価に用いた。こ

の際に、認識された影響の頑健性を評価するために、相互検証お

及び感度試験が用いられた。最終的には、4つの作物のみが、過去
のデータに基づいて、明確な気象応答を示すように見えた。その

他の 4 つの作物は、重要ではあるが頑健ではない関係を示した。
過去の関係性を用いて、2050 年までの気候影響予測の傾向、サク
ランボが温暖化に明確に脅かされること、等が明らかとなった。

また、温暖化による明確な便益がある作物は見られなかった。そ

の他の頑健な結果には、アーモンドの収量が、冬季の温暖化によ

り脅かされるであろうことが示された。しかしながら、この影響

は春季と夏季の温暖化の有益性によって中和されるかもしれな

い。全体として、本研究はカリフォルニアの農業への気候影響の

理解を促進させ、作物と気候との関係を明らかにすることの困難

さのために、不確実性を測定し、たどっていくことの重要性を浮

き彫りにした。 

4. 対象品目 
20 品種 30（ただし、将来予測結果が示されているものは、アーモ

ンド、イチゴ、食用ブドウ、サクランボ） 
5. 対象地域 カリフォルニア 

6. 予測手法の概要 

予測期間：2050年まで 
空間解像度：－ 
気候モデル：6GCM（詳細未記載） 
排出シナリオ：SRES A2、B1 
適応策の検討： なし 
予測手法： 統計的収量モデル（ラッソモデル、回帰式モデル） 

モデル選定の手順を以下に示す。 
 
 
 

                                                        
30 アーモンド、ワイン用ブドウ、イチゴ、干し草、レーズン用ブドウ、クルミ、食用ブドウ、ピスタチオ、
ネーブルオレンジ、アボカド、レモン、ブッシュベリー、バレンシアオレンジ、フリーストーンピーチ、

クリンストーンピーチ、ドライ用プラム、ネクタリン、グレープフルーツ、プラム 
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図 1.3-5 モデル選定の手順 

(1)レーズン用ブドウ、ピスタ
チオ、ネーブルオレンジ、ア

ボカド、レモン、ブッシュベ

リー、バレンシアオレンジ、

クリンストーンピーチ、ドラ

イ用プラム、ネクタリン、グ

レープフルーツ、プラム 
 
(2)干し草、クルミ、フリース
トーンピーチ 
 
(3)ワイン用グレープ 
 
(4)アーモンド、イチゴ、食用
ブドウ、サクランボ 

 
*カウンティの 2/3をモデルのキャリブレーションに用い、残りの 1/3をテストに用い、100
回繰り返し、平均的な予測された R2を計算し、評価する。 
**通常の最小二乗回帰式モデルと、上位 5つのラッソ変数とを、カウンティ固定の効果があ
る場合とない場合について比較して評価する。 
 
7. 影響の概要 

州全体におよぶ気候変動影響予測の結果として、4作物（アーモンド、イチゴ、食用ブドウ、
サクランボ）について図 1.3-6に示す。アーモンドでは、将来気候において、現在気候より
も 5%未満ではあるが、好影響が予測された。食用ブドウは、5%未満の収量減が、サクラン
ボは約 20%の収量減が予測された。収量モデルと気候モデルによる不確実性の幅を考慮す
ると、サクランボでは 2050 年に、最大で 30%の収量減から収量は 2000 年とほぼ同程度と
いう結果となった。  
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図 1.3-6 最も信頼性の高い作物モデルを用いた４作物の作物収量における 

変化のシミュレーション 
 

青線：全予測の平均 
濃灰色陰影：複数の気候モデルを用いた際の 5～95%の範囲 
薄灰色陰影：複数の気候モデル及び複数の作物モデルに基づいた 5～95%の範囲 
結果は、1995-2005年の平均収量からの変化量（％）を表す。また、年々の変動よりも傾向
を強調するために、21年移動平均を用いている。なお、栽培地域の変化は想定していない。 
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1.3.2 国際的な取組み 
（1）The Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project (AgMIP) 

気候変動がトウモロコシ、バレイショ、イネ、ダイズ、コムギ等の収量に及ぼす影響を予

測するためのさまざまなモデルが世界には存在している。このようなモデル間の予測結果を

比較することは、予測の不確実性等を把握する上で非常に重要となる。モデル間の予測を比

較するプロジェクトとして AgMIPと呼ばれる取組みが行われている。 

参考までに、表 1.3-6にトウモロコシ、バレイショ、イネ、ダイズ、コムギの代表研究者

を記載した。 

 

図 1.3-7 AgMIPのトップ画面 
出典：https://www.agmip.org/ 

 

表 1.3-6 主な作物ごとの代表研究者 
作物 代表研究者 所属機関 

トウモロコシ

（Maize） 

Simona Bassu  Institut National de la Recherche Agronomique 
Jean Louis Durand  Institut National de la Recherche Agronomique 
Jon Lizaso  Universidad Politécnica de Madrid 
Ken Boote  University of Florida 

バレイショ

（Potato） 

Roberto Quiroz  International Potato Center 

David Fleischer  United States Department of Agriculture – 
Agricultural Research Service 

イネ 
（Rice） 

Bas Bouman  International Rice Research Institute 
Tao Li  International Rice Research Institute 
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作物 代表研究者 所属機関 

Toshihiro Hasegawa  National Institute for Agro-Environmental Sciences 

Yan Zhu 
 National Engineering and Technology Center for  

Information Agriculture and Nanjing Agriculture 
University 

Upendra Singh  International Fertilizer Development Center 

Xinyou Yin  Wageningen University – Centre for Crop Systems 
Analysis 

ダイズ

（Soybean） 
Ken Boote  University of Florida 

コムギ 
（Wheat） 

Senthold Asseng  University of Florida 

Frank Ewert  Institute of Crop Science and Resource 
Conservation 

出典：https://www.agmip.org/about/people/ 
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2．現地調査の結果 
2.1 訪問機関 
2.1.1 米国 
 以下に米国における訪問機関を示す。なお、米国での現地調査は、東京農業大学 西尾善

太 准教授にご同行頂いた。 

 

表 2.1-1 米国での訪問機関等 
日付 時間 訪問機関 場所 対応者 

2017年 2月 21日 8:30-10:00 米国農業研究サー
ビス（ARS） 

Beltsville, 
MD 

V.R. Reddy, Ph.D 
D.H. Fleisher 
L.H. Ziska, Dr 

2017年 2月 21日 11:30-12:30 米国農務省（USDA） Washington, 
D.C. William Hohenstein, Mr 

2017年 2月 22日 

11:30-12:30 
カリフォルニア州

食料農業局（CDFA） 
Sacrament, 
CA 

Armith Gunasekara, Ph.D 
Carolyn Cook 
Alyssa Louie, DVM 

14:00-15:00 
カリフォルニア大

学デービス校・世界

食料センター 
Davis, CA Josette Lewis, Ph.D 

15:00-16:30 米国農務省・気候ハ
ブ 

Davis, CA Steven Ostoja, Ph.D 

2017年 2月 23日 15:00-17:00 スタンフォード大
学 

Stanford, 
CA David Lobell, Ph.D 

 

 

2.1.2 イスラエル・欧州 
 以下にイスラエル・欧州における訪問機関を示す。なお、イスラエル・欧州での現地調査

は、東北大学 國分牧衛 名誉教授にご同行頂いた。 

 

表 2.1-2 イスラエル・欧州での訪問機関等 
日付 時間 訪問機関 場所 対応者 

2017年 2月 27日 10:00-13:00 ARO（Volcani セン
ター） 

Bet Dagan, 
Israel 

A.L. Aycicegi, Ms 
A. Perl, Dr 
G. Toperoff, Dr 
D. J. Bonfil, Dr 
M. Perel, Mr 
N. Firon, Dr 
I. Ginzberg, Dr 
S. Cohen, Dr 
S. Moisa, Ms 

2017年 2月 27日 15:00-16:30 ARO（Gilat センタ
ー） 

Negev, Israel 
U. Yermiyahu, Dr. 
O. Sperling, Dr 
Y. Oka, Dr 

2017年 2月 28日 10:00-12:00 イスラエル水資源
局 

Tel Aviv, 
Israel A. Givati, Dr 

2017年 3月 1日 10:00-13:00 欧州委員会  Brussel, 
Belgium 

A. SGOBBI, Ms 
J. MILOS, Ms 
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日付 時間 訪問機関 場所 対応者 
気候行動総局、農業

総局 

2017年 3月 2日 10:30-12:30 英国気候変動委員
会（CCC） 

London, 
England 

D. Johns, Mr 
K. Brown, Ms 
I. Thillainathan, Ms 
M.D. Mauro, Dr 

2017年 3月 3日 13:30-17:00 フランス国立農業
研究所（INRA） 

Paris, France T. Caquet, Dr 
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2.2 研究者による意見 
2.2.1 米国 
米国での現地調査は、東京農業大学 西尾善太 准教授にご同行頂いた。西尾 准教授に、

米国での現地調査を通じての日本の農業分野の強みと弱みについて評価して頂いたので、そ

の結果を以下に記す。 

 

（1）米国の先進性 

米国の農業が先進性を維持している原動力の一つは、他国の安価な農産物や労働力との厳

しい競争環境であろう。米国の農業は我が国と比べてかなり大規模であるにも関わらず、そ

の収量を着実に増加してきた。例えば、20 年ほど前まで米国の平均水稲収量は日本よりも

低かったが、多収品種やレベラーによる大区画圃場の均平化技術の普及により日米の水稲収

量は逆転し、その差は年々拡大している。また米国の農業は、収量増加や低コスト化のため

に遺伝子組換え作物も積極的に利用している。他方で、最近の米国の農業にとって新たに大

きな脅威となっているのが気候変動とその対応策である。今回のヒアリングでは、気候変動

の影響を認識している一部の生産者は、農務省農業研究局（ARS）が開発した、気象データ

から生産者の意思決定を支援するモデルの重要性を理解し、実際に導入を始めているという。

大規模な生産者はわずかな対応策でも大きな収益差につながることから、生産者らが自発的

な経営的判断によって積極的に新技術を導入していることも米国農業の先進性を支えてい

ると考えられる。 

 

（2）日本にない着眼点 

米国の農業研究の基盤として、連邦政府や州政府からの研究費に加えて、各作物の生産者

団体（ボード）が売り上げの一部を大学等に拠出する研究費が大きな割合を占める。このた

め研究費の出し手である生産者によって研究成果の現場への還元が常にチェックされてお

り、研究開発側へのプレッシャーになっている。日米の普及制度の違いはあるが、自己責任

の考え方の強い米国では、技術開発の実用性や費用対効果に対する評価は一般的にシビアで

ある。このため、公的研究機関の技術開発にも生産者らの経営的判断に耐えうるものが求め

られており、研究開発の側にもそのような意識が働いていると考えられる。一方で、米国の

生産者は政府から新たな規制が設けられることを常に強く警戒しているという。気候変動対

応については、不確実な将来予測によって政府の規制が強化されることを生産者が強く懸念

していることから、気候変動に関する研究成果や対応技術の社会への発信法について、行政

機関や研究機関の関係者が特段の配慮を行っている様子が伺える。一方でこのような緊張関

係は、生産者からの厳しい評価に応える技術開発を促す可能性がある。 

 

（3）日本にない社会実装 

米国における農業研究と普及体制の特徴として、各州の州立大学（連邦政府から土地を付
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与されたランド・グラント大学）に農学部及び農業改良普及センター（エクステンションセ

ンター）が設置されている。さらに州立大学と農務省農業研究局の共同設置の研究拠点も多

数あり、それぞれの地域の大学と公設研究機関が一体となって研究開発から生産者への普及

支援が行われており、研究開発から現場への普及の流れが一貫している。また、今回の訪問

先の一つの「気候ハブ（Climate Hub）」のような連携組織を農務省が立ち上げたり、州立大

学の教授が直接生産者へ新技術の説明を行ったりする等、研究開発と農業現場の距離を近づ

けようとする常々の努力が、研究成果の社会実装を強く促していると考えられる。今回のヒ

アリングでは、担当者は活動のポイントの一つとして地域の生産者や研究機関との個人的な

ネットワークの構築の重要性を挙げており、関係者の相互信頼関係を構築する仕組みづくり

は、日米のどちらにおいても非常に重要であると感じる。 

 

（4）日本で行われていない研究の分野・技術 

米国を含めて多くの主要農業国では、近年の気候変動に伴う干ばつと水資源不足が深刻と

なっており、今回訪問したカリフォルニア州でも最優先の課題である。このため水の使用量

が最小限で済む潅水法や効率的な水資源の管理手法、作物の乾燥耐性及び耐塩性の向上、塩

害抑制の研究や技術開発が非常に盛んである。また農務省農業研究局では、二酸化炭素濃度

の上昇による玄米の栄養分（ビタミンやミネラル）の変動が発展途上国の栄養不足に及ぼす

影響を調査し、気候変動による世界の食料安全保障への影響が検討されている。カリフォル

ニア州では果樹、野菜を中心に 100種類を超える作物が生産されていることから、多種類の

作物に対する気候変動の影響や適応策が研究されている。このため日本でも一般的な水稲や

果樹に加えて、カリフォルニア州において重要なアーモンドやクルミ等の作物が研究対象に

含まれている。 

 

（5）日本の農業の研究の方が進んでいる点 

気候変動の農業への影響については、日本では水稲の高温障害による白未熟粒の品質劣化

や水稲の冷害についての研究が進んでおり、その発生要因や対策技術は世界的にも最先端の

研究蓄積がある。さらに水稲では出穂性や耐病性等をコントロールする様々な遺伝子を対象

とする最新のゲノム研究から遺伝子組み換え技術、重金属の吸収抑制技術等、世界をリード

する研究成果が多数ある。もう一つの日本の農業の強みは、園芸分野において民間企業が中

心となって行われている海外市場も含めた高品質の野菜や花き等の新品種の開発と公的機

関による画期的な果樹新品種等の開発である。我が国における高付加価値の園芸農産物の品

種開発及びその生産技術は、世界的にも特筆すべきと考えられる。 

 

（6）訪問機関の評価 

 農務省農業研究局では米国の主要作物であるトウモロコシ、大豆、綿花について気候変動

に対応するための播種期や肥料等をアドバイスするモデルを開発しており、実際に利用する
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生産者が増えているという。農務省は、新政権が中止を命令しない限り、気候変動対策はこ

れまで通り粛々と進めるとしている。環境保護に熱心で干ばつ被害が深刻なカリフォルニア

州は、連邦政府の政策の動向に関わらず、今後も州政府独自で気候変動対策を強力に進める

という。カリフォルニア大学デービス校内に設けられた大学の組織であるワールドフードセ

ンターと農務省の組織である気候ハブは、今後も連携して現場の研究ニーズの吸い上げや研

究成果のフィードバックを続け、スタンフォード大学は世界的な研究機関として世界中の食

料生産に対する気候変動の影響をより詳細に明らかにしていく。それぞれの研究機関・政府

機関の任務や役割は異なるが、これらの組織の成果によって最終的に米国農業の競争力の強

化につながるという意味では、各機関の目的が一致している。 

 

（7）総じての日本の強み・弱み 

農産物の外観や食味に対する要求水準が高い日本では、農業技術開発は、水稲、野菜、果

樹を中心とした国内の高品質市場における競争力の向上に特化してきた部分がある。これは

日本の農業の大きな強みであるが、水稲のように海外の技術レベルが上昇し、国際交渉の動

向次第で今後輸入品との競争に晒される可能性がある分野は、その優位性が揺らぐ恐れがあ

る。日本の強みのある分野の農業技術開発は、引き続き国内消費者に訴える高品質と価格競

争力の強化に努め、海外消費者への輸出も見据えてさらに競争力を強化していく必要がある。

一方、日本の弱みといえる分野の一つは近年の水稲や畑作物等の土地利用型作物の生産性の

頭打ちである。農業者の高齢化や担い手不足を補うため、最近は我が国の得意分野のロボッ

ト技術や ICT 技術等の開発が行われているものの、受け入れ側の生産者の構造が依然とし

て零細中心であり、費用対効果的に新技術の導入が難しい状況もある。これらの弱みの要因

の一つは、僭越であるが、農業に対して「覚悟」をもって取り組むプロ生産者の割合がこの

分野でまだ少数派であることではないか。我が国の農業を支える研究資源が減少する中で、

強みのあるプロ生産者の競争力を高める技術開発の重要性がますます高まるであろう。その

一方で、今後の世界の気候変動及び環境対策は、世界各国の農業のあり方を根底から変えて

いく可能性がある。我が国の農業の強みをどう生かし、弱い部分をどう強化していくのか、

今回のヒアリングを通して、生産者の経営的判断に応える技術開発とその普及の環境作りの

参考となる貴重な情報が得られたのではないか。 
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2.2.2 イスラエル・欧州 
イスラエル及び欧州での現地調査は、東北大学 國分牧衛 名誉教授にご同行頂いた。國

分名誉教授にわが国でも重要作物であるコムギとブドウについて、気候変動下での研究実態

と方向性について考察頂いたので、その結果を以下に記す。 

 

本調査事業の欧州（イギリス、フランス、ベルギー）・イスラエル調査団に加わり、気候

変動に関わる研究・行政機関を訪問し、農林水産業における気候変動対応策について聞き取

り調査を行った。聞き取りを行った内容は、近年の気候変動が農林水産業に及ぼしている実

態、対応策及び対応研究などであった。ここでは筆者の専門・関心から、コムギとブドウ（ワ

イン）生産に焦点を絞り、栽培環境の違いに対応した作物の研究方向について、わが国と世

界的な産地との比較を試みた。 

 

（1） コムギ生産への影響と適応策 

①絶対的な水不足下でのイスラエルのコムギ栽培 

イスラエルでは他の中東・欧州諸国と同様、コムギ食品が主食である。コムギは比較的冷

涼で乾燥した地帯に適する作物ではあるが、イスラエルは国土も狭く単収も低いことから、

コムギの需要に生産が追いつかず、多くを輸入に依存している。 

イスラエルのコムギ作は、年降雨量が 100mm程度の南部の砂漠地帯から、降雨量がもっ

とも多い北部でも 700mm程度にすぎない地帯で行われている。イスラエルの農業は優れた

点滴灌漑技術などを基盤に先端的な水準であるが、コムギは露地栽培が主体であるため、世

界の主要なコムギ生産地の中では、もっとも水の少ない条件で行われているといえる。世界

の主要なコムギ生産国の単収と年降水量の関係をみると（図 2.2-1）、他の気候要因や技術

的要因を捨象して判断すると、降水量が 1,000mm 前後にピークがみられ、この値から遠ざ

かるほど単収は小さくなる傾向がみてとれる。降水量が適値にあるイギリス、ドイツ、フラ

ンスなどの欧州主産地の単収は 7～8t/ha台に達する。これらの国では、好適な土壌水分に恵

まれ、干ばつと湿害の発生が少ないことが高い単収に大きく寄与していることが推測される。

一方、イスラエルはオーストラリアと並び、もっとも降水量の少ない条件下でコムギが栽培

されており、水不足が 2t/ha程度の低収に止まっている最大の要因と考えられる。乾燥条件

下では湿潤地域に比べて病害虫の発生が少ないというメリットは認められるが、水不足に伴

う生理的ストレスのデメリットがはるかに大きいといえる。なお、アメリカのコムギ栽培は

主として北部や西部の半乾燥地帯で行われており、国の平均降水量よりも少ない地帯が主産

地であることが低収の主要因である。アメリカのコムギ作も、世界最高水準の単収を誇るト

ウモロコシやダイズの栽培地に比べて、水不足が大きな収量規制要因であることが窺える。 

対照的に日本は、これらのコムギ生産地に比べて降水量がかなり多い条件にあり、湿害及

び多湿に伴う病害虫の多発が大きな阻害要因であることを示している。既往のあるいは現在

実施中の農水省研究プロジェクト研究などを通じて、多雨に伴って多発する初期生育期の出
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芽・生育阻害、雪害、成熟期の穂発芽と病害発生などを対象に、遺伝的な耐性付与を中心と

した研究が実施されているが、依然として多雨に由来するこれらの阻害要因を十分には克服

できる技術水準に達していない。遺伝的改良に止まらず、農業生態学的視点から戦略の再構

築が必要かもしれない。 

世界的にみてもイスラエルのコムギ栽培は水が不足する過酷な環境条件であり、単収は地

帯・年次による降雨量に強く規制されることが、イスラエルの研究機関からの説明でも強調

された。農業用水は有料であり、生産費に占める水の使用量は小さくないことから水の利用

効率が重視される。また、塩害の発生や水の再利用による水質低下も問題となる。わが国の

コムギ生産性が多雨に起因する湿害に大きく規制されるのとは好対照である。また、登熟期

の気温はかなり高く、イスラエルのコムギ単収水準を下げているもう１つの要因であるが、

この点はわが国と共通する。本来，冷涼な環境に適する特性を有するコムギの高温適応性を

高めるためには、高温下での登熟機構に関する遺伝的・生理的研究が必要であるが、この視

点からの研究は残念ながらほとんどみられない。高温下での登熟機構の生理学的機構と遺伝

的改良の可能性は、わが国においても今後の重要な研究課題といえよう。 

イスラエルのコムギ作はいわば宿命的な乾燥環境下で行われており、さらに近年では干ば

つと一時的な洪水が頻発しているとの説明であった。この国のコムギ作の現状は、半乾燥の

栽培地域、たとえば中東、中央アジア、サブサハラ、オーストラリアなど広範なコムギ栽培

地帯における将来の姿と想定することもできる。 

 

 

図 2.2-1 世界の主要なコムギ生産地における単収と降水量との関係 
出典：単収は FAOSTAT、降水量は気象庁 HPから作図 
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②夏期の高温と洪水の頻発―英仏の事例 

前述のように、英国、フランス両国のコムギ単収は約 7～8 t/haときわめて高く、世界の

最高水準にある。この高い単収には、適度な降雨とともに、コムギの登熟期にあたる夏期が

比較的冷涼であることが大きく寄与している。光合成の最適気温域はコムギではイネやダイ

ズなどに比較して低い 15℃前後とされており、開花期から登熟期の期間にあたる両国の夏

期の気温はこの水準に近い値で推移している（図 2.2-2）。しかし、近年、光合成の適温域

を超す異常高温に遭遇する年が多く見られており、このことが 2000年以降の単収変動を大

きくしている１つの要因とみられている（フランス 6.2～7.6、 イギリス：6.7～8.6t/ha）。登

熟期の高温を回避するため、慣行の播種時期を前に移動する対応が考えられるが、早播きで

は生育ステージが早く進むために冬期～早春にかけての霜害の危険度が増す。 

加えて近年、冬から春にかけて多雨の年が増えており、圃場湛水による冠水や長期の停滞

水による湿害の発生が頻発している。コムギを含む畑作物はイネと異なり、湛水条件下では

根の呼吸活性が低下し、それに伴う各種生理活性の低下が生じ、結果として生育が著しく阻

害される。冬期から春にかけての湿害に対しては、圃場排水を良くする土木的な対策以外に

有効な対応技術は確立されていない。現在までのところ、湿害耐性を遺伝的に改良すること

には成功していないので、当面は圃場排水などの栽培的手段に依存せざるを得ない。生育期

間の湿害はわが国でも発生しており、その対応策は欧州と共通の研究課題である。 

わが国の多雪地帯では冬期の雪害が問題となるが、英国とフランスのコムギ作地帯では降

雪は少なく、雪害は少ない。また、わが国のコムギ作における大きな阻害要因である成熟期

における多雨条件下で多発する穂発芽は一部の地域を除いて大きな問題とはなっていない。

コムギ栽培からみたわが国の気象条件は、欧州で問題になっている生育期の湿害に加え、冬

期の雪害、登熟期の高温、さらには成熟期の多雨による穂発芽発生など、阻害要因が多いこ

とがわが国の単収水準（3～4t/ha）が欧州主産地の約半分にとどまっている主要因と考えら

れる。欧州と並ぶコムギの大生産地である米国、オーストラリアの単収はわが国よりも低位

（2～3t/ha）にあるが、この両国では降雨量の少ない地帯にコムギが栽培されていることが

大きな要因であり、イスラエルのコムギ作と共通する。多雨が主要な阻害要因のわが国とは

好対照である。多雨に伴うこれらの阻害要因の技術的対応はわが国のコムギ研究者の宿命的

な挑戦課題といえる。 

 

（2） ブドウ（ワイン）生産への影響と適応策 

①気候変動とワインの品質変化 

欧州ではブドウは果実としての利用よりもワインの原料としての利用が圧倒的に多い。欧

州の食生活にとってワインはきわめて重要な要素であり、キリスト教とも密接に結びついて

普及した。欧州は世界のワイン生産量の約半量を生産しているが、近年、新世界（南米や南

アフリカ、オーストラリア）や中国などの新産地の生産急増に押され、世界マーケットでの

シェアを低下させている。加えて、近年の気候変動、とりわけ温暖化は年次によりワインの
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品質変化を招いており、欧州主要産地、特に南欧州（スペイン、イタリア、フランス）はこ

れまで長い年月をかけて確立してきた高い評価が脅かされるのではという懸念を抱いてい

る。 

フランスはボルドー、ブルゴーニュの 2大産地を始め、世界に冠たるワイン生産地・輸出

国であることから、気候変動とブドウの生産性とワイン品質との関連には強い関心を持って

おり、研究にも力を入れている。 

フランス INRA本部訪問では、INRAが実施した近年の気候変動とワイン品質に関するプ

ロジェクト成果の説明を受けた。最近終了したこのプロジェクトでは、代表的なブドウ品種

を対象に、複数の栽培地・年次に醸造されたワインの品質を分析し、気候要因と品質（化学

成分、味）との関係を解析して多くの科学的知見を得ている。 

この研究結果から、特に登熟期の高温に伴い、糖含有率の増加と酸味の低下がみられ、果

実味の変動も確認された。糖含有率の増加は醸造によるアルコール分の増加につながる。ワ

インの酸味と果実味は、ワイン醸造用品種の風味を左右する重要な要因である。温暖化によ

って、ブドウ産地・品種によって期待される一定の風味が、高温により維持できないことが

明らかにされた。この結果は、その優れた風味により世界的に高い評価を得ているフランス

のワインメーカーの懸念を科学的に裏付けたものである。 

気候変動に伴う化学成分の変化への適応策として、欧州各地の代表的な主力品種の耐暑性

を遺伝的に改良する方向が考えられるが、この視点での研究は少ないように思われる。温暖

化に伴うワインの品質変化には、ワインの風味を決定する多くの化学成分（糖分、酸味に関

わる成分、渋みを呈するタンニン、果実味や香りに関わる成分）の変動が関係しており、こ

れらの変動は既存品種の温度や土壌水分に対する生理的反応の結果である。このような複数

の体内生理的プロセスを遺伝的に改良することは困難であることがこの視点からのアプロ

ーチを阻害していると考えられる。 

ブドウ品種の生育適温には品種間差異が認められており、欧州の主要産地における主力品

種はそれぞれの地域の気象に合致した品種が選択されている。たとえば、フランスにおいて

は、ボルドーではカベルネ・ソービニオン種とメルロー種が、ブルゴーニュではピノ・ノワ

ールが代表品種であり、それぞれの産地銘柄として高い評価が定着している。これら既存品

種に比べて晩生種では、登熟期間の気温が相対的に低く、高温下の影響を回避できることか

ら、より晩生の品種への切り替えを図ることは有力な適応策となりうる。しかし新品種から

醸造されるワインの風味は既存品種とは異なるものであり、これまでの高い評価を得てきた

銘柄品種と同等以上の評価を得るのは容易ではない。 

 

②気候変動に適応した持続的なブドウ・ワイン生産に関する国際研究集会 

上述のように、気候変動に伴うワイン品質変化の懸念を背景に、フランスでは気候変化と

ブドウの生産性、品質、経済に及ぼす影響などに関する研究集会が開催されている。近年の

例では、2016年秋にフランス・ボルドーで開催された研究集会がある。この研究集会は
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「International Symposium: Sustainable Grape and Wine Production in the Context of Climate 

Change; Bordeaux, April 10-13, 2016」という名称で、INRAの ACCAF (Adaptation to climate 

change for agrosystems and forestry, projects LACCAVE and PERPHECLIM)の一環として開催し

たものであり、180名の研究者や関連業者が参加している。この集会の HPによると、以下

の 4つの大きなトピックに関して発表と討論が行われた。このシンポジウムの発表内容はフ

ランス始め、世界の主要なワイン産地が抱えている課題を網羅しており、有益な情報が多い。

トピック毎の主要な発表内容は下記の通りである。 

 

１）気候変動の特徴とモデリング 

・ブドウ産地の気候変動のモデリング 

・フランスの将来の気候変動予測と適応策 

・英国の気候変動とブドウ生産 

２）気候変動がブドウ、ワイン、環境に及ぼす影響 

・STICSモデルを用いたヨーロッパにおける気候変動がブドウ収量に及ぼす影響解析 

・ドイツにおける気候変動と水収支及びブドウ生産 

・気温と CO2濃度上昇がシラーズ種の生理、成長及び収量に及ぼす影響 

・スペインの予測される気候変動化における水不足がブドウの生育過程に及ぼす影響のモ

デル解析 

・気候変動と土壌がブドウの栄養成分に及ぼす影響 

・気候変動がブドウのベリー様成分に及ぼす影響のシミュレーション 

３）適応策 

・気候変動による成分変動はブドウ園における対応を必要としている 

・予測されるブドウ栽培地・品種の適地の変化：Space対応か地理的対応か？ 

・地域的対応策において、ワイナリーの協同化は主要な役割を果たすか？ 

・ブドウの遺伝学が気候変動にどう寄与できるか。 

・気候変動による成分変化に対する醸造過程での適応策 

・半乾燥地帯における剪定・側枝の競合によるテンペラニーリョ種の成熟遅延の可能性 

・整枝法によるピノ・ノワール種とソービニオン・ブラン種における成熟遅延の可能性 

４）消費者の受容と生産者の戦略 

・ボルドーのワインメーカーの気候変動適応策 

・気候変動適応：生産者と研究者のネットワーク化の役割 

 

この国際研究集会には、フランス国内からの他、イタリア、スペイン、ドイツ、英国、イ

スラエルなどの古くからの欧州・中東ワイン産地に加え、チリ、アルゼンチン、ブラジルな

どの南米、南アフリカなどの新興産地からの参加も多く見られた。出席者名簿から、アジア

からはネパールからの参加者名がみられたが、日本からは皆無であった。近年の気候変動と
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ブドウ・ワインに関する研究動向を知る絶好の機会と思われ、日本のブドウ・ワインの気候

変動対応策、ひいては国際マーケットへの進出戦略を考えるうえでも大いに参考になろう。 

INRAでの聞き取りや国際研究集会の発表内容から、フランスのワイン業界の世界的な視

点とブドウ・ワイン研究者の課題解決へのアプローチの特徴として以下の指摘ができよう。 

１）地域問題から世界的規模の課題へ 

個々のワイン生産者と地域の課題から、国際的な視点での課題設定と適応策が検討されて

いる。 

２）学際的なアプローチの必要性 

遺伝、品種特性、土壌、気象、栽培、醸造、食味、経営・経済学、マーケティングなど、

多くの学問領域を活用した総合的な解析と適応策が検討されている。このようなアプローチ

は、個々の経営者のみならず、地域や国レベルでの総合的な適応策の策定に有益な知見を提

供しており、個別研究の多いわが国としても、見習うべき点であろう。 

 

③気候変動に適応したわが国ワイン生産の方向 

わが国においては、近年、ワイン需要の高まりを背景に、多くの地域でワイン醸造が行わ

れている。 

図 2.2-2には、わが国の主要なワイン生産地 3地点（池田町（北海道）、松本市（長野県）、

勝沼町（現在は甲州市、山梨県））に注目し、欧州主産地（ボルドー市（フランス）、トリア

市（ドイツ））と月別の平均気温降水量を比較した。因みに各地の主力品種は下記のとおり

である。 

池田町：かつては輸入ワインを原料としていたが、近年は清見を母本に、山葡萄との 

交配から育成した山幸、清舞などの独自品種の開発に成功している。 

松本市：欧州系代表ワイン用品種（メルローやシャルドネ）のほか、生食用の多彩な品種

を栽培・醸造。 

勝沼町：欧州系代表品種（カベルネ・ソービニオンやシャルドネ）のほか、甲州など、独

自な品種を栽培・醸造。 

ボルドー市：赤ワイン用のカベルネ・ソービニオンとメルロー。この基幹 2種を、あるい

はさらに 1～2種を加えたブレンドが主体。 

トリア市：白ワイン用のリースリングが主力。 

 

わが国の産地の環境条件はかなり異なるので、温暖化がブドウ・ワイン生産に及ぼす影響

は異なるものと想定される。池田町の場合、寒冷な気候条件がワイン用品種の栽培を困難に

してきたハンデイがあったが、温暖化に伴い欧州系ワイン専用種の栽培可能性が増すものと

推測される。一方、松本市と勝沼町では、現状でも夏期の気温はボルドーやトリアよりもか

なり高い水準にあることから、欧州産地よりも温暖化による欧州系品種の生産性・品質への

影響はより大きいことが懸念される。また、わが国の産地はいずれも、欧州産地に比べて夏
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期の降水量が格段に多い。国内では夏期の降水量が少ないとされる松本でも、ボルドーやト

リアに比べるとかなり多い。甲州種など、わが国独自の品種には酸味や香味の繊細さが特徴

のものもあり、温暖化が成分変化と味わいに大きく影響する可能性も考えられる。今後のわ

が国のワイン生産の戦略は、このような気候的な特徴と温度・降水量への反応特性を踏まえ

たうえで、世界の主産地とは異なる独自の品種、栽培方法及び醸造技術などの方向を総合的

に考える必要があろう。 

 

 
 

 

図 2.2-2 ワイン主産地における気温と降水量―欧州と日本との比較 

ボルドー（フランス）、トリア（ドイツ）、池田（北海道）、松本（長野）、勝沼（山梨） 

出典：気象庁 HPのデータなどから作図 
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2.3 米国 
（1）米国の状況 

米国は、大部分が温帯に属しているが、ハワイ州及びフロリダ州は熱帯、アラスカ州は寒

帯、ミシシッピ－川の西側の大平原は半乾燥地帯、南西部諸州は乾燥地帯に属している。 

米国は、世界有数の農業大国で、トウモロコシ、ダイズ、コムギのほか、畜産物の生産が

盛んである。トウモロコシ、ダイズが世界第１位の生産量で、ともに世界全体の生産量の約

３割を占めている。また、牛肉、鶏肉、牛乳が世界第１位の生産量で、牛肉、鶏肉は世界全

体の生産量の２割弱を占めている（FAO：2013年）。 

アイオワ州、イリノイ州を中心とする中西部では、トウモロコシ、ダイズが、ノースダコ

タ州、カンザス州等ではコムギが、テキサス州を中心とする南部では牛肉の生産が盛んであ

る。 

 

表 2.3-1 米国の農林水産業概況 

 
出典：農林水産省 米国の農林水産業概況 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/attach/pdf/usa2-1.pdf 
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2.3.1 米国農業研究サービス（ARS） 
（1）ARSでのヒアリングの概要と特徴 

ARS は米国を代表する農業分野における政府系の研究機関である。当該機関に訪問する

ことによって、「コメ」や「コムギ」等に関する最新の影響評価研究や、政府に付属する研

究機関としての研究成果の社会実装のあり方等についてヒアリングを実施した。 

 

表 2.3-2 ARSでのヒアリングの概要 
項目 内容 

影響評価（米国にお

けるコメ、ムギ、ダ

イズの現状） 

û コメ、ムギ、ダイズ、その他に関する数学的モデルは存在する。
ただし、主として収量が影響評価の対象である。 

影響評価（米国の品

質に関する現状） 

û コメについて米国でも粘り、白味、固さが問題になりつつある
ため、今後は調査の対象になると思う。ARS でも白未熟粒の研
究を行う予定である。 

影響評価（ARSにお
ける研究状況） 

＜（作物の）安全性＞ 
û 「安全性」についてはテーマが二つある： 
①気温変化とバクテリアの増殖に関する研究 
②害虫の増加に伴う農薬の多量使用による作物残留に関する研究 
＜（作物の）栄養＞ 
û 作物に含まれる炭素、窒素や硫黄等の物質の含有量を作物毎に
調査している。コメについては 18 種類の品種のコメを対象に
CO2 濃度が鉄分やビタミン等の含有量に与える影響について研

究している。 
＜トウモロコシ・ジャガイモ・コムギ＞ 
û 気候変動がトウモロコシやジャガイモ、コムギの収量に与える
影響についてシミュレーションを行っている（図 2.3-1）。 

影響評価に関する

課題 
û 影響評価に必要となるデータ（植栽日、灌漑の量・程度・範囲
等）の集積が必要である。 

気候モデル 
û 今後 CMIP5の 5つの GCMを使用する予定である。 
û Weather Generator からのデータをダウンスケールして使用する
こともある。 

社会実装 

＜農業エクステンションオフィス＞ 
û 州や郡に米国農務省のオフィスがあり、農業エクステンション
オフィスが配置されている。プレゼンや学会誌を通じて情報発

信する役割を担っている。 
＜リサーチセンター＞ 
û ARS は農家とそれほど直接的な接触があるわけではないが、

ARSの使命は米国の農家に情報を提供することにある。100を超
すリサーチセンターが各地にあるため、そこで情報発信や実装

を行っている。 
＜米国農務省 気候ハブ＞ 
û 農業や林業に対する気候変動の影響について農家や林業の業者
に伝達するために気候ハブという組織があり、当該組織も別途

活動している。 
＜モデル＞ 
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項目 内容 
û コットン、ダイズやジャガイモ等の栽培に関するモデルを農家
に提供している。彼ら自身がモデルを使用できないと合理的な

農業経営ができない。 
 

 

 

図 2.3-1 ARSにおける影響評価の例 
図はトウモロコシとジャガイモのシミュレーション結果を示す。左図はトウモロコシとジャガイ

モの現状もしくはベースラインの収量を示す。右図は 2050年における SRES A1Bシナリオ下で
の天水農業による収量を示す。 
出典： 
http://agsci.psu.edu/research/food-security/research-publications/presentations/presentation-files/mapping
-regional-production-capacity-and-climate-change-sensitivity 
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（2）ARSでの質疑 

 以下に ARSでの質疑に関する回答を示す。 

 
Ⅰ．米国におけるムギ、ダイズ、コメの影響評価の状況について 

① 米国におけるムギやダイズ等の収量や品質に関する影響評価の現状について 
û コメ、ムギ、ダイズ、その他に関する数学的モデルは存在する。スタンフォード大学
の David Lobell先生はこの分野で最も著名で、数学的モデルやデータセット等を使用し
て研究しており、広範な範囲をカバーしている。 

û 土壌モデルのデータも集まっており米国農務省に集積されている。農家からは実際の
収量に関する情報が集まっているので、それと歴史的な気候変動のデータとを照らし

合わせて数式化するモデルが開発されている。 

 

② 米国におけるコメの収量や品質等に関する影響評価の現状について 
û 米国でも粘り（Stickiness）、白味（Chalkiness）、固さ（Hardness）が問題になりつつ
あるため、今後は調査の対象になると思う。我々の研究室（ARS Quality Lab）でも白
未熟粒の研究もしようと考えている。 

û アーカンソー州の農業研究施設ではメタボロミクス・遺伝子の観点から二酸化炭素か
らどのような影響を受けているのかを研究しているが、まだ研究結果は出ていない。 

 

Ⅱ．ARS におけるムギ、ダイズ、コメの研究の状況について 

① ムギやダイズ、コメの影響評価に関する研究について最新の研究成果／論文について 
 
L.H. Ziska, Dr. 
û コメの研究に 20年程携わっている。最近は気候変動、特に二酸化炭素がコメに対して
及ぼす影響に関して調査している。また、穀物についての「栄養」及び食料の「安全

性」について研究を行っている。 
 
＜安全性＞ 
û 「安全性」にはテーマが二つある。一つ目は、バクテリアの増殖に関する研究である。

Pathogen（病原体）やバクテリアについて、1月～12月にかけて気温が上昇・下降する
のに従い、バクテリアの数も増減する。バクテリアの中には温度が上昇すると数が急

激に増加するものがある。 
û トウモロコシのカビが増大するのと同じく、気温や湿度が上昇すると増加するバクテ
リアもあり、食物の貯蔵に影響を及ぼしている。また、天候不順のため停電が貯蔵シ

ステムに悪影響を及ぼし、結果的に食物に影響を及ぼすという人為的な側面もある。 
û 二点目は、害虫が増加するにつれ農薬を多量に使用するため、それが残留して人体に
影響を及ぼす危険性についての研究である。 

û ダイズについて、気温が上昇するにつれて害虫が増大するのが問題となっている。ダ
イズの収量には影響がないが、農薬の使用量に影響を及ぼしている。特に南部におい

て気温が上昇すればするほど、農薬の使用量が上昇したことが分かった。つまり、こ

れは人体に対する危険度が高まっていることを意味している。 
 
＜栄養＞ 
û 作物に含まれる炭素、窒素や硫黄等の物質の含有量を作物ごとに調査している。二酸
化炭素が増加すると、作物中の炭素の含有量が増加しているのに対し、窒素、カルシ

ウムやリンは減少する。ただし、窒素を蓄えられるダイズ、ピーナッツ、アルファル

ファ等の作物の場合、二酸化炭素の量の変動による影響は少ない。 
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û コメについて農地での実験結果を示す。ここでは 18種類の品種のコメを検討しており、
日本のコメも含まれている。中国で栽培されているハイブリッド米も含まれている。

現状の二酸化炭素量と 570ppm（今世紀半ばに到達）での状態を比較すると、タンパク
質の含有量については CO2濃度が高い方がタンパク質の量が全体的に減少する。平均

すると 10%減少している。 
û コメに含まれる鉄分についてみると、品種の中には二酸化炭素量の増減による影響を
受けなかったものもあるが、多くの品種で鉄分の含有量が減少したことが分かる。 

û 中国のコメの品種について調べた結果、4 つのビタミン（B1、B2、B5 と B9）すべて
が減少することが分かった。一方、ビタミン E については、二酸化炭素が増加するに
つれて増加することが分かった。 

û コメから主に栄養素を取っている国、つまり貧しい国ほど、コメを介して二酸化炭素
量の変化が人の健康に影響するという関係があることが分かった。日本の場合、1950
年代は（食事の）50～60%はお米を消費していたが、今はお米の消費量が減少したため、
栄養素の変動の影響がその分減少している。 

û 10年前にコムギの品質やタンパク質に関して同じような調査をして公表している。 
 

＜コメ収量＞ 

û 収量に関しては、一般論として二酸化炭素が増加するほど植物は大きくなる。理屈と
しては収量も増加するように感じられると思うが、Red RiceやWild rice等は、二酸化
炭素の影響を大きく受け、収量も増加する。一方、一般的に農家が栽培しているコメ

はそれほど収量が増加しないことが分かっている。 
 

D.H. Fleisher 氏 
û 雨水に頼る農家もいれば灌漑システムを活用する農家もおり、色々と条件は異なるが、
二酸化炭素の影響を調査したところ、ジャガイモの場合は 50％、コムギは 40％収量が
減少し、収量に関してかなりの影響があることが分かった。 

û ジャガイモの研究では、植付日や肥料を与えるタイミング等のマネジメントによる影
響の方が、気候の影響よりも大きいインパクトがあることが分かった。 

û 冬コムギについては現在研究中である。 
û EUは適応に関する研究は進んでいるようであるが、米国ではまだまだデータが不足し
ている。播種日、灌漑の量・程度・範囲等に関する総合的なデータの集積が必要であ

る。 

û モデルを利用すると、その土地で栽培されている作物よりも、もっと適切な作物があ
ることが推定できるというメリットがあるが、何を栽培するか、栽培できるかは、イ

ンフラ、社会制度、交通、農家の慣習等、様々な要素も絡んでくる。モデルの結果か

ら、単純に気候がこう変化するので、この作物が良いというようにはならない。ただ

し、どの作物が適しているかについてある程度のことは推定できる。 

û 土壌の性質に関するデータについて 36 ㎡の解像度のデータがある。SSURGO31と呼ば

れる、人が 20 年～100 年という長年かけて足を運んで集めたデータで構成されたデー
タベースであり、それをもとに 36㎡の解像度を実現している。最近自ら調査した土壌
データと比較すると、SSURGOのデータと近い結果が得られた。SSURGOのデータの
精度は高いと思う。 

û AgMIP32では、ジャガイモのパイロットプロジェクトを手がけている。総勢 28人で、9
種類の作物について調査を行っている。 

 

                                                        
31 https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_053627 
32 https://www.agmip.org/ 
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② 影響評価に利用する気候モデルの選択やダウンスケーリングやバイアス補正方法について 
û 最近は CMIP5、そして南アメリカが使用している CCAFというモデルからシミュレー
ションを行っている。 

û ダウンスケーリングやバイアス補正に関する課題についてはこちらもでも同様に認識
している。今後は、CMIP5の 5つの GCMを使用したいと思っている。 

û Weather Generatorからのデータをダウンスケールして使用することもある。 
 

Ⅲ．社会実装や自治体等との連携について 

① 影響評価結果を社会実装するための取組み 
û ARS は米国農務省の一部であるため、もちろん社会実装することも求められている。
州や郡に米国農務省のオフィスがあり、そこには農業エクステンションオフィスも配置

され、プレゼンや学会誌を通じて情報発信する役割を果たしている。 
û 州・郡ごとに栄養学の専門家もいるので、州政府や地方自治体と協力して農家や市民
に情報を提供している。我々としては研究成果が社会で実装されることは大変喜ばし

いことだと思っており、実装や普及のための努力は惜しまない。 
û ARS自体は農家とそれほど直接的な接触があるわけではないが、ARSの使命は米国の
農家に情報を提供することにある。セミナー、ポスターや出版物を通じて研究成果を

提供するようにしている。100を超すリサーチセンターが各地にあるため、そこで情報
発信や実装を行っている。 

û 農業や林業に対する気候変動の影響について、農家や林業の業者に伝達するために前
農務長官が開始した気候ハブという組織がある。その気候ハブも別途活動している。 

û 米国特有の現象だと思うが、農業エクステンションオフィスや ARSの職員が農家と接触
する場合や社会実装を行う場合に問題になるのが、政府に対する拒否反応である。政

府が口を出す度に、何か干渉される、または制約されるのではないかと受け取られる。

そのため、役に立つデータであっても容易に提供できるわけではない。 
û 農家によっては、政府職員に近接することは嫌いながらも、実経験から気候変動の影
響に関してどういう現象があったなど、具体的な情報を提供してくれる人もいる。 

û 500人の農家に協力してもらい、こちらのモデルを提供してコットン、ダイズやジャガ
イモの栽培に使用してもらった。農家の人もモデルを使用できるようになった。なお、

米国の農家は規模が大きく、5000 エーカー単位の生産者もいる。このため、播種前の
段階からビジネスとしてデータが必要になるので、こういったモデルを利用する。 

û 農家は大規模栽培を行っているため、いつ種を播くか、どの種類の種を播くか、そし
て種と種の間隔（スペーシング）、また播き方によって注文する種子の種類や量が変

わってくる。そして種を播く時期や灌漑の方法によって作物の成長の度合いも変わる

ので、肥料や農薬の散布の仕方や量も変わってくる。したがって、彼ら自身がモデル

を使用できないと合理的な農業経営ができない。 

 

Ⅳ．その他 

① 気候変動に応じて研究施設を相応しい場所に移動させる予定について 
û 温室があるので、気候が変動しても温室で調整できる。また、米国全土に施設がある
ため、わざわざ施設を移転させなくても単に中身を変えれば良い話である。本当に動

かす必要があるならば、どこにどの程度移転させたらいいのか、その影響はどうかを

予測できないといけないため、施設の移転は現実的には難しいのではないか。 
û ARS 自身、40 数種類の温室施設を持ち、また 50 の畑を保有している。米国農務省か
らは他の施設ともう少し緊密に連携を取るようにとの指示は出ているので、連携を強

化する必要があるとは思っている。 
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2.3.2 米国農務省（USDA） 
（1）米国農務省でのヒアリングの概要と特徴 

米国では 2009 年に発令された大統領令 13514「環境・エネルギー及び経済における連邦

政府のリーダーシップ」により、米国農務省を含む連邦関連機関が適応計画を策定すること

となった。本令を踏まえ、2012年に米国農務省より「USDA Climate Change Adaptation Plan 

2012」が公表された。2014 年には米国農務省が 2012 年度の更新版である「USDA Climate 

Change Adaptation Plan 2014（以下、CCAP）」が作成された。 

このように米国農務省では、既に適応計画を策定しており、またその改訂も実施している。

したがって、米国農務省による適応計画の策定、進捗管理、課題、並びにその他ノウハウに

ついてヒアリングを行うことは非常に有効であると考えられる。そこで本調査においては、

米国農務省にヒアリングを実施した。 

 

表 2.3-3 米国農務省でのヒアリングの概要 
項目 内容 

既に生じている影

響や被害 

û 近年、大規模な干ばつが発生しているため、気候変動の影響を
農家が肌身で感じられるようになってきた。農家は水資源の管

理や生産性への影響に関心を持ち始めている。 
û 作物の品質に関してはそれほど関心が高くない。気候変動がむ
しろ収量を増加させている側面が見られる。 

適応計画（CCAP）
の進捗管理 

û 計画の中で関係する部分のみを毎年行使していく方針である。 
û 林業、リスク管理、自然資源の保護その他の分野毎に米国農務
省の組織があり、各組織で適応計画を作成している。米国農務

省はこれらを統合した計画を毎年 6 月にホワイトハウスへ提出
することが義務付けられている。 

適応計画（CCAP）
を運営する上での

重要な点 

û 計画を立案することで、物事を戦略的に考え、気候変動に対し
て長期的な視点からどう対応するかを考えられるようになっ

た。 
û 気候変動そのものに対する理解が深まり、また、リスクや将来
性その他の対策等に関して当事者がまとまって話合い、対応が

できるようになった。 

気候予測情報 û 米国農務省では気候予測は実施しておらず、NOAA、NASA や
NSF等の専門組織から情報の提供を受けている。 

影響評価情報 
û 農業分野の影響評価については、パートナーシップを通じて実
施しており、各機関から協力を得ている。 

û 法律で 4年ごとに影響評価情報の更新が義務付けられている 33。 

不確実性の伝え方 

û 不確実性の伝え方に関する問題の核心は、農家は気候変動の情
報について誰を信用するかという点にあるのではないか。 

û 肥料の量、種子の選び方、機械、農業の計画立案等に関するコ
ンサルタントが民間に多数おり、米国農務省は民間部門を利用

し、情報を提供することに重点を置いている。 
社会実装 ＜情報提供＞ 

                                                        
33 最新版：Climate Change and Agriculture in the United States: Effects and Adaptation（2013） 
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項目 内容 
û 気候変動について、農家にとって重要なデータ、例えば季節変
動、降雨量、降雪量、気温変動、その他の予測情報を提供して

いる。 
û 米国農務省のスタッフは米国全土に 9 万人おり、さまざまな内
部及び外部の専門家等がいる。米国農務省が一体となり、農家

が必要としている情報を提供するよう取り組んでいる。 
＜トレーニング＞ 
û 技術専門家に対するトレーニングや情報提供も行っている。 
û 専門家のトレーニングについては、オンラインで行う場合と会
場で行う場合がある。 
＜農業エクステンションサービスセンター＞ 
û 大学に農業エクステンションサービスセンターがあり、農家と
米国農務省の職員を教育するために大学を活用している。 

気候ハブ 

＜目的と役割＞ 
û 地域によって適応策等に関する情報ニーズが異なるため、この
ニーズに答えるべく気候ハブが設立された。 

û 気候ハブは必要な場合に情報を提供できる情報源としての機能
を果たしている。 

û 米国農務省が特定の作物に焦点を当てるのではなく、気候ハブ
がその地域で栽培される作物全体をカバーするようにしてい

る。 

＜人的規模＞ 
û 気候ハブは全国に 10ヶ所あり、1ヶ所につき 4～6人が配置され
ている。米国全土には 40～60人がおり、農家や企業との橋渡し
役になっている。 

û 気候ハブの人員は全国で 60人ほどだが、米国農務省のオフィス
が全 50州に遍くあるので、そのスタッフや情報を活かせば農家
と直接接触し、情報を伝達できると考えている。 

CCAP への農業者の
反応 

û CCAP は米国農務省の内部文書として作成された計画であるた
め、企業等は自分たちに関係する部分について目を向ける程度

の利用に留まっている。 
û 農家は計画の有無についてはあまり興味がない。ただし、個別
の問題、例えば耐性のある作物の開発、水管理に関する新しい

方法、土壌の品質保持の方法等については関心が非常に高い。 
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（2）米国農務省での質疑 

 
Ⅰ．USDA Climate Change Adaptation Plan 2014（以下、CCAP 2014）について 
① Climate Change Adaptation Plan のアップデートについて 

û USDA Climate Change Adaptation Planについてこの中の関係する部分のみを毎年更新し
ていく方針である。 

û 組織が複雑なため、さまざまな適応に関する計画があるが、共通しているのは組織と
して明確に気候変動の問題を一貫して取り上げ、一貫性のある形でその内容を把握す

るということである。 

 

② 気候変動による影響評価（Climate Change and Agriculture in the United States: Effects and 

Adaptation）について 

û 当該資料は National Climate Assessmentの成果物で、法律で 4年ごとの更新が義務付け
られている。現在次のバージョンの公表に向けた作業を進めているところである。 
 

③ 11 の研究機関の研究概要及び適応計画における役割について 

û 米国農務省自体が非常に大きな組織で、林業、リスク管理、自然資源の保護その他の
分野毎に組織があり、各組織で適応に関する計画を作成している。これらを統合した

計画を米国農務省がホワイトハウスに提出している。 

 

Ⅱ．CCAPの策定や運用過程について 
① 科学的知見について 
＜気候予測＞ 

û 米国農務省には環境の専門家、農業の専門家はいるが、気候変動の専門家はいない。
したがって、米国農務省では気候予測は実施しておらず、NOAA、NASAや NSF等の
専門組織から情報の提供を受けている。 

û 米国農務省の特長は、農業に実際に適用するために必要な情報を収集、提供する点に
ある。このような外部組織から得られた情報を更に深化し、実用化することが米国農

務省の作業の中心である。また、農業分野への情報の適用に関しては当オフィスが監

督する体制となっている。 
 
＜影響評価＞ 

û 農業分野の影響評価については、パートナーシップを通じて実施しており、各機関か
ら協力を得ている。農業や畜産、森林等に及ぼす影響を評価している。 

û 米国と世界規模での食物の安全性や食の安全保障の観点から、作物の育成のみではな
く、その貯蔵、流通、運搬、販売その他の工程すべてを通じた食の安全性について調

べ、気候変動が及ぼす影響について調査している。 
û 研究を行っているのは科学者で、各分野から専門家が集まり、影響について評価・調
査している。 

û 気候変動に対する適応計画を作成するのと同時に、2010年から Science Plan（科学プラ
ン）34も作成して並行して作業している。このプランでは、我々が行っている影響評価

等の作業の適合性、方向性、将来あるべき姿について基本的な立場から見直すことを

行っている。 
 

 

                                                        
34 https://www.usda.gov/oce/climate_change/science_plan2010/USDA_CCSPlan_120810.pdf 
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② 適応計画の進捗管理について 
û 毎年 6 月にホワイトハウスに行動（アクション）のリストの提出が義務付けられてお
り、進展具合と新規の問題について報告を行っている。 

û 当オフィスの役割は、各分野のプランの作成状況を確認し、促進し、また問題が生じ
た場合はそれを調整することである。 
 

③  自治体や農家、企業からの問い合わせや反響について 

û CCAPの精神は、農家や自治体からポジティブに受けとめられていると思う。ただし、
CCAPは内部文書として作成され計画であるため、企業等は自分たちに関係する部分に
ついて目を向ける程度の利用に留まっている。そのため、計画全体に対する反応はあ

まりはっきりとは分からない。 
û 農家は計画の有無についてはあまり興味がないようである。ただし、個別の問題、例
えば耐性のある作物の開発、新品種の開発、水管理に関する新しい方法、健全な土壌

の保持の方法等については関心が非常に高いようである。 
 

Ⅲ．CCAPの推進のための地方自治体や農業従事者との協力体制について 
① 気候ハブ以外の取組みについて 
＜情報提供＞ 

û 我々が提供するサポートの一環に、気候変動について、どのような種類の気候変動が
起こるのかを知らせることが挙げられる。例えば、農家にとって重要なデータ、例え

ば季節変動、降雨量、降雪量、気温変動、その他の予測情報を提供している。 
û 各分野の予測が統一した基準で行われているようにすることも当オフィスの職務の一
部である。 

û 米国農務省のスタッフは米国全土に 9 万人おり、作物種子の専門家、自然資源の専門
家、請負業者や外部の専門家等がいる。米国農務省が一体となり、農家が必要として

いる情報を提供するよう取り組んでいる。 
 
＜トレーニング＞ 

û 技術専門家に対するトレーニングや情報を提供することも行っている。 
û 専門家のトレーニングについては、オンラインで行う場合と会場で行う場合がある。
また、関連する業者や専門家の技量を高めるためのさまざまなサービスを提供してい

る。 

 

＜農業エクステンションサービスセンター＞ 

û 米国の場合、大学に農業エクステンションサービスセンターがあり、農家と米国農務
省の職員を教育するために（大学を）活用することができるようになっている。 

 
＜その他＞ 

û ハンドブック「ADAPTATION RESOURCES FOR AGRICULTURE」35は、内部の職員の

ために作成したものであるが、研究成果の実装のためにも役立っている。このハンド

ブックは、現場の農家や事業者等が、研究成果を実際に実地に適用し、作物の抵抗性

や適応性を高める上で使用できるような情報を具体的に記載したものである。 

û ハンドブックに記載されている情報の特徴は、具体的な手法を明確に示している点に
ある。例えば、農家は、実際にどの作物を植栽し、気候変動にどう対応させるか、ど

れほどの価格で入手できるかということを知る必要がある。研究者が農家に情報を渡

                                                        
35 
https://www.climatehubs.oce.usda.gov/sites/default/files/adaptation_resources_workbook_ne_mw.pdf 
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す際、そのことも考え合わせなければならない。ここに記載されている情報は、その

手がかりになるものだと思っている。 

 

② 気候ハブについて 
＜設立の根拠＞ 

û 地域によって適応策等に関する情報ニーズが異なる。ニーズに応えていく必要があっ
たが、従来は対応出来ておらず課題であった。そこでこのようなニーズに答えるべく

気候ハブが設立された。 

û 気候ハブは、情報を提供するリソースベースとしてだけではなく、必要な場合に情報
を提供できる情報源としての機能も果たしている。 

û 米国農務省が何か特定の作物に焦点を当てるのではなく、気候ハブがその地域で栽培
される作物全体をカバーするようにしている。 

û 気候ハブのような取組みを行っている政府機関として、内務省では地域別に Climate 
Center を設立し、野生動物の生態に関し、気候変動がどのような影響を及ぼすかにつ
いて調査している。 

 

＜人的規模＞ 

û 気候ハブは全国に 10ヶ所あり、1ヶ所につき 4～6人が配置されている。つまり米国全
土には 40～60人がおり、農家や企業との橋渡し役になっている。 

û 気候ハブの人員は全国で 60 人ほどだが、米国農務省のオフィスが全 50 州に遍くある
ので、そのスタッフや情報を活かせば農家と直接接触し、情報を伝達することもでき

ると考えている。相互の連携を形作るため、ハブを活用している。 

 

＜気候ハブの今後＞ 
û 現在、まだ米国は政治的・行政的に流動的な時期にあるので、気候ハブの将来につい
て明確な回答をするのは難しい。少なくとも米国農務省としては、気候変動に関して

今まで取り組んできた作業に関してすべてホワイトハウスに伝達し、訴えかけていく

つもりである。 

 

③ 不確実性の伝え方について 
û 不確実性の伝え方に関する問題の核心は、農家は気候変動の情報について誰を信用す
るかという点にあるのではないかと思う。米国の場合は、肥料の量、種子の選び方、

機械、農業の計画立案等に関するコンサルタントが民間に多数おり、米国農務省は民

間部門の情報源を利用する、つまりこういった人材を資材として活かすことに重点を

置いている。 
 

④ 気候ハブの他国や他機関等との協力体制等について 
û 気候ハブの取組みに興味を示してくれる国も多い。例えば、カナダの場合は米国北部
の州とカナダの大学が提携して、気候変動に関する研究や調査を共同で行うような方

向性が生まれてきている。 
û メキシコも気候ハブに興味を示しており、中南米・カリブ海諸国も各国にハブを設立
する計画がある。ブラジルも関心を示している。 
 

Ⅳ．温暖化による影響が出始めているという関心や現場の声について 
û カリフォルニアで大規模な干ばつが発生したが、カリフォルニア以外に目を向けても、
米国中西部では 2012 年、また米国南部では 2011 年に干ばつが発生した。気候変動が
どれほど大きな影響を及ぼしているかが肌身で感じられるようになってきた。水管理

や肥料の使用法についての研究の必要性が認識され始めてきている。 
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û 干ばつが発生したことで、農家は水管理や生産性への影響に関心を持ち始めていると
思う。聞く耳をもって接してくれるようになってきている。 

û 作物の品質に関してはそれほど関心が高くないようである。米国で起こっている目を
引く現象として、気候変動がむしろ収量を増加させている側面が見られるというもの

がある。品質に対する関心はそれほど高まっていないようである。 
 

Ⅴ．その他 
① 総論として米国農務省として適応計画を策定し、運営していく上で最も重要な課題について 
û CCAP の取組みとして２つの重要な点を挙げることができる。一つ目はプロセスであ
る。計画を立案することで、物事を戦略的に考え、気候変動に対して長期的な視点か

らどう対応するかを考えられるようになったことである。 
û 二つ目は、具体的な情報が収集できたことである。この取組みにより、作物、土壌や
水の状況が分かってきた。これまでは行政の各分野の担当者は科学的な研究をしてい

る専門家との接触が少なく、理解も浅かったという問題があった。この取組みによっ

て気候変動そのものに対する理解が深まり、また、リスクや将来性、その他の対策等

に関して当事者がまとまって話合い、対応ができるようになった。 
û 米国農務省の APHIS（Animal and Plant Health Inspection Service）という組織が適応計画
を作成したが、その作成過程でどのような種類の害虫や環境汚染物質が存在するかが

分かってきた。それを基に調査機関と相談し、対策について具体的に話し合うことが

できるようになった。適応計画を作成すること自体にプラス効果があったということ

である。 
 

② 2016 年 6月に発生した干ばつについて、米国農務省としての対応について 
û 干ばつの結果、NDRP（National Drought Resilience Partnership）36という仕組みが組織さ

れた。その仕組みの特長は、問題の先を読んで対策を打つ点にある。予測の質も向上

した。そのおかげで、農場のマネジメント、水のマネジメント、土壌の健康状態を予

測し、それに先立って手を打つことが可能になりつつある。それが、米国農務省の干

ばつに対する支援・対策の一環である。 
 

 

                                                        
36 https://www.drought.gov/drought/resources/national-drought-resilience-partnership 
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2.3.3 カリフォルニア州食料農業局（CDFA） 
（1）カリフォルニア州食料農業局の概要と特徴 

2008 年に当時のシュワルツェネッガー知事が州知事命令（S-13-0837）を発令した。この

州知事命令により 2009 年のカリフォルニア気候適応戦略（California Climate Adaptation 

Strategy）の作成につながった。戦略では、Mitigation（緩和策）は Adaptation（適応策）の一

部であるという考えであり、適応策と緩和策を一体的に取り組むこととしていた。その後、

2014 年に、カリフォルニア州自然資源庁が他の関連機関とともに、本計画を更新し、セー

フガーディング・カリフォルニア（Safeguarding California、以下 SC2014）が策定された。

SC2014には農業分野における取組みも CDFAの検討内容を取り込む形で含まれている。 

このようにカリフォルニア州では既に適応計画を策定しており、またその改訂も実施して

いる。このためカリフォルニア州による適応計画の策定、進捗管理、課題、並びにその他ノ

ウハウについてヒアリングを行うことは非常に有効であると考えられる。そこで本調査にお

いては、農林水産業を管轄するカリフォルニア州食料農業局にヒアリングを実施した。 

 

表 2.3-4 カリフォルニア州食料農業局でのヒアリングの概要 
項目 内容 

既に生じている影

響や被害 

û 過去 3年の間にカリフォルニアでは干ばつが発生している。 
û コメの品質に関する気候変動による影響については、特に問題
となるようなことは報告されていない。 

û California Central Valleyは特に酷暑のエリアであり、熱ストレス
による動物の斃死が発生していると想像される。 

û 干ばつの影響で、家畜が水分を十分に得られない等の理由で衰
弱死する事例が報告されている。 

適応策の取組み 

＜技術＞ 
û リモートセンシングや精密農業、地表水の保全に関する高効率
水利用技術やツール、暑さに強い作物種、Crop Shifting（栽培地
の移動）、家畜が快適に過ごすための対策、再生可能エネルギー、

炭素の隔離、土壌肥沃度の向上対策など 
＜制度＞ 
û 適応策の取組みを進めるために農業者にインセンティブを提供
している。 
² The State Water Efficiency and Enhancement Program 
² The Dairy Digester Research and Development Program 
² The Healthy Soil Program（予定） 
² The Alternative Manure Management Program（予定） 

農業者による適応

策の取組み 
û 干ばつが続いたため、コメの代わりにトマトを栽培することが
一般的に見られる。 

適応策の今後の方

向性 
û マルチベネフィット（生態系サービスなど）をもたらすインセ
ンティブの提供 

適応策に取組む際

の課題 
＜情報＞ 
û 全ての作物や家畜に対しての適応ツールが提供されることが望

                                                        
37 https://www.gov.ca.gov/news.php?id=11036 
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項目 内容 
まれる。 

û 極端な気温による作物への影響に関する知見が不足している。 
û 気候モデルにおける不確実性が課題である。 
＜資金＞ 
û 適応プログラムのための資金が十分ではない。 

社会実装 

＜ツール＞ 
û Climate Smart Agriculture series（Webinarを含む）を活用した情報
提供（図 2.3-3） 

û Cal-adapt を活用した情報提供。郡、自治体や計画立案担当者が
主に利用している（図 2.3-4、図 2.3-5） 
＜Climate Analogue＞ 
û カリフォルニア州と似たような気候を持つ他の地域や国の実例
からの学び（Climate Analogue）。 

 

 

 

 

図 2.3-2 CDFAにおける気候変動対策の関係性 
出典：CDFA資料より 
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図 2.3-3 Climate Smart Agriculture series 
出典：https://www.cdfa.ca.gov/climatesmartag/ 

 

 
図 2.3-4 Cal-Adaptのトップ画面 
出典：http://cal-adapt.org/ 
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図 2.3-5 Cal-Adapt：森林火災のリスクマップ画面 
出典：http://cal-adapt.org/fire/ 
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（2）カリフォルニア州食料農業局での質疑 

 以下にカリフォルニア州食料農業局での質疑に関する回答を示す。 

 
Ⅰ．農林水産分野における適応策／計画の推進に関する状況 

① 州として適応策／計画の策定に取組みはじめたきっかけ 

û 2008 年に当時のシュワルツェネッガー知事が州知事命令（S-13-0838）を発令した。こ

れは気候変動がカリフォルニアの経済、天然資源、公衆衛生に影響を与えるものとして

認めるものである。 
û この州知事命令は、州機関に適応戦略の作成を命令するとともに、海面上昇、海岸侵食、
そして地盤沈下などによるインフラやコミュニティへの起こりうる影響を調査するこ

とを命令した。州政府レベルでは、この州知事命令により「Safeguarding California Plan」39

の作成につながった。これは州全体にわたる適応戦略であり、3年毎に改訂されること
となっている。 
 

② 適応策／計画に関する考え方 

û ここ数年当方が認識しているのは、緩和策は結局適応策に入る部分もあるのではない
かということである。温室効果ガスの排出が削減・緩和されることで、気候変動の影

響も削減できる側面もあると考えられるため、一緒に考えるようにしている。 
û 大統領が代わり、連邦政府のレベルではホワイトハウスのウェブサイトから気候変動
に関する表記は削除された。ただ州の気候変更のポリシーについては、現カリフォル

ニア州の Brown 州知事の指揮の下、変更点はないので、今後も緩和や適応に関する活
動を継続していく。 

 
③ 適応計画に関連する計画や取組み 
＜AgriVision（AG Vision）＞ 
û 2010年にカリフォルニア州食料・農業委員会が米国農場トラストとのパートナーシップ
の元、「California Agricultural Vision」40（以下、AG Vision）プロセスを開始した。 

û AG Vision はカリフォルニアの農業を今後も持続可能なものにするために我々が最も
高い比重を置いているもので、関係者（ステイクホルダ）間でのプロセスをまとめた

ものである。 
û 農業関係者だけではなく、産業の代表者にも働きかけてこのプロセスに参加してもら
えるよう、ニュースリリース等を送付したりもしている。 

 
＜ライス・プロトコル 41＞ 
û コメを生産するときにメタンガスが発生する。メタンガスを削減するための管理手法
には、種子を乾燥させる Dry seed（乾田直播）の手法、そして排水を早い段階に行う手
法がある。 

û カリフォルニアには Cap and Tradeというプログラムがある。これは CO2の排出量が多

い生産者からお金を徴収し、対策を導入した農家にそれを分配したり、その他の目的

に有効活用する取組みである。 
û 緩和策も適応策もそれほど大きな違いはないと思っている。助成金は緩和策の分野で
支給されるが、農家がこの支給されたお金を有効利用して適応策を取れるように推奨

している。 

                                                        
38 https://www.gov.ca.gov/news.php?id=11036 
39 http://resources.ca.gov/climate/safeguarding/ 
40 https://www.cdfa.ca.gov/agvision/docs/Ag_Vision_Final_Report_Dec_2010.pdf 
41 https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/protocols/rice/riceprotocol2015.pdf 

https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/protocols/rice/riceprotocol2015.pdf
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＜気候変動プロトコル＞ 
û 州の気候変動プロトコルは３つのカテゴリーにおいて適応戦略について記載している： 
ü 政策及びプログラム 42： 気候行動チーム 
ü ローカル＆地域的な行動とプロジェクト 43： 地域機関のための適応計画ガイド

や、計画に気候変動ハザードの緩和策を入れるように地域機関に要請する法律を含

む 
ü 研究及びツール開発 44： 研究のための州の気候行動チーム、州の気候変動評価、

そして計画ツールの開発を含む（例えば、Cal-Adapt45： マップベースのツールで

潜在的地域的な気候リスクを特定する） 
 
＜研究＞ 
û カリフォルニアで行われている研究活動は、以下の 4 つのアジェンダに分けて取り組
まれている： 
² CO2隔離 
² 経済的な費用や恩恵（benefit） 
² 害虫に関する予測 
² 肥料の調合法（それによる温室効果ガスの削減） 
 

④ 適応策／計画の策定に取組む体制 

＜研究者＞ 
û カリフォルニア州は公式な研究コントラクト等を通じて研究機関と協力体制をとって
いる。2006年にはカリフォルニア州は気候影響プロセスを通じて気候変動による影響の
評価を開始した 46。 

û 研究者はアドバイザリーグループやレビューパネルに参加するように要請されたとと
もに、政策についてのコメントを提供した。何人かの研究者は Climate Change Consortium 
groupへの参加が任命された。 
 

＜Climate Change Consortium＞ 
û カリフォルニア州で収穫できる特産物（フルーツ、野菜、ナッツ）を対象として活動
する団体である Climate Change Consortiumを設立した。 

û Climate Change Consortiumを設立した背景には、カリフォルニアのためにより優れたビ
ジョンを打ち立てようという動きがあった。その中で、可能な限り持続可能な農業を

形成していくことが大きな目的として掲げられている。 
 

⑤ 取組みを現場に推進／普及させるための方策（組織、手法やツール、支援策など） 

＜制度＞ 
û CDFA は農場での気候適応戦略を促進するためのいくつかのインセンティブを提供し
ている。これには、灌漑水保全やエネルギー効率向上、酪農の発酵装置、土壌健全化

の慣行のための助成がある。これらは CDFA の環境農業・イノベーション・オフィス
（OEFI）の管轄である 47。 

 

                                                        
42 http://resources.ca.gov/climate/safeguarding/state-policies-and-programs/ 
43 http://resources.ca.gov/climate/safeguarding/local-action/ 
44 http://resources.ca.gov/climate/safeguarding/research/ 
45 http://cal-adapt.org/ 
46 http://climatechange.ca.gov/climate_action_team/reports/climate_assessments.html 
47 http://ww.cdfa.ca.gov/oefi 
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＜情報＞ 
û CDFAはまたClimate Smart Agriculture series48 を活用して適応プロセスに関する情報提
供を行っている。 

 
＜Climate Analogue＞ 
û Climate Analogueというものがある。これはカリフォルニア州と似たような気候を持つ
他の地域や国の実例から学ぶというのがコンセプトとなっている。 

û 例えば、最近温度が 1℃～2℃変化した場所の実例やその管理方法のデータを収集し、
それを共有する。その内容をデータベース化した後は、例えば生産者がコメのことに

ついて知りたいと思ったときは、「コメ」の項目をクリックすれば、害虫や水につい

て他の地域が行った実例が一覧表示される。そして、生産者がデータベースの中から

情報を取得できるようにすることで、生産者が問題を解決する際にリソースとして活

用してもらえるようにする。 
 

＜Cal-adapt＞ 
û Cal-adapt はウェブサイト上で市民でも誰でも利用することができるツールである。市
民の一般の利用に供するものというよりは、郡、自治体や計画立案担当者が主に使っ

ているようである。 
û Cal-adapt では、農業に対する影響、洪水の被害、地域毎の洪水の分布図等の情報を得
ることができる。 

û サンフランシスコの場合、現在はエアコンが一般的に使用されていない。将来気温が
上昇して極端な高温や熱波等の問題が発生した際に、計画立案者が公衆の衛生や健康

に悪影響が及ぶのを防止するための政策立案に役立つのではないか。 
 

⑥ 管理手法 

û ウェビナー（インターネットによるセミナー）は非常に人気があり、ウェビナーへの
参加申請は、定員 100名のところ 300受け付けた（申込率 300%）。人気があることは
間接的な評価指標としか言えないかもしれないが、そのような機会を通じて推奨事項

（Recommendation）を発信することも評価項目・手法（適応計画の管理）の一つと捉
えている。 
 

⑦ 連邦政府や米国農務省との連携 

û CDFAは米国農務省と密接に連携しており、特に Natural Resources Conservation Service 
（NRCS）とともに活動している。 

û CFDAと米国農務省は土壌健全化サミットを共催した。米国農務省は例えば SWEEPプ
ログラムの改訂に際して、アドバイスを提供する。CDFA は米国農務省の節水カリキ
ュレーターを活用したりしている。 

û CDFAは米国農務省 気候ハブの脆弱性評価のレビューに参加したり、またアウトリー
チ活動のパートナーとなっている。CDFAは Davisの南西気候ハブの運営委員会のメン
バーとなっている。 
 

⑧ 他の州との連携 

û 他の州との連携は特に実施していない。 
 

⑨ 大学、研究機関との連携 

û Climate Change Consortiumを設立している。 

                                                        
48 https://www.cdfa.ca.gov/climatesmartag/ 
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û CDFA は研究者と一緒に気候変動に関するフォーラムやカンファレンスを開催してい
る。カリフォルニア州は昨年の 1月に気候変動シンポジウム 49を開催した。 

û CDFAの土壌健全化サミット 50を設立している。 
û Climate Smart Agriculture Webinar Seriesを開催している。 
 

Ⅱ．農林水産分野における適応策／計画の推進に方法について 

① 科学的知見の提供 
＜影響の認知＞ 
û 過去 3 年の間にカリフォルニアでは干ばつが発生したため、年配の農業者等も我々の
ツールに関心を寄せているようである。干ばつや水害の問題が発生したことは、気候

変動による影響に興味を引くきっかけになったのではないか。 
û カリフォルニアでは害虫が大発生すると業界全体が大打撃を被る。その問題も、気候変動
による影響に関心を引くきっかけになっているのではないか。 
 

＜適応策の認知度＞ 
û 適応策は、カリフォルニア州では州知事が必要だと提唱したことで始まった比較的最
近の取組みで、まだ開始されてから 4～5年しか経過していない。このため、緩和策と
比べて適応策を普及させるには時間がかかり、まだ人々が徐々に気づき始めている段

階にある。 
û 海面上昇の問題等は湾岸地域の居住者にとっては目に見える問題でもあるため、認知
度が高まってきているようである。また、ビーチが広がるサンノゼやサンフランシス

コには Google等の大企業もあり、海面の上昇等の問題を気にかける人が増えてきてい
るようである。 

 
＜気候変動に懐疑的な人／協力的ではない人への説得＞ 
û 気候変動が本当に起こっているか懐疑的な人について、最初の会議では研究者が気候
変動の状況について説明を行った。次に、関係者をグループ分けし、適応策について

今何をする必要があるかについて具体的に議論を交わした。最初は多少抵抗する参加

者や、理解しない参加者もいたが、気候変動が今実際に起きているとしたら、我々は

何をしなければならないのかについて話し合うようにした。 
 

② 適応策の普及に関する課題 
û 適応策は特定の作物や地域毎に特定されなければならない。したがって、適応策の導
入に際しては、導入される前に実証されなければならない。これは CDFA にとっては
チャレンジである。我々は全てのカリフォルニア州の適応策の実証を行う必要がある

からである。 
û 全ての作物や家畜に対してのツールが提供されることが望まれる。 
û 極端な気温による作物への影響に関する知見が不足している。 
 

Ⅲ．コメに関する適応策の取組みについて 

① コメに関する適応策について 
û 干ばつ期において、農業者は作付けしないか、あるいはより必要となる水が少ない作
物に転換するかもしれない。 

û カリフォルニア・ライス委員会のオフセット・プロトコルには、稲作からのメタン排
出を削減するためのコメ農業者への選択肢として、早期排水や乾田直播などが含まれ

                                                        
49 http://californiascience.org/ 
50 https://www.cdfa.ca.gov/oefi/healthysoils/docs/Joint_USDA_CDFA_SoilHealthSummitAgenda.pdf 
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る。 
 
＜SWEEP＞ 
û SWEEPは特定の作物に対する対策ではない。コメは洪水の多いところで育つため、コ
メ農業者からの申請は多くない。一般的には、SWEEPファンドは、マイクロ灌漑（ド
リップシステム）の導入や、スケジュール化された灌漑をサポートするツールを導入

するために利用される。 
 
＜Ag WUE＞ 
û Ag WUE プログラムは水資源局によって管理されるものであり、水利用効率改善のた
めの資金を水供給者に提供するものである。この資金は直接的にコメ農業者に提供さ

れることはないが、潜在的には水供給における信頼性や効率の改善によってコメ農業

者にベネフィットをもたらす。 
 

② 気候変動がコメの品質に及ぼす影響に対する具体的な適応策 
û カリフォルニアにおいてコメの品質に関する気候変動による影響については特に問題
は報告されていない。ただし、負の影響はあるかもしれない。 
 

Ⅳ．農林水産分野の適応策の取組みについて 

① 総論として、どのような作物に対して、適応策に取り組まれていますか。 
û リモートセンシングや精密農業、地表水の保全に関する高効率水利用技術やツール、
耐性の作物種、Crop Shifting（栽培地の移動）、家畜が快適に過ごすための対策、再生
可能エネルギー、炭素の隔離、土壌肥沃度を向上させる管理の統合などがある。 

 
② 制度的な取組みについて 
û 最近 CDFAでは環境農業・イノベーション・オフィス（OEFI）と呼ばれる新しいオフ
ィスを設立した。ここでは気候変動に関する様々な対応を行っている。 

û その中で 4つのインセンティブを設けた。1つ目は、State Water Efficiency Enhancement 
Program、そして 2つ目は Dairy Digester Researchの開発プログラムである。3つ目は、
Healthy Soil Program でこれについては開発中であるが、土壌の有機物を増やし、CO2

の隔離、土壌の水分の保持率を上げることを目的としている。最後に、Alternative Manure 
Management Programで、これもまだ開発中であるが、これは GHG排出量を削減するこ
とが目標に掲げられている。 

 
＜Dairy Digester＞ 
û 今までは家畜糞尿を貯蔵槽に流していたが、その家畜糞尿を発酵装置にかけ再生可能
エネルギーに活用しようという動きがある。ただし、発電所（Central power plant）が
併設されていないため、発酵装置を牧場に建て、グリットにつなげるようにしている。

牧場に 10,000頭ほど牛がいれば設置することは可能であるが、1,000頭規模の牧場が多
く、小規模の牧場の場合は採算が合わない。 

û 費用対効果の観点から、我々が対象としているのは大規模な農家のみで、小規模な酪
農家に対しては金銭的な支援その他のサポートは行っていない。発酵装置を導入する

のにカリフォルニア州では 300 万ドルほどの助成金を支出しているが、発酵装置 1 台
を導入するのに総額 600万～1,000万ドルの費用がかかる。 

 
＜SWEEP － 緩和策と適応策＞ 
û 農場で化石燃料を使ってポンプで地下水を汲み上げるのにエネルギーを消費してい
る。そのため、温室効果ガスの削減と節水という 2 つの目的を達成するため、このよ
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うなポンプを使うのではなく、ドリップ（Drip irrigation）方式の灌漑システムを導入し、
センサーを使用したポンプシステムを開発する取組みを行っている。 

û GHG Reduction Fundという基金があるが、このポンプシステムを導入・改善する補助
金はその基金から捻出されている。資金は Cap and Tradeの予算が原資となっている。 

û SWEEPのプログラムの中には、（大規模な酪農家だけではなく小規模な酪農家も）広
範な酪農家を対象にしている CO2の削減策やその他の支援策がある。 
 
＜Healthy Soil Program － 緩和策と適応策＞ 
û Healthy Soil Programはまだ始動していない。このプログラムの要点は、適応策を導入
する農家が補助金を受領できるよう当方がサポートする点にある。つまり、CO2の隔離

のために堆肥を使用したり、適応策を取ったりした農家が何らかのメリットが得られ

るように当方がサポートを行うということである。それにより、農家は土壌の肥沃化

や土壌の水分の保持率の向上を達成することでその灌漑に役立てることができるので

はないかと思っている。 
 
③ 総論として、適応策に取り組むに際して、課題はありますか。 
û 適応プログラムのための資金が十分にないことや、気候モデルにおける不確実性が課
題である。 
 

④ 適応策の今後について方向性はありますか。（好事例、課題、方向性等） 
û マルチベネフィット（生態系サービスなど）をもたらす慣行のためのインセンティブ
を提供したいと考えている。また、長期的な気候変動による影響を見据えた意思決定

を支援するための農業者へのツール開発、アウトリーチ、教育をサポートしたいと考

えている。カリフォルニア州は、GHG 排出量を削減する取組みと適応戦略を統合化して

おり、自らの農場においてボランティアな適応慣行とともに排出削減を実施するため

の様々な取組みを行っている。 

 

⑤ その他 
＜Biochar＞ 
û Biocharは関心が高まってきているトピックである。ワイン用のブドウの樹を剪定する
とき、切り落とされた枝類を処理しなければならない。そこで、それを燃やして電気

を発電させるのだが、その時に生成される燃えかすが「Biochar」である。 
û カリフォルニアには数多くの作物があるので、Biocharがどの作物に適しているのかは
まだ調査中の段階である。例えば、殺虫剤や肥料の使用量のデータのように、Biochar
を使用したことによりどのような変化があったかのデータが蓄積されれば他の農家も

使ってみようかなと食指も伸びるのではないかと思う。 
û Biocharを使用することで土中の栄養分も吸収してしまう恐れがあり、そのため作物に
よる土中からの養分の吸収に悪影響を及ぼしてしまうのではないかと危惧されてい

る。そうすると当然生産量も減少してしまうだろう。今後研究を進めていこうと思っ

ている。 
 

＜カリフォルニア州以外の取組み＞ 

û Subsurfaceシステムを使ってコメを栽培する研究も行われている。 
û この灌漑システムでは水を張って水田を作り出すわけではなく、地下にチューブを通
して根に直接水分を供給して栽培する。 

û この手法でアルファルファも栽培しているが、動物がチューブを噛んでしまう問題が
あった。ただし、チューブから養分を供給することができるので、生産量が増えたと

いう結果が出ている。 
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û 実験段階で、研究を現在進めているところである。コメについては、メタンの点でも
非常に良い副次的効果が得られるのではないかと期待されている。 

û 大学で実験されている対策として、水田でサーモンを養殖するというものがある。ま
だ実験を繰り返しているところだが、最初の実験段階では上手くいっているという報

告を受けている。 
 

Ⅴ．農林水産分野における気候変動を活用した取組み 

① 気候変動を活用した新たな取組み事例 
û 州政府レベルでは、栽培や育種について取組みは行っていない。民間やその他の団体
は、育種に関する研究に資金援助をしている。例えば、耐塩のあるレタスや、蜂によ

る受粉を必要としないアーモンドなどが挙げられる。 
û CDFAは作物の植替（Crop Switching）を促進する取組みは行っていない。 
 

② 適応策に関する企業との連携の事例 
û 企業との連携事例は特にはない。CDFA は革新技術について民間企業とはやり取りし
ているが、特定の製品を農業団体に推奨することはない。 
 

③  ICT や AI、IoT を活用した取組み事例はありますか。 

û 今のところ活用した取組み事例はない。 
 

④  その他 

＜作物の植替（Crop Switching）＞ 
û カリフォルニアでは果樹園は非常に大きなビジネスである。 
û アーモンドの木の場合、大体 10 年から 25 年という周期で植え替えを行うのが一般的
である。また、フルーツやナッツ等を栽培するときには冬の間に低温期（Chilling Hour）
を置く必要があり、中でも特にアプリコット、チェリーやピーチを上手く栽培するに

は Chilling Hourを長時間取る必要がある。 
û その果樹に投資を行った場合、10年後に気温が上がってしまい、冬季に十分な Chilling 

Hourが得られないのではないかということが大きな問題となっている。 
û 農家はこの問題を気にしていないが、果樹を栽培・育成する果樹園の経営者にとって
は、Chilling Hourが短い品種を開発したいという要望がある。 

 
＜作物の生産地の移動（Shifting）と植替（Switching）＞ 
û 「Shifting」とは作物の生産地を移動させることを言う。既にその動きも見られ、新聞
でも関連する記事を見かけるようになった。 

û これに対して、作物の「Switching」は異なる品種の作物を栽培することをいう。 
û 事例として、コメの代わりにトマトを栽培することが挙げられる。トマトは一年生の
作物であり、水の使用量が少ない割に一定の収穫量を確保できるようである。 
 

Ⅵ．その他 

① CDFA による干ばつの対策について 
û カリフォルニア州における干ばつは、全州全体の緊急の節水対策の促進につながった。

CDFAでは、干ばつにより SWEEPの導入が促進されることとなった。地表水に関する
規制（持続的な地表水の管理法 51）が設けられた。この規制は地域のステイクホルダ

により地表水の持続可能な管理の協力を依頼するものである。 
 

                                                        
51 http://www.water.ca.gov/groundwater/sgm/ 
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② 動物への影響について 
û California Central Valleyという巨大な谷があるが、このエリアは特に酷暑のエリアなの
で、熱ストレスが動物に加わり動物が死んでしまう現象は、実際に起こっていると思

う。実際に計測したわけではないので、細かい数字は分からない。 
û 酪農家も日陰を作ったり、大きな扇風機を建てたりして動物が受ける熱ストレスを減
らす対策は取っているので、そこまで大きな被害は出ていないのではないか。 

û データを計測したりしているわけではないのではっきりしたことは言えないが、牛乳
の生産量や、卵や肉にも影響が出ているのではないか。 

û 過去 4 年間続いている干ばつの影響で、家畜が水分を十分に得られない等の理由で衰
弱死する事例が報告されている。 

û 米国でこの問題を管轄しているのは州政府ではなく、連邦政府である。例えば、酪農
家が水不足のために家畜が死んでしまったときは、連邦政府の Income loss（収入損失）
プログラムで亡くなった家畜一頭につきいくらという形で補助金が支給される。 
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2.3.4 カリフォルニア大学デービス校・世界食料センター 
（1）カリフォルニア大学デービス校・世界食料センターでのヒアリング概要と特徴 

カリフォルニア大学デービス校（UC Davis）は農業と食品科学（フードサイエンス）の分

野において世界でトップレベルの大学であり、ここに世界食料センター（World Food Center）

が設立されている。その主たる目的は、科学の研究機関、政策機関、企業、NGO、また研

究機関を持たない食糧・農業に関する組織に対して、研究で得た情報を外部の提携・協力機

関へ発信・提供することである。 

上記の役割を担う世界食料センターやカリフォルニア大学デービス校に対して、気候スマ

ート農業（Climate-Smart Agriculture）や適応策（農業技術）の研究・普及に関する取組みに

ついてヒアリングを行うこととした。 

 

表 2.3-5 カリフォルニア大学デービス校・世界食料センターでのヒアリングの概要 
項目 内容 

適応研究に

関する取組

み 

＜全般＞ 
û 干ばつや暑さに強い作物（コメ、コムギ等）の品種を探す研究を行って
いる。 

û 世界のアーモンドの生産量の 8 割がカリフォルニア州で生産されてい
る。Chilling Hoursをどの程度キープできるかがポイントであり、多くの
品種を開発するために研究を行っている。 
＜コメに関する研究＞ 
û 気候変動の影響を考慮に入れた耐暑性品種の開発、及び水の管理に関す
る研究が行われている。 

û メタン対策として稲わらの管理について研究している。 
û 未熟粒や胴割れ、デンプン質に関して研究を行っている。 
＜水管理に関する研究＞ 
û 水資源は気候スマート農業（Climate Smart Agriculture）の観点からも優
先順位の高いテーマであり、カリフォルニア大学デービス校でも水管理

に関する研究を行っている。 

ICT や AI、
IoT を活用
した取組み

事例 

＜CIMIS－灌漑予測システム＞ 
û 灌漑の予定を立てるのに役立つシステムがある CIMIS がカリフォルニ
ア州から提供されている（図 2.3-6）。カリフォルニア大学デービス校
も調査のためにカリフォルニア州より資金援助を得ている。 
＜ビッグデータの利用＞ 
û 予測モデルを構築するためにビッグデータを活用しようという動きが
ある。カリフォルニア大学デービス校では何百という農家から水の使

用、肥料の使用について実際のデータを入手・分析し、それを基にモデ

ルを作成している。 

見られる適

応事例 

û 価値の低い作物、例えばトマト栽培をやめてクルミに切り替える等の動
きがある。 

û ワイン生産者はカリフォルニア州の今の気候に似た土地を探した結果、
オレゴン州に土地を購入した。ブドウの栽培適地が北上し、気候・天候

の違いで大きな影響が出るため、対策に乗り出したのではないか。 

社会実装 ＜ツール＞ 
û 生産者が活用できるようにウェブサイトを制作している。様々な会議に
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項目 内容 
参加したり、関係者と会合を開いたり、その他ツールに関する情報を見

ることができる（図 2.3-7、図 2.3-8）。 
＜伝え方＞ 
û 関係者への情報提供の方法については、ウェビナーの開催やレポートの
発行、それにセミナーの開催などがある。 

û 情報を提供するに際しては、農家がどういったものに優先順位を置くか
を考えるようにしている。農家は気候変動にはあまり関心がないので、

水の管理や、害虫の対策等、具体的にアプローチする方法を提案すると

理解してもらえる。 
û 生産者の気候変動に関する認知度が低いこともあり、気候変動という名
称ではなく、気候スマート（Climate Smart）や水利用効率化プログラム
（Water Efficiency Program）といった名前でプロジェクトや対策を行う
予定である。 

 

 

 

図 2.3-6 The California Irrigation Management Information System (CIMIS)のトップ画面 52 

                                                        
52 http://www.cimis.water.ca.gov/ 
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図 2.3-7 Agronomy Research & Information Centerのトップ画面 53 
 

 

 
図 2.3-8 Agronomy Research & Information Center－コメのトップ画面 54 

                                                        
53 http://agric.ucdavis.edu/ 
54 http://rice.ucanr.edu/ 
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（2）カリフォルニア大学デービス校・世界食料センターでの質疑 

 以下にカリフォルニア大学デービス校・世界食料センターでの質疑に関する回答を示す。 

 
Ⅰ．世界食料センターやカリフォルニア大学デービス校における取組みについて 

① 世界食料センターについて 

û カリフォルニア大学デービス校は農業と食品科学（フードサイエンス）の分野におい
て世界でトップレベルの大学であり、ここに世界食料センターが設立された。その主

たる目的は、科学の研究機関、政策機関、企業、NGO、また研究機関を持たない食糧・
農業に関する組織が気候変動の影響についての理解を深め、且つ連携し合える体制を

作る点にある。 

û 世界食料センターは科学者の集まりではないため、ここでは研究は行っていない。研
究で得た情報を外部の提携・協力機関へ発信・提供している。それが当センターの主

な目的である。 

û 世界食料センターは科学と政策・産業への影響や関わりに興味・関心を持っている。 
 

② 世界食料センターやカリフォルニア大学デービス校における Climate-Smart Agriculture や適

応策（農業技術）の研究・普及に関する取組みについて 

＜研究全般＞ 

û 気温の上昇が作物に及ぼす影響について研究を行っており、干ばつや暑さに強い作物
（コメ、コムギ等）の品種を探す研究を行っている。 

û ストーンフルーツ（プラム、モモ、ネクタリン）やアーモンドについても、暑さに強
い品種の開発が重要だと考えている。ストーンフルーツの栽培は一定の Chilling Hours
（冷却期間）がないと上手く育たないのが問題である。 

û 世界のアーモンドの生産量の 8 割がここカリフォルニア州で生産されているため、こ
の Chilling Hoursをどの程度しっかりとキープできるかが大きなポイントとなる。多く
の品種を開発するためにさまざまな研究を行っている。 

û 最近は業界が研究に資金を提供してくれるようにもなった。例えば、Central California 
Almond Growers Association（CCAGA）という団体があり、資金の提供を頂いている。 

 
＜コメに関する研究＞ 

û カリフォルニア州の北部ではコメの研究が盛んで、日本のコメ（すべての品種）につ
いても研究されている。ここから 100 マイル以内の範囲はコメの産地で、ここで生産
されたコメは日本にも輸出されている。また、サクラメント市の日本酒の醸造所が日

本酒を造る際にこのコメが使われている。またパン屋でもこの米粉を使ってパンを焼

いたりしている。 
û コメの研究については、気候変動の影響を考慮に入れた耐暑性品種の開発、及び水の
管理に関する研究が行われている。 

û 稲わらの管理についても研究している。収穫した後に残った稲わらを放っておくと冬
に水が溜まり、野鳥が群れる水田のような池が形成される。その溜まった水からメタ

ンガスが発生してしまうことが問題となっている。カリフォルニア州はその対策とし

て、カーボン・クレジットというプロトコルを発行した。そのプロトコルを使ってで

きる限りそのメタンガスの発生を抑えられるよう対策をとっている。 
û コメの品質に関する研究についての詳細は判らないが、コメの品質は品種改良で最も
重要な点の一つではないかと思っている。特に、米国は日本や韓国等、品質の高いコ

メを求める国々にコメを輸出しているため、品質に関する研究も検討されていると思

われる。最近では未熟粒やひ胴割れ、デンプン質に関して研究を行っていると聞いて

いる。 
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û カルローズ（Calrose）という品種は、日本の品種を改良して作成されたカリフォルニ
ア米である。短粒米で、日本のコメのように粘り気がある。賞も受賞していて、私は

これが最高品質のコメだと思っている。また、高温耐性の品種の開発や、病気に耐性

があるコメ、生産性が高いコメについても研究をしているようである。 
 
＜水管理に関する研究＞ 

û 水資源は Climate Smart Agricultureの観点からも優先順位の高いテーマだと思う。カリ
フォルニア州は過去 5年間続いた干ばつ期間をようやく終えたかと思ったら、今度は
洪水に悩まされた。干ばつが農業に与えた影響も小さくはなかったが、大量の雨が農

業へ及ぼす影響も大きなものがあった。水管理はこれから最も優先順位が高いトピッ

クの一つになるだろう。カリフォルニア大学デービス校でも水管理に関する研究を行

っている。 
 
＜普及＞ 

û 生産者が活用できるようにウェブサイトを制作している。内容はカテゴリー別に分か
れており、クリックするとトピック毎に表示され、様々な会議に参加したり、関係者

と会合を開いたり、その他ツールに関する情報を見ることができる。 
 

③ 現場への情報の提供方法について 

û 関係者への情報提供の方法については、ウェビナーの開催やレポートの発行、それに
セミナーの開催などがある。 

û 情報を提供するに際しては、農家がどういったものに優先順位を置くかを考えるよう
にしている。農家は気候変動にはあまり関心がないので、水の管理や、害虫の対策等、

具体的にアプローチする方法を提案すると理解してもらえ、彼らの中の優先順位を高

めてもらうことができると考えている。 
û 生産者の多くは、GHGや干ばつの影響を身近に経験していても気候変動に関しての理
解が足りないところがある。CDFA と当方でプロモーションしようとしているのが、
例えば気候変動ではなく、気候スマート（Climate Smart）、水利用効率化プログラム
（Water Efficiency Program）やカーボン・クレジット（Carbon Credit）といった名前に
替えてプロジェクトや対策をやろうとしている。 
 

Ⅱ．関係者とのコンタクトの取り方について 

û 業者関係者と連絡や交流時を行う際の方法・手段として通常行っている連絡方法は、1
対 1 のパーソナルな方法であり、個別にコンタクトしてスピーチをしてもらったりし
ている。 

û もう少し幅広い関係者と連絡を取る際には（大学を経由して連絡する場合等）、別の
ルートがある。カリフォルニア大学には複数のキャンパスがあり、Cooperative Extension 
Specialist という専門家を配置するプログラムがある。これらの専門家は研究も行い、
且つ農家とコンタクトをとる役割も担っている。 

û 郡（County）毎に Farm Adviser もいて、農家と直接コンタクトを取りながら様々なア
ドバイスを行うといった方法もある。 

û 生産者に直接コンタクトするときは、業界団体や組織を通じて連絡する場合もある。
例えばカリフォルニア州の場合、Almond Board of Californiaというアーモンドの業界団
体を通じてコンタクトを取ることもある。また、中には研究資金を拠出している協会

もある。 

û 他のコンタクトのチャネルとして、生産者の農場で直接研究を行うことで関係を築く
方法もある。 

û キャンパスには Advisory Board という助言を行うための委員会があり、そこには関係
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者がつめていて連絡・交流を図る方法もありえる。例えば、食品関係の科学者に食品

会社の人が足を運び、植物科学者の元には種子を取り扱う企業の人が足を運ぶ、とい

った具合である。 
û その他にも大学が業界関係者を対象としたコースを開講していることも情報提供の一
つの手段といえるかもしれない。例えば、収穫後の管理についてのコース、果物や野

菜品質と安全性を研究テーマにしたコース、Seed Breeder（種の育種者向け）のコース、
さらに分子生物学のテクノロジーに関するコースといったものがある。Certificate（認
証）のコースもあり、例えば水資源の管理についての技能を認証するコースもある。 

 
Ⅲ．カリフォルニア州との連携について 

û カリフォルニア州の計画に基づき、カリフォルニア州のポリシーである Cap and Trade
の目的をどう達成するかについて、カリフォルニア大学デービス校の教授が考察し、

レポートを提出している。農業がターゲットをどのように実現していくべきかについ

て主に記載している。 

û カリフォルニア州の機関を対象にセミナーを行い、Q&Aのセッションも行った。他に
も様々な会議やイベントを開催している。当センターは、関係者を集めて話し合う機

会を作ることを目指しており、ネットワークを拡大させていく取組みを行っている。 
û カリフォルニア州全体で運営している灌漑の予定を立てるのに役立つシステムである

CIMIS がある。カリフォルニア大学デービス校も調査のためにカリフォルニア州より
資金援助を得ている。 
 

Ⅳ．農林水産分野における気候変動を活用した取組み 

① 気候変動を活用した新たな取組み事例 

û 将来的な方向性としては、今後もより価値の高い作物を育成していくと思う。これら
には、ピスタチオ、アーモンド、ブドウ、そしてコメ等も含まれる。逆に今後はトマ

トや酪農製品などの生産量は減少していくと思う。特にアルファルファや牧草の問題

が絡むため、酪農製品の生産は一部減少していくだろうと考えている。 
û 将来を見据えるとき、判断基準として経済性が大きな要因になっているのではないか
と思う。区切りとしては大体 5年～10年ではないか。 

û 農家が実際に 5 年～10 年先を見据えて行動しても、結局のところ気候変動の影響で 5
～10年はすぐにキャッチアップしてしまうという問題がある。そのため、土地の値段、
市場での値段もどんどん上がっている中、価値の低い作物、例えばトマト栽培をやめ

てクルミに切り替える等の動きは表れてきている。 
û 農家にとって一番重要なのは、エーカーあたりの収益を最大化することだと思う。農
産物の値段や生産サイクルを考慮に入れても、例えば果樹園で 20年間植栽したとき、
気候変動の影響が出るまでに 20年ほどかかるとすると、その間に農家は収益を上げる
ことができるので、作物を切り替えるコストに見合う投資ができたと考えるのではな

いか。 
û 気候変動により気温が上昇しても、穀物を 25年間植えて利益が出るのであれば、農家
はそのままその農作物を作り続けるだろう。 

û ワイン産業について、ワインの原材料となっているブドウは気候に非常に敏感で、温
度と降水量によりその質や収穫量に大きな差が出てきてしまう。その対策として、ワ

イン生産者はカリフォルニア州の今の気候に似た土地を探したが、最近オレゴン州に

白羽の矢を立てたようである。オレゴン州に土地を購入し、準備を行っていると聞い

ている。ブドウの栽培適地が北上し、気候・天候の違いで大きな影響が出るため、対

策に乗り出したのではないか。 
 

② 適応策に関する他機関や企業との連携の事例 
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û 現在、オランダと「Climate-Smart Agriculture」に関する連携について検討しており、ウ
ェビナー（Webinar）を通じた対話を実施している。３回ウェビナーを開始しており、
その中で、気候変動の影響について、また塩分濃度（Salinity）、酪農経営（Dairy 
management）や土壌等が二酸化炭素の隔離や排出量とどのような関係があるか等につ
いて対話を実施した。 

û ウェビナー後は、スピーカーを招待してスピーチを行ってもらっている。その中には、
州レベルの政策関係者やオランダなど海外からの参加者も含まれる。また、業界関係

者にも参加してもらった。農業従事者以外にも食品の加工業者や食品会社の関係者ら

も含まれている。カリフォルニア大学デービス校やオランダのWageningen大学の研究
者も参加した。 

û 業界関係者や企業が参加している理由として、さまざまな規制があるので、業界がそ
れにどう対応するかについて意見を聞きたい、共有できる情報があれば共有し、また

他の企業の情報についても知りたいと思って参加している企業も多いようである。 
û Good Corporate Citizen として企業として良いアピールになればとの理由で参加するケ
ースもあるようである。 

û 業界関係者や企業は、最新技術やその最新技術が市場にもたらすインパクトについて
知りたいと思っているようである。つまり、興味があるから参加している、というこ

とである。 
û ウェビナーの中には、スタートアップ企業も参加しているケースもあった。これは酪
農（Dairy）に関するウェビナーの時で、主なスタートアップ企業の参加理由は、酪農
市場は拡大し、Digesterの技術が発展してきているため、その可能性について知りたい
からとの説明があった。しかし、このようなケースは稀である。 
 

③ ICT や AI、IoT を活用した取組み事例 

＜CIMIS－灌漑予測システム＞ 
û 灌漑の予定を立てるのに役立つシステムである CIMIS がカリフォルニア州から提供さ
れている。カリフォルニア大学デービス校も調査のためにカリフォルニア州より資金

援助を得ている。 
û このシステムでは、各地に設置された気象観測所から収集した情報をオンラインで誰
でも閲覧できるようになっている。農家は ET Co-Efficient という機能を使い、灌漑の
タイミングや予定を立てるのに役立てることができる。気温や風速以外にも様々な情

報が得られ、農家が灌漑のタイミングや予定等の判断の一助になるように整備されて

いる。 
û これらのシステムやオンライン情報を通じて、農家がいつ灌漑すべき、または灌漑し
なくてもいいのかの判断を助けている。観測・調査対象は主要穀物で、コメも含まれ

ている。コメに特化した情報も提供されている。 
û 定期的な農家の利用者の割合は 50％に満たないかと思うが、今後は増加すると考えて
いる。その理由の一つは、地下水のくみ上げを規制する新規の規制が導入されたこと

であり、灌漑をどのタイミングで行うかを正しく決めないと規制に違反してしまうか

らである。 
û もう一つの理由としては、ETセンサーの開発を挙げることができる。これはカリフォ
ルニア大学デービス校の卒業生が開発したセンサーで、これにより生産者がブドウ畑

等で利用できるシステムができたため、利用者が増えるのではないかと考えている。 
û 最近、カリフォルニア大学デービス校の大学関係者、技術系の会社、生産者の 3 者が
協働するコンソーシアムが形成された。そこではどういった技術がソリューションに

なり得るかを検討している。 
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＜ビッグデータの利用＞ 
û ビッグデータの利用については、予測モデルを立てるためにビッグデータを活用しよ
うという動きがある。カリフォルニア大学デービス校の研究者が行っているのは、何

百という農家から水の使用、肥料の使用について実際のデータを入手・分析し、さら

にそれを基にモデルを作成することである。このような分析により、例えばより効率

性の高い肥料を使用するためのモデルを作成したりしている。窒素問題に関しては、

ビッグデータを活用することで地下水への影響も軽減できるのではと思っている。 
û カリフォルニア大学デービス校では水資源に関するモデルも作成している。その際は、
例えば都市部や農村部での水の使用、表面水や地下水の利用等、いくつかのレベルに

分けてモデルを作成している。水資源と経済の両方を組み込んだモデルを作成し、予

測も行っている。 
 

Ⅴ．その他 

① 気候変動に関連する取組に対する課題と今後の見通し 

û CIMIS等のシステムの利用に際し、若い世代は携帯や遠隔操作機器を駆使し、技術に
慣れているので、新しい技術への適応が早いと期待されている。例えば若い世代であ

ればセンサーを使って灌漑のコントロール等を行うことも問題なくできると思われ

る。 
û 地下水の汲み上げ、窒素が地中に深く浸透した場合の問題、酪農でガスが発生した時
の問題に対して様々な規制が導入されており、農家はそれに対応しなければならない。

こういった必要性により、カリフォルニア州の農業全体において最新の技術を利用し

ようという動きが出てきている。 
û 連邦政府から出る資金援助はごくわずかで、例えば現時点では、Climate Smartの取組
みへの援助しかない。それに対し、カリフォルニア州政府は灌漑システムの管理、Dairy 
Digesterへの投資、Healthy Soilプログラムに対し資金援助を行っている。これらはカ
リフォルニア州が進める灌漑のソリューションの導入に資金援助を行う形をとってい

る。 
û 将来の影響評価について、カリフォルニア州内ではしっかりとした気候モデルを使用
していないのが問題である。ただし、スタンフォード大学の David Lobell先生は気候モ
デルを使用し、緻密な研究をされている。先生は 25～50年のサイクルで検討されてい
るのではないか。 
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2.3.5 米国農務省・気候ハブ 
（1）米国農務省・気候ハブでのヒアリング概要と特徴 

米国農務省は、地域への適応に関する情報の普及を行うことを目指して気候ハブを通じた

活動を実施している。そこで、気候ハブにおいて、実際にどのような活動が実施されている

のかを把握するべく、ハブの一つであるカリフォルニア・ハブに訪問し、ヒアリングを実施

した。 

 

表 2.3-6 米国農務省・気候ハブでのヒアリングの概要 
項目 内容 

目的と役割 

＜目的と役割＞ 
û 過酷な気象現象や気候変動に関する事柄を取り扱うことを目的
に米国農務省によって 2014年に設立された。 

û 気候ハブの役割は、科学者・研究者と実務家・生産者間の橋渡
しをすることであり、生産者に様々な情報を提供することで、

生産調整や作物管理方法の改善に役立ててもらうことにある。 
û ３つの主な分野を通じた活動を行っている：①研究と情報の統
合、②技術交流、ツール開発、③実装の手助けとステイクホル

ダの教育、そしてアウトリーチ 
＜人的規模＞ 
û いずれの気候ハブもディレクター、ポスドク、コーディネータ
ーを含む人事構成からなり、関連するプロジェクトにおいて、

パートナーやステイクホルダと一緒に活動している。 
û 通常、常駐スタッフが 2～3人いる。 
＜インフラ＞ 
û 新たなインフラは設けられていない。 

費用 

û プロジェクトに携わるときは様々な質問を受けるが無料で回答
するようにしている。 

û プロジェクトや取組み、イニシアティブ等が気候ハブの重点分
野にあるものは、費用は掛らない。 

気候予測情報 û 気候ハブは気候予測情報を作成する機関ではない。気候予測情
報は NOAAや NASA、USGSから情報の提供を受けている。 

影響評価情報 

û 影響評価情報について最良な情報を可能な限り提供するための
活動を行っている。 

û 他の情報源と矛盾する入手可能な情報があれば、その両方の適
切な部分の情報について提供を行う。 

適応情報 û 我々の活動は、情報やその情報をどのように活用することが可
能かを提供することであり、特定の技術の推奨を行わない。 

社会実装 

＜ツールの提供やサポート＞ 
û 気候ハブが提供しているツールについて、生産者が理解できる
よう説明会を開いたり、共同でウェブベースのインターフェイ

スを開発したりしている。 
＜普及方法＞ 
û 技術支援書やワークショップ、トレーニング、そしてウェビナーな
どの形態がある。 

課題 ＜情報に関する課題＞ 



 131 

項目 内容 
û 気候ハブのホームページ上に気候変動に対応するためのツール
等の情報や数があまりにも多いため、ユーザーはどれを使った

らいいのか分からないという状況が生まれている。 
＜組織的な課題＞ 
û 米国農務省の組織が巨大であるため、今何をするべきか、これ
からどうすべきかの結論がなかなか出せない。 
＜人的な課題＞ 
û カリフォルニア・ハブのオフィスは人的なキャパシティがない
ため、ハブの活動を広めるための担当者がいない。 
＜資金的な課題＞ 
û 資金が常に課題になっている。 

今後 

û 気候ハブは若い組織で、戦略的な計画の立案や遂行方法につい
てはまだ模索している段階である。戦略的な計画を遂行する方

法を検討する段階に入っている。 
û 今後 5 年間をターゲットにしたロードマップを作成している。
ロードマップでは森林、農業、特産品と酪農といった 4 つの問
題に焦点が当てられている。 
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（2）米国農務省・気候ハブでの質疑 

 以下に気候ハブでの質疑に関する回答を示す。 

 
Ⅰ．カリフォルニア・気候ハブについて 

① 気候ハブを設立するに至った経緯について 
û 米国農務省には 39 の異なる Agency があり、それぞれ異なる指令に基づいてその責務
を果たしている。例えば自然環境に関しては森林や土壌に特化したAgencyが存在する。 

û 気候ハブは、過酷な気象現象や気候変動に関する事柄を取り扱うことを目的に、米国
農務省によって 2014年に設立された。 
 

② カリフォルニア・気候ハブの活動目的について 
û 気候ハブの役割は、科学者・研究者と実務家・生産者（農家、酪農家、森林業者）間
の橋渡しをすることであり、生産者に様々な情報を提供することで、生産調整や作物

の管理方法の改善に役立ててもらっている。不確実性については、情報提供を行うこ

とでより良い対処ができるように支援している。 
û 我々は３つの主な分野を通じた活動を行っている：①研究と情報の統合、②技術交流、
ツール開発、③実装の手助けとステイクホルダの教育、そしてアウトリーチである。 

û 我々は４つの主なセクターで活動しており、国内の農業に関する関心事項を幅広くカ
バーしている。この 4 つのセクターとは、作物（特産物）、放牧地、森林、そして家
畜と酪農である。 
 

③ 現在のカリフォルニア・気候ハブの人的規模について 
û いずれの気候ハブもディレクター、ポスドク、コーディネーターを含む人事構成から
なる。ハブはそれぞれ特定の分野に注目しており、関連するプロジェクトにおいて、

パートナーやステイクホルダと一緒に活動している。 
û 通常気候ハブのオフィスには常駐スタッフが 2～3人いるが、カリフォルニア・ハブの
オフィスは人的なキャパシティがなく、リソースもないのが現状である。 
 

④ 現場（Land Manager）が気候ハブからサポートを受けるのにかかる費用について 
û プロジェクトに携わるときは様々な質問を受けるが、無料で回答するようにしている。
プロジェクトや取組み、イニシアティブ等が気候ハブの重点分野にあるものは、費用

は掛らない。 

û 我々の取組みへのサポートや能力開発のための外部のファンドを獲得することも考え
ている。我々の予算は限られているため、我々の能力を開発するための機会を得たい

と考えている。 

 

⑤ 気候ハブは恒久的な機関か 
û 気候ハブは永続的な機関であるが、全てのハブは既存の米国農務省の部署によって行
政上サポートされている。ステイクホルダのニーズに関するハブのミッションをサポ

ートするためにディレクターとスタッフを雇用するものの、新たなインフラは設けら

れていない。 
 
⑥ カリフォルニア・気候ハブの今後について 

û 気候ハブは設立されてまだ 2 年という若い組織で、戦略的な計画の立案や遂行方法に
ついてはまだ模索している段階である。運営委員会が設立され、専門家がこの戦略的

な計画を遂行する方法を検討する段階に入っている。 
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û 今後 5 年間をターゲットにしたロードマップを作成している。ロードマップでは森林
、農業、特産品と酪農といった 4つの問題に焦点が当てられている。 

û その中でも、我々が投資できるプロジェクトの中でユーザーが本当の意味でポジティ
ブな影響を受けられる、成功するようなプロジェクトを取捨選択して投資を行ってい

きたいと考えている。投資に対して最大のリターンを狙う中で、現場のユーザーや生

産者が本当に実行しなければいけないことを浮き彫りにすることが理想的であると思

っている。 
 

Ⅱ．カリフォルニア気候ハブにおける具体的な取組みについて 

① 気候ハブの役割 
û 農家や牧場主、そして情報を提供したり、広める人等のデータを活用するユーザー間
のインターフェイスとして活動している。つまりわれわれは橋渡し的な機関である。 

û プロジェクトマネージャーが関係者間でつながりが希薄だなと感じたときは、関係者
間の橋渡しをするようにしている。それが当組織の責務だと思っている。 

û 気候ハブの重要なところは、関係を構築することにある。強い実務的で専門的な関係
を構築し、維持するために活動を行っている。主要な米国農務省の機関や、CDFA や
CalFire、CDNR 等の主要な州の機関からの代表者で構成される運営委員会を組織して
いる。 

û 農家等からの問い合わせについて、その内容が気候ハブに所属するスタッフの科学的
知見で対応できるのであれば、直接我々で対応する。そうでないのであれば、適切な

科学者と農家をつなげるよう試みる。そのための仲介をする。 

 

② 現場（Land Manager）への情報や Tool の提供方法について 

＜気候予測や影響予測に関する情報提供＞ 

û 気候ハブは気候予測情報を作成したり、やり取りしたりする政府機関ではない。気候
予測情報を作成している政府機関としては、NOAA や NASA、そして USGS を挙げる
ことが出来る。 

û 影響予測情報等について、最良な情報を可能な限り提供するための活動を行っている。
もし、他の情報源と矛盾する入手可能な情報があれば、その両方の適切な部分の情報

提供を行う。我々はマネジメント上の推奨や提案は行わない。また政策的な勧告も行

わない。 
 

＜情報や Toolの提供とサポートについて＞ 

û 米国農務省は気候ハブを設立することで、農家や酪農家や森林業者へ情報の橋渡しを
行う役割を担っている。具体的な活動としては、生産者がツールを理解できるよう説

明会を開いたり、共同でウェブベースのインターフェイスを開発したり、デモンスト

レーションを行ったりしている。 

û 橋渡しをする形で情報やサービスを提供したいとは思っているが、個別の問題が出た
ときはまずその内容を明確にし、分析を行う。さらに個別の調査が必要だと分かった

場合には、適切な研究者を選定し、ツールを開発する等の個別の対応を取る。 

û カリフォルニア大学デービス校には専門家が多数いるので、挙げられた研究課題を彼
らに提示して個別に対応を取ってもらうというプロセスを辿る。研究の照準を個々の

ニーズに合わせることで、研究成果を実務に適用できるようにしている。 

û 我々の活動は、情報やその情報をどのように活用することが可能かを提供することで
あり、特定の管理や推奨を行うものではない。情報についてのインターフェイスとし

て、また橋渡しをする機能を担っている。 
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③ 本取組みを現場に推進／普及させるための工夫等 

û 技術支援書やワークショップ、トレーニング、そしてウェビナーなどの形態がある。
これにより我々の活動は、技術交換や、ツール開発、そして実装支援に焦点をあてる

ことになる。 

û US Forest Serviceという部署と共同でセミナーやワークショップを開催している。そこ
では、気候変動に森林がどう適応するか等について参加者が分かりやすい形で情報を

伝達するようにしている。 

û 生産者が、当組織が勧めるアプローチとは別のアプローチを採用したいと希望してい
る場合には、それが実現できるようにサポートしている。 
 

④ 現在の取組みや活動における課題 

＜情報に関する課題＞ 

û 気候ハブのホームページ上に気候変動に対応するためのツール等が掲載されている。
ツールの情報や数があまりにも多いため、ユーザーはどれを使ったらいいのか分から

ないという状況が生まれてしまっている。 

û この情報過多の問題は農業や林業分野でよく見られ、危険な傾向にあると感じている
。米国では情報が多いほど良いと認識されがちだが、私はそれではソリューションに

辿りつく道筋がはっきりとせず、危険性を伴うと感じている。 

û ユーザーにアンケートやトレーニングを行う際にテストケースを示したり、どのよう
なツールがあるかを示したりすることは大事だと思うが、逆にユーザーがツールを使

用しなかったときになぜ使わなかったのか、その使わない理由を具体的に探るべきだ

と思う。 
 

＜組織的な課題＞ 

û US Forest Service等複数の組織があって膨大な数のスタッフが関わっており、さらに役
所的なところがある等様々な要因から、今何をするべきか、これからどうすべきかの

結論がなかなか出せないでいる。 

û 例えば、森林分野について、どの木を植樹するか、土壌をどう活用するか等、将来を
見据えて今すべきことを明確にしていかなければならないと感じている。 

 

＜人的な課題＞ 

û 通常気候ハブのオフィスには常駐が 2～3人いる。カリフォルニア・ハブのオフィスは
人的なキャパシティがなく、リソースもないため、ハブの活動を広めるための担当者

がいない。そのため、森林管理等の専門家や生物学者等との人的関係を築けていない。 

û 他の Soil Service Agencyや Field Agencyの中には担当者とネットワークを築いている機
関もあるが、当気候ハブはまだそれができていない。私は生態学者としてのバックグ

ラウンドがあり、森林や作物の専門知識を有しているため、それを活かすためにも現

場の人とコミュニケーションをもっと取りたいとは思っているが、まだそれができて

いない。 

 

＜資金的な課題＞ 

û 資金が常に課題になっている。資金があれば取り組むことが可能な課題が多くある。 
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Ⅲ．その他の機関等の協力関係について 

＜総括＞ 

û カリフォルニア・ハブでは、例えば、現場の農家や森林管理者の個々人と、また NRCS
の現場の機関やカリフォルニア大学デービス校農業エクステンションセンターの専門

家などのグループとともに活動している。 
û 当方が特定のプロジェクトに関わることもあるが、気候ハブとして独自の戦略やビジ
ョンもあるので、すべてのプロジェクトに対応するわけではない。 

û トピックによっては、関係者、普及員、フィールドエージェントやマネージャー、そ
して各種委員会や組織等（例えば、Almond Boardや Dairy Industry）と協力して、当方
も参画できるようなものであれば当方も協力するようにしている。 

û 州の機関やカリフォルニア大学農業エクステンションセンターとともに活動してい
る。 

û 当方のビジョンや業務範囲から外れるような内容については、例えば大学院生等を使
ってケースバイケースで研究を行うといった対応をとっている。 

û 州と州だけでなく、地域と地域をつなげてより広い範囲で活動できるようにしていき
たいと思っている。さらに全米にネットワークが張り巡らされているので、各所と情

報交換を行うとともに海外にも広く展開していきたいと思っている。ただし、最近大

統領が変わったので、将来については不確実な部分があるのは否めない。 
 

Ⅳ．コメに関する取組みについて 

û 気候ハブは、特産物、林業、家畜を主な対象としている。このため、コメは研究・観
測の対象外である。コメについては専門家もおり、また特別な分野として認識されて

いる。経済効果も高い作物である。このため我々はコメにはあまり焦点を当てていな

い。 
û コメに対する適応策としては、気候変動による気温上昇に対して強いコメの遺伝子や
育種、そして干ばつに強いコメの遺伝子や育種がある。 
 

Ⅴ．気候変動に関連する主要作物に関する取組みについて 

① 主要作物に関する気候変動に関連する取組み 
û 気候ハブのもっとも興味のある分野としては、地域特産品についてである。州の経済
的な観点から地域特産品に注力したいと考えている。 

û 我々は特定の作物や特定の品種についての研究や助言を行っているわけではない。汎
用性が高く、一般的に利用できるような成果物を作成したいと考えている。例えば、

フルーツの生産者や特定の作物の生産者等が幅広く利用できるようなものを目指して

いる。 

û Climate Smart Adaptationも、ある作物の生産者が広く使えるような汎用性の高いもの
にしたいと考えている（それに関するレポートも現在作成中）。つまり、管理法、問

題への対処法、適応能力、経済的な実効性を俯瞰的に検討することで、イチゴやレタ

ス等の生産者が業界横断的に使用できるものを作成したいと思っている。 
 

② 取組みについて、今後の方向性を教えてください。 

û 次の 3つの分野に取組みたいと考えている。一つは森林についてであり、森林状態や
森林の適応策、そして森林再生などが含まれる。二つ目は特産品についてであり、変

化する気候の中で農家がより適応可能となるための情報や、意思決定のためのサポー

ト・ネットワークの提供である。三つ目は畜産分野で、肉用牛や乳牛はカリフォルニ

ア州において主要な産業であるため、カリフォルニア州としても取り組んでいる。 
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Ⅵ．農林水産分野における気候変動を活用した取組み 

① 気候変動を活用した新たな取組み事例 
û 気候ハブではマネジメントに関する推奨は行っていない。農場管理計画や投資におけ
る変更等を検討するための農業分野において活用できるような情報の提供や活用を行

うことは可能である。 
û 我々のミッションは、良い意思決定をするための科学に基づく情報をユーザーに提供
することである。もう少し技術的な側面を取り組むことも可能であるが、我々が焦点

をあてているところではない。 
û カリフォルニア州では水保全が重要な課題となっており、水利用や水利用効率化は農
家にとって重要な課題である。対策としてはドリップ方式や埋め込み式ドリップ等な

どの灌漑システムなどを挙げることが出来る。 
û なお、森林分野においては、天然の森林が死滅する中で、どのような種の木を植える
べきかについて課題がある。 
 

② 適応策に関する企業との連携の事例 
û 現時点では行っていないが、将来的にはあり得ると考えている。酪農に従事する民間
企業と接触しているところである。 
 

Ⅶ．その他 

① 米国農務省以外に気候ハブのような取組みを実施している省庁等について 
û 同様な取組みはないが、気候ハブの活動を補完する連邦政府の機関は存在する。ただ
し、それらの機関は気候ハブと同じミッションや目的を持っているわけではない。そ

の他の関連する機関としては、LCCやCSC、RISA等を挙げることができる。 
 

② 既存の普及組織との関係について 
û 気候ハブには情報を広めるための運営委員会や関連パートナーを有している。これら
のメンバーと定期的に情報を交換している。コミュニケーションの頻度は、その時の

活動内容に依存する。気候ハブはコンビーナーとして活動している。 
 
③ 森林管理について 
û 最近カリフォルニアで発生した森林火災が原因で 1 億本を超える枯木が出てしまった
ことは大きな問題として取り上げられた。山火事等、様々な原因があったが、その火

事が農業に与える影響は非常に大きなものがあると認識している。 

û 森林火災は、農業だけでなく、土壌に影響を及ぼしたり、貯水池の今後の使用法にも
影響を及ぼしたりしている。そのことから、生産者も少なからず影響を受けることが

予想される。 

û 気候変動や火災の影響で 1 億本の枯木が発生した、水資源の不足により樹木の産地が
北上している、森林火災で大きな被害が出ている等の問題は大きな影響を及ぼしてい

る。森林火災も、近年は従来よりも規模が大きく甚大な被害を及ぼすものが発生する

傾向が見られる。 
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2.3.6 スタンフォード大学 
（1）スタンフォード大学でのヒアリング概要と特徴 

スタンフォード大学の David Lobell氏は、米国における農業分野の影響評価における第 1

人者であり、IPCC 第 5 次評価報告書 WG2 に多数の論文が引用されるのみならず、Lobell

氏自身も当該報告書の筆頭著者となっている。また、米国における特に果樹や野菜等におけ

る研究者として、ARS の Reddy氏からも照会を受けた。そこで、米国における果樹や野菜

等に関する最新の影響評価研究について David Lobell氏にヒアリングを実施した。 

 

表 2.3-7 スタンフォード大学でのヒアリングの概要 
項目 内容 

既に生じている影

響や被害 

û 東北地域ではリンゴが生産されており、消費者も最近は品質が
以前と異なることに気づき始めている。 

û コムギについて、コムギの生産量は毎年大きく変動することも
あり、米国の生産者は気候変動に関して認識がないか、薄いよ

うに感じている。 
û カリフォルニアのチェリー農家は気候が変化していることを非
常に敏感に感じている。 

û 干ばつが非常に深刻な問題となっている。農家は水資源が少な
くなっていることを心配している。 

影響評価（米国にお

ける果樹、野菜の現

状） 

û 米国において果樹や野菜の影響評価について研究している人が
非常に少ない。 

影響評価（米国の品

質の現状） 

＜果樹、野菜＞ 
û 果樹や野菜の品質に関する研究は行われていない。 
û 品質に対するニーズがなかったからなのかは分からない。品質
に関する研究はもっと行われるべきである。 
＜コメ、コムギ＞ 
û カリフォルニアではコメの品質に関するデータがない。 
û コムギに関する品質のデータはあるものの、実験データに限ら
れる。企業は品質に関するデータを開示しない傾向にある。 

û コメやコムギの品質のデータがあれば活発な研究が可能であ
る。 

影響評価（Lobell氏） 

＜果樹、野菜＞ 
û 果樹は量と品質の両方の面で温暖化に非常にセンシティブだと
いうことが分かった。 

û チリングデグリー（Chilling degree）が重要だと考えられてきた
が、私が研究した限りでは、それほど重要ではないことが分か

った。 
û 果樹やチェリー、アーモンドについて、Flowering time（開花の
時期）の気温が大切だということが分かった。 
＜適応研究＞ 
û コムギの適応策について、高温耐性の品種の育成、植栽（Seasoning）
の時期をずらしたときの影響・効果等について研究を行っている。 

今後の研究課題 û 果樹（tree crop）について、今後 5 年ほどかけてメインの研究テー
マにしたい。 
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項目 内容 

気候モデル 

＜気候モデル＞ 
û その時にあるモデルすべてを使って影響評価を行っている。 
û どの気候モデルが優れているかについては、まだ実証されていな
い。 

＜ダウンスケーリング／バイアス補正法＞ 
û ダウンスケーリングの手法について、自分たちはそれほど洗練され
た手法は使っていない。 

û どのようなダウンスケーリング手法を用いるかは、モデルや使いた
いデータによってどの手法を用いるかが変わるのではないか。 

社会実装 

＜不確実性の伝え方＞ 
û 気候変動による影響について説明しなくてはいけないときは、例え
ば、温度が 1℃、2℃、3℃上がるとどうなるか、というように分か
りやすく説明している。 

＜効果的な伝え方／説明方法＞ 
û 可能性はあるが明白ではないことを政策立案者や政治家に説明を
する際に二つの方法を取っている： 

û 一つ目が、自分が分からない不確実なものを説明するときは、使う
言葉に気を付けて一貫性を保ちながら説明するようにしている。 

û 二つ目は、政策立案者に説明するときに重要なのは、彼らが関心を
持つことに的を絞って説明することにしている。 
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（2）スタンフォード大学での質疑 

 以下にスタンフォード大学での質疑に関する回答を示す。 

 
Ⅰ．米国における果樹、野菜の影響評価の状況について 

① 米国における果樹、野菜の影響評価の状況について 
û CIMSANS55という財団があり、特に果樹や野菜についての気候変動影響評価について

調査している。2015年 7月にカリフォルニア大学デービス校でモデリングのワークシ
ョップが開催された。（出席はしていないが、）果樹や野菜に対してどのような影響を

及ぼすか、またどういったモデルを使うかについて議論したようである。 
û 果樹や野菜の影響評価について、関連情報があるのではないかと思い色々と調べてみ
たが、米国において果樹や野菜について研究している人がすごく少ない事実に驚いて

いる。 
û Eike Luedeling博士 56が良い研究をされている。同氏は私よりも沢山の調査をされてお

り、チェリー、クルミ、他の種類のナッツの研究もされているようである。 
û この種のレポートや研究はあまり世に出ておらず、データ自体も限られている。その
ため、研究者も研究をしたくても思うようにできず、途中で断念してレポートを作成

できないでいるのではないかと思う。 
û 野菜に関してはデータが少ない。カリフォルニア州では果樹に関する影響ばかりに焦
点が当たってしまい、野菜に関する調査を怠ってきた感がある。 

û 野菜に関して言えば、温室で栽培しているところもあり、温室で栽培している場合は
温度に対して野菜がどう変化するか等のデータを得やすいのではないかと思う。 

û データは野菜や果樹だけではなく、家畜についても収集を行うべきだと思う。そうす
れば、データが不足している今の状況が改善すると考えている。 

û IPCCの経験から言うと、世界中から著名な人が集まって、今あるデータを用いて議論
をしようにもデータ自体があまりない。このため、折角世界中から集まったのに大き

な成果が得られなかった。もう少し昔からきちんとしたデータがあれば、参加者間で

様々な議論が行え、結果も異なったのではないかと思う。 

û コストがかからないのであれば、また日本政府が真剣に考えているならば、実験・実
証を更に拡充させていくべきだと思う。例えば、CO2レベルや温度が上がるとどのよう

な影響を果樹や野菜に及ぼすか等について検証を進めるべきだと思う。 
 

② 米国における果樹や野菜の影響評価における品質の検討について 
û カリフォルニア州では果樹や野菜についての品質に関するデータがない。 
û 果樹や野菜の品質に関する研究が何故行われなかったのか、ニーズがなかったからな
のかは分からない。ただし、品質に関する研究はもっと行われるべきだと思う。 
 

＜コメ＞ 

û コメの品質に興味はあるものの、品質に関するデータに関しては日本の方が良いデー
タがある一方で、米国はその点については遅れていると思う。 

û カリフォルニアでは品質に関するデータがない。 
 

＜コムギ＞ 

û コムギに関する品質のデータはあるが、実験データに限られている。温度を少し上げ
るとどういう影響が生じるか程度のデータしかない。 

                                                        
55 Center for Integrated Modeling for Sustainable Agriculture and Nutrition Security 
56 http://www.eikeluedeling.com/index.html 
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û 米国では民間企業は資金を提供して様々なデータを収集しているが、米国政府はそう
いったことは行っていない。そのためデータが殆ど公にならないという問題がある。 

û 企業は品質に関するデータを開示しない傾向にある。データが公に開示されれば、研
究も活発になると思うが、まだそういう状況には至っていない。 

û 逆に日本にそのようなデータがあれば、共有してもらえればもっと活発な研究ができ
ると思う。日本にはそういったデータはあるか。 

û （日本側）収量面については、農林水産省で市町村別にコムギ、ダイズや作物の統計
を取っており、何十年分のデータがある。品質については、コムギの場合も外観に関

するデータしかない。コムギに関しては、内部品質やタンパク質といった、外観では

分からない点が問題になっている。当該データは製粉会社しか持っておらず、基本的

には非公表のデータである。 
û これまで何度も民間企業に対してデータを提供してほしいとアプローチしたが、最後
には社内弁護士がすごくナーバスになり、データの公表は差し控えたいということに

なった。 
û コムギの品質に関するデータが日本にあれば共同研究したいと思う。 
 

Ⅱ．先生の果樹や野菜の研究の状況について 

① 果樹や野菜の影響評価に関する最新の研究成果／論文について 
û 果樹については、以前に勤務していた研究所では色々と研究を行っていたが、スタン
フォード大学に移ってからはほとんど行っていない。 

û 当該論文 57に関しては、どこからも資金援助がなかったため、個人的な興味として、
既存のデータを活用して研究を行い、論文を作成した。論文を作成している時に気づ

いたのが、米国ではこの点について研究している人がすごく少なかったことである。 

û 当該論文を作成する中で分かったことは、量と品質、両方の面で、果樹は温暖化に非
常にセンシティブだという点である。 

û 長い間、チリングデグリー（Chilling degree）が重要だと考えられてきた。それは確か
に重要ではあるが、私が研究した限りでは、それほど重要ではないことが分かった。 

û 果樹やチェリー、アーモンドについて、Flowering time（開花の時期）の気温が大切だ
ということが分かった。初夏の時期に気温が温かくなると、収量に対して非常にネガ

ティブな影響があることが分かった。一旦花が咲き、春の終わり頃から夏にかけて温

度が上がってしまうと、品質に影響があることが分かった。 

û アフリカのソルガムという穀物について、降水量と生産量の因果関係について調べた。
その結果、降水量が重要で、何日雨が降ったかという日数が重要なのではないという

ことが分かった。つまり、降雨日数は農作物の生産には大きな影響を及ぼしていない

ようである。 

û 衛星データを使用してグローバルな規模での収量について分析を行っている。また、
極端な気象現象があったときにシステムがどのように反応するのか、そして適応の戦

略が上手くいっているかについても研究している。 

û コムギの適応策について、高温耐性の品種の育成、植栽（Seasoning）の時期をずらし
たときの影響・効果等について研究を行っている。 

û 果樹（tree crop）について、今後 5年ほどかけてメインの研究テーマにしたいと思って
いる。 

 

② 影響評価を実施するに際する気候モデルの選択について 
û 特定の時期について影響調査をしたい場合は、その時にあるモデルすべてを使って影
響評価を行っている。そのため、なぜこれを 1 つ使うのか、といった明確な理由はな

                                                        
57 CALIFORNIA PERENNIAL CROPS IN A CHANGING CLIMATE, Lobell et al., 2009 
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い。 
û どの気候モデルが優れているかについては、実証がまだされていない。 
û 現実的な問題として、どのモデルを使用したらよいかという議論はあるが、私はあま
り重要視していない。 
 

③ 気候モデルを作成するに際してのダウンスケーリングやバイアス補正方法について 
û ダウンスケーリングの手法について、自分たちはそれほど洗練された手法は使ってい
ない。どのようなダウンスケーリング手法を用いるかは、モデルや使いたいデータに

よって変わるのではないか。 
û どのバイアス補正が良いかについては、あまり強い意見はない。 
 

Ⅲ．社会実装や自治体等との連携について 

① 影響評価結果を社会実装する取組みについて 
û 米国農務省やランド・グラント大学（カリフォルニア大学デービス校等）では適応策
に関する研究センターがあり、社会実装について様々な活動を行っているようである。

一方、スタンフォード大学は研究をメインに手掛けている。スタンフォード大学でも

適応策の研究をしているが、資金援助をもらって行っているわけではないため、それ

ほど活動ができていない。 
û 米国農務省はオフィスを適応策のハブとして活用して大学に展開している。 
 

② 影響評価結果における不確実性の見せ方、説明の仕方等について 
û 気候変動による影響について説明しなくてはいけないときは、非常にシンプルなシナ
リオに基づいて説明を行っている。例えば、温度が 1℃、2℃、3℃上がるとどうなるか、
というように分かりやすく説明している。 

û 可能性はあるが明白ではないことを政策立案者や政治家に説明をするのは非常に難し
い。その際に自分が取っている方法が二つある。 

û 一つ目は、自分が分からない不確実なものを説明するときは、使う言葉に気を付けて
一貫性を保ちながら説明するのが良いのではないかと思う。例えば、「Unlikely」とい
うことを表現する際も、レベルをいくつか分けて表現できるので、それを上手く使い

こなすことが大切なのではないかと思う。そうすることで、聴衆は分からないことは

分からないが、（内容に）合意はしやすくなるのではないかと思う。 
û 二つ目は、政策立案者に説明するときに重要なのは、様々なことを説明するのではな
く、彼らが関心を持つこと、つまり影響があることに的を絞って説明することだと思

う。例えば、「影響は 3%前後です」と伝えても、彼らはあまり興味を示してくれない。
「影響は 5%以上あります」と強く言うことで、政治家等の協力を得やすくなるのでは
ないかと思う。 

û 科学者の性格とエコノミストの性格を比較すると、エコノミストは物事を誇張して説
明する傾向がある。例えば、この対策を導入すれば雇用が増え、経済効果がある等、

自信を持って伝達しているから受け入れられやすい。一方、科学者は物事を説明する

際に慎重なアプローチ方法を取る傾向がある。きちんとしたデータとその奥にある原

因や裏付けがないと、エコノミストのようにはっきりとは主張しない。その結果、受

け入れられ難くなっているところがあるのではないかと思う。 
 
Ⅳ．温暖化による影響が出始めているという関心や現場の声について 

û 米国全体でいえば、東北地域ではリンゴが生産されており、消費者も最近は品質が以
前と異なることに気づき始めている。気候変動による影響の認識が高くなってきてい

るように思われる。 
û コムギについて、米国の生産者は気候変動に関して認識がないか、薄いように感じて
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いる。コムギの生産量は毎年大きく変動するので、実際にそれが気候変動の影響なの

かどうかを考えたくないと思っている節がある。最近は改善されつつあるが、生産者

は保守的であるため、気候変動に興味を示さない傾向にある。 
û 他の州も状況は恐らく同じだと思うが、カリフォルニアの状況を中心に言うと、気候
変動に関しても、自分たちは真剣に考えたくない、関係ないという態度を取っている。

しかし、こういった態度は、最近少しずつ変わりつつある。農家も最近気候が変化し

てきているのは感じているようである。特にチェリーの農家は非常に敏感に感じ取っ

ているようである。 
û 農家は「Climate change＝気候変動」ではなく、「Climate variability」という違った言葉
で表現し、それに対応したいと考えている。対応するためには今後どうしたらいいの

かということを知りたがっている。例えば、高温耐性の品種にはどういうものがある

かについて興味があるようである。 
û カリフォルニアは他の州とは違い、水資源への依存度が非常に大きくなっている。最
近も長期にわたって干ばつがあり、非常に深刻な問題となっている。水資源が少なく

なっていることを心配しており、また雪解け水の量も年々少なくなってきていること

を懸念事項として認識している。農家も早く何とか解決しないといけないと腰を上げ

ようとしている。ただし、水利用に関する規制に関しては、農家は反対の立場を取っ

ている。 
 
Ⅴ．日本の適応計画についてのコメント 

û （農業分野以外も含み重大性、緊急性、確信度に関する一覧表を提示） 
数多くの点について評価されていて非常に良いと思う。赤の丸の数が非常に多いので

驚いた。ただ、赤の丸が多いと優先順位付けが難しくなるのではないか。重大性につ

いては、日本において重大とみなされているのか、それとも取組みの重要性のことか

を明らかにする必要があるのではないか。 
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2.4 イスラエル・欧州 
2.4.1 イスラエル農業研究開発機構（ARO） 
（1）イスラエルの状況 

 国土の大部分が乾燥・半乾燥地域に属しており、近年、平均気温が上昇している。また、

30℃を超える極端に暑い日が 1981-2000よりも 1995-2009の期間で増加した。年間降水量は、

比較的降雨の多い沿岸地域、北部で概ね 400mm、南部で 100mm程度と少ない（図 2.4-1・

図 2.4-2）。したがって、農業用水の確保が必須となっており、節水技術（点滴灌水技術）

に根ざした農業が発展している。 

主な農産物は、バレイショ、トマト、パプリカ、ピーマン、グレープフルーツ、アボカド、

デーツ（なつめやし）、柿となっている。 

 2013年のイスラエルの総水使用量は 2,076百万 m3であり、1人当たり約 257 m3。水消費

量の約 25％は排水処理から供給され、主に農業分野で利用されている。残りの水需要のう

ち、25％が脱塩水によって供給されている。脱塩水製造はエネルギー集約的な水製造法であ

り、2007年から 2013年の間に 182％（123 百万 m3から 347百万 m3）増加した。 

 イスラエルの植林地は 2008 年から 2014 年にかけて 17%増加した。イスラエルは一世紀

前と比べ、樹木が増加した世界でも数少ない国の一つである。 

 

 

図 2.4-1 1981-2010年の降水量 
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1990-2010年の年平均降水量は 60億 m3。2011-2014年の平均降水量は 57.4億 m3で僅かに減

少している。 

図 2.4-2 イスラエルの年間降水量（単位：10億 m3
） 

出典：ISRAEL’S TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON  CLIMATE 
CHANGE (2015) 
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（2）AROでのヒアリング概要と特徴 

 ARO（Volcani センター）を訪問した。以下にヒアリングにより得られた知見について概

要と特徴を記載する。 

 

＜AROについて＞ 

AROの 6つの研究所は、植物科学、動物科学、植物保護、土壌、水及び環境科学、農業

工学、ポストハーベスト技術及び食品科学を担当している。 AROはまた、国内各地で 4つ

の研究所を運営しており、農産物や設備のテストセンターとしても機能している。 

 農業研究活動の全範囲をカバーしながら、特に乾燥地帯の農業に焦点を当て、世界最高水

準の農産物生産を達成できるようにしている。 

専門分野の中には以下の分野がある。 

• 乾燥した条件下での農業 

• 限界土壌における農業 

• 排水と海水を使用した灌漑 

• 保護された環境での作物栽培 

• 水不足の条件下での淡水養殖 

• 最新の害虫駆除法と収穫後の貯蔵方法の使用による農作物の損失の最小化 

• 世界の多くの地域にすでに存在し、将来的にさらに拡大する可能性のある悪条件に適した

作物や家畜の新たな系統の育種と開発 

 

表 2.4-1 ヒアリングの概要と特徴 
項目 内容 

国や地域の状況や

環境に関する認識 

＜現状＞ 
水不足が大きな問題となっており、農地の半分が灌漑農業を実施して

いる。汽水の利用、排水処理水や海水の淡水化で水不足を補っている。 
＜将来見通し＞ 
今後も水不足が予測されている。また、気候変動による極端な気象現

象の増加、気温や水量の大きな変化が予測されている。また、将来は

農業用水が増加することが見込まれている 

影響 

主として高温や干ばつ（水不足）による影響が現れている。イスラエ

ルにとって、ジャガイモやトマトは主要な野菜であり（表 2.4-2）、
これらの研究を実施している。 
＜水＞ 
水不足の土地柄であり（特に南部で水不足が深刻）、水供給システム

が構築されている（図 2.4-3）。 
＜コムギ＞ 
収量及び生産量は気温と降水量の状況によって大きく変化する。降水

のタイミングと雨量が要因となり、大きな変動が生じている。また気

温については、2月（開花から登熟期、気温の低い時期）に降雨日の



 146 

増減による影響を強く受ける。 
＜トマト＞ 
高温ストレスにより実がならない、種子が結実しない、形が小さいな

どの問題が生じている。 
＜ジャガイモ＞ 
１週間以上の熱波にさらされた場合は、生育しないなど生育障害が発

生している。 
表面の皮が粗くなるなどの病気が生じている。 
＜その他＞ 
リンゴ、ザクロにも裂果などの高温障害がみられる。 

適応（R&Dを含
む） 

＜方向性＞ 
緩和よりも適応に注力していく。発生頻度が高く、被害の小さい影響

に対する対策の優先度を高くしている。 
また、耐暑性などに関する特性の特定や品種開発のために、遺伝子レ

ベルの分子生物学的な研究、交配による伝統的な遺伝研究などを実施

している。 
収量だけでなく、品質の研究も実施している。 
＜水＞ 
将来、農業分野における水使用量が大幅に上昇すると予測されてお

り、イスラエルは排水処理（図 2.4-4）や海水の淡水化などに取組ん
でいる。 
＜コムギ＞ 
ARO では収量に与える気温と降水の関係を調査しており、その関係
を用いて将来の収量予測などが可能となっている。 
＜トマト＞ 
ARO では耐暑性の研究として、分子生物学的な手法を用いた遺伝子
レベルの研究や、耐暑性のある親系統を使った新品種の取組みなどを

実施している。 
＜ジャガイモ＞ 
ARO では遺伝子レベルで問題の根源がどこにあるのか判明させるた
め分子生理学的な実験も実施しており、高温になると有害物質（アル

カロイドなど）に関する遺伝子発現が低下することが分かった。 
肥料にカルシウムを混ぜた場合は、ジャガイモの表皮が滑らかになっ

た。 
＜病害虫＞ 
イスラエルでは、プラスチックやスクリーンを利用した低コストの病

害虫対策を実施している（図 2.4-5）。 

社会実装 

AROでは、生産者が栽培における選択に役に立つ情報として、気温、
蒸発、期待される収量や品質などの情報を提供している。また、農業

エクステンションサービスセンターが仲介役となり生産者に直接コ

ンタクトし、新しい技術に関する調査結果を現場に展開し、現場から

も結果を収集している。 
課題 節水対策の導入や水利用の効率改善があげられる。 
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表 2.4-2 農林水産物の生産量 

 

 主要な野菜は、ピーマン、ジャガイモ、トマト。柑橘類の果物やブドウが果物生産の最大部分

を占め、鶏肉が肉生産の多くを占めている。 

出典：ISRAEL’S TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON  CLIMATE 
CHANGE (2015) 
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図 2.4-3 Main Water Supply System 
出典：WATER AUTHORITY: Water Sector in Israel IWRM Model, 7th World Water Forum 2015 

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/2012/02-Israel%20Water%20Sector%20-%20I
WRM%20Model.pdf 

 

 

図 2.4-4 排水処理施設 
出典：イスラエル農務省 http://www.agri.gov.il/download/files/1612clim.pdf 
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図 2.4-5 スクリーン 
出典：イスラエル農務省 http://www.agri.gov.il/download/files/1612clim.pdf 
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（2）AROでの質疑応答 

 我々の質問に関する回答について以下に示す。 

 
 
Ⅰ．気候変動による農業分野への影響について 

①既に生じている作物への影響や、問題となっている現象について 

 

＜水に関する影響＞ 
û イスラエルでは水不足が大きな問題となっており、汽水、排水処理水などで水不足を
補いながら、農地の半分が灌漑農業を実施している（水資源局が水管理を実施）。今後

も水不足が予測されている。その状況のもと、節水対策の導入や水利用の効率改善が

課題となっている。気候変動による極端な気象現象の増加により、強雨による土壌浸

食、汽水の利用増加を予測している。 
 
＜コムギに関する影響＞ 
û コムギは気候の影響を受けやすく、収量及び生産量は気温と降水の状況によって大き
く変化する。特に降水（のタイミングと雨量）が要因となって大きな変動が生じる。 

û 生産量の地域・年次間分布に気温と降水量が関係しており、その関係性を用いて調査
に使用している。将来は気候変動により気温、水量が大きく変化すると予測されてい

るため、生産に大きな影響が生じると考えている。 
û 主要な生産地が 3 つあり、南部の方が水不足で生産が難しい。また昨年は北部で干ば
つが発生し、コムギの生産が大きく落ち込んだ。今後年間 73,000 トンもの生産が落ち
てしまうかもしれないとの予測がある。 

û 2月（開花から登熟期の気温の低い時期）に降雨日の増減による影響を強く受ける。 
 
＜トマトに関する影響＞ 
û 市場に出回る量が不足するなどの影響が生じている。 
û 高温に関する影響について 32℃（日中）、23～25℃（夜）の中で調査している。32℃以
上では熱ストレスにより高温で実がならない事例が発生している。また、イスラエル

では温室で栽培されているため高温となる傾向があり、種子が結実しないことや形状

の異常（大きくならないなど）の問題が生じている。 
û 収量だけでなく品質にも影響が生じる。 
 
＜ジャガイモに関する影響＞ 
û １週間以上の熱ストレスがあると、ジャガイモが育たない（１週間以内の熱波であれ
ばそれほど問題ではない）。 

û 表皮が粗くなる、白っぽくなる、剥けてくる病気がある。 
 
＜その他果樹に関する影響＞ 
û リンゴ、ザクロが高温になると裂果するため、これらの研究も実施している。 
 
 
②特にどのような作物の影響に対して対策が重要となっているか。 
 
＜コムギに関する対策＞ 
û コムギの生産は水と気温の影響を受けやすく、どういった対策が必要か、我々の知見
を使って気候変動の対策を立てていくことが重要である。 
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＜トマトに関する対策＞ 
û 対策に関する R&Dの中で 2つの問題が生じている。１つ目は、トマトの開発において
プロセスがセンシティブなため、問題の所在を正確に把握することが難しいこと。2つ
目は高温に対して（耐性）適応できる品種を育てようとしているが、受精が高温に敏

感（高温で花粉に異常が生じる）ため、花粉管がうまく伸びずに受精ができないこと

である。受粉をモニタリング（発芽している花粉、活性のある花粉、活性のない花粉）

することは問題の所在を特定することに役立つ。 
 
＜ジャガイモに関する対策＞ 
û 消費者受けの見かけが良いものなど品質に関する調査を実施している。 
û ジャガイモは温度の低い地域で生産される。気温上昇により収量の減少が予想される。
世界人口が増加するなかで生産量を増やさなければならないだろう。暖かい気候の中

でも生産できるようにしておかなければ、我々にとって脅威となる。 
û ジャガイモの表皮が重要であり、コルクのような組織を有し、そこで水分を保持し、
病原菌の感染、ソラニンにより青くなることを防ぐ。良い表皮は貯蔵やマーケティン

グとしても有効である。 
 
＜土壌・水に関する対策＞ 
û 気候変動は大きな問題であり、将来使用可能な水量、農業用水に影響が生じる。将来
は農業用水が家庭利用水の量を上回ると予測されており、排水処理水を使わなければ

農業用水を満たすことができない。 
û 海水の淡水化（国民使用水量の 1/3を賄う）に多額の金額を費やしている。 
 
 
Ⅱ．農林水産分野における適応策／計画の推進に関する状況 

①方向性について 

û イスラエルでは緩和より適応に注力していきたい。 
û 発生する可能性が高く、損害が低い事象にフォーカスして対応していく。損害は大き
いが発生する可能性が低いものについては R&Dを進めていく。 

 
②普及活動について 

û 生産者が栽培品種や耕作法の選択時に役立つ情報として、気温、蒸発量、期待される
収量や品質などの情報を提供している。 

û 農業エクステンションサービスセンターが仲介役として機能している。生産者に直接
コンタクトして、新しい技術について現場に展開して、結果を現場から収集している。 

 
 
Ⅲ．ジャガイモ、トマトの適応策の具体的な取組みについて 
 
①トマトに関する適応策の取組み 

û イスラエルの予算及び EUのプロジェクトの資金を用いて研究している。 
û 耐性に関するメカニズムを研究しており、加熱により発現した遺伝子を網羅的に調べ、
どの形質が耐熱性に寄与しているか（何番目の染色体のどの部分に耐暑性 QTLがある
か）を探り当てる研究である。適度な熱処理をしておくと、開花期の高温に耐性がで

きるようだ。QTLは 3番目の染色体にあるようだということが分かった。 
û また、果実の種子の数を支配する遺伝子があるようだ。花粉の活性に関しては 11番目
の染色体のある位置に、それを支配する遺伝子があるようだということが分かった。 

û 遺伝的に耐暑性の強い親系統を使った新品種の取組みも実施している。 
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②ジャガイモに関する適応策の取組み 

û 表皮が粗くなる、白っぽくなる、剥けてくる病気があり、肥料にカルシウムを混ぜた
場合は、表皮がなめらかになった。カリウムとカルシウムの相乗効果も認められる。 

û 遺伝子レベルでどういった反応を起こすか。問題の根源がどこにあるのか判明させる
ため分子生理学のテストも実施している。高温になると有害物質に関する遺伝子発現

が低下する。 
 
③気候変動が水に及ぼす影響や水管理に関する適応策の具体的な取組み 

û イスラエルは厳しい気候環境である。今でこそ世界は適応という言葉を使っているが、
長年にわたり節水に関する研究をしてきた。 

û 特に灌漑で使用する水の効率改善を目的として、政府・省庁はツールを開発し技術の
シミュレーションを推奨してきた。排水処理や様々なプラントで利用可能であり、肥

料の量や GHGの削減、河川や海の汚染の削減などにメリットがあるが、高コスト、土
壌構造に影響、地下水汚染などのデメリットもある。 

û 水使用量を節約するために、スクリーン等で保護された栽培方法を実施している。プ
ラスチックや虫除けスクリーンを使うため低コストである。ICTでコントロールするこ
とで窓の開閉を考えている。 

 
 
Ⅳ．農林水産分野の適応策の取組みに関するその他の情報 

①その他の適応策に関する取組み 

û 牛舎の冷却がある。また、家畜の飼料穀物や牧草類はほぼ輸入しているため、気候変
動の影響を受けやすく、脆弱性が高い分野である。 

û 適応策 R&D の内容は、育種（フルーツ・野菜が対象）、水の効率改善、土壌の保全技
術、植物の保護、エネルギー使用効率改善、農業システムにおける生物多様性のモニ

タリング、遺伝子バンク、畜産における熱ストレスの減少などである。 
û ザクロ、ブドウ、バナナやモモなど 10%以下のフルーツに対して温室栽培が行われて
いる。蒸発が減少し、灌漑量を削減することができている。 

û バナナの収量が増加している。灌漑の割合が減少してきている。1960 年以降テクノロ
ジーが導入されたが、最近のテクノロジーはプラスチックやスクリーンである。 

û ワイン用のブドウについては、温度をコントロールすることで味も品質も良いものが
とれる。 

 
②適応策の取組みについてグッドプラクティス 

û 政策や R&D、予算についてノーリグレット（気候変動が起きない場合でも費用効果の
高い有効な適応策）の観点で優先順位をつけようとしている 

û 果樹園でネットを使うことにより、品質・収量向上、水も節約する。 
û 虫除けの網については革新的な技術を利用しており、非常に好評。ピーマン、ハーブ
を栽培でき、さらにトマトを砂漠でも栽培できる。 

 
 
③適応策の今後の方向性 

û 適応に関する研究と開発、技術改善をしていきたい。 
û 蒸発量が増えると予想し、これらの研究にも注力したい。灌漑を使った農業について
も調査をしていく。水のバランスや水価格に係る問題のため慎重に研究したい。 

û エネルギー需要が高まり、輸入飼料の値段も高まると予測している。自然災害の保険
に関する法律があり、保険やそのコストへの影響が大きくなると予測している。 
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Ⅴ農林水産分野における気候変動の活用＆企業と連携した取組み 

①気候変動を活用した取組み 
û パパイヤ、マンゴー、ライチ、バナナ、ナシ、チェリー、リンゴなどさまざまなフル
ーツがとれる。死海周辺は湿度が高く、野菜やフルーツなど既にバラエティーに富ん

でいる。揚水など大量に水が必要になり、コストもかかるため、拡大する見込みはな

いのではと考えている。 
 
②ICTや AI、IoTを活用した取組み事例 
û リモートセンシングや精密農業が、民間で使われている。 
 
Ⅵ．影響評価の状況について 

û コムギの成長モデル（Gilatで開発）、プラントに関する 2つのモデルがある。この 2つ
を統合させようとしている。様々なシナリオを用いて研究しようとしている。 

û 温度と降水量による影響の研究。降水を変化させた際のコムギやバイオマス収量への
影響について研究している。何日雨が降るかということとコムギの収量を調べたとこ

ろ 2月に影響が大きかった。 
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2.4.2 イスラエル ARO Gilatセンター 
（1）Gilatセンターでのヒアリング概要と特徴 

 AROの Gilatセンターを訪問した。以下にヒアリングにより得られた知見について概要と

特徴を記載する。 

 

＜Gilatセンターについて＞ 

 Gilatセンターでは、以下のビジョンと目標を掲げ活動している。 

◯ビジョン 

乾燥地帯及び半乾燥地帯における持続可能な農業に関する課題の解決 

◯目標 

①環境を保護しながら農産物の収量と品質を向上させるための知識、技術、製品を開発 

②半乾燥した環境における農業の共同研究 

③気候変動、水質及び水の利用可能性、砂漠化及び土壌劣化などの現在及び将来の危機に対

する解決策の開発 

④半乾燥した環境での農業研究における国際協力の開始と開発 

⑤Negevの中等・高等教育機関の学生プロジェクトと協力して、乾燥地と半乾燥地における

農業研究のために次世代に対する訓練を実施 

 

表 2.4-3 ヒアリングの概要と特徴 
項目 内容 

国や地域の状況や

環境に関する認識 

イスラエルでは厳しい気候の中、様々な作物を栽培してきた。そのた

め気候変動について他国ほどセンシティブには考えていない傾向が

ある。Gilat 地域では気温上昇とその影響をあまり感じないが、降水
量のパターンが変化してきていることは気候変動の影響かもしれな

いと考えている。 

影響 

気候変動に焦点を当てて取組んでいるわけではない。将来の影響評価

などは Volcani センターで実施している。 
＜害虫＞ 
他国から飛来・侵入して一時的な増加減少が見られるが、一定のパタ

ーンはない。農作物への直接的な被害よりも、輸出時の植物検疫を通

過できない恐れがあることを懸念している。 

適応（R&Dを含
む） 

＜方向性＞ 
Gilat センターはイスラエルの気候の中で、高品質の生産物を栽培す
るために研究を実施している。生産者は高収益が期待できる作物を栽

培する。新たな問題が発生した時は、Gilat センターで分野横断的に
関係者が協力して解決策を検討している。 
＜害虫＞ 
スクリーン等を使用しているが、害虫防御だけでなく、日射の緩和や

節水も大きな目的となっている。また、一部の果樹では雹からの保護

として利用するなど、複数の利益（害虫対策、日射、雹などの緩和）
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項目 内容 
を目的とした使用が増加している。 
害虫の侵入を未然に防ぐため検疫に力をいれることも必要と感じる。 
＜アボカド＞ 
高品質の作物を収穫するために栽培、採取、保存に関する研究を進め

ている。栽培については塩分や酸素、養分、品種、市場等に対する研

究を実施。塩分耐性の強いインドネシア品種をもとに改良が加えられ

ている。 
＜農業の 2大技術＞ 
ドリップ式灌漑（図 2.4-6、図 2.4-7）と低質の水を利用して灌漑を
行う技術。水不足の土地柄であるが農業には大量の水が必要なため、

塩分を含んだ水やリサイクルした水を利用している。かつて果樹の含

有ナトリウムが基準値を超えたが、現在は問題ないレベルとなってい

る。水と土壌に関するモニタリングを政府は継続的に実施すべきであ

る。 

社会実装 

研究だけでなく、生産者とコミュニケ―ションを取ることも重要と考

えている。また、生産者と容易にコミュニケーションを取りやすい環

境にある。 
＜生産者の意識＞ 
メディアやネットなども利用して情報を収集し、研究論文等も読み込

んで Gilatセンターの研究者に質問するなど知識欲の旺盛な生産者が
多い。 
＜生産者とのかかわり方＞ 
Gilat センターでは生産者と良好なネットワークを築き、問題点を突
き詰め、解決案を提案している。他に、農業エクステンションサービ

スセンターでも生産者とのネットワークを有し、生産者の意見を聞

き、生産者の農場で実験を行っている。結果は Gilatセンターで分析
を行っている。生産者も気軽に Gilatセンターに立ち寄ることができ、
コミュニケーションをしっかりとることができる。また、研究者も生

産者の質問に回答しようと、精力的に研究調査を行っており、相乗効

果が生まれている。定期的にセミナーを開催している。 

企業との連携 
主に農薬に関する研究プロジェクトで民間企業と協力している。政府

系機関と民間企業が一体となって重要な課題に取り組むことは大切

だと思う。 

ICTの活用 
イスラエルでは費用対効果を鑑みてリモートセンシングなどの先進

的な技術を導入している。灌漑についてもコンピューターによる管理

を導入している。 

課題 

生産者が栽培などの方法を変えたいと思っても、多大な時間を要する

こともある。時間がかかればその間に大きな影響を受けることもあ

り、迅速に対応することが必要。 
情報や知識の伝達は民間主導ではなく政府主導で行うべきである。 
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図 2.4-6 ドリップ（点滴）灌漑 
出典：Water Authority 提供資料 

 

 

図 2.4-7 小規模なドリップ（点滴）灌漑の模式図 
出典：Dov Sitton, Advanced Agriculture as a Tool Against Desertification,Israel Ministry of Foreign 

Affairs, 2000 
http://mfa.gov.il/MFA/InnovativeIsrael/AboutIsrael/Spotlight/Pages/Advanced%20Agriculture%20as%20
a%20Tool%20Against%20Desertifica.aspx 
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（2）Gilatセンターでの質疑応答 

 我々の質問に関する回答について以下に示す。 

 
 
Ⅰ．気候変動による農業分野への影響について 

①既に生じている作物への影響や、問題となっている現象について 

û 気候変動の影響は他国に比べ小さい方だと思われる。イスラエルは既に非常に厳しい
気候の中、様々な作物を栽培しているため、その知見を得るため他国から視察に訪れ

る。気候変動により気温が上昇し乾燥していく中、世界と共有できる知識や知恵を蓄

積している。 
û イスラエルは厳しい気候に晒されているため、農業に関するモデルが既に作成されて
いる。これは他国が適応策を検討する際に興味深いのかもしれない。 

 
＜生産者の感覚＞ 
û この地域に限った話では、気温上昇はあまり感じられない。ただ降水量のパターンが
変化してきており、これは気候変動の影響かもしれない。また干ばつ期間の長期化、

冬の寒冷期間の長期化、嵐の強度・頻度の増大等の変化は生じている。 
û 生産者は開花時期や果物の熟成時期がずれていることを感じ取っている。一定のパタ
ーンがあるわけではないが、高温期と低温期が安定しない等、具体的な変化を感じ取

っている。特に柑橘類の果物を栽培している農家からそのような声が聞かれる。 
 

 

②特にどのような作物の影響に対して対策が重要となっているか。 

û 他国と比べて気候変動についてセンシティブには考えていない傾向がある。イスラエ
ルの農業については、例えばドリップ式灌漑を行い、肥料の散布も定期的に実施、そ

の他必要な作業・措置も着実に行っている。また集約的に作物を栽培する取組みも行

っている。 
 
＜病害虫＞ 
û 他国から飛来・侵入して一時的に増減している。ただし、一定の決まったパターンは
ないようだ。害虫侵入が発生した場合、農作物への被害も無視できないが、他国に輸

出する際の植物検疫で不合格となる恐れがある方が深刻な問題ではないかと思う。気

候変動により気温が上昇した場合、害虫の悪影響が拡大する恐れがあるため、それを

未然に防ぐ検疫等に力を入れないといけないと思う。 
û 害虫による影響以外にも、一部の地域では日射から作物を保護するためにスクリーン
を使用しているが、実質は節水が大きな目的である。また、地域によっては雹からも

作物（主にモモなどの果樹に使用）を保護できる。最近はこのように複数の利益を目

的とした使用が増加した。 
 

 

Ⅱ．農林水産分野における適応策の推進に関する状況 

①普及活動について 

û Gilat センターは生産者と非常に良好なネットワークを築いている。どのような問題が
あるのかを突き止め、その問題の解決案を立案している。この他に、農業エクステン

ションサービスセンターも隣のビルにあり、そのネットワークを通じて生産者の意見

を聞き、生産者の農場で様々な実験を行っている。実験結果については当研究所が分
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析を行っている。他にも AROには 4つの R&Dセンターがあり、それらも生産者とネ
ットワークを有しており、様々な意見を聞きながら研究を進めている。 

û 生産者の中には高学歴者もおり、コミュニケーションは取りやすい一方で、厳しい質
問を受けることもある。また生産者はメディアやインターネットも利用しており、メ

ディアで見聞した情報に関する質問を受けることも多々ある。 
û イスラエルは小さな国のため、生産者とのコミュニケーションが容易なのかもしれな
い。ただし蓄積している知識量は十分だとは言えない。生産者は文献を読んで様々な

質問をしてくるため、知識欲が旺盛な生産者に対応できるようにしておかなければな

らないと考えている。また農業という分野は簡単に解が出る分野ではないため、当セ

ンターの方でもしっかりと研究や調査を行った上で寄せられた質問に回答したいと思

っている。農業エクステンションサービスセンターも生産者としっかりと意思疎通を

取るようにしているため、Gilat センターと農業エクステンションサービスセンターが
協働して組織的な知識の伝達・サービスの提供を行うようにしている。 

û 定期的にセミナーを開催しており、Q&Aセッションの時間を設けている。また、セミ
ナー開催時に限らず、当センターは誰に対しても常時門戸を開いており、生産者側で

質問があればいつでも来て質問ができる体制を整えている。それは、当センターが研

究だけではなく、生産者とコミュニケーションを取ることも大事だと考えていること

の一つの表れだと思う。 
û またイスラエルには Growers’ Organizationという生産者の団体があり、ここから資金
の提供を受けて研究を実施している。 

û 新しい方法を採用することを提案した場合、昔から継承した方法の変更に対し抵抗が
少ない。むしろ、新しい技術を歓迎している。伝来の方法や慣習の影響が小さいため、

新しい技術や方法を抵抗なく受け入れられる素地があるのだろうと思う。また教育レ

ベルも高いため、農家の質が高いことも関係している。 
 

②大学や他研究機関との連携 

û 新しい作物の育成で何らかの問題が発生したときは、Gilatセンターは 14の科学者のグ
ループの中から関係者が協力して解決に当たるようにしている。ホホバ・オイル（砂

漠に適した作物）を生産するプロジェクトの際には、灌漑や肥料そして害虫の問題が

発生したため、生理学者も協力し、ともに解決した。 
û 国際的な活動については様々なコースがあり、世界各地から学生（最近は中国、イン
ド、カナダ、ケニアやエチオピア等）が当研究所に勉強にきている。地域プロジェク

トとしては、ヨルダンやパレスチナとの共同プロジェクトも実施した。 
 

 

Ⅲ．農林水産分野における適応策の推進に関する課題 

①策定された適応策を普及する際の課題 

û 生産者が方法を変えたいと思っても、方法を変更するには多大な時間がかかってしま
うということもある。農業は彼らの収入源であるため、方法の変更に例えば 5 年を要
すると、非常に大きな影響を受けてしまう。 

û 情報伝達に関しては、政府が主導して行うべきだと思う。他国では民間企業が主導す
るケースもあるようだが、企業の視点から見た有益な情報伝達に終始している。情報

や知識の伝達は民間主導ではなく、政府主導で行うべきだと思う。 
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Ⅳ．アボカドの適応策に関する具体的な取組みについて 
 

Gilat センターは気候変動問題に直接的に取組んでいない。イスラエルの気候の中で高品
質な農作物を栽培するための研究に焦点を当てている。 
 

①アボカドの適応策に関する取組み 

û 最高品質のものを栽培、採取、保存するための方法について研究を行っている。また
アボカドの栽培について、塩分や酸素、養分、品種、市場等に対する研究も行われて

いる。イスラエルはアボカドについて経済的に非常に成功した国なのではないか。乾

燥した気候でも数多くの作物を栽培することに成功しているため、適応に関するモデ

ルケースとして他国からの視察を受けている。 
 
②アボカドの改良等の経緯 

û 有機栽培を行っているが、それはニッチな市場。一般的には農薬を使用している。 
û アボカドは作物として面白く、熱帯雨林気候や亜熱帯気候でも育つ適応力の高い作物
（品種や栽培法にもよると思う）。イスラエルはアボカドの生産量が非常に多く、固有

の品種も開発している。 
û アボカドの品種やその組み合わせについては研究開発が盛んな分野で、今後も引き続
き研究開発が進められていくと考えられる。品種の起源については、メキシコ原産で

はなく、塩分への耐性が強いインドネシアの品種を元に改良が加えられている。 
û ここで言う組み合わせは、台木（Rootstock）を使った接ぎ木（Grafting）のことを指し
ている。アボカドの地下部と地上部を接ぎ木するが、根が強い品種に収量が高い品種

を組み合わせることで、より望ましい品種を開発している。 
 
 
③気候変動が水に及ぼす影響や水管理に関する適応策の具体的な取組み 

û イスラエルの農業を特徴づける技術が 2つある。1つはドリップ式灌漑で、もう一つが、
低質の水を利用して灌漑を行うことができる技術。2点目の背景には恒常的な水不足に
悩まされている一方、作物を栽培するには大量の水を要するという状況がある。その

対策として、例えば塩分を含んだ水や、排水をリサイクルした水を利用している。 
û リサイクルした水の利用により、以前、柑橘類に悪影響が発生した。果樹に塩分が入
り込み、ナトリウムのレベルが FDAの基準値とイスラエルの基準値の両方を超過して
しまい、人々の健康に害が及ぶと危惧された。そこで、この後イスラエルが国家とし

て、塩分濃度の高い水（海水）を蒸発させて使用する方法に取組んだ。この手法は 8
年前から取り入れられ、塩分濃度の低い水を生成することに成功した。その水分を調

査したところ、塩化物（Chloride）が 30％減少し、ナトリウムも 30％減少、さらにマ
グネシウムのレベルも低下するなど好ましい結果が得られた。 

û 政府は継続的に水と土壌のモニタリングを行うことが対策として大切だと思う。 
û イスラエルでは水は無料ではなく、有料という認識が根底にある。農業用水も、飲料
水も有料。脱塩処理した水は地下水よりも高価。ただ、高品質の水に関しては政府か

ら 1 ㎥当たり 50セントが補助金として助成される。水の値段には更に輸送費が上乗せ
されるが、その輸送費には補助金は支出されていない。（脱塩処理した水でも地下水で

も）結局、イスラエルでは水は安いものではない。  
û 灌漑用の水の割合は 50％が淡水（Fresh water。脱塩水を含む）、14％が汽水（brackish 

water）、そして排水を処理した水が 32％を占める。 
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Ⅴ．農林水産分野における気候変動の活用＆企業と連携した研究 

①企業との連携による適応策の研究事例 

û 2年前にイスラエルの ICLという化学会社・農薬製造会社と 8年間に及ぶ（研究開発）
契約を締結し、主に農薬に関する研究プロジェクトで協力している。プロジェクト数

は年々増加し、今では 16のプロジェクトを同社と協働して推進している。また当セン
ターのような政府機関と民間企業が一体となって重要な課題に取り組むことは大切だ

と思う。 
 
②GMOに関する状況 

û 研究（乾燥地域で育つ柑橘類の研究等）は行われているが、我々の取引先である欧州
との関係において、センシティブな問題であるため（欧州では遺伝子組み換え作物に

抵抗がある消費者が多い）、まだ準備段階である。農家も遺伝子組み換え作物を栽培す

る用意はできていない。 
 

③ICTや AI、IoTを活用した研究事例 
û 様々な技術を活用する取組みを行い、例えばリモートセンシングなど先進的な技術を
取り入れている。農家も金額面で工面できればその技術を使用することにやぶさかで

はないだろうと思う。ただ農家もあくまで農業をビジネスとして捉えているため、ポ

イントは収益面でプラスの効果が期待できるかではないかと思う。 
û 生産者はコンピューターやコントローラー等を使い慣れており、灌漑についてはコン
ピューターによる管理も導入しており、情報リテラシーは高いと思う。その他にもド

ローンを使った空撮やイメージングで取得できるデータを活用する選択肢もある。一

般的にテクノロジーの方が研究者の知識・技術よりも進歩しているため、肥料や灌漑

の場面でそれを実際にどう駆使していくかをしっかりと見据えていかねばならないと

思う。いずれにせよ、生産者は新規技術の取り入れに関してオープンである。 
 

 

Ⅵ．影響評価の状況について 

û 収量の予測や適応等について、直接取り扱っていない。そのような問題はイスラエル
農務省が担当している。 
 

①収量の予測について 

û 収量の予測については、生産者と協力する形で生産者の農場で行っている。Gilat セン
ターなどで研究してしまうと研究結果が生産者にすぐに伝わらないという問題がある

ため、実際の農場で実地の研究や実験を行っている。 
 

②品質への対応について 

û 例えば柑橘類の場合は市場で質が重視されるため、可能な限り高品質な品目を栽培・
出荷するようにしている。イスラエルの輸出品目には、ジャガイモ、マンダリン（柑

橘類）、フレッシュのハーブ等がある。冬季でも温暖で冬野菜が収穫できるため、ピー

マン、トマト、ピーナッツやセロリも欧州に向けて出荷している。 
 

Ⅶ．その他 

・Gilatセンターでは畜産の研究を実施していない。Volcaniセンターではトリ、牛などを対
象に研究を実施している。 
・（日本での亜熱帯果樹栽培における）最低気温の問題についても研究していない。 
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2.4.3 イスラエル水資源局 
（1）イスラエル水資源局におけるヒアリング概要と特徴 

＜イスラエル水資源局について＞ 

 イスラエル水資源局は、イスラエルの水利用の管理、運用、

開発を担当している、政府の行政部門である。天然水資源の

保全、再生、新たな水資源の開発等を通じ、水の消費者と生

産者にとって高品質で信頼できる上水道及び下水道サービスを提供し、イスラエル国民の持

続的な福祉の向上を目指している。 

 

＜ヒアリングの概要と特徴＞ 

 イスラエル水資源局（water authority）を訪問した。以下にヒアリングにより得られた知

見について概要と特徴を記載する。 

表 2.4-4 ヒアリングの概要と特徴 
項目 内容 

国や地域の状況や

環境に関する認識 

地中海や砂漠に近く、気候変動の影響を大きく受ける地域である。 
イスラエルでは近年深刻な干ばつが頻繁に発生している。特に北部の

地域が大きく影響を受けている。さらに 2013年、2014年と洪水と干
ばつが同時に発生した。また、自然災害の件数が近年増加している。 

気候変動予測等 

リアルタイム（一日 6回更新）で洪水予測（図 2.4-8）を行っており、
洪水予測の結果は対象地域の警察や消防署にも通知される仕組みと

なっている。また森林や農業形態も徐々に変化しているため土地利用

の予測や、水資源や水文学に関する予測も実施するなど数多くのモデ

リングツールを使用している。 
テルアビブで 2～3年前に発生した洪水被害が契機となり、モデルを
作らなければならないとの意識が強まった。 

渇水対策 

＜渇水予測＞ 
渇水予測は欧州の研究機関と研究を行っており、今後干ばつの頻度と

程度も増大することが予測されている。 
＜対策＞ 
2008 年にかつてない水危機が発生したが、干ばつに加えて除塩処理
施設が稼働していなかったことも要因。テレビを通じた節水と水道料

金の引き上げの 2 つの施策により水需要をコントロールできた（図 
2.4-9）。 
現在は除塩処理施設が設置されたため、汽水や排水処理水等の活用が

行われている。 
将来的な灌漑用・農業用水の使用量が増加することを考慮し、気候変

動予測に基づいて計画が策定されている。 
＜農業＞ 
国土の大半が乾燥しており、農業経営には灌漑が不可欠となってい

る。水と土地の質や効率を改善することが有効な対策である。 
高い農業生産性を誇っているが、水処理技術で他国をリードしている

ことが主な理由で、例えば、塩分の高いかん水は処理した上で農業用

水に供される。 
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項目 内容 
農業生産量は年々増加している。節水するために農業ではドリップ式

灌漑を採用している（図 2.4-6、図 2.4-7）。必要な部分に必要な量だ
けの水等を供給するシステム。イスラエルは節水技術に関して世界一

の技術力を有する（図 2.4-10）。 

水管理に関する 
技術や研究 

農業用水のほとんど（85～90%）は処理された水、汽水性の水が使用
されている。リサイクルされた水は品質がよく安全性についても問題

になったことはない。 
イスラエルでは節水、水使用効率の向上、井戸掘削、水質の浄化・改

善、排水能力や処理能力の向上に力を入れて、水需要を満たそうとし

ている。5つの大型の除塩処理プラントが稼働している（図 2.4-11）。 
イスラエルでは様々な災害に見舞われたが、様々な技術を駆使して対

応してきており、国民はそれほど負担を感じなかったのではないか。 
水管理について、経済的な価値を考慮することも大切だが、水資源は

限りがあるため、持続可能な方法で実行することも大切。 

将来懸念している

気候変動・影響 

水不足と水の品質（低下）が一番の脅威であり、品質については塩分

濃度の上昇も問題になっている。 
洪水と干ばつでとりわけ干ばつが深刻な問題であり、湖や帯水層に浸

透する水量の低下も問題になっている 
また、異常気象による極端な寒暖の差も問題となっている。 
イスラエルでは灌漑の技術を含め高度な技術を駆使するなど様々な

ソリューションを通して対応していく。 
 

 
図 2.4-8 洪水予測システム 
出典：Water Authority提供資料 
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図 2.4-9 総水供給量及び一人当たり水供給量 

 
※近年、イスラエルの総水使用量は概ね安定しており、2013 年には 2,076 百万立方メート
ルとなっている。一方で 1 人当りの水使用量は 2007 年から 2009 年にかけて大幅に減少し
た。この削減は、イスラエル水道局が 2008年に開始した全国的なマルチメディア意識向上
キャンペーンに関連している可能性が高い。目標は、イスラエルの水資源の深刻な枯渇を

強調して、水の消費を減らすよう市民に説得することであった。キャンペーンは、テレビ、

ラジオ、新聞、インターネットを通じて市民に届いた。なお、現在キャンペーンは終了し

ているにもかかわらず、保全の精神が喚起され、国民は節水し続けている。 
水供給の約 25％はリサイクル水であり、その大部分は農業で使用されている。残りの供給
のうち、50％が地下水、25％が地表水、25％が淡水化である。イスラエルは水リサイクル
の世界的リーダーであり、最近リサイクル率 75％を達成した。 
出典：ISRAEL’S TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON  CLIMATE 

CHANGE (2015) 
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図 2.4-10 農業分野における水消費量 
出典：Water Authority提供資料 

 

図 2.4-11 海水淡水化施設と生産量 
出典：Water Authority提供資料 
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（2）イスラエル水資源局での質疑応答 

 我々の質問に関する回答について以下に示す。 

 
Ⅰ．降水に関する気候変動予測の実施状況 

＜洪水予測等＞ 
û イスラエルでは、リアルタイムで洪水予測を行っている（ダウンスケーリングも実施）。
また土地利用（森林や農業）形態も徐々に変化しているためその予測や、水資源や水

文学の予測を行っている。 
û 最近イスラエルでは、水量が減少している一方、自然災害の件数が増加しており、2006
年では 2件であったものが年々増加してきている（2013年と 2014年には 2年連続で洪
水と深刻な干ばつが同時に起こった）。 

û テルアビブで 2～3年前に発生した洪水災害が契機となり、我々もしっかりとした（洪
水予測）モデルを作成しなければならないという意識が強まった。 

û 水源のモデリング等については、米国のモデルや欧州のモデルも使用している。統合
ツールについては、イスラエルが独自に開発した「Rain Converter」を使用しており、
他にも他国やイスラエルで独自に開発したものを含め、数多くのモデリングツールを

使用している。 
û Weather Research Forecast (WRF)と呼ばれるモデルを洪水予測に用い、降水量や蒸発量、
土地の利用等を勘案し、水の流れる方向（地下に潜る等）を予測している。洪水予測

は 3 日後の予測ができ、川の流れの予測も含まれている。既にオンラインで使用され
ており非常に効率が高いツールである。1日に 6回更新が行われ、赤色になると洪水が
発生する恐れがあることを知らせる注意報・警報が SMSやアラート等を通じて発出さ
れ、対象地域の警察や消防署にも通知される。季節毎の洪水量の予測はイスラエルで

も重要だと見なされている。 
 

 

Ⅱ．渇水に対して講じられている対策 

＜状況について＞ 

û 近年は深刻な干ばつが頻繁に発生していることが分かる。去年は過去 100 年の間で最
も干ばつがひどい年であった（今年もひどい干ばつに見舞われた）。 

û 水資源局では干ばつが単発であれば問題なく対応できるが、最近のように毎年連続し
て発生すると、農業用水の確保など対応に追われてしまう。  

û 降水量の減少については、イスラエル北部の地域が最も影響を受けている。キネレッ
ト湖はイスラエルで最も重要な水資源だが（ヘルモン山という山が北部のゴラン高原

にあり、そこの雪解け水や雨の水がキネレット湖に流れ込む）、最近降水量が著しく低

下してきており、湖に流れ込む流量が 10年前から既に減少し始めている。 
û 表面水に関して（イスラエルにはあまり川がないが）、流出量が年々減少してきている。 
û 水道料・水使用料について、欧州では料金が高騰しているが、イスラエルの場合は 2013
年の料金と 2015年の料金を比較した場合、後者が低下している。その理由は主に 2つ
あり、一つは水の消費効率が向上したこと、そしてもう一つは石油価格が下落したこ

とによると考えている。 
 
 
＜対策について＞ 
û 2008 年にはイスラエルでかつてない水危機が発生した。干ばつが続いたこと、及び、
除塩処理施設がまだ稼働していなかったのも大きな理由の一つと推測している。当時、

政府は大規模なキャンペーンを行い、テレビを通じて消費者に節水を呼びかけた。そ
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れが奏功し、翌年の 2009年からは家庭の水の使用量と需要が安定化した。また水道の
料金も引き上げた。キャンペーンと値上げのいずれの方が効果的なのかは議論の分か

れるところだが、2つの施策により水の需要を制御することができた。  
û 水処理のプロセスは、先ず各地方自治体から下水を集積し、貯水池に保存する。次に
それを濾過し、生物的・化学的な処理を施して品質改善した後に水を供給する。 

û 2008 年以降に除塩施設が設置されたため、汽水や排水、海水の処理水等の活用が始ま
った。2017年には、全体の 50％が処理水等で占めている。また、除塩水中、海水と汽
水が 30～40％を占めている。 

û 将来的には灌漑用・農業用水の使用量が増加することを考慮し、気候変動の予測に基
づいて計画が策定されている。水の消費量が安定し、更に抑制・低下すると仮定して

対策・計画が立てられている。 
û 今後の予測について欧州の研究機関と研究（シミュレーションも実施）を実施してい
る。干ばつが頻繁に発生することが予測されるため、影響が生じるかについても研究

を行っている。干ばつを制御することが対策の土台になるものと考えている。 
 

 
 
＜農業及び灌漑＞ 
û 農業及び灌漑の観点から、イスラエルでは土地と水は政府が所有している。市民は（自
分の土地であっても）勝手に井戸を掘って水を取得することはできず、必ずライセン

スを取得した上でなければ行うことができない。水資源局（Water authority）と規制が
重要な役割を果たしている。 

û イスラエル国土の大半は乾燥しており、20％の地域は特に深刻。そのため、農業を営
むには灌漑が不可欠となっている。 

û 乾燥した土地における有効な対策は、水と土地の質・効率を改善することである。さ
らに、国土が狭いことと相まって、生産性を高めるために土地を効率的に活用するこ

とも考えていかなければならない。 
û 農業用地については、欧州、オーストラリア、カナダの農業用地の規模が大きいのに
対して、イスラエルは 1農家当たりわずか 0.04ヘクタールしかない（日本はそれより
少し低い）。土地の面積が限定されているなかで、高い生産性を誇っているが、水処理

技術で他国をリードしていることが主な理由として挙げられる。例えば塩分の高いか

ん水（Saline Water）は処理した上で農業用水に供される。 
û またイスラエルでは節水するためにドリップ式灌漑方式を採用している。これは水分
を必要な部分に必要な量だけ水を供給できるシステムで、これにより節水を実現して

いる。イスラエルは節水技術に関して世界一の技術力を有する。 
û 作物や家畜等に関する生産量が 1950年代から現在に至るまで大きく増加している。イ
スラエルは農地が限られ、淡水の使用量が減っているにもかかわらず、生産量は年々

増加している。 
û GDP と労働人口に関しては、農業に従事する人口は年々減少しているが、高度な技術
を駆使することで生産量を高めることに成功している。 
 

 

Ⅲ．水管理に関する最新の技術や研究について 

û 農業用水のほとんど（85～90％）は処理された水、汽水性の水が使われている。天然
の淡水は年々減っており、リサイクルした水を農業で使っている。 

û リサイクルした水は品質が良いことが知られている。都市人口の増加及び生活水準の
向上により、生活用水に必要な量が年々増えている。天然の淡水は生活用水で使われ

る。 
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û 隣国と水資源を共有しているため、７％隣国に水を供給している（ヨルダンなど） 
û イスラエルでは節水、使用効率の向上、井戸の掘削、水質の浄化・改善、排水能力や
処理能力の向上に力を入れている。 

û 自然から得られる天然水が水需要の半分を担っている一方、除塩水と処理水が不足分
に当てられている。この 2 つの水のソースがなければイスラエルでは十分な水量の確
保（特に農業用水の確保）が困難。 

û 2004 年の時点では除塩処理プラントが全くなかったが、その後大型プラントが次々に
建設され、現在では 5 つの大型プラントがイスラエル国内に建てられている。特に過
去 2～3年に進展が見られた。「アスケロン」プラントをはじめ他のプラントの規模も、
世界的に見て大規模である。水の生産量は合計 500M ㎥（5 億㎥）で、その水は産業用

や農業用水に使用されることはなく、飲料水として利用されている。 
û プラントは、BOT（Build, Operate and Transfer）方式という方法を利用して建設された。

BOT 方式の下では政府が資金を拠出してプラントを建設するわけではなく、国際的な
入札で民間企業の力を借りて建設する。そしてイスラエル政府はこれらのプラントで

生産された水を買い取る契約をしている。そして 20年後には運営権等がイスラエルに
返還される仕組みになっている。 

û これらはすべて民間企業が建設したもの。一番大型のプラントは「Veolia」というフラ
ンスの資本で建設されたもので、5つのプラントはすべて異なる企業が、それぞれの入
札に応じて建設したもの。イスラエルでは除塩をしなければ十分な量の飲用水の確保

は困難であった。このシステムは我々にとって画期的なシステムであった。 
û 海外からの視察者から処理水の安全性についてよく質問を受けるが、30 年間水質を調
査して、問題になったことは一度もない。処理水には化学的・生物学的な処理が施さ

れており、非常に高品質の水が得られている。欧州では処理水に対して抵抗があるた

め使用されていないが、イスラエルはこれ以外に選択肢がなかったため、高い技術を

活用して水を生産している。 
û イスラエルでは天然水、湖水、地下水、表面水、汽水、除塩水など、様々な水源を利
用して農業用や飲用に供している。ここで一番重要なのは、水を公平な価格で市民に

供給できた点だと思う。水が高価過ぎると市民が利用できなくなってしまうため、彼

らが利用できる価格に抑えられたことは一つの成果であった。昔は、イスラエルには

水資源を一括して管理する水資源局（Water Authority）はなかった。今はそれが設立さ
れ、水のモニタリング、モデリング、水の分配・配置について決定を行っている。2014
年の大規模な干ばつを皮切りにイスラエルは様々な災害に見舞われたが、イスラエル

の国民はそれほど負担を感じなかったのではないかと思う。それは、様々な技術を駆

使して対応できたおかげだと思っている。今後、気候変動は様々な課題を投げかけて

くると思うが、高度な技術を駆使して対応できると確信している。 
û 水資源の管理について、経済的な価値を考慮することも大事だが、持続可能な方法を
用いることが必要だと思う。水資源には限りがあるため、（経済的・個人的な理由での

井戸の採掘など）持続可能な水資源の管理を阻害することがあってはならないと思う。 
û 農業用水の利用について、例えば市民が飲み水に 10シェケル払っているとすれば、農
業用水の値段は 1シェケル。補助金により値段が抑えられている。 

û 昔は 1立方メートル当たり 1ドルだったが、今は 60セントまで費用が低下した。これ
は石油価格（の下落）が寄与しているところもある。プラントにとってエネルギーコ

ストをどれだけ抑えられるかが当面の課題。再生可能エネルギーや風力等を使用する

のも一つの手。イスラエルの淡水化処理費用は低めだが、これはプラントの規模にも

よる。プラントの規模が大きければ大きいほど、コストを引き下げることができるた

めである。  
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Ⅳ．農林水産業分野において将来懸念している気候変動、及びその影響 

û イスラエルには様々な課題があり、様々な解決案を考え出している。国土は小さく、
乾燥しているが、帯水層（地中の水分を多く含む層で、水分を貯水するストレージの

役割を果たす。北部及び東部から流入する水が帯水層の地下水の主流となっている）

が海岸沿いと山岳という大きく分けて 2 つのエリアに走っている（その他の水源とし
て、北部にはキネレット湖がある）。そのため、農業その他の場面で地下水を多用して

いる。ただ国土の半分は砂漠が占め、降水量が少ないイスラエル南部の地域では年間

降水量が 100mm以下（最も乾燥したエラットという都市では 20mm以下）しかない。
降水量の多い北部では年間降水量が 1,000mm以上ある。イスラエルの人口は 900万か
ら 1,000万で、人口の大半は降水量が少ない南部に住んでいる。 

û 南部は水分の蒸発量が多く、水は北部・東部から（土中を通じて）水が浸透すること
で南部に運ばれている。イスラエルで今一番大きな脅威として認識されているのが水

不足と、水の品質の低下。品質については、塩分濃度の上昇も問題になっている。気

候の年々変動も大きくなってきており、例えば今年 12月には大雨が降って洪水まで発
生した一方、雨がほとんど降らなかった地域もあった。EM（Eastern Mediterranean）で
はあまり見ないケース。それと異常気象による極端な寒暖の差や干ばつも引き続き問

題になっている。また Natural recharge（雨量ではなく、湖や帯水層に染み込む水の量）
の年間貯水量が低下してきていることも問題になっている。 

û 解決案は様々あり、それらを通してイスラエルが抱えている環境や気候変動に関する
問題を解決していかなければならないと考えている。 

û 特に最近では気候変動の脅威が次第に高まってきている。イスラエルの気候は、地中
海や砂漠に近く、気候変動の影響を大きく受ける地域であることから、「Science hot 
spot」とも呼ばれている。そのため気候変動には強い関心を寄せている。気候変動につ
いてイスラエルで大きな問題となっているのは、洪水と干ばつに関する問題。中でも

イスラエルが問題視しているのは干ばつで、最も深刻な問題として取り上げられてい

る。 
û 気候に関する問題（特に農業に関する問題）は、一つの省庁の力だけで解決できる問
題ではない。灌漑の技術を含め、様々な高度な技術を駆使して対応していく必要があ

ると思う。また、これは将来に必要な変革だと考えている。 
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2.4.4 欧州委員会（気候行動総局・農業総局） 
（1）EUの状況 

EUは米国と並ぶ農業国（地域）であり、主に家族経営による農業が営まれている。また、

北極圏域から地中海沿岸まで南北に広がった地形を反映して、オリーブからエンバクまで広

範な品目の農産物が生産されているのが特徴である。 

EUにおける農用地面積は、加盟国全体の国土面積の 43％を占めているが、年々減少傾向

にある。対世界比で見ると、牧草地の割合が低い一方、耕地面積の割合が高く、果樹園等の

永年作物地の割合も比較的高いのが特徴となっている。 

EUにおいて畜産は重要な地位を占めており、農業総産出額に占める畜産の割合は 42.5％

（2014年）である。 

EU 28カ国の平均経営面積は 16.1ha（2013年）で、最大はチェコ（133ha）、最小はマルタ

（1.2ha）と、国ごとに大きく異なる。 

 

表 2.4-5 EUの農林水産業概況 

 
出典：農林水産省 EUの農林水産業概況 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/attach/pdf/eu-1.pdf 
 

 欧州において国家適応戦略を策定している国は 23、国家適応計画（NAP）を開発した国

は 12である。欧州の半分以上の国々が適応策を特定し評価している。 
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出典：EEA Climate Change, impacts and vulnerability in Europe 2016 

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016 
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（2）欧州委員会（気候行動総局・農業総局）におけるヒアリング概要と特徴 

＜欧州委員会（気候行動総局・農業総局）について＞ 

○欧州委員会気候行動総局（Directorate-General for Climate Action） 

 気候行動総局（DG CLIMA）は 2010年 2月に設立された。それ以前は、気候変動は環境

総局（DG Environment）が担当していた。気候行動総局は欧州委員会の EU及び国際レベル

での気候変動対策の取組みをリードしており、以下を任務としている。 

 ・気候変動政策と戦略の策定と実行 

 ・気候に関する国際交渉において主導的役割を果たすこと 

 ・EUの排出量取引制度（EU ETS）の実施 

 ・EU加盟国の国家排出量の監視 

 ・低炭素技術と適応策の促進 

 

○欧州委員会農業総局（Directorate-General for Agriculture and Rural Development） 

 農業総局（DG AGRI）は EU の農業及び地方開発を担当する部門であり、共通農業政策

（CAP）のすべての面を取り扱っている。10の部門で構成され、各部門の中に 4～5つほど

のテーマ別ユニットがある。 

農業総局は、以下のような目標を掲げている： 

・持続可能性、環境についてのルール、動物福祉、トレーサビリティなどの EUの基準を

尊重しながら、農家が十分な量の安全な食料を生産するための手助け 

・予測の範囲を超えた生産状況に直面した場合でも、収入を安定化できるようなサポート

システムを伴う、農業ビジネスの提供 

・持続可能で近代的な農業部門への投資の促進 

・多様な経済性を持つ活力のある農村コミュニティの維持 

・フードチェーンを通じた雇用の創出と維持 

 

＜欧州委員会（気候行動総局・農業総局）におけるヒアリング概要と特徴＞ 

欧州委員会を訪問した。以下にヒアリングにより得られた知見について概要と特徴を記載

する。 

 

表 2.4-6 ヒアリング概要と特徴 
項目 内容 

既に生じている 
影響や被害 

地域によって生じている影響は大きく異なり、ネガティブな影響だけ

でなく、ポジティブな影響も生じている（北ヨーロッパで作物栽培時

期の長期化など）。 
農作物だけでなく家畜にも影響が生じている。直接的な影響（熱スト

レス）だけでなく、間接的な影響（家畜飼料の収量、品質など）も生

じている。家畜の品種によって影響度が異なる。 
影響評価 欧州環境庁がエコシステム、森林、家畜など広域に影響評価をしてい
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項目 内容 
る（図 2.4-12～図 2.4-16）。 
欧州委員会にも Joint Research Centerがあり、品質も含め影響評価を
実施している（図 2.4-12～図 2.4-16）。また、農業資源のモニタリン
グを行い、その情報をもとに収量予測などを実施している。 

対策 

林業に対して植林に関する情報を提供する必要がある。長期的な栽培

であるため、将来も含め詳細な情報（選ぶべき品種、将来の水分量な

ど）を提供している。 
DGサンテには独自のモニタリングシステムがあり、害虫、植物や家
畜についての変化を関係諸国に通知している。 

EUAdaptation 
Strategy（欧州適応
戦略） 

＜進捗管理＞ 
適応に関する進捗状況を測るための指標であるスコアボード（ 
表 2.4-7）を作成し、各国がどのように戦略を作成し、どのように実
行に移すかなどの進捗を確認する。 
評価に関する情報は Climate ADAPTで得られる。 
適応戦略の見直しを行っており、2018 年に公表予定。都市レベルで
の活動を拡大させたい 
＜適応戦略の運用＞ 
地方レベルの詳細な評価について、ガイダンスを提供してメンバー諸

国に推奨しているが、必須ではない。 
地域での詳細な評価は科学的な知見や予算面などから難しく、国によ

って状況が異なる。 

ファンドを通じた

活動 

＜LIFE Programme（図 2.4-18）＞ 
都市や地方への適応戦略のサポート、農業プロジェクトに関する水の

効率改善、耕作方法などについてうまく機能している。 
他の分野にも展開していくことや補助金を出す制度も検討している。 
＜Rural Development Fund＞ 
地域を対象としたファンドで、森林保全活動、消防士活動のためのイ

ンフラ構築、救助時のヘリコプターなどに資金を提供している。 
また、遺伝的に改良された高品種の牛の開発についても予算が使用さ

れている。 
＜課題＞ 
LIFE プログラムに関して、戦略の実行方法について多くのリクエス
トが寄せられている。 
都市レベルでは追加的な活動を行いたい時に、予算を獲得することが

課題となっている。 
欧州委員会ではファンディングの検討に必要な情報を与えることを

実施している 

広報と意識向上キ

ャンペーン 

＜Covenant of Mayors＞ 
緩和と適応の両方に対応している。欧州委員会は影響や対策について

ガイダンスを提供する（特定の都市に対してアドバイスは行わない）。

都市や地方によって優先事項や焦点が異なり、またヨーロッパの都市

は自治権があるため、ガイダンスを参考に都市自身で進めていく。 
100以上の国々が署名しており反応が良い。欧州だけでなく他国にも
拡大したいと考えている。 
＜Climate ADAPT（図 2.4-19）＞ 
欧州委員会は必要な情報（例えば、植物や品種の選定の際に必要な情
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項目 内容 
報など）を与えることが役割である。 
影響評価に関する不確実性のガイダンスを載せて、不確実性を考慮し

た計画づくりを指導している。 
都市や国レベルでの情報の共有、基金などが利用できるかの紹介、他

の関連プロジェクトなども掲載している。 
 

 

図 2.4-12 無霜期間の変化（1985-2014） 
出典：EEA Climate Change, impacts and vulnerability in Europe 2016 

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016 
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図 2.4-13 冬コムギの開花時期の変化（1985-2014） 
出典：EEA Climate Change, impacts and vulnerability in Europe 2016 

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016 
 

 
図 2.4-14 子実用トウモロコシ栽培における生育時期の水不足の傾向（1995-2015） 

出典：EEA Climate Change, impacts and vulnerability in Europe 2016 
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016 
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図 2.4-15 2030年までの冬コムギの収量変動予測（水の制約を受けた状況下） 
出典：EEA Climate Change, impacts and vulnerability in Europe 2016 

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016 
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図 2.4-16 子実用トウモロコシの生育時期における水不足の変化（2015-2045） 
出典：EEA Climate Change, impacts and vulnerability in Europe 2016 

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016 
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◯進捗状況を評価するスコアボード 

欧州委員会は、加盟国の準備状況を測定するための適応準備スコアボードを作成している。 

 

表 2.4-7 スコアボードの内容 

Policy framework 

A Adaptation strategies  

A1 A national adaptation strategy has been adopted and/or 

A2 
Number and scope (% of population or territory covered) of adaptation 
strategies adopted at relevant subnational levels, in line with national 
multilevel governance arrangements 

B Adaptation action plans  

B1 A national adaptation action plan has been adopted and/or  

B2 Number and scope of adaptation action plans adopted at local or relevant 
subnational levels, and/or  

B3 Adaptation action plans adopted at sectoral level, or embedded in sectoral 
strategies 

Scoreboard 
Adaptation 
policy-making 
process 

Main areas of performance Key domains of relevance 

N° Definition N° Definition 

Step 1: 
Preparing the 
ground for 
adaptation 

1 

A central administration body 
is in charge of adaptation 
policy making and vertical 
and horizontal coordination 
arrangements are in place 
with other governmental 
bodies 

1a A central administration body officially in charge of adaptation 
policy making 

1b Horizontal (i.e. sectoral) coordination mechanisms exist within 
the governance system, with division of responsibilities 

1c Vertical (i.e. across levels of administration) coordination 
mechanisms exist within the governance system 

2 

Stakeholders (e.g. interest 
groups, scientists and general 
public) are involved in the 
preparation of adaptation 
policies 

2a A dedicated process is in place to facilitate stakeholders' 
involvement in the preparation of adaptation policies 

2b Transboundary cooperation is planned to address common 
challenges with relevant countries 

Step 2: 
Assessing 
risks and 
vulnerabilities 
to climate 
change 

3 

Systems are in place to 
monitor and assess current 
and projected climate 
change, impacts and 
vulnerability 

3a Observation systems are in place to monitor climate change, 
extreme climate events and their impacts  

3b Scenarios and projections are used  to assess the economic, 
social and environmental impacts of climate change 

3c 

Sound climate risks/vulnerability assessments for priority 
vulnerable sectors are undertaken to support adaptation decision 
making.  The selection of vulnerable sectors may be based on a 
lighter pre-screening vulnerability assessment  

3d Climate risks/vulnerability assessments take transboundary risks 
into account , when relevant 

4 
Knowledge gaps on climate 
change and climate change 
adaptation are tackled 

4a 
Key stakeholders (e.g. from science, administration and the 
private sector)  are involved in defining and working on research 
priorities  

4b 
Identified knowledge gaps are used to prioritise public funding for 
research on impacts, vulnerabilities and adaptation to climate 
change 

5 

Knowledge transfer 
processes are in place to 
build adaptive capacity 
across sectors 

5a 
Adaptation relevant data and information is available to all 
stakeholders (e.g. through a dedicated website or other 
comparable means).  

5b 
Science-policy interfaces, such as workshops, are in place to 
facilitate dialogue between researchers and decision and policy 
-makers 

5c 
Capacity building activities take place; education and training 
materials on climate change adaptation concepts and practices are 
available and disseminated  

Step 3: 
Identifying 6 For priority sectors, a range 

of adaptation options is 6a Adaptation options considered are consistent with the results of 
sectoral risk assessments, and with measures and good practices 
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adaptation 
options 

considered, consistent with 
the results of sectoral risk 
assessments and taking into 
account good practices and 
measures  

identified in similar contexts  

6b 
The selection of priority adaptation options is based on robust 
methods (e.g. multi-criteria analyses, stakeholders consultation, 
etc.)  and consistent with existing decision-making frameworks 

6c Mechanisms are in place to coordinate disaster risk management 
and climate change adaptation  

7 

Dedicated and adequate 
funding resources have been 
identified and made available 
to implement adaptation 
action 

7a 
A dedicated budget is available for  financing 
cross-cutting/coordinated adaptation action (e.g. national 
scenarios and climate services, capacity building, website) 

7b Where relevant, funding is available to increase climate resilience 
in vulnerable sectors  

Step 4: 
Implementing 
adaptation 
action 

8 
 

Climate change adaptation is 
mainstreamed into priority 
and key national planning 
and sectoral policymaking  
 

 
8a 

Adaptation has been included in the national frameworks for 
environmental impact assessments and strategic environmental 
assessments 

8b 
Prevention/preparedness strategies (e.g early warning systems) in 
place under national disaster risk management plans comprehend 
current and projected climate extremes 

 
8c 

Key land use and resource management  planning policies take 
into account the impacts of climate change 

8d 
National policy instruments promote adaptation at sectoral level, 
in line with national priorities and in areas where adaptation is 
mainstreamed in EU policies  

8e 
Adaptation is mainstreamed in insurance or alternative policy 
instruments, where relevant, to provide incentives for investments 
in risk prevention 

9 

Climate change adaptation 
policies, measures and 
projects are effectively 
implemented 

9a Adaptation projects are effectively implemented, e.g. as defined 
in action plans or sectoral policy documents 

9b Cooperation mechanisms foster and support adaptation at relevant 
scales (e.g. local, subnational) 

9c 
 Procedures or guidelines are available to assess the potential 
impact of climate change on major projects or programmes, and 
facilitate the choice of alternative options 

9d There are processes for stakeholders' involvement in the 
implementation of adaptation policies, measures and projects 

Step 5: 
Monitoring 
and 
evaluation 

10 

Systems are in place to 
monitor and report on 
climate change adaptation, 
including adaptation-related 
expenditures, via relevant 
indicators 

10a The integration of climate change adaptation in sectoral policies is 
monitored, including e.g. by developing relevant indicators  

10b Information on adaptation actions is collected and disseminated, 
including e.g. related expenditures  

10c Cooperation with regional or local administrations  allows to 
collect  information on adaptation action at sub-national levels  

11 

An evaluation framework is 
in place to assess whether 
adaptation policy objectives 
are met and a periodic review 
of the adaptation strategy is 
planned 

11a A periodic review of the national adaptation strategy and action 
plans is planned  

11b Stakeholders are involved in the assessment, evaluation and 
review of national adaptation policy 

 

 

◯EU Adaptation Strategy（欧州適応戦略） 

 EU Adaptation Strategy（EU Strategy on adaptation to climate change）は気候変動の影響に対

する欧州のレジリエンスを強化する。メンバー国の行動の促進、情報に基づく意思決定の促

進、主要な脆弱な分野における適応促進を目的としており、以下の 8つの行動に基づいて実

行される。 
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図 2.4-17 欧州適応戦略を実行するための 8つの行動 
 

欧州適応戦略により、EU は適応に関する包括的な情報を提供することによって（主に

Climate-ADAPTを通じて）、一貫した適応アプローチを確実にするための指針や忠告を与え

（例えばガイダンスにより）、適応行動のための資金を割り当てることによって（例えば

LIFEプログラム）、国家、地域、地方レベルの公共及び民間セクターを支援する重要な役割

を果たしている。 

 

◯LIFE （The Financial Instrument for the Environment and Climate Action） 

環境のための EUの資金調達手段である。EUの気候適応政策の実施と施行、及び他の多

くの政策分野における適応を促進した実証プロジェクトの主要な資金源の 1 つである。

2014-2020 年、LIFE は環境と気候の保護に約 34 億ユーロを拠出する。この新しい LIFE プ

ログラムは、気候変動に取組むための小規模低炭素技術及び適応技術、気候変動問題を解決

するための新しいアプローチや方法論の試行に対して、公共機関、NGO 及び民間企業、特

に中小企業を支援する。地方や地域における緩和戦略又は適応戦略や実行計画も金銭的に支

援される。さらに、LIFEのサブプログラムでは、現在気候に関する規制を改善するために、

関係者を巻き込んだキャパシティ・ビルディングと意識向上活動を支援する。 
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図 2.4-18 適応に関する LIFEの影響（農業分野を抜粋） 

出典：European Commission LIFE and climate change adaptation, LIFE Environment 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/climatechangeadaptation.pdf 

 

◯欧州地域開発ファンド（European Regional Development Fund） 

 EUは、加盟国向けの政策として、経済・社会上の地域格差の是正、競争力向上と雇用創

出、欧州における地域間協力の 3つの目標を掲げ、ファンドを通して各国における投資支援

を実施している。そのファンドの中で最大のものが欧州地域開発ファンドである。 

欧州地域開発ファンドは、地域間の不均衡を是正することにより、EUにおける経済的・

社会的結束を強化することを目指している。投資を革新的な研究や低炭素経済などいくつか

の重要な優先分野に集中させている。 

1975 年以来、主に企業向けのインフラ構築及び生産性の高い雇用創出のための投資に支

援を行ってきた。 
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◯（参考）地方開発のための欧州農業ファンド（European Agricultural Fund for Rural 

Development） 

地方開発のための欧州農業ファンドは、加盟国の農村開発計画に資金を提供する。2014

〜2020年の総予算はほぼ 1000億ユーロで、EUの農業、林業セクター、農村地域の強化に

取り組んでいる。農村開発プロジェクトは、返済する必要のない助成金を通じた支援を受け

ることができるが、金融的な手段（ローン、保証、株式など）を通じて支援を受けることも

可能である。 

 

◯Covenant of Mayors: 

欧州委員会は、気候変動に直接または間接的に関連する EUの広範な広報と意識向上キャ

ンペーンをいくつか実施しており、Covenant of Mayorsもその 1つである。 

欧州委員会は、地方自治体が持続可能なエネルギー政策を実施することを支援するために、

Covenant of Mayorsを発足させた。2020年の EUの気候とエネルギー目標を達成するために、

地方や地域の主体を結集する上で重要な役割を果たし、2020 年までに EU の温室効果ガス

排出量 20％削減目標の達成以上を地域及び地域当局に奨励する。 

2008年に欧州委員会によって発足され、2013年 11月下旬には 1億 3,700万人以上の人口

を持つ 5,395の地方自治体及び地域当局によって署名された。 

 

◯Climate-ADAPT（The European Climate Adaptation Platform） 

 CLIMATE-ADAPTは、欧州委員会（DG CLIMA、DG共同研究センター及び他の DG）と

欧州環境庁との事業体である。欧州の気候変動適応を支援することを目指している。欧州全

体の影響、脆弱性、適応政策に関する情報が含まれており、適応ケーススタディやその他の

情報へのアクセスを容易にする多くのソフトウェアツールも含まれている。 

欧州委員会が主導し、ユーザーは次の項目についてデータと情報にアクセスして共有する

ことができる。 

・ヨーロッパで予測される気候変動 

・地域及びセクターの現在及び将来の脆弱性 

・EU、国家、国境を越えた適応戦略と行動 

・適応ケーススタディと潜在的な適応オプション 

・適応計画をサポートするツール 

 

欧州委員会は、EU域内外の関係するすべての関係者に対して、欧州の健全な適応情報へ

のアクセスを容易にする必要性を満たすために、Climate-ADAPTを継続的に改善すること

を目指しており、欧州における適応情報のための「ワンストップショップ」としてさらなる

開発を推進している。 



 182 

 

図 2.4-19 Climate-ADAPTのポータル画面（2017.3.17） 
出典：http://climate-adapt.eea.europa.eu/ 
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（2）欧州委員会気候行動総局／農業総局での質疑応答 

 我々の質問に関する回答について以下に示す。 

 
Ⅰ．気候変動による農業分野への影響について 

①EUにおいて影響が既に生じており、問題となっている影響 

û 地域によって生じている影響は大きく異なり、ネガティブな影響だけでなく、ポジテ
ィブな影響もある（北ヨーロッパで作物の栽培時期が長くなったことは放牧にとって

良い影響）。 
û 農作物だけではなく家畜にも影響が見られる。家畜に関して、間接的な影響と直接的
な影響がある。直接的な影響は熱ストレス、間接的な影響は家畜飼料、品質、牧草自

体の変化による家畜の生産性への影響である。また、家畜の品種によっても影響度が

異なる。 
 

②気候変動による影響評価について 

û 欧州環境庁がエコシステム、森林、家畜、またそれ以外についても広域に影響評価を
実施している。 

û 欧州委員会にも Joint Research Centerがあり、農業リソースについてモニタリングして
いる。衛星システムから得られる情報をもとに農業作物の地域や収量について広域に

（サブサハラ地域も含む）予測をしている。早期の警告（害虫の被害など）も可能。

また品質についても影響評価を実施している。 

 

 

③EUにおいて重要となっている対策 

û 林業に対して植林に関する情報を提供する必要があると考えている。木は一度植える
と、長い年月を経た後に使用するため、今の気候の情報だけでは不十分である。現時

点でできるだけ詳細な情報を与え、将来を考慮に入れた上で、どんな品種にすべきか、

土壌の水分に関する今後の予測情報を提供している。 
û DG SANTE（SANTE: The Directorate-General for Health and Food Safety）には独自のモニ
タリングシステムがあり、害虫、植物、家畜についての変化などの情報を関係諸国に

通知している。 
û 野生動物による林業や一部の作物への影響がみられるが、気候変動による被害ではな
く、野生動物の保護によってもたらされている。 
 

 

Ⅱ．The EU Strategy on adaptation to Climate Change（適応戦略）について 

①適応戦略の進捗管理について 

û 適応の進捗状況を測る指標であるスコアボードを作成した。各国がどのように戦略を
作成し、どう実行に移すのか、またどのように監視しているのかについて確認できる。

Climate-ADAPTから関連情報が得られる。 
û メンバー諸国で独自のモニタリングシステムとレポートシステムを持っており、その
情報をもとに評価を行う。 

û 現在、適応戦略の見直しをしており、結果は 2018年に公表予定。その中で都市レベル
での活動を拡大させたいと思う。主要国だけでなく、ローカルレベルに対しても、情

報提供だけでなく総合的な管理が重要であると考えている。 
 

②適応戦略の運用について 

û 地方レベルの詳細な評価について、メンバー諸国に対し推奨しているが、必須ではな
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く、国によって状況が異なる。ガイダンスを提供することや、セクターにおける影響

情報を提供し分析を推奨している。地域においても地方レベルの評価を意識している

が、科学的な知見や予算面などから現実には難しい状況である。欧州委員会では厳し

く指導するのではなく、参加を呼びかけ、情報を共有し改善させていくことを第一に

考えている。 
û 他にも、地方ごとに農業技術が異なるため、国レベルの情報を地方レベルにダウンス
ケールすることや、他地域に当てはめて活用することは難しい。 

û 個人的な意見だが、戦略の実行に関してボトルネックを見つけることや（広範にわた
るため）、地域の取組みをうまく支援していく点が難しいと思う。 
 

 

Ⅲ．ファンドを通じた活動について 

①The LIFE programme（LIFE Climate Action sub-programme）について 

û ファンドは幾つかあるが、LIFE プログラムは小規模に実行している。都市や地方への
適応戦略のサポート、農業関連プロジェクトに関する水の効率改善、耕作方法などに

ついてうまく機能している。今後は、他の分野にも展開していくことや補助金を出す

制度も検討している。 
û なお、民間企業からも適応に関して資金提供を誘致しているが、実際まだ難しいとこ
ろ。また、欧州投資銀行にも働き掛けている。 

û DG農業総局は直接的ではないが LIFEプログラムの目的に協賛し支援している。例え
ば、林業については山火事情報の提供や消防士のトレーニングに対し資金提供などを

行っている。 
 

 

②欧州地域開発ファンド（European Regional Development Fund）について 

û 地方開発を対象にしたファンドがある。例えば、森林を守る保護活動、消防士の活動
のための道路の整備、山火事を見つけるために必要なインフラ構築、救助活動時のヘ

リコプターなどに資金を提供している。 
û アイルランドでは 5年後に良い品種を選定するために、遺伝的に改良された牛に関す
る取組みについて予算が使われている。 
 

 

③ファンドの提供の取組みにおける課題 

û LIFE プログラムに関して、戦略を作成した後にどう実行するのかについて、多くのリ
クエストが寄せられており、検討している。 

û 都市レベルでは、ファンド使用後に追加で活動を行いたい場合、新たな予算獲得が課
題となっている。 

û 欧州委員会では必要な情報を与えること、例えば資金が必要であれば、それに対応で
きると考えられる情報を提供することを実施している。 

 
 

Ⅳ．自治体等のサポート等を通じた活動について 

①Covenant of Mayors の現状 

û 2008年に Covenant of Mayorsが設立され、2014年にMayors Adaptが開設された。その
後 2015年に Covenant of Mayors と統合した後、最終的には Covenant of Mayors for 
Climate & Energyとなった。 

û 緩和と適応の両方に対応している。欧州委員会は特定の都市に対してアドバイスする
のではなく、全体に対しどのような影響があるのか、またどういった対策が必要とな
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るのかについてガイダンスを提供する。都市や地方によって優先事項や焦点が異なり、

またヨーロッパの都市は自治権があるため、ガイダンスを参考に都市自身で進めてい

くことになる。 
û 2年ごとにレポートが出されており、野心的なターゲットや対策（活動）を記載してい
る。 
 

②Covenant of Mayors の今後の見通しについて 

û 欧州委員会が主導している Covenant of Mayorsに対する反応が非常によく、このプログ
ラムを延長したいと思っている。すでに 100以上の国々が署名しており、これをヨー
ロッパだけではなく他国にも広げたいと考えている。日本もパートナーになっている。 
 

（５）Climate ADAPT について 

①利用者への情報や Tool の提供方法について 

û 欧州環境庁が日々の管理を行っている。他サイトとの比較から、もっとユーザーフレ
ンドリーなサイト、もう少し内容をキャッチアップすることを目指す必要がある。ユ

ーザーからは情報の所在に関する問い合わせが多い。 
 

②科学的知見の提供について 

û 欧州委員会は必要な情報（例えば、植物、品種の選定の際に必要な情報など）を提供
することが役割である。 

û Climate-ADAPT に不確実性の取扱いについてガイダンスを載せており、不確実性を考
慮した計画づくりを指導している。 

û 適応以外の情報も載せている。例えばどのようなファンディングやリソースが利用で
きるのかなどについて紹介している。また都市や国レベルでの情報の共有、

Horizon202058のプロジェクトでどういったリサーチプログラムがあるか等の情報も掲

載している。 
û 優先順位に関しては、ノーリグレットアクションの観点があり、その視点からビジネ
スでどういった行動を取るか、農業だけでなく他の分野にも利用できることを情報提

供している。 
 

 
 

 

 

 

                                                        
58 2014年～2020年の 7年間にわたる総額 800億ユーロ規模のEU研究・イノベーション枠組み計画。2013
年の予算は、産業リーダーシップに 170 億€ 、社会的課題に 297€ 、欧州イノベーション工科大学院に 27
億€ 、欧州原子力共同体（ユーラトム）に 16 億€ 、卓越した科学に 244 億€ 。 
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2.4.5 英国気候変動委員会（CCC） 
（1）英国の状況 

  国土面積は日本の約 3 分の 2。グレートブリテン島（イングランド、スコットランド、

ウェールズ）とアイルランド島北部（北アイルランド）から構成される。グレートブリテン

島には、北部、中部及び西部に低い山脈が走り、アイルランド島北部には台地や湖沼が多く

点在する。 

暖流の北大西洋海流の影響で、高緯度に位置（樺太島北部に相当）する割には温和であり、

全土が温帯気候に属している。 

イングランドの南西部は平坦地が多く穀倉地帯となっており、北西に行くにつれて酪農、

丘陵地での牛や羊の放牧地帯となる。１経営体当たりの平均経営面積（93.6ha（2013年））

は、EU28 ではチェコに次いで 2 番目に大きく、大規模かつ効率的な農業が行われている。

耕地の大部分はイングランドに集中しており、コムギ等の穀物が生産されている。 

主要農産物は、コムギ、オオムギ、ナタネ、テンサイ、生乳、牛肉、豚肉等であり、蒸留

酒の輸出額は世界第１位（2013年）である。 

 

表 2.4-8 英国の農林水産業概況 

 

 

出典：農林水産省 英国の農林水産業概況 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/attach/pdf/gbr-1.pdf 

 

CCRA 2012で明らかにされた主要な気候変動リスクと機会は以下を含んでいる。 

・夏の土壌水分不足による、作物収量と品質を維持するための灌漑需要の増加 

・夏の降水量の減少による、夏の水資源の確保のための競争の激化 

・優良農地における作物の喪失やその他の影響（洪水や海岸浸食による失った農地による） 

・現存するそして新しい樹木の病気や害虫によるリスクの増加（木材生産の減少や樹木の枯

死など状況の悪化） 
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・森林における生産性の変化（木材収量が維持される場合に、種の選択の結果として） 

・森林火災の増加（暖かく乾燥した状況による） 

・作物栽培期間の長期化や CO2施肥効果による収量の増加 

・新しい作物を栽培する機会（より暖かい気候と生育期間の長期化による） 

・木材収量の増加（水の制約を受けない場所における） 

・以前は英国には適さないと考えられていた木材種を植える機会 

 

（2）英国気候変動委員会におけるヒアリング概要と特徴 

＜英国気候変動委員会について＞ 

英国気候変動委員会（CCC）は、2008 年の気候変動法の下で設立された独立した法定機

関である。CCC の目的は、温室効果ガス排出量の削減と気候変動に対する準備の進捗につ

いて議会に報告し、排出目標に関して英国政府と非政府機関に助言することである。 

この役割を果たすために、CCCは以下に焦点を当てている。 

・炭素収支の設定と会合、気候変動への準備について、政府に独立したアドバイスを提供す

る 

・排出削減と炭素収支の進捗状況を監視する 

・気候変動についての科学、経済、政策に関する独立した分析を行う 

・さまざまな組織や個人と協力して証拠と分析を共有する 

 

＜ヒアリング概要と特徴＞ 

英国気候変動委員会を訪問した。以下にヒアリングにより得られた知見について概要と特

徴を記載する。 

表 2.4-9 ヒアリング概要と特徴 
項目 内容 

既に生じている 
影響や被害 

極端な気象現象によって農作物の収量（コムギ、ジャガイモ、家畜飼

料など）に影響が生じている。作物の栽培適地や病害虫の北上が見ら

れる。ただし、病害虫については気候変動の影響かは不明。 

対策 

コムギについて作付け時期をずらす方法や、遺伝子組換え、土地利用

の変化、新品種の育成などがある。気候変動は新たな機会ももたらし

ており、英国ではブドウ、アプリコット、オリーブなどの生産が増加

している。 

影響評価研究 
水資源（洪水と干ばつ）（図 2.4-21）、土壌の質の変化（図 2.4-22）、
経済的な観点から見た影響評価や国際的なリスクなどを評価してい

る。 
CCRAの策定 59 ＜改訂に関して＞ 

                                                        
59 UK Climate Change Risk Assessment 2017 Synthesis report: priorities for the next five years 
https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/UK-CCRA-2017-Synthesis-Report-Committee-on-Climate-C
hange.pdf 
その他の情報は以下のサイトに詳しい。 
https://www.theccc.org.uk/tackling-climate-change/preparing-for-climate-change/climate-change-risk-assessment-20
17/ 
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項目 内容 
（改訂） 前回の長期にわたるリスクをアカデミックな観点で調査する方法か

ら、当面の 5年に集中し、対策に関する優先順位の評価について注力
した。 
また、著名な学者・研究者のもとに、100名以上の専門家を集め、既
存文献に基づいて評価を実施。 
国内リスクだけでなく他国からの影響、極端現象による影響、損失だ

けでなく利益の調査も実施。 
＜評価に関して＞ 
リスクに対して、今後 5年間対策を講じるべきかどうかをまとめた。
そのために、リスクの把握→リスクへの対応のチェック→将来英国の

利益となるかの調査を行い、これらをもとに 5年間に対策を講じるべ
きかどうかを評価した。 
分類された分野でリスクの高い順から以下の通り（図 2.4-23） 
・洪水及び海岸の変化リスク 
・健康や福祉、生産性に関するリスク 
・水供給、農業・エネルギー供給・工業分野へのリスク 
・自然資本（土地、海岸、海洋、淡水生態系、土壌、生物多様性）へ

のリスク 
・国内及び国際的な食料生産と貿易に対するリスク 
・病害虫、外来種による人、動植物へのリスク 

NAPへの貢献 
進捗の把握に指標を用いている。また、指標で脆弱性やレジリエンス

の評価をしている。評価をもとに政府に助言をしており、政府がそれ

らを NAPに反映していく（図 2.4-24・図 2.4-25）。 
 

 

図 2.4-20 英国の評価のフレーム及びスケジュール 
出典：CCC提供資料 
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図 2.4-21 水需要に関する将来予測 
出典：CCC提供資料 

 

 
図 2.4-22 土壌の質に関する将来予測 

出典：CCC提供資料 
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図 2.4-23 6つの優先度の高い分野における対策等の評価 
出典：CCC提供資料 

 

図 2.4-24 NAPプログラムの対策の状況 
出典：CCC提供資料：原著は ASC (2015) Progress in preparing for climate change 
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図 2.4-25 NAPプログラムにおける対策の評価 

出典：CCC提供資料：原著は ASC (2015) Progress in preparing for climate change 

 



 192 

（3）英国気候変動委員会での質疑応答 

 我々の質問に関する回答について以下に示す。 

 
Ⅰ．気候変動による農業分野への影響について 

①英国において影響が既に生じており、問題となっている作物や被害 

û 極端な気候現象によってすでに農業の収量に影響が生じている。2012 年に干ばつが長
く続いたあと、洪水が発生し、コムギの収量が 15％減少、ジャガイモの収量は 26％も
減少した。さらに極端な気象により家畜の飼料が減少した。 

û 長期的に作物の栽培適地が北上している傾向にある。例えば飼料用のトウモロコシは
気候変動によって栽培適地が北上している。 

û また、長年にわたって見られている傾向は病害虫。気候変動によって引き起こされた
ものなのか、様々な要因が重なって起きたのかは判断することは難しいが、穀物への

影響として（媒介昆虫が運ぶ）ウィルス性の病気が発生している。 
 

②英国において重要となっている対策 

û 主にコムギについて、秋に播いていた種を遅らせて、春に播くようにすることで洪水
被害から逃れる方法がある。他に、遺伝子組換え、土地利用を変えること、新しい品

種を育てることがある。 
û 気候変動は新たな機会をもたらした。英国ではブドウの収穫量が増え、またブドウ園
の数が増えている。以前は国内で生産されなかったアプリコットやオリーブの生産が

増えている。気候変動がもたらす機会とリスクをどのように管理していくかが今後の

課題となっている。 
 

 

Ⅱ．気候変動による影響評価研究について 

①英国で実施されている作物に関する影響評価 

＜水資源＞ 

û 干ばつと洪水の問題が非常に大きく、かつリスクが高いため、関連する指標を作成し、
今後の水利用について検討している。今後英国では水不足が深刻化するため、指標の

値が高くなると予想されている。 
û 水の需要について現在と将来の予測をしている。現在の水資源は+12%で足りているが、

2050 年には 5-17%不足すると予測されているため（図 2.4-21）、農業用水等の利用や
効率を含めて、対策を真剣に考えなくてはいけない。 
＜土壌＞ 
û 土壌の質の変化をリスクと捉え評価している（図 2.4-22）。質を改善するために、土壌
への影響が少ない農産物の特定や、どのような影響をもたらすかを研究している。ト

ウモロコシは一部の土壌に悪い影響を与えるとのデータがある。また、土壌の質に関

して、有機物と土壌の水分、炭素と物理的・生物的物質を統合した指標が作成されて

おり、政府も大きな関心を持っている。 
＜経済他＞ 
û 経済的な観点から見た影響（英国での洪水による経済的な影響に関するリスク評価
（CCC以外で実施））によると何十億ポンド規模の被害が出ると言われている。 

û 英国は他国から多く輸入している（脆弱性という意味では良いことだと思っている。
自給自足率が高いと脆弱性が高くなってしまうと考えている）。他国からの輸入が多

いため国際的なリスクにも直面している。従って、国内の農作物に関してはレジリエ

ンスを高めること、そしてサプライチェーンの改善、供給源の多様化、他国の適応策

について、政府に助言している。 
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Ⅲ．CCRA（2017） の策定について 

①CCRA（2012）の改訂のポイント 

û 目的が異なる。最初のレポートでは長期にわたるリスクに関してアカデミックな観点
から調査が行われたが、今回は当面の 5 年に集中し、対策に関する優先順位の評価に
ついて焦点を置いている。 
 

②策定の体制 

û 著名な学者や研究者に１つの章の担当を依頼した。主著者の下には専門家で構成され
たチームがあり、このレポートのために 100人ほどのアカデミック関係者が集まった。 
 

③リスク評価の違い 

û 5年ごとに行われている気候変動のリスク評価であり、1回目のレポートは ASC（アダ
プテーション・サブコミッティ）が作成して、2 回目は CCC が実施している。1 回目
のリスク評価は、イギリス政府が民間企業に調査を依頼し、作成させたレポート。2回
目はアカデミックだけではなく民間企業からも人々を募り、100 名以上の専門家を集
め、大勢の関係者の調査結果を基に作成されている。また 1 回目は新しいモデリング
を作成し、新しい科学的調査を行った。2回目は、既に発表されている情報に基づいて
調査を行った。 
 

④品目の選定について 

û 調査内容は、最初のレポートでは英国国内のリスクに焦点を絞ったのに対し、今回は
他国からの影響も含め幅を広げた。また、極端な気象現象が起こったときの影響、損

失だけでなく利益の調査も行った。海面上昇、極端な夏の高温、降水量が大きく増加

した場合の 3つに焦点を当てた。 

 

⑤評価について 

û リスク 1 つ 1 つに関して、政府が今後 5 年間対策を講じるべきかそうでないかをまと
めた。現在と将来に関して今はどのくらいで、今後どうなっていくか、リスクの大き

さを把握した。その後に NAPが既にリスクに対応しているか、脆弱性について適切な
対策となっているかをチェックした。最後に、今後 5年間に新しい対策をした場合に、

イギリスにとって利益があるかを調査した。その結果をもとに 5 年間に対策を講じる

べきか、対策ではなく調査をすべきかを決定した。今でも十分に対策が練られている

ものもあった。また、今は様子を見て 5年後に評価をしようというものもあった。 

û リスクを調査した上で優先順位付けを行った。リスクをリスト化しグループ化し 6 つ
のカテゴリーに分類した（図 2.4-23）。 

û 1 つ目は洪水及び海岸線の変更で、何らかの適応策を講じなければ深刻化する。 
û 2 つ目は高温や熱波により人が亡くなってしまうケースがある。建物、病院、高齢者施
設では十分な高温対策がとられていない。 

û 3 つ目に深刻な水不足があげられており、農業分野も含まれている。降水パターンが最
近不安定になってきており、大きな変動が予測されている。 

û 4 つ目は自然環境に関してもリスクが高まってきている（高温や水不足、水への影響）。 
û 5 つ目に食料に関するリスク。他国から輸入しており、他国の方がリスクの高い状況に
ある。 

û 6 つ目は植物、穀物、家畜、人間に対する害虫や病気のリスク。これらの研究が必要だ
と感じている。 
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⑥策定に関する課題や次回の策定に向けたアイディア 

û 使用した気候予測データは 10年前に開発されたものであり、アップデートしたものを
使えば良かったと思う。政府は来年、RCP8.5に基づいた新しい予測データを公表する。 

û 気象パターンに関する予測や自然に関する脆弱性についてもっと調整し理解できれば
よかった、また、リスクを統合して考えた方がよかったのかなと思う。例えば、干ば

つが続いたあとに大雨が降った場合（英国ではよくある）に水分野に関してどういっ

た影響があるか、特に土壌管理、土壌浸食、どのような汚染が起こるのかなど合わせ

て考えることも必要だったと思う。洪水が起こった場合、インフラにどういった影響

があるのか、またインフラに被害が生じた場合、最終的にどのような被害が起こるの

か考える必要があると思う。例えば、洪水によって橋が損傷した場合、電気、インタ

ーネット、電話、ガスへの影響について考えることも重要だと思う。 

 

⑦NAP（2018）策定への貢献について 

û 昨年の夏にレポートを公表し、それを受けて今年 1 月に英国政府が正式な評価を行う
ことになり、CCCはこの 6つの内容を NAPに反映させていくという声明を出した。ま
た、対策の優先順位の評価に関して助言を行った。 

û 政府は NAPを作成することが義務である。我々は証拠をもとに精査していく。2013年
に最初の NAPを政府が公表し議会に提出した。NAPが既にリスク対応しているか、脆
弱性についても適切な対策となっているかをチェックした。1)適切な計画があるか、2)
適切な対策が実施されているか、3)脆弱性の管理が適切に進んでいるかの 3つに基づい
て評価をしている。 
 

Ⅳ．National Adaptation Programme 2013（NAP）について 

①NAP策定への不確実性のアドバイス 

û 議会等に影響評価を説明する際は、「これが確実に起こるわけではない」と説明する。
将来の方向性により何がどのくらいの早さで起こり得るのかを説明している。幾つか

の事項に関しては今やらなければいけない、それが理にかなっていると説明する（例

えば洪水リスクに対する対策、水の需要の変化、土壌保全、害虫や病気対策など）。 

 

②NAPに関する進捗管理について 

û 進捗を把握するために指標を使っている。また、指標で脆弱性やレジリエンスの評価
をしている。対策がとられていても今後脆弱性が高まることを予測している。評価を

もとに政府に助言をしており、政府がそれらを NAPに反映していくステップ。重要な
エリア、水不足の深刻化、洪水被害の増加、熱波や高温、農業分野、自然への影響が

大きくなること等を説明している。 
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2.4.6 フランス INRA 
（1）フランスの状況 

国土面積は日本の約 1.5倍、農用地面積は国土の半分を占め、EU農用地面積全体の 16％

を占め EU最大となっている。農業生産額も EU最大で、EU全体の 18％を占める一大農産

物生産国（2014年）である。 

農産物の輸出大国でもあり、農産物輸出額は、米国、オランダ、ドイツ、ブラジルに次ぐ

世界第 5位、農産物輸入額は世界第 7位（2013年）となっている。 

南西部のボルドーから北東部のナンシーを境界に、同境界より北部は農業地帯であり、パ

リ近郊や中央地域にはコムギなど大規模な穀物地帯が広がる一方、同境界より南部は山岳地

帯となっており、肉牛の放牧など畜産業が盛んで、その大半が条件不利地域である。地中海

沿岸やボルドーなど南西部、ロワール地方などではワインの生産が盛んである。 

主要農畜産物は、コムギ、オオムギ、トウモロコシ等の穀物、テンサイ、ブドウ、生乳、

肉類等。加工品では、ワイン（輸出額世界第 1位（2013年））、チーズ（同 3位）等である。 

 

表 2.4-10 フランスの農林水産業概況 

 

出典：農林水産省 フランスの農林水産業概況 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/attach/pdf/fra-1.pdf 

 

Explore 2070 プロジェクトの一部として実施された影響評価の研究によると、フランスに

おける一般的な水の涵養量の減少は 10〜25％を示し、特に、ロアール盆地では大部分で 25

～30%の減少、フランス南西部では 30～50%の減少が予測されている。 
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（2）フランス INRAにおけるヒアリング概要と特徴 

 フランス INRA（ACCAF）を訪問した。以下にヒアリングにより得られた知見について

概要と特徴を記載する。 

＜INRA＞ 

INRA はフランスの農務省と研究開発省の 2 つの省庁からサポートを受けている。INRA

の職員は全員常勤職員で、研究者、科学者や技術者等で構成されている。INRAの正社員総

数は 8,500名で、これは米国の米国農務省に続いて世界で 2番目に大きな農業分野の組織で

あり、欧州においては、同分野最大の研究機関としての地位を誇っており、17 の地域セン

ターを有している（図 2.4-26）。 

INRA には包含的なプログラム（メタプログラム）が 8 つあり（図 2.4-27）、ここで気候

変動等の調査・研究を行っている。主に政府からの要請に基づいて行動しているが、民間か

らの直接的な問い合わせにも答えて課題の設定や分析、それに基づいた取組みも協働してい

る。一番大きな課題は ACCAF（Adaptation to Climate Change of Agriculture and Forestry）に関

するものであり、ACCAFでは気候変動が農業、林業、畜産業にもたらす影響と、それへの

適応策について研究・取組みを行っている。 

 

 

図 2.4-26 17の地域センター 
出典：INRA提供資料 
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図 2.4-27 8つのメタプログラム 
出典：INRA提供資料 

 

表 2.4-11 ヒアリング概要と特徴 
項目 内容 

既に生じている 
影響や被害 

熱波や干ばつ、洪水により、農作物の収量、品質、成長、栄養度など

に影響が生じている。干ばつや洪水の頻度と程度が変化してきてお

り、生産者は対処法の問題に直面している（表 2.4-12）。 
高温により、発芽や開花時期が早くなり、霜の影響（リンゴ、モモ、

アプリコットなどに発生）を受けやすくなっていることや、害虫の影

響も生じている。一方で、栽培期間の長期化により、テンサイでは収

量の増加が見られる。 
降雨時期の変化により、果樹に影響が生じている（チェリーの裂果な

ど（図 2.4-28））。 
果樹の品質が変化してきている。グレープ、リンゴ、シトラス、ナシ、

アプリコットで品質の問題が生じている。 
欧州全体における主要作物への気温と降水量の影響については、コム

ギとオオムギの収穫量が大幅に減少、トウモロコシやテンサイは国に

より収穫量に増減が見られる。（図 2.4-29） 

対策の全体観 
ワインに関する適応が大きなテーマとなっている。 
Preventiveな適応については、「育種戦略のスピードアップ」「農法を
変える」「新しい農業システム」がある（図 2.4-30）。 

影響評価 
及び適応 

＜ワインに関する影響評価と適応研究＞ 
ワインは文化的、経済的な価値が高く、ワイン生産者は気候変動に対

する関心が高い。 
◯LACCAVEプロジェクト 



 198 

項目 内容 
ブドウ生産に関する影響評価及び適応など総合的な研究を実施して

いる。 
調査分野： 
１）収穫時期の早まり（図 2.4-32）、２）水のバランス、３）ベリー
類の風味、４）ブドウの栽培適地の変化、５）経済的な影響、６）消

費者の反応に関する問題 
 
解決策（適応研究）： 
１）新たなブドウ品種の開発、２）新しいブドウ栽培技術、３）ワイ

ン醸造学の技術、４）栽培適地の最適化、５）リスクと保険に関する

事項、６）消費者の役割、７）将来シナリオの作成 
 
＜トマトに関する影響評価と適応研究＞ 
2℃上昇時について研究を実施し、収量は増加するが、品質に負の影
響があることが分かった。 
TomGEM というプロジェクトでは収量を安定させること、熱ストレ
ス耐性の観点から品種改良の研究が実施されている。 
 
＜イチゴに関する影響評価と適応研究＞ 
GoodBerryプロジェクトでは、3つのベリー種を対象に生産性が高く、
高品質のものをつくるために、品種改良を行っている。 
 

研究結果の社会実

装等について 

社会との関係はコミュニケーションが大きな役割を果たす。 
市民に研究結果を伝えていくこと、生産現場の人間とかかわっていく

ことなどにより社会にアプローチをかけている。 
生産者とは関係を強めて一緒に研究を進めていく。一方、市民には研

究結果を様々なメディアやウェッブ、イベントを通じて積極的に情報

発信していくことが重要である。 
 

表 2.4-12 近年のフランスにおける極端現象 

 
出典：INRA提供資料 
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図 2.4-28 チェリーの裂果 
出典：INRA提供資料 

 

 

図 2.4-29 欧州の主要穀物に係る各国収量へ気温と降水量が与える影響 
出典：Moore and Lobell（2015） 
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図 2.4-30 適応策の具体例と分類 
出典：INRA提供資料 

 

 
図 2.4-31 適応策の３つの分類 

出典：INRA提供資料 図の原著は Thornton（2014） 
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図 2.4-32 ブドウの収穫開始日の経年変化 

出典：INRA SCIENCE ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE（2015） 
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（3）フランス INRAでの質疑応答 

 我々の質問に関する回答について以下に示す。 

 
Ⅰ．気候変動による農業分野への影響について 

①フランスで影響が既に生じており、問題となっている作物や被害について 

＜熱波や干ばつ、洪水による影響＞ 
û 熱波や干ばつが大きな問題になっている。冬に乾燥し、夏も気候が変わって栽培が難
しくなってきている。農作物の収量、品質、成長、栄養度に影響が生じている。特に

ムギへの影響が大きくなっている。 
û 干ばつや洪水の程度と頻度が変わってきている。生産者は対処方法が分からないとい
う問題に直面している。 
＜高温による影響＞ 
û 一部の地域の冬と春に影響が生じている。植物の発芽や開花時期が早くなり、霜の影
響、害虫の影響（冬にカビが死なず、越冬して春に被害が一気に拡大する）、栽培期間

の長期化（テンサイでは収量の増加）が見られる。 
＜霜の影響＞ 
û 霜の時期が遅くなり、早く種を播いても春先の霜によるリスクが大きくなってきてい
る。南フランスでリンゴ、モモ、アプリコットの霜被害が発生している。 
＜降雨時期の変化による影響＞ 
û 開花や収穫の時期に影響が生じている。果樹が影響を受けており、チェリーは収穫前
の降雨により大きな影響を受ける。 
＜ストームによる影響＞ 
û 雹を含むストームの強度は地域によって異なる。夏だけでなく春にも見られるように
なってきている。 

 
＜品質への影響＞ 
û フルーツの品質が変わってきている。南フランスではグレープ、リンゴ、シトラスの
味が変化している。ナシ、アプリコットについても品質の問題が報告されている。 

 
＜欧州における気温と降水による作物への影響＞ 
û コムギとオオムギは大幅に減少という傾向が見られる。 
û トウモロコシは微増傾向（地域によっては水問題が深刻化しているため今後影響は変
わってくるとみられる）。オランダ、ドイツでは収穫量が増え、他では減少している。

ギリシャでは最近灌漑を始めたことから収穫量が増加している。また、フィンランド

など北欧では増加しているが、今後、害虫の問題が発生すると思われる。 
û テンサイは地域によって影響に違いがある。テンサイは炭素を固定化できるため生産
量を拡大したいと考えている。収穫時期について 4 月頃だったものが 2 月末から収穫
できるなど１か月以上早くなってきている。 

 
 

②フランスにおいて重要となっている対策 

＜全体の方向性＞ 
û 国全体で適応策を推進している（以前は緩和だけで大丈夫との意識があった）。 
û 地域によっては作物を栽培しても利益が出ないなど負の影響が見られるものの、全国
的には重大な影響は生じていない。今後 15年程度は重大な損失はないと考えられてい
る。しかし、10年後に対策を開始しても遅いため、早く進めるようにしている。 

û 負の影響が生じている地域では、作物の栽培方法や品種の変更など対策を進めている。
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しかし、革新的な技術を使用するためには、生産者の経済的な問題もある（国からの

補助がないと難しい面がある）。 
û ワインに関する適応が大きなテーマとなっている。 
û （Preventive な）適応については、「育種の戦略をスピードアップ（して早く対策を立
てる）」、「農法を変える」、「新しい農業システム」がある。 

û 「農法を変える」の具体例は、種播きの時期を早める、灌漑システムを発達させるな
どがあり、「新しい農業システム」の具体例は、栽培地の変更、品種の転換、地域内で

の多様化などがある。 
û また、それぞれの対策は、「対処」、「順応」、「変革」に分類され、INRA では「対処」
と「順応」に関する研究を実施している。 

û 地方自治体で小規模スケールの対策がとられているが、国全体でコーディネートされ
ていない。 
 

 

Ⅱ．気候変動による影響評価研究について 

①影響評価の実施について 

＜果樹の影響評価について＞ 
û 杉浦先生の論文が最も進んでいる。 
û ナシの影響評価は実施していない（リンゴと変わらないのではないか）。 
û モモの果実のサイズと構成について、気温と水不足の関係を調査している。モモの品
質の評価は実施していない。 

û リンゴの日焼けのリスクやチェリーの裂果（収穫の前に大量に雨が降ることにより生
じる）に関する研究を実施している。 

û 開花時期のタイミングについてモニタリングしており、一般市民による（開花の時期
などの）情報提供を実施している。 
 

Ⅲ．フランスにおける果樹、野菜の影響評価と適応の状況について 

①ブドウの影響評価と適応の現状 

・LACCAVEプロジェクト 
ワインは文化的・経済的な価値が高く、継続的に実施しているプロジェクト（様々な専門

家が集って実施）。ワイン生産者は他の農業生産者よりも気候変動に対して関心が高い。投

資額が大きく、植えてから当初 3～5年は収穫できないため、森林（100年）に次いで長い
タイムスケール（10～50年）で考えている。 
 

項目 内容 
実施研究 「ブドウの生産に関する影響評価」及び「適応」 

参画機関 25 の研究機関（大学含む）95 の研究者（気候学、遺伝子学、農
業学、環境生態学や葡萄酒学など） 

調査分野 

１）収穫時期の早まり：1980年代と比べると 2～3週間収穫時期
が早くなってきている。ワイン生産全体の行程に影響を与えてい

る。 
２）水のバランス：水のストレスが増えている。南フランスの水

不足により収穫量と品質の低下が見られる。春先は必要以上の

雨、収穫時期の秋口にかけては水不足が増加。 
３）ベリー類の風味：糖分が高くなり、酸味が低下することによ

り風味に変化が生じている。 
４）ブドウの栽培適地の変化：2050 年を対象にブドウの適地を
予測。今後はフランス北部やポーランドまで北上することが予測
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されている。 
５）経済的な影響：気候変動は収量や品質に影響を与えるため、

今後市場が変わることが予想される。 
６）消費者の反応に関する問題：A.O.P.の格付けを取得するため
に産地や醸造法等様々なルールが定められている。気候変動の影

響により、生産者等の行動が変わってくることが予測されてい

る。 

7つの解決策 

１）新たなブドウ品種の開発：乾燥と高温等様々な環境に対し耐

性がある品種を作り、栽培していこうという試み。 
２）新しいブドウ栽培技術の改良：様々な試験や検証を行い、新

たな栽培方法の可能性を模索。 
３）ワイン醸造学の技術：技術を習得・向上させることで、気候

変動による影響を最小化するよう醸造工程を改良する取組み。 
４）栽培適地の最適化：どの地域でブドウを栽培したら良いかと

いうビジョンに基づき、ブドウの最適な栽培地を選定・発掘する。 
５）リスクと保険に関する事項：社会システムの変革（新しい品

種や醸造法を試すリスクに対する保険がないなど、リスクが取れ

ない仕組みが社会にあるため、補助金や政策によりこの問題点を

改善・克服しようとする取組み） 
６）消費者の役割：ワインの味や酸味に関する消費者の意見を聞

くことにより、生産者が改良などに関する有益な情報を得るこ

と。 
７）将来シナリオの作成：共通のビジョンを持ち、新しい適応策

を練り上げる取組み（保守的、革新的、通常、改革の 4つのシナ
リオを作成）。 

 
 

②レタス、トマト、イチゴ等の影響評価と適応の現状 

＜レタス 60の影響評価と適応について＞ 
û 生産者は高品質、経済的に価値の高いものを作りたいと考えている。害虫に関する研
究がほとんどである。気候変動影響の調査は INRA では行っていない。品種改良につ
いては 5 年前まで実施していたが、現在は民間企業が行っている。すぐに食べられる
ためのパッキングに関する研究を実施。 

 
＜トマト 61の影響評価と適応について＞ 
û 温度が 2℃上昇した場合の研究を実施している。エネルギー消費量が 30％減少、光合
成が活発になり、収量が増加することが分かった（CO2の大気中濃度が上がるため）。

一方で、ストレス期間が 62％長くなり、品質に負の影響があることが分かった（定量
化していないが、味で判断できる。ポリフェノールや酸に変化が見られる）。品種を変

えていかなければならないと思っている。 
û EUの資金の TomGEMというプロジェクト（新しい遺伝子、品種改良の研究）がある。
収量を安定させること、熱ストレスに強い品種を作ることが目的で、開花時期、花粉

の受精、結果を考えた場合に、良いコンビネーションの品種を探している。他に将来

の状況に合わせた研究、親系統を使った新品種の改良をしている。果実の品質低下が

問題となっており、品質に関する研究をすべきということを理解している。 

                                                        
60 レタスの生産量は欧州で第 2位 
61 トマトの生産量は欧州で第 5位。80%が温室で栽培されている。 
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＜イチゴ 62の影響評価と適応について＞ 
û INRAでは侵入害虫の制御に関する研究を実施しているが、気候変動影響や適応に関し
て研究を実施していない。フルーツは温室で栽培されることや、イチゴ栽培は経済的

に価値が高くないこともある。ただし、将来的にはこういう状況は変わってくると思

っている。 
û EUの資金が入り 6ヶ月前に開始された GoodBerryプロジェクト（ヨーロッパを中心に

19 パートナーが参加して実施）がある。ストロベリー、ラズベリー、カシスを対象と
して生産性が高く、高品質のベリーフルーツをつくることを促進するための知識を供

給する。品種改良を目的とし、Omicsという技術を使い、良い遺伝子を特定する研究が
ある。このデータベースはオープンサイエンスデータ。INRAでは遺伝子のメカニズム
の研究しか実施していないため、このプロジェクトで幅広く研究している。 
 

③果樹や野菜の影響評価における品質の検討 

û フランスでは収量に関する研究に偏っており、質に関する研究はあまり行われていな
い（増やそうと考えている）。 

û コムギやフルーツ、トマト、モモ、ワイン、野菜に品質低下の懸念の声が挙がってい
る。 

û Wheat Initiativeプロジェクトに世界中から民間企業も参加している（2011年から開始、
日本も参加）。コムギの遺伝子を改良すること（収量、栄養、効果的な水の利用の点を

含む）、生物・非生物的な観点から気候変動・影響に対する適応策を開発・発展させる

こと、そして質が高く安全なコムギを生産することが目的となっている。 
û CAQ40では穀物とフルーツの品質に関する研究を実施し、高温耐性や水ストレス、登
熟というサイクルに関する研究、新品種や次世代の種の研究開発を実施している。 

û 品質について、ナタネ、コムギ、エンドウ以外にも、種子の品質に関する研究も実施
している。特に 25℃以上で起こった影響に関心が高い。 

û その他に、種やフルーツの質量が低下してきている問題、高温や水不足のため味、栄
養分及び品質に影響が生じている問題がある。また、高温時には種子の保存に問題が

生じること、次の収穫時の収量にも影響が生じることが問題となっている。 
 

Ⅳ．社会実装や自治体等との連携について 

①影響評価結果を社会実装する取組みやアイディアについて 

û 社会との関係はコミュニケーションが大きな役割を果たしている。 
û 研究結果を市民に伝えていくこと、生産現場の人間とかかわっていくことなどにより、
社会にアプローチをかけている。 

 
＜生産者との関係＞ 
û 研究者と生産者の関係を強めて一緒に研究を進めている（農家にデータを出してもら
い、フィードバックを行うなど）。コミッティなどを作って、生産者から INRAへの要
望について積極的に聞いている。 
 
＜市民との関係＞ 
û 研究成果を市民に展開することは我々の義務であり重要だと思っている。 
û 気候変動や適応策について、一般向けの雑誌への執筆、ラジオやテレビへの出演を通
し積極的に情報展開している。また、ウェブサイトやイベントなどで自身の研究につ

いて説明している。 

                                                        
62 南フランスがイチゴの産地であるが、イチゴの生産量は少なく、スペインから輸入している。 
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û COP21やミラノでエキスポ 2015などが開催され、フランス市民は気候変動に関心が高
くなってきており、何か重大なことが起きていることを理解している。市民は子供世

代がより良い環境で生きるために、具体的な解決策が必要だと感じている。INRAは市
民の懸念に回答する義務を負っている。 
 
＜自治体等との関係＞ 
û 国の組織、R&Dの組織、民間、地方自治体、農業委員会、水資源機構の関係者が諮問
委員会を構成している。諮問委員会は年１回大きなミーティングを実施。社会との大

きな接点となる。 
û もっと現実的／実践的な情報が欲しいとリクエストがあり、連絡を密に取っている。 
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3．IPCC第 5次評価報告書の翻訳 
以下ア～ウの文献について、学識経験者等の監修により日本語に翻訳を行った。 

「ア」及び「ウ」の日本語訳については、農研機構 農業環境変動研究センター 西森基

貴氏及び飯泉 仁之直氏に監修頂いた。また、「イ」については、農研機構 農業環境変動

研究センター 八木一行氏及び秋山博子氏に監修頂いた。 

 

ア WG2：食料安全保障及び食料生産システム 

イ WG3：AFOLU 

ウ WG2：アジア 
 

 なお、日本語に翻訳したものは別紙にまとめた。 
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4．まとめ 
4.1 影響評価情報 
現在、農林水産省では、全国の気候変動の影響評価とその適応策を基本としている適応計

画を踏まえ、地域のニーズを把握するとともに、国内における気候変動の影響への適応に関

する情報等について収集しているところである。しかしながら、地域の関心が高い品目のう

ち、一部の品目については、国内において確信度の高い知見が少ないため、地域の適応策に

関する将来展望を検討する上で大きな課題となっている。 

そこで、本調査においては、国内において知見の少ない品目を栽培している諸外国の文献

等を調査し、整理することとした。具体的には、気候モデルを用いた影響評価を実施してい

る研究事例を対象に、果樹のナシ、ブドウ、野菜のトマト、レタス、アボカドについて調査

した。結果を表 4.1-1に示す。 
ナシについては、チル要求時間（1,000時間）にもとづく栽培可能面積に関する影響評価

が存在した。ナシの栽培可能面積はチル要求時間のみで決まる訳ではないものの、影響評価

手法の一つとなることが分かった。また、「収量」「品質」に関する影響評価事例もあったも

のの、定性的評価に留まった。 

ブドウ、トマト、レタス、アボカドについては、生産量や価格、気象変数等を説明変数と

して用いた収量に関する回帰式モデルによる影響評価事例が存在した。当該手法は我が国に

おける影響評価手法の一つとして参考になると考えられる。また、ブドウについては、説明

変数に気象変数を用いた収量に関する回帰式モデルによる影響評価事例も存在した。この回

帰式モデルにおいては、ブドウの他にアボカド等も分析されていたが、気候変数と収量の相

関は弱いという結果になった。このことより、回帰式モデルを作成する上においては、説明

変数の取り方が非常に重要となることが示唆された。 

なお、バレイショやコムギの収量については、既に様々なモデルが構築されており、AgMIP

によるモデル間の相互比較等も実施されている。 

 

表 4.1-1 文献による調査結果 

分野 品目 項目 調査結果 
文献番号 
（表 1.3-1） 

果樹 
ナシ 

栽培適地（栽培可

能面積） 
チル要求時間にもとづく 
栽培可能面積変化 １ 

収量、品質 
定性的な「専門家の意見」

による評価 ３ 

ブドウ 収量 回帰式モデル ４、５ 

野菜 

トマト 収量 回帰式モデル ２ 
レタス 収量 回帰式モデル ４ 
アボカド 収量 回帰式モデル ４ 
バレイショ 収量 生育モデル等 AgMIP 

土地利用 コムギ 収量 生育モデル等 AgMIP 
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分野 品目 項目 調査結果 
文献番号 
（表 1.3-1） 

型作物 

 

 

表 4.1-2に現地調査を行った結果を示す。「項目」欄に太字で記載している指標が新たな

知見があったものを示す。 

果樹、野菜については、当該分野における第一人者であるスタンフォード大学の David 

Lobell氏にヒアリングを実施した。David Lobell氏による回帰式モデルによる影響評価事例

（文献５）はあるものの、当該情報が最新情報であることが分かった。また、コムギやコメ

について、品質に関するヒアリングを行ったが、品質に関するデータが入手出来なため影響

評価が困難との返答だった。 

ARS ではコムギやコメに関する栄養面での実験的評価は行っているものの、品質に関す

る将来の影響評価は行っていないとのことであった。なお、バレイショやコムギの収量に関

する影響評価が実施されていた。 

なお、David Lobell氏によると、農林水産物に関する影響評価はもっと実施されるべきで

あるが、特に野菜や果樹においては観測されているデータがなく、またコムギについては品

質に関するデータは企業が保持しているものの、公開されていないため、品質の影響評価が

困難であるとのコメントがあった。 

 

 INRAでは LACCAVEプロジェクトにおいて、ブドウ生産に関する影響評価及び適応など

総合的な研究を実施している。収穫時期の早まりや、ブドウの栽培適地の変化、風味、経済

的な影響など収量や品質に関する影響評価・研究を実施するとともに、解決策（適応策）に

ついても様々な視点から研究を実施している。また、INRAではトマトの収量や品質につい

ての影響評価も実施されていた。 

イスラエル水資源局では、洪水予測がオンライン化されており、渇水や水管理予測も実施

している。 

 

表 4.1-2 現地調査による調査結果（将来の影響評価） 
分野 品目 項目 調査結果 

果樹 

ナシ 
収量、品質、栽培適

地等 

スタンフォード大学及び INRA で現
地調査を実施。新たな影響評価の知

見なし。 

ブドウ 収量、品質、栽培適

地等 

スタンフォード大学で現地調査を実

施。新たな影響評価の知見なし。 
INRAで現地調査を実施。LACCAVE
プロジェクトでは収量、品質、栽培

適地等の影響に関する研究を実施。 

野菜 トマト 
収量、品質、栽培適

地等 
スタンフォード大学で現地調査を実

施。新たな影響評価の知見なし。 
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分野 品目 項目 調査結果 
INRA で現地調査を実施。高温にお
ける収量と品質への影響を研究。 
ARO（Volcani）で現地調査を実施。
影響評価ではないものの、高温影響

への対応として、高温耐性品種の開

発のための分子生物学的、遺伝学的

な研究を実施。 

レタス 収量、品質、栽培適

地等 

スタンフォード大学、INRA で現地
調査を実施。新たな影響評価の知見

なし。 

アボカド 収量、品質、栽培適
地等 

スタンフォード大学、ARO（Gilat）
で現地調査を実施。新たな影響評価

の知見なし。 

バ レ イ シ

ョ 収量、品質 

ARSにおいて収量に関する影響評価
が実施されている。 
ARO（Volcani）で現地調査を実施。
影響評価ではないものの、高温影響

に関する遺伝子レベルでの研究や、

肥料についての研究が実施されてい

る。 

土地利用型作

物 コムギ 

品質 

スタンフォード大学で現地調査を実

施。品質に関するデータが入手出来

なため影響評価が困難。 
ARSで現地調査を実施。コムギに関
する栄養面での実験的評価は行って

いるものの、品質に関する影響評価

は行っていない。 

収量 

ARSにおいて収量に関する影響評価
が実施されている。 

ARO（Volcani）で現地調査を実施。
気温と降水が収量に与える関係を調

査し、それに基づいて将来予測が可

能となっている。 

農業生産基盤 
水管理（コ

メ等） 水管理 

イスラエル水資源局で現地調査を実

施。洪水予測がオンライン化されて

いる。渇水や水管理予測も実施して

いる。 
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4.2 適応計画制度 
農林水産省では、平成 27年８月に農林水産省気候変動適応計画（以下「適応計画」とい

う。）を策定したところであり、今後はこの適応計画に基づく施策を展開するとともに、適

応計画の進捗管理が重要になると考えられる。このような適応計画の進捗管理を効果的かつ

効率的に実施するに際して、諸外国における適応計画の進捗管理に関する情報が非常に参考

になる。そこで、本調査においては、農林水産分野に関連する適応計画及びそれに関連する

制度の情報を収集し、整理を行った。 

適応計画に基づく施策を着実に地域へ展開するに際しては、適応計画に関連する情報をい

かに農業従事者等に伝え、対策の実勢を促進するかが重要となる。そこで、以下では主とし

て諸外国の取組みの調査を通じて明らかとなった、適応計画に関する普及促進や社会実装の

あり方についてまとめた。今後日本で適応計画に基づく施策を展開する上において非常に参

考になると考えられる。 

 
（1） 地域単位での取組 

地域によって適応策等に関する情報ニーズが異なる。このようなニーズに応えるべく米国

では気候ハブが設立された。米国農務省が特定の作物に焦点を当てるのではなく、気候ハブ

がその地域で栽培される作物全体に関する情報を提供することとなっている。気候ハブは全

国に 10ヶ所あり、1ヶ所につき 4～6人が配置されている。米国全土には 40～60人がおり、

農業従事者や企業との橋渡し役になっている。 

日本においても地域によって適応策等に関する情報ニーズが異なる。このような地域単位

での取組みを担う仕組みが必要になると考えられる。 

 

（2） 地域組織による取組 

米国の大学には農業エクステンションセンターがあり、農業従事者に対して情報を提供し、

教育するために当該センターが活用されている。また、政府研究機関（ARS 等）に属する

100を超すリサーチセンターが各地にあるため、当該センターで情報発信や実装を行ってい

る。また、これらをまとめる形で、米国では気候ハブが設立された。 

イスラエル AROでは、農業エクステンションサービスセンターが仲介役となり生産者に

直接コンタクトし、新しい技術に関する調査結果を現場に展開し、現場からも結果を収集し

ている。また、生産者が栽培における選択に役に立つ情報として、気温、蒸発、期待される

収量や品質などの情報を提供している。 

日本においては、大学に附属した農業エクステンションセンターや、また気候ハブは存在

しないものの、都道府県別に農業改良普及センターが設置されており、農業技術に関する情

報提供、技術指導、農業技術教育などが行われている。また、市町村あるいはより広域の単

位農協には営農指導部門があり、同様の機能を持っている。このような地域の機関及び地域

の大学等との地域組織による取組みが重要になると考えられる。 
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（3） 独立した機関による取組 

英国気候変動委員会は、2008年の気候変動法の下で設立された独立した法定機関であり、

リスク 1つ 1つに関してリスクの大きさを把握し、既存の適応計画が既にリスクに対応して

いるか、適切な対策となっているかチェックし、さらに今後 5年間に新しい対策を導入した

場合に英国に利益があるかなど調査している。そして、これらの結果は政府や議会等に報

告・助言している。このような独立した機関による評価は、公平性や透明性を担保しつつ、

対策の決定や実行、優先順位づけを可能にする。日本の政策決定においても非常に参考にな

ると考えられる。 

 

（4） 情報提供のための手段・ツール 

農業従事者への情報提供の方法については、ウェビナーの開催やレポートの発行、それに

セミナーの開催などがある。特に米国では、政府や自治体、大学によるネットを活用した（ウ

ェビナーを含む）情報提供が盛んである。これにより農業従事者等が、様々な会議に参加し

たり、関係者と会合を開いたり、その他ツールに関する情報を見ることが可能である。また、

農業従事者や技術専門家等に対するトレーニングも行っている。 

欧州委員会は包括的な適応情報へのアクセスを容易にするため、Climate-ADAPT を立ち

上げ、欧州全体の影響、脆弱性、適応政策に関する情報、適応計画の策定を支援するツール

やガイダンスを提供している。欧州における適応情報のための「ワンストップショップ」と

してさらなる開発を推進している。 

上述の情報提供のための手段・ツールに関する取組みは、日本においても非常に参考にな

ると考えられる。 

 

（5） 情報の伝え方に関する工夫 

米国では情報を提供するに際して、農業従事者が何に優先順位を置くかを考えながら取り

組んでいる。特に農業従事者の多くは気候変動への関心が低いこともあり、水の管理や、害

虫の対策等、具体的にアプローチする方法を提案することにより理解を得ている。 

また、農業従事者の気候変動に関する認知度が低いこともあり、気候変動という名称では

なく、気候スマート（Climate Smart）や水利用効率化プログラム（Water Efficiency Program）

といった名称でプロジェクトや対策を導入している。 

INRAでは社会との関係はコミュニケーションが大きな役割を果たすと考え、生産現場の

人間とかかわっていくこと、市民に研究結果を伝えていくことなどにより社会にアプローチ

をかけている。生産者とは関係を強め一緒に研究を進め、一方、市民には研究結果を様々な

メディアやウェッブ、イベントを通じて積極的に情報発信している。 

このような情報の伝え方に関する工夫は日本においても非常に参考になると考えられる。 
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（6） 参考 

 以下では参考までに英国及び仏国の適応計画に関連する予定を整理した。 

 

◯英国 
年 内容 

2015 ・NAPに関する第 1回 ASC63法定報告 
2016 ・第 2回英国 CCRAに通知する ASC証拠報告 

2017 ・第 2回英国 CCRA 
・NAPに関する第 2回 ASC法定報告 

2018 ・第 2回 NAP 
2019 ・NAPに関する第 3回 ASC法定報告 

 

◯仏国 
年 内容 

2011 ・国家適応計画 2011-2015 
2017 ・国家適応計画 2017-2021 

 

 

 

 

 

 

                                                        
63 ASC：Adaptation Sub-Committee（適応小委員会）は、適応に関する助言と報告を行う CCCを支援す
るために、法律のもとに設立された組織（CCCの一部）。 
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